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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １８名） 

───────────────────                
◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は、１８名であります。 

 これより、平成１５年第４回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付して

あるとおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、１２月１１日に告示され、当日、

議案等の配付をいたしました。 

 今期定例会の運営につき、１０月２７日、１１月

１２、２８日及び１２月１１日に議会運営委員会を

開き、会期及び議事日程等を審議いたしました。そ

の内容は、お手元に配付の議事日程のとおりであり

ます。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が議案第１号ないし議案第１１号までの１１件、報

告第５号ないし報告第６号の２件であります。 

 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし発議

案第３号までの３件であります。 

 各常任委員会合同の町内行政調査報告がありまし

た。 

 各常任委員長より、委員会所管事務調査の報告が

ありました。 

 議会運営委員長より、議員派遣結果の報告があり

ました。 

 平成１５年第３回定例会において付託の議案第４

号平成１４年度上富良野町企業会計決算認定の件及

び平成１５年第５回臨時会において付託の議案第７

号平成１４年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

の件について、それぞれ決算特別委員長より審査の

報告がありました。 

 監査委員から、例月現金出納検査結果の報告があ

りました。 

 町長から、今期定例会までの主な事業について、

行政報告の発言の申し出がありました。 

 その資料として、工事発注状況一覧をお配りいた

しましたので、参考資料としていただきますようお

願い申し上げます。 

 今期定例会までに受理をいたしました陳情、要望

の件数は、１３件であります。その要旨は、さきに

お配りしたとおりであります。議会審議の資料とし

ていただきますようお願い申し上げます。 

 町の一般行政について、岩崎治男議員外１２名の

議員から一般質問の通告がありました。その要旨

は、本日お手元に配付したとおりであります。 

 なお、あらかじめ執行機関に質問内容を通告いた

しております。 

 また、質問の順序は、通告を受理した順となって

おり、質問の日割りにつきましては、さきに御案内

のとおりですので、御了承賜りたいと存じます。 

 今期定例会までの議会の主な行事は、別紙配付の

とおりであります。 

 本定例会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より議長において、 

 ８番  吉 武 敏 彦 君 

 ９番  米 沢 義 英 君 

を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの

３日間といたしたいと存じます。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認め、よっ

て、会期は、本日から１２月１６日までの３日間と

決しました。 

──────────────────                
◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま
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す。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第４回定例

議会に御出席をいただき、まことにありがとうござ

います。 

 この機会に、去る９月定例議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、病院における医師名義借りに関しては、

これまで大学病院の医師からの名義借りなどが多く

の病院で行われていることが新聞、テレビ等で報道

され、社会問題としてクローズアップされていたと

ころであります。当町立病院においても、医師の確

保には大変苦慮している中、福祉施策の推進並びに

医療体制の整備を図るため、万やむなく医師の名義

を借りたことにより、社会的批判を受け、町民各位

に御心配をおかけし、信頼を損ねることになりまし

たことに対して、大変申しわけなく、町議会並びに

町民各位に対して、深く陳謝申し上げる次第であり

ます。 

 医師の勤務実態等につきましては、さきに報告申

し上げたとおりであり、過般１１月２５日、２６日

の両日、北海道富良野保健所が過去５年間の医師の

勤務実態等について、町立病院に立ち入り調査が実

施されたところであります。 

 この調査結果については、同保健所より北海道保

健福祉部、北海道社会保険事務局等に報告され、業

務改善に関し、何らかの措置が講じられるものと考

えております。このことにつきましては、後日町議

会並びに町民各位に報告申し上げます。 

 医師名義借りは、恒常的に医師確保が困難な中、

長年の慣習とはいえ、大きな社会問題として提起さ

れた今、この事態を重く受けとめ、町議会並びに町

民各位に重ねて衷心よりお詫びを申し上げる次第で

あります。 

 次に、９月２６日発生いたしました十勝沖地震に

おける水道関係の被害状況についてでありますが、

簡易水道の深井戸を水源としております江花、静

修、里仁の各水源に、濁りが５日間にわったって生

じたところでございます。この濁りがおさまるまで

の間、給水所の設置、配水池へのタンク車による貯

水をしながらの給水と、深山峠地区の観光施設など

においては個別に給水し、これにらにかかわる費用

につきまして、予算の専決処分を行い対応を図った

ところであります。この間、地域住民の御協力に対

しましては、心から感謝を申し上げます。 

 現在は余震などの影響もなく、正常に給水してい

る状況にありますが、引き続き水質を監視しなが

ら、安全で良質な飲料水の安定供給に努めてまいり

ます。 

 次に、清富地区の飲料水につきましては、平成１

３年度に厚生労働省の事業認可及び補助採択を受け

て、平成１４年度に実施設計と取水施設及び浄水施

設の整備、本年度は配水管の布設と各戸への給水施

設を整備し、１２月１日から使用を開始しました。

１２月６日には、地域主催の竣工式及び祝賀会が開

催され、施設の完成を祝ったところであります。 

 次に、合併浄化槽設置事業でありますが、計画設

置数を５人槽換算で３０基により、公共下水道整備

計画区域を除く区域の住民を対象に設置希望調査を

行ったところ、新築で１１件、改築で６４件、単独

浄化槽設置改修１０件の希望がありました。この希

望をもとに、優先順位を新築、改築、単独浄化槽改

修の順と定め、４月１０日に改築希望者５３人の参

加のもと抽選を行い、対象者を決定して事業を推進

してまいりました。 

 また、途中２件の新築予定の方が中止したことな

どから、最終的に新築９件、改築１９件の計２８件

で、７人槽が１２基、５人槽が１６基の設置となっ

たところであります。 

 次に、広域行政等の経過についてでありますが、

９月４日の富良野地区広域市町村圏振興協議会の委

員会において、懸案でありました広域連合準備委員

会の来年度からの立ち上げについて協議したとこ

ろ、既に南富良野町と占冠村の合併の協議が始まっ

ていることから、第２７次地方制度調査会の最終答

申を踏まえ協議をすることになっていたところであ

ります。 

 １１月１３日に内閣総理大臣へ第２７次地方制度

調査会から最終答申がされ、この最終答申を踏まえ

た上で、１１月２９日に富良野地区広域市町村圏振

興協議会の委員会で、今後の広域行政の進め方につ

いて協議をしたところであります。この中で南富良

野町と占冠村につきましては、今年中にも任意協議

会を設立するとのことから、現在のところ広域連合

について、合併と同時に協議を進めていくことは困

難とのことで、５市町村の枠組みによる広域連合の

協議については、当面凍結することになったところ

であります。 

 また、この委員会において、上富良野町、中富良

野町、富良野市で何らかの形での広域連携について

の方策が必要なことから、３市町で広域行政の取り

組みについて、今後協議を進めることとなりまし

た。 

 また、一方では、自立を前提とした行財政のあり

方について早急に研究協議を行い、実践していかな

ければならないことから、上川管内で人口１万人を

超えている町として、１１月に美瑛町と共同で自立
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のための行財政のあり方を研究するため、美瑛町、

上富良野町行財政研究会の発足を確認し、自主自立

のためのさまざまな方策についてお互いに学び合う

中で、来年３月をめどに研究を進めていきたいと考

えております。 

 次に、自衛隊関係でありますが、１０月５日、多

田弾薬支所創立４７周年記念行事に多くの来賓、町

民とともに参加いたしました。１０月１１日から１

２日には北部方面音楽祭り、北部方面隊５１周年記

念式典に、１０月１８日に北部方面後方支援隊３周

年記念式典にそれぞれ出席いたしました。 

 次に、中央要望については、１６年防衛施設周辺

整備対策事業、基地交付金、施設庁所管事業関係に

ついて、全道基地協議会役員とともに、１１月２６

日から２７日に総務省、財務省、防衛庁、防衛施設

庁に対し要望を行ってまいりました。引き続き駐屯

地と基地の町としての協力関係を維持し、防衛予算

確保に努めてまいります。 

 １２月２日に上京して、全国観光地所在町村協議

会総会、その後東京ふらの会総会、翌日の３日には

全国町村長大会にそれぞれ出席してまいりました。

特に全国町村長大会では、町村の危機的状況から、

緊急重点決議として、強制的に市町村合併をしない

こと、すべての市町村を基礎的自治体と位置づけ、

権限の剥奪、制限、縮小は行わないこと、地方交付

税の財源調整、保証機能を堅持し、必要総額を確保

すること、税源移譲等により町村税財源の充実確保

など、地方への負担転嫁を行わないことを決議いた

してまいりました。 

 次に、１１月３日に、平成１５年度の町表彰式を

挙行いたしました。菅野學名誉町民初め多くの皆様

の御列席をいただき、町の関係では自治功労３人、

社会貢献賞１０人、善行表彰４人、さらに勤続表彰

と国保優良家庭の方々を表彰させていただきまし

た。 

 また、教育委員会表彰関係は、文化賞１人、科学

技術奨励賞１人、スポーツ賞１人、スポーツ功労賞

２人、スポーツ奨励賞２団体６人を表彰したところ

であります。 

 次に、農業関係でありますが、今年の農作物の生

育状況については、春先は好転に恵まれ、農作物の

生育も順調に推移してまいりましたが、７月初旬以

降９月にかけての低温、日照不足により、水稲を初

め一部農作物に被害を受けたところであります。特

に水稲については、平成５年以降の凶作となるとこ

ろであり、その被害額は、約３億４,０００万円と

なる見込みであります。 

 畑作物については、一部の野菜に価格下落があっ

たものの、小麦、バレイショ、ビート、豆類等につ

いては、最終の状況に至っておりませんが、町全体

として収穫量及び農業粗生産額は、平年を上回る見

込みと伺っております。 

 なお、被害を受けた農業者に対しては、被害状況

に応じて天災資金等の融資、公庫資金等の償還猶予

対策等の支援を行ってまいります。 

 次に、観光関係についてでありますが、今年度上

半期の観光客の入り込み者数は７４万６,８００人

と、前年度対比９７.１％となったところでありま

す。特徴的なものは、宿泊客が昨年度に比べて６.

８％増加しておりますが、外国人の入り込み者数

は、ＳＡＲＳの影響から７５％の減少となっている

ところであります。 

 また、町が上富良野振興公社に委託しております

各施設の利用状況につきましては、保養センター白

銀荘の利用者は、１１月末の前年対比で５,４９５

人減の１０万２,０９４人、利用率９４.９％となっ

ております。日の出オートキャンプ場は１０月２５

日で本年度の営業を終え、その利用状況は、有料入

場者数１万３８２人と前年度対比で１０６％、地域

別では道外者５１.５％、残り４８.５％のうち、札

幌市が１４.２％となっております。 

 次に、今年４月２７日にオープンしたパークゴル

フ場の利用状況でありますが、連日町民の皆さん初

め近隣市町村からも愛好者が訪れ、１１月３日まで

の１９０日間で４万１,４０３名、１日平均２１７

名の方がプレーを楽しみ、１１月３日の最終日を感

謝の日といたしまして無料で御利用いただき、閉鎖

したところであります。 

 次に、第４０回を迎えました町総合文化祭につい

てでありますが、１１月１日から４日までの４日

間、社会教育総合センターを会場に開催したところ

であります。日ごろの文化活動の発展の場として、

文化連盟初め多くの皆様の作品展示や芸能発表など

行われました。期間中、４,１１８名の町民の参加

をいただき、盛会のうちに終了することができまし

た。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、９月

定例議会に報告以降で入札執行した建設工事は、１

２月１日現在で１２件、事業費総額３億４,５８１

万７,５００円となっており、本年度累計では７０

件、事業費総額２３億１,７２８万７,０００円と

なっております。 

 なお、お手元に平成１５年度建築工事発注状況を

配付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく

存じます。 

 以上をもちまして、行政報告といたします。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 
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──────────────────                
◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告の件について、代表監査委員

より検査結果の報告を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 報告第１号例月現金

出納検査結果報告の件につきまして御報告申し上げ

ます。 

 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと

思います。 

 １ページをお開きください。地方自治法第２３５

条の２第１項の規定により執行したものでありま

す。 

 平成１５年度８月分から１０月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は、別紙資料に示

すとおりであり、現金は適正に保管されていること

を認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１０ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって例月現金出納検査結果の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５報告第２号町内行

政調査の報告を行います。 

 本報告は、各委員会合同の調査でありますので、

事務局長より報告書を朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 町内行政調査報告書を

朗読いたします。 

 平成１５年第３回定例会において、閉会中の継続

調査として、全議員による調査項目とした町内行政

調査の経過と結果を次のとおり報告する。 

 １、調査の経過。 

 平成１５年１０月３日、全議員による合同調査項

目である町内行政調査として、町内公共施設等の現

況を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を求

め調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 施設等の把握をすることを重点とし、９カ所の現

地調査を行ったところ、その実態により、今後の議

会審議の資とすることとしたため、特に調査の意見

は付さないこととした。 

 なお、調査した施設等は次のとおりである。 

 ①上富良野高等学校新築工事。 

 ②麦乾燥調整施設整備事業他。 

 ③農作物生育状況（水稲）。 

 ④旭野川砂防工事（障害防止事業）。 

 ⑤山加川改修工事（障害防止事業）。 

 ⑥江花会館新築工事。 

 ⑦十勝岳防災整備事業。 

 ⑧国営フラヌイ事業２期工事（日新注水路工

事）。 

 ⑨清富小学校環境整備工事。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、各

委員長からの補足説明があればお願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 以上で、本件の報告を終わ

ります。 

──────────────────                
◎日程第６ 報告第３号 

○議長（中川一男君） 日程第６報告第３号委員会

所管事務調査の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 産業建設常任委員長岩崎治男君。 

○産業建設常任委員長（岩崎治男君） 常任委員会

所管事務調査報告書。 

 各委員会に所管事務調査として閉会中の継続調査

に付託された事件について、調査の経過及び結果を

次のとおり報告いたします。 

 記。 

 調査事件名。 

 １、所管する事務事業の概要の件。 

 ２、先進市町村行政調査の件。 

 １、調査経過。 

 総務文教、厚生、産業建設常任委員会は、それぞ

れ委員会を開催し、委員会構成後間もないことか

ら、所管する事務事業の概要を調査することを主眼

とした。 

 また、産業建設常任委員会においては、平成１５

年１１月１７日から１１月２１日まで、先進市町村

である大分県湯布院町、熊本県旭志村、長崎県小浜

町を視察し調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 （１）所管する事務事業の概要の件。 

 総務文教、厚生、産業建設常任委員会は、委員会

を開催し、所管する事務事業の概要について担当課
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長などから説明を受けるとともに、各委員からの質

疑を行うなど、目的である事務事業の概要をおおむ

ね把握することができた。 

 よって、今回の調査項目は終了することとし、今

後おのおのの委員会において所管する事務事業の中

から具体的な項目を取り上げ調査することとした。 

 （２）先進市町村行政調査の件。 

 産業建設常任委員会は、平成１５年１１月１７日

から１１月２１日までの５日間、農業施策、グリー

ンツーリズム、地産地消、農協合併、資源リサイク

ルなどを調査テーマに、３町村、２団体の調査を

行ってまいりました。 

 最初に、大分県湯布院町。 

 調査項目。 

 グリーンツーリズムについて、地産地消、直売、

加工について。 

 町の概要は、御高覧いただきたいと思います。 

 次に、調査の概要。 

 要所のみ報告いたします。 

 古くから温泉町として発展してきた湯布院町で

は、年間約４００万人の観光客が訪れ、既存交流人

口は非常に大きいものがあり、従来から観光地とし

ての集客能力を生かしてさまざまなイベント（湯布

院映画祭、ゆふいん温泉祭り、ゆふいんオータム

フェア）などを開催して、都市と農村の交流活動を

展開してきていた。 

 このような状況のもと、新たな交流の形態を模索

していくために、グリーンツーリズムの手法に基づ

いた町づくりを進めてきた。 

 １９９０年には、外部資本による乱開発の計画が

持ち上がり、町としては農村と緑と静けさにより心

休まる保養地を守るため、住民と十分コンセンサス

をとり、町独自の条例を制定することとした。しか

し、制定する条例が国の法律より基準が厳しかった

ため、建設省から指導が入るなど廃案の危機にあっ

たが、町の命運をかけ、粘り強く国と交渉した結

果、潤いのある町づくり条例を制定することがで

き、乱開発の危機を乗り切った。 

 住民と行政の密接な連携により、自然環境の保

全、農業と観光の連携など、湯布院にあった町づく

りを推進してきたことがうかがわれました。 

 宿泊体験交流施設の設置。 

 都市と農村の交流を行うことを目的に、役場の職

員を退職した方が農協とタイアップした中で、農協

と地域農家１戸からの出資を受け、平成７年に農協

出資法人有限会社湯布院ファーミングパークを設立

した。 

 平成９年には、この中核施設として、農林水産省

の農業改善事業により約３割の補助を受け、総事業

費８億円で農業体験交流施設湯布院ハーベスト

ファームをオープンした。 

 地元産を利用しており、都市との交流にあわせ

て、地産地消の面からも大きな効果があらわれてい

るとうかがわれた。 

 また、農家が経営する体験型の宿泊施設に私たち

産業建設委員全員が体験宿泊を行ってまいったとこ

ろであります。 

 ②特産品の開発。 

 湯布院町の特産品としては、大分県内で１番の粗

生産額のホウレンソウを初めとした野菜類や豊後牛

が上げられるが、新たな特産品として、平成１２年

より新規作物のワイン専用種ブドウの栽培を初め、

平成１３年４月には経営構造対策事業によりワイン

の製造、販売を目的とした湯布院ワイナリーをオー

プンさせた。 

 ③地産地消の取り組み。 

 地産地消の取り組みとしては、農産物の直売、加

工を積極的にすることにより、都市住民、地域住民

相互の交流促進と農家所得の向上を図ることを目的

に農産物加工直売所を設置した。 

 運営体制は、管理組合を組織して運営されてお

り、直売部門、加工部門に分かれ活動しており、野

菜、山菜、ブルーベリージャム、地鶏おにぎりなど

を販売し、年間約３,６００万円の販売額を上げて

いる。民間による観光と関連した地産地消の取り組

みが進んできていることがうかがわれました。 

 ④農業と観光の連携。 

 湯布院観光の看板は、いやしの空間と田園景観に

あり、農地を保全することが景観を保全することで

あり、その方策として牛１頭牧場運動が展開されて

いた。牛がふえれば原野、景観が保たれ、肉用牛を

飼育することで畜産振興も図られ、さらに畜主、出

資者ですけれども、この方に湯布院町の特産品を送

ることにより、都市と農村の交流を図れるなど、一

石三鳥の効果があった。 

 また、耕種農家において稲わらの穂積みと畜産農

家の稲わらの堆肥化に対して、旅館組合、観光協会

が補助金を出す事業が展開されていた。これは観光

業者においては、雪が積もった稲わら、穂積みが湯

布院の田園風景の醸成になり、家畜ふん尿の処理と

堆肥化、耕地への堆肥投入により、良質の有機農産

物がとれるなど、それぞれの利点が連携して効果的

に推進されていました。 

 次に、熊本県旭志村。 

 調査項目。 

 ①地産地消について。 

 ②畑地かんがいの活用について。 

 ③農協合併後の自治体との関係について。 
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 町の概要は飛ばしまして、調査の概要。 

 ①地産地消について。 

 くもまと２１農業振興運動に基づき、市町村、Ｊ

Ａ菊池を初めとした関係機関と連携を図り、共生関

係づくりを基本目標として運動を展開している。 

 平成５年に道の駅旭志に併設して、その中に物産

館、食彩館、イベントホールを建設し、ふれあいセ

ンターほたるの里と称し、各事業が展開されており

ました。 

 物産館では、美しい自然の中で育った農畜産物を

販売し、生産者の顔がわかり、安心して作物が購入

できるように、壁一面には生産者の写真が掲載され

ていた。販売には、約１７０名の方が参加し、年間

売り上げは１億６,０００万円である。 

 また、食彩館では、旭志牛を使用した各料理が出

されており、イベントホールでは地域文化の発展の

ため郷土芸能、消費者交流会の開催や展示スペース

などがあり、地産地消、農産物の直売など、地区内

外の交流等の拠点施設となっていた。 

 畑地かんがいの活用については、御高覧いただき

ます。 

 ③農協合併後の自治体との関係について。 

 平成元年に、菊池郡の８農協が大同合併し、菊池

地域農業協同組合が発足し、現在の正組合員数は

８,７６５名で、販売高は２７１億円の大型農協と

なり、現在は、きくちのまんまのブランド戦略によ

り事業を展開している。 

 合併後組織改革に向けて、大学教授や県庁の農政

部長などを構成メンバーとしたＪＡ菊池組織事業改

革プロジェクトを発足して、約１年をかけて検討を

重ね、合併に４０カ所あった本支所を１８カ所に統

合し、８００人いた職員も６５０人に減らすなど、

厳しい改革を行った。 

 合併後の自治体との関係については、それぞれの

市町村の農業施策にばらつきはあるものの、農協と

しては、帰属する市町村の政策を尊重し、特に調整

等はしていなく、組合員についても理解していると

ころであった。 

 次に、長崎県小浜町。 

 調査項目。 

 ①農業政策の全般の概要について。 

 ②資源リサイクルセンターについて。 

 調査の概要。 

 ①農業政策の全般の概要について。 

 小浜町の農用地は、急傾斜地が多く、たな状の水

田と畑が連なり、基盤整備の必要性は大きく、県営

畑総事業により全体の４分の１を整備したものの、

整備率は低い。 

 耕地は７３６ヘクタールで、バレイショとタマネ

ギは国の指定産地を受けており、特にバレイショは

春植えと秋植えで５７５ヘクタールの作付面積を数

え、長崎県生産量の第１位となっている。 

 このバレイショを基幹作物として、酪農、乳用

牛、水稲、野菜を組み合わせた複合経営が主体と

なっている。しかし、そのような中で、農業者の意

欲を喚起し、すぐれた経営体を育成するために、土

地基盤の整備と土づくりを初め、農地の流動化によ

る優良農地の確保、また輪作体系の確立、生産組織

の育成などを推進し、消費者ニーズに対応した作物

の導入、生産技術の改善、新技術の導入、また豊富

な湯量を活用した温熱施設園芸の利用などを推進、

検討しており、意欲的な面がうかがわれた。 

 ②資源リサイクルセンターについて。 

 小浜町の農業の中でも、畜産部門は重要な位置を

占めており、平成１１年１１月に施行された家畜排

せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

に伴い、一部畜産農家で行われている野積み、素堀

等の不適切な管理について、早急に改善する必要が

出てきた。 

 さらに、小浜温泉と雲仙温泉のホテル等から大量

に排出される生ごみの処理の問題や、町内で発生す

る有機資源（農業残渣、し尿汚泥、公園等の剪定

枝）の処理による焼却経費の増嵩が大きな問題と

なっていた。 

 このような背景から、平成１３年度から１４年度

にかけて資源リサイクル畜産環境整備事業により、

堆肥化施設の整備を行っている。 

 事業の内容は、次のとおりですので、お目通しを

いただきたいと思います。 

 この施設は、小浜町において非常に自信作の感を

受けた施設であり、また将来リサイクルセンター周

辺の林地を整備して有機栽培の施設団地をつくりた

いとのことで、並々ならぬ意欲がうかがわれた。 

 小浜町長みずから現地施設等を案内していただき

まして、詳細な説明を受けてきたところでありま

す。 

 最後に、まとめ。 

 今回の先進地行政調査は、主に農業振興施策に主

眼を置き、グリーンツーリズム、地産地消、農協合

併、資源リサイクルなどの項目について視察調査を

行った。 

 グリーンツーリズム、地産地消については、それ

ぞれの町の特性を生かした中で、民間の力により積

極的に推進されており、それに対して行政としても

関係する住民の意欲を促すような支援体制がなされ

ておりました。 

 また、全体的な町づくりを見ても、その場限りの

政策ではなく、１００年先を見据えた町づくりや、
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住民主導の町づくりの姿勢が見受けられ、参考にす

る面が多々ありました。 

 本町においても、基幹産業である農業を中心に据

え、田園風景の保全と観光産業を初め他産業との連

携をとり、地域が一体となって町づくりを進めるこ

とは必要と思われました。 

 各視察については、本町と地勢、気温、歴史、経

営形態等大きな違いがあるが、数多く学ぶ点があ

り、大きな成果を得たことをここに報告申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって委員会所管事務調査の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第７ 報告第４号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 報告第４号議員

派遣結果の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 議会運営委員長、徳島稔君。 

○議会運営委員長（徳島稔君） 議員派遣について

でございますが、朗読をもって説明をいたします。 

 議員派遣結果報告書。 

 平成１５年第３回定例議会において議決された議

員派遣について、次のとおり実施したので、その結

果を報告いたします。 

 上富良野町議会議長中川一男様。 

 議会運営委員長徳島稔。 

 記。 

 １、上川支庁管内町村議会議員研修会。 

 （１）研修の経過。 

 本町議会は、平成１５年１０月３０日に、全議員

により旭川市で開催された上川管内町村議会議長会

主催の議員研修会に参加した。 

 （２）研修の結果。 

 研修会に参加し、市町村合併の再編と町村自治の

行方をテーマに、千葉大学法経学部教授大森彌氏に

よって講演を聴講した。 

 また、上川管内５町村の議会議員がおのおのの議

会の運営等について事例発表を行った。 

 本町議会においても、当番町となっため、西村副

議長により、議会運営の状況をテーマに事例発表を

行った。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって議員派遣結果の報告を終わります。 

 この際、理事者に申し上げます。 

 報告第３号、報告第４号の調査報告について、今

後の参考とされ、行政運営に反映されんことを期待

いたします。 

──────────────────                
◎日程第８ 報告第５号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 報告第５号専決

処分（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め

る件）の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 初めに、特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） ただい

ま上程いただきました報告第５号専決処分報告の件

につきまして御説明申し上げます。 

 本件は、本年９月２２日午後２時１５分、ラベン

ダーハイツ利用者預かり金を預金手続のため、旭川

信用金庫上富良野支店に向かい、旭川信用金庫駐車

場に１台の駐車スペースがあったため駐車しようと

したところ、駐車場右隣に駐車していた車が、いき

なり当方車両前方右側にハンドルを切りバックして

きたため、当方は避ける間もないままブレーキを踏

み停車するのがやっとで、相手の車が後退しながら

衝突してきたものであります。 

 当方は、先方右側フロントが破損し、相手側は左

側フロント部を損傷したものであります。 

 なお、幸いにして、双方の運転者ともけがはあり

ませんでした。 

 この事故につきましては、駐車場内の事故であ

り、５０％を基本として、当方の運転の前方不注意

でありますが、相手側のバックであること及び著し

い後方確認不注意が主な原因でありますので、過失

割合を当方３０％、相手方車両７０％と決定したも

のでございます。 

 日ごろより職員に対しまして、町長よりの訓辞、

また毎月の職員の定例職員会議などにおきまして、

交通事故の防止、安全運転の徹底につきまして、公

用車、私用車を問わず指示徹底をしておりました

が、このような事故が起きましたことに対しまし

て、深くお詫び申し上げます。 

 これからは冬に向かい、スリップ事故等非常に危

険な時期になってまいりましたので、事故を起こさ

ないよう一層気をつけるよう全職員に指示したとこ

でございます。 

 この事故を契機といたしまして、総務課とも連携

を一層強めまして、今後における事故防止、安全運

転の徹底につきまして、私を初め、職員に対しまし

てより一層事故の徹底を図ってまいりたいと存じて

おります。 



 

 - 16 - 

 以下、朗読をもって説明といたしたいと思いま

す。 

 報告第５号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

決定したので、同条第２項の規定により報告する。 

 記。 

 処分事項。交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定める件。 

 平成１５年１２月１４日提出。 

 裏面をごらんいただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 町が運行する自動車の事故に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成１５年１２月１４日、上富良野町長尾岸孝

雄。 

 記。 

 １、和解の相手方。 

 上富良野町●●●●●●●●●●、●●●●。 
 ２、和解の内容。 

 （１）上富良野町は、相手方●●●●に対し、金
４万７,５２４円を支払う。 

 （２）相手方●●●●は、上富良野町に対して、
本件に関し、今後上記の金員を除き一切の請求をし

ない。 

 以上、専決処分の報告といたします。御了承賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 次に、農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた

だきました報告第５号専決処分の報告の件につきま

して、その概要を申し上げます。 

 本件は、今年１０月２７日午後１時１０分、農業

振興課の職員が転作確認事務のため、島津方面に向

かう途中で町立病院方面に走行中、南６条通りと東

２丁目通りの交差点におきまして、左側から一時停

止をせず、左右確認を怠った車両が飛び出してきた

ため、衝突を避けようと直前でブレーキをかけまし

たが間に合わず衝突し、車両を損傷させてしまった

ものであります。 

 この事故の示談交渉におきましては、町側は交差

点内での確認を怠った責任、一方相手方には一時停

止を行わなかったこと、前方確認不注意の責任をお

互いに確認し、認め合うことで合意いたしましたこ

とから、平成１５年１１月１８日、相手側車両の損

害額１４万円に対し、町の責任割合の２０％相当額

２万８,０００円を損害賠償することで専決処分し

ましたことから、報告を行うものでございます。 

 このような事故により、相手方に損害賠償しなけ

ればならない事態に至ったことに対しまして、深く

お詫びを申し上げます。 

 今後、私も含めまして、職員に対しまして十分に

注意を払い、同じことを繰り返すことのないよう指

導徹底を図ってまいります。 

 以下、朗読をもちまして説明にかえさせていただ

きます。 

 報告第５号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項。交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定める件。 

 次のページを見ていただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 町が運行する自動車の事故に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成１５年１１月１８日、上富良野町長尾岸孝

雄。 

 記。 

 １、和解の相手方。 

 上富良野町●●●●●●●●●、●●●。 
 ２、和解の内容。 

 （１）上富良野町は、相手方●●●に対し、金２
万８,０００円を支払う。 

 （２）相手方●●●は、上富良野町に対して、本
件に関し、今後上記の金員を除き一切の請求をしな

い。 

 以上、事故処分の報告といたします。御了承賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第９ 報告第６号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 報告第６号専決

処分（旭野川砂防工事請負契約変更の件）の報告を

行います。 

 本件の報告を求めます。 

 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました報告第６号につきまして、専決処分の経緯

を御説明申し上げます。 

 本工事は、防衛施設庁の委託を受けて実施してお

り、平成１５年６月１９日議決をいただき、工期を
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平成１６年３月１２日までとし、株式会社アラタ工

業が現在工事を進めております。 

 今回、設計変更の要因としまして、工事の実施に

おいて抜根物の排出量が当初設計数量９９トンの着

土つきに対し、実施確認数量が９８トン、差し引き

１トンの減となり、また新たに着土なしの実施確認

数量１２８トンが増になったものでございます。 

 このことにつきまして、札幌防衛施設局に報告、

協議を行い、設計変更することで承認をいただき、

平成１５年１１月１８日専決処分を行い、契約変更

を行ったものであります。 

 以下、条文の朗読をもって説明といたします。 

 報告第６号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項。 

 旭野川砂防工事請負契約変更の件。 

 裏面をごらんいただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 旭野川砂防工事請負契約の締結（平成１５年６月

１９日議決）を経た議案第１４号に係るものを次に

より変更するため、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成１５年１１月１８日、上富良野町長尾岸孝

雄。 

 記。 

 変更事項。 

 契約金額、変更前６,９１９万５,０００円、変更

後７,０６６万５,０００円、１４７万円の増額であ

ります。 

 以上をもちまして御報告とさせていただきます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第１０ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 町の一般行政

について質問を行います。 

 本定例会におきまして、１３名の議員より質問の

通告があります。 

 本日は、日程上６名の議員の質問を行いたく、議

員各位の御協力をいただきたいと思います。 

 順次発言を許します。 

 初めに、３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 私は、一般質問の冒頭に立

たせていただき、次の３項目につき質問いたしま

す。 

 初めに、町の財政運営について。 

 長引く不況と厳しい財政の実態が、地方の町づく

りに大きく影響を与えていることは、言うに及ばな

いところであります。経済諮問会議では、国庫補助

金を平成１８年度まで４兆円、平成１６年度は１兆

円削減の考えを示し、それとの見合いで削減分の８

０％以上を税源移譲する内容を打ち出しました。補

助金削減、税源移譲、地方交付税改革と厳しい財政

に一層の不安を感じるのであります。このような中

で、平成１５年度の普通交付税額はどの程度になっ

ているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 第４次上富良野町総合計画の前期基本計画が終了

し、平成１６年度より後期基本計画に入るわけです

が、予定どおり進められているのかどうか、御答弁

を求めるものであります。 

 ２項目め、平成１６年度予算樹立方針について伺

います。 

 日本の国内経済は、依然として低迷が続いている

中、今地方自治体は地域みずから将来像を明確に

し、その実現に向け、自己責任に基づいて政策を決

定していかなければなりません。事業を継続しなが

ら適宜政策の評価と見直しが必要であると思われま

す。 

 地方交付税の減額、町税を初めとする自主財源の

伸び悩みにより歳入不足が生じているが、これらの

厳しい情勢を踏まえ、当面する平成１６年度予算、

また、これ以降年度の財政運営計画を策定し、町民

に示しながら、不安を持たせない行財政運営に努め

なければならないと考えます。平成１６年度の予算

樹立方針について、町長の所信をお伺いいたしま

す。 

 ３項目め、防災対策について質問いたします。 

 上富良野町は活火山十勝岳を有し、大正１５年５

月の大爆発は山肌の雪を解かし、泥流となって１３

７名のとおとい命が奪われたのであります。その後

昭和３７年、また昭和６３年から平成元年にかけて

も噴火が発生しております。 

 ことし９月２６日、十勝沖地震が発生し、北海道

太平洋岸では震度６、当町においては午前４時５０

分が震度４、午前６時８分には震度３を観測し、江

花地区簡易水道、西部地区簡易水道に被害をもたら

しました。人的被害がなかったことが何よりであり

ます。 

 このような地震や噴火災害時の対策と体制はどの

ようになっているのか、お伺いをいたします。 

 以上。 
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○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま３番岩崎議員の御

質問にお答えさせていただきたいと存じます。 

 まず、１点目の財政運営でありますけれども、お

尋ねの平成１５年度普通交付税の決定額は２７億

６,４２３万４,０００円となったところでありま

す。当初予算額と比較しますと、５,７２３万４,０

００円の財源留保の状況にあるということでござい

ます。 

 なお、この地方交付税は、国の三位一体の改革方

針に基づき、今後もさらに総額が年々減額していく

と予測しておりますことから、平成１６年以降の計

画事業案をすべて予定どおり進めていくことは、不

可能であると言わざるを得ません。 

 町の財政は、多くを国に依存しなければならない

構造であることを踏まえますと、これから予測され

る歳入規模に応じて、歳出においても投資的経費を

含め、経費総額を抑制するとともに、その内容につ

いても十分に吟味をして、厳しく取捨選択を行って

いかなければなりません。 

 このことから、総合計画の後期基本計画に基づく

実施計画などの内容については、現段階においては

全体的に実施時期を延長するなどの判断をせざるを

得ない状況にあると考えているところであります。 

 次に、２点目の平成１６年度予算編成方針につい

ての御質問にお答えさせていただきますが、御質問

にありましたように、国においては社会経済情勢が

大きく変化する中にあって、国と地方の役割分担を

明確にした地方分権のさらなる推進と、あわせて近

年は地方財政の構造改革に積極的に取り進んできて

いるところであります。 

 このことから、顕著に町の歳入、一般財源が減少

の一途をたどっていることは、御承知のとおりであ

ることからも、町民の要望、需要にこたえていくこ

とがだんだんと困難な状況になってきているところ

であります。 

 これらの状況を踏まえまして、平成１６年度予算

編成方針としては、事前に財源不足額を４億６００

万円と予測していましたことから、総体の中で８

％、４億６００万円を削減する目標で指示を出した

ところであります。 

 この具体的な方針では、安易に従来のやり方を世

襲することなく、行政効果の乏しいものがある場合

には、中止または終期を設定し、廃止するなど思い

切った方策を講じなければならないこと、また既存

の事務事業の量的な拡充をしないこと、新規施策案

については安易に予算化を行わないことなど、総額

を抑制する方針としているところであります。 

 こうした中で、関係する町民の方々からは御批判

をちょうだいすることがあるものと思いますが、現

状を踏まえ、これから迎える将来のことを考えると

き、町の財政を預かる私といたしましては、町民の

深い御理解を得つつ、財政を安定させる道を選択せ

ざるを得ないと思っているところであります。この

ことから、ひいては町民の皆様の安心につながるも

のと思う次第であります。 

 次に、３点目の御質問の９月２６日に発生した十

勝沖地震の諸対応についてでありますが、１０月３

日の町内行政調査の際にも御報告したところであり

ますが、４時５０分地震発生後、防災担当の総務課

職員及びライフライン関係の所管課職員の９名が役

場に参集し、町内の被害調査のパトロールや関係機

関からの情報収集、さらには住民への広報活動を実

施したところであります。 

 幸いにも人的被害はありませんでしたが、町簡易

水道施設の水源が地震の影響により水の濁りが発生

し、静修、江幌、里仁、草分地区の住民に対し、一

時的に飲料水の利用制限をしたところであります。 

 このような災害発生時の諸対策と体制につきまし

ては、現在進めております地域防災計画の全文改定

作業の中で、震災対策、風水害対策、火山災害対策

の３分類ごとで完結できる構成内容で位置づけてい

るところであります。 

 この各対策については、災害事象ごとに行うべき

事項、手順を簡易にまとめ、より具体的な内容や現

実性のある内容とし、また実施部署や連携をとる関

係機関などを明記することとしております。 

 具体的な行動としては、災害発生の第一報を受

け、災害対策本部を設ける必要がない場合は情報連

絡本部を設置し、災害が拡大のおそれがあるとき

は、第三種の非常配備体制により災害対策本部を設

置した中で必要な対策を講じることにしておりま

す。 

 震災災害対策では、阪神・淡路大震災以降の事例

を参考に、震度４から５弱の地震が発生した場合に

は、テレビ放送などにより知り得た段階から、自動

参集する配備基準としているところであります。 

 また、火山対策については、十勝岳の噴火シナリ

オを作成し、火山現象や噴火のレベルに応じた諸対

策を講じる内容で計画書に位置づけしているところ

であります。 

 さらに、災害発生初動期の諸対策の行動を容易に

とれるように、新たに職員災害初動マニュアルの作

成もあわせて進めているところでありますので、関

係機関との調整が整い、北海道との協議段階には、

議員の皆様に対しましても計画書案を閲覧していた

だくよう取り進めてまいりたいと存じております。 

 以上であります。 
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○議長（中川一男君） 再質問。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） ただいまの答弁の中に、平

成１５年度普通交付税の財源留保ですけれども、

５,７２３万４,０００円、この財源留保額につきま

しては、適正な運用を求めるところであります。 

 なお、再質問いたしますけれども、しろがねパイ

ロット事業の年次償還や、しろがね土地改良区に対

する運営費、住民福祉の向上のため建設が進められ

ております保健福祉総合センターの建設費等、町財

政の大きな歳出となっているところであります。町

民に対し、将来に夢を託せる１６年度に向けたマ

ニュフェストを示す必要があるのでないかというふ

うに考えます。財政運営につきまして、再度明確な

答弁を求めるものであります。 

 防災対策の観測体制について伺います。 

 地震観測でありますが、十勝岳のように噴火を予

知した地震と、十勝沖のように活断層の地殻現象に

よる地震があるわけでありますが、現在使用してい

る町の観測機器でその区別が、即座に震源地を区別

した観測結果がわかるのかどうかお伺いしたいと思

います。 

 次に、ただいまのお話ですけれども、震源地があ

る遠いか近いかによって避難する住民の心構えが必

要になってくるというふうに思われます。 

 また、観測機器の設置場所であります。上富良野

町の設置場所は、本庁舎の地下食堂横にあるわけで

あります。中富良野町は通常の地表に設置されてい

るわけでありまして、観測所の発表では、中富良野

は震度４のときに上富良野町は震度３と、隣の町で

ありながら誤差を生じているわけでありますけれど

も、中富良野は泥炭地とは言え、このような差に対

して設置場所による誤差が生じているのではないか

というふうに思いますけれども、いかがかお伺いい

たします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、平成１５年度の普通交付税の５,７２３万

４,０００円等々の財源留保、内部留保がなされて

おりますよということで、予定の交付税の予算額よ

りも多く交付税が来たということでありますが、こ

れにつきましては、例年３月末の最終議会におきま

して、当年度の補正に対応しながら、できる限り基

金積み立てということで対処していきたいというふ

うに思っておるので御理解をいただきたいと思いま

す。 

 さて、続きまして、１６年度以降の町のマニュ

フェストを示してはどうかということであります

が、ちょっとマニュフェストとは違うかもしれませ

んが、既に町は総合計画を策定いたしておりまし

て、これからの上富良野町の町づくりをどうするか

ということにつきましては、議員も御案内のとお

り、四季彩のまち・かみふらの～ふれあい大地の創

造を目指した第４次の総合計画のもとに、町づくり

を進めているということでございますので、ひとつ

御理解をいただきたいなと。そして、それらに基づ

きまして、総合計画に基づきまして、３年ごとの

ローリングで実施しております実施計画に基づきま

す町づくりを進めているということで御理解をいた

だければというふうに思っているところでございま

す。 

 それで、次に防災関係でありますけれども、観測

体制の問題でありますが、今我が町にあります地震

計は、基本的には震源地がどこかというようなこと

の対応ができるものでありません。ただ、震度が幾

らかという監視をする震度計であるということで御

理解をいただきたいなというふうに思いますし、ま

た、この震源地の遠距離にかかわらず、震源の震度

の度合いによりまして、先ほども申し上げましたよ

うに、震度４あるいは５弱から、その防災体制を組

んだ町の防災推進を図っていくということでござい

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 また、次の中富良野町さんと上富良野との震度の

違い、それから震度計の設置場所による違いではな

いかという御質問でありますが、私として、専門家

に確認したことではございませんけれども、素人な

りに考えるならば、地震の震源地の深さだとかいろ

いろなことを考えますと、わずか２メートルか３

メートル、地表と地下との違いによって、そう大き

な震度の差が出てくるものというふうには認識いた

しておりません。ただ、地質の問題による震度の差

は生ずるのではないかなというふうに認識いたして

いるということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 再々は。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 再々質問いたします。 

 厳しい財政状況の中で、現在の公債比率、これか

ら公債比率はどのように推移していくと思われるの

か、考えをただします。 

 防災について、再々質問いたしますが、さっきの

答弁の中に、職員災害初動マニュアルの作成という

のがありましたが、具体的にどのような内容なの

か、お聞かせ願います。 

 最後に、防災に対し、町議会議員の位置づけにつ

いてはどのようにお考えか、町長の見解をただすも

のであります。 
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 以上。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、公債比率の推移につきましては、総務課長

の方からお答えさせていただきます。 

 また、加えて職員災害初動マニュアルの内容につ

きましても、総務課長の方からお答えさせていただ

きます。 

 さて、その地域防災計画の中で、今町が作成して

おります地域防災計画の中で、議員さんの対応につ

いてどう考えているのかという御質問であります

が、基本的に法律におきましては、議員さんの対応

についての位置づけはございません。と申します

は、御案内のとおり執行機関と議決機関、これは対

等な位置づけがなされているわけでありまして、対

策本部長の私のもとに、議員さんを配下に置くとい

うことは、これは１００％不可能なことでございま

す。そういったことから、対策本部の構成の中にと

いうような地域防災計画の中に議員さんの対応につ

きましては明記されておりません。 

 ただ、ここで重要なことは、やはり災害におきま

す執行者としての専決処分で対応でき得る分野とや

はり議会の議決を経なければ対処できない分野、こ

の分野がございます。そういった状況の中で、現実

の中で議会の議決を経るためには、議員の皆様方に

その災害の実情というもの、状況というものを十分

に認識していただいておかなければならないし、そ

の状況判断をしていただかなければならないわけで

ありますので、常に災害対策本部としては、議員の

皆様方に情報を提供しつつ、必要あるときには議会

の招集を図って議決を賜らなければならない案件が

生ずる。そのための情報を十二分に議員さんに理解

していただく対応をとっていかなければいけないと

いうふうに認識をいたしているところでありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） 岩崎議員の御質問にお

答えします。 

 まず、１点目の公債費の比率の関係でありますけ

れども、この件につきましては、３月の予算特別委

員会の折に資料を提出してございますが、その資料

に基づきますと、平成１５年度、あくまでも見込み

でございますが、公債比率につきましては１７.１

ポイントであります。これにつきましては、１４年

度から比較しますと、率で０.４％ほど上がるとい

う見込みを立ててございます。この数値等につきま

しても、町長申し上げていますように、交付税等の

動きによりましてまたそれぞれ動きがございますの

で、あくまでも３月の予算特別委員会の時点での把

握の比率ということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

 それと２点目の職員の災害初動マニュアルの関係

でありますが、これにつきましては、従前そういう

ものを持ち合わせてございませんでした。内容的に

は、諸対策を講じていく段階段階での準備の手引き

書みたいなものであります。 

 それと情報の収集、それから伝達、それぞれ収集

伝達する先を明記したり、ただいま申し上げますよ

うな諸対応への、その段階段階ごとにつなぐための

手引書、標準的な手引書という内容になってござい

ます。 

 町長申し上げましたように、今後時期を見まし

て、また議員の皆さんにもごらんをいただくように

取り進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、３番岩

崎治男君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

──────────────────                
午前１０時２３分 休憩 

午前１０時３６分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、会議を続

行いたします。 

 次に、１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります３点について一般質問いたします。 

 まず、１点目は、市町村合併について。 

 平成１７年４月以降も合併に関する新しい法律を

制定し、一定期間さらに合併を推進、合併特例債な

ど現行の合併特例法のような財政支援措置はとらな

い。合併に関する障害の除去のための特例は残す。

国はあくまでも平成１７年３月３１日以降も合併を

進めるつもりでいるが、一定期間、５年になるか１

０年になるかわからないが、時限法であることには

間違いない。それで、この一定期間を自治体の効率

や能力の充実を図って、自主自立の道を選ぶとすれ

ば、自治体として財政運営はどのような数字になる

のか、また公共料金、住民サービスなど細かな部分

は別として、どのような上富良野町が描けるのか、

住民生活がどうなるのかシミュレーションを出して

いただきたいが、いかがか。 

 ２点目は、地産地消の促進をもっと町としても考

えるべきではないか。 

 １１月１４日、ＪＡふらの主催の上富良野地産地

消拡大試食会が上富良野支所で開かれ、生産者を初

め町内消費者協会、各関係機関の方が集まり、地場
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産米や地産食材でつくられた上富良野町の豚肉が

たっぷり入った豚汁、東中地区の大豆でつくられた

豆腐、本格仕込みの漬け物、小麦ハルユタカでつく

られたパン、また米はきらら３９７、ほしのゆめ、

新品種ななつぼしの中から、各テーブルのアンケー

トにより、一番おいしいお米にななつぼしが選ばれ

た。たが、ななつぼしは生産者は別として、一般町

民はまだまだ知る人は少ない。もっと地元の食材に

愛着を持ってもらうためにも、町としてはあらゆる

機会を設け、試食会などをして町民にＰＲするべき

ではないのでしょうか。 

 例えば、地元の食材を使ったアイデア商品の試食

会、飲食店や調理師の方にも参画してもらい、上富

良野名物料理を創作してもらうなどしてはいかが

か。地産地消の促進には、地域経済の活性化にもつ

ながると考えられるので、町としても地元食材の販

売拡張を支援すべきではないでしょうか。 

 ３点目は、ＬＤ、学習障害、ＡＤ・ＨＤ、注意欠

陥・多動性障害、ＨＦＡ、高機能自閉症を持つ特別

支援児の対策についてお伺いします。 

 最近ＬＤ、学習障害、ＡＤ・ＨＤ、注意欠陥・多

動性障害、ＨＦＡ、高機能自閉症ＬＤの児童がふえ

てきており、小中学校の普通学級の中に、特別な教

育的支援を必要とする児童が目立ってきているが、

これらの現況について、教育長はどのように考えて

おられるのか、お伺いいたします。 

 現在小学校５校、中学校２校ある中で、このよう

な特別支援児が何名ぐらいおられるのか、お伺いい

たします。 

 また、担任１人での指導では、これらの特学児を

指導すると、他の児童に手をかけることができなく

なり、授業が中断、学力の格差が無限に広がるな

ど、指導者不足の現況があるが、これらの指導体制

の整備と資格を持った人を広く募集して、臨時雇用

など充足をするお考えはないのか、教育長にお尋ね

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま１３番村上議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の平成１７年４月以降も合併するこ

となく自主自立の道を選択したときの財政運営につ

いての御質問でありますが、現在国は三位一体の改

革に取り組み中でありますが、税財源移譲を初めと

する国庫補助金の削減方向を大枠で示しつつも、い

まだ具体的な方針が示されていない状況にありま

す。 

 一方、自治体の財政運営の根幹をなす地方交付税

についても、総枠の圧縮を打ち出してはいるもの

の、その削減方向を示されない状況にあり、私ども

自治体にとりましては、将来にわたって財政及び歳

入全体を的確に予測することは、大変難しい状況下

にあります。 

 しかしながら、平成１６年度の予算編成に当たり

ましては、現在考え得る条件による歳入の予測を立

てたところでありますが、平成２０年度までの一般

会計の財政推計によりますと、平成２０年度には、

現在の財政規模８０億円から約５９億円に落ち込む

ことで予測したところであります。 

 このことから、事務事業の選択、各種公共事業の

減少、受益者負担の増、今まで行政が担ってきた

サービスの一部を町民の皆さんに担っていただくな

ど、極めて厳しい行財政運営を迫られることになろ

うかと存じます。 

 本年度が現行行財政改革実施計画の最終年度であ

り、次年度からは実践でき得る事項は取り進めなが

ら、並行して行財政の構造を抜本的に見直す新たな

計画を策定し、財政運営を中心とした行政サービス

体制の基本的方向を住民の皆様に周知し、住民と行

政の協働による町づくり推進に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、２点目の地産地消の促進についてお答えさ

せていただきます。 

 今消費者の健康志向や食に対する安全性が求めら

れている中、食生活に対する関心は高まりつつあり

ます。本町においても、安全で良品質な地場農産物

の消費拡大を目指して、農業の町づくりを進めてい

るところであります。 

 そのような中で、今年度においては、町広報紙を

活用し、農産物生産者が自発的に地産地消の展開を

図れる場を提供することで、地方コミュニティ広場

の一部を開放し、地場農産物の直売場開設の呼びか

けをいたし、特集で朝市や無人市を掲載し、町民へ

のＰＲを行ったところであります。 

 また、議員の御意見にありましたように、ＪＡに

おいても大試食会を開催するなど、消費者への消費

拡大を意図とし、新たな展開の中で地産地消を積極

的に取り組んできているところであります。 

 町といたしましても、地域農家で生産された新鮮

で安全な農畜産物を直接消費者に販売することによ

り、地域農家と地域住民との情報交換、交流の場と

して地元農畜産物の地産地消を図り、安全性をＰＲ

するなど、地域農業の活性化を図るため、地元食材

の販売拡張など、さまざまな方法を模索しながら支

援に取り組んでまいりたいと思っております。 

 次の３点目につきましては、教育長の方からお答

えさせていただきます。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １３番村上議員の３点目
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の特別支援児の対策についての御質問にお答えいた

したいと思います。 

 議員より御質問のとおり、近年の社会背景的問題

や家庭環境、親の子育てなど、いろいろな要因によ

りまして、本町においても特別支援の対象となる幼

児、児童がふえておりますし、また障害の程度も複

雑化してきている状況にあります。 

 現在、各学校の特別支援児に対する特殊学級の設

置と在席者数の状況でありますが、上富良野小学校

では知的障害児５名で１学級、情緒障害児１名で１

学級、難聴障害児１名で１学級の特殊学級を設置

し、３学級に対しての指導体制として、国の教職員

の配置基準によりまして、正規の４名の教職員が配

置され、対応を図っているところでございます。 

 そのほかにも上小には、特殊学級には入っており

ませんが、知的障害児を持ち、特別な支援を要する

児童が５名おりますが、保護者などの理解が得られ

ず、普通学級で学んでいるといった状況下にありま

す。 

 また、言葉に障害を持つ児童の言語障害児は、全

町で２５名おり、これらの対応については上小に２

名の教職員の特別枠の配置をいただき、全町児童の

指導をしております。 

 西小学校では、知的障害児２名で１学級、情緒障

害児１名で１学級の２学級の特殊学級を設置し、２

名の教職員で指導を行っております。 

 東中小学校では、知的障害児３名が在席している

ことから、本年４月より、知的障害児のための特殊

学級を１学級設置し、教職員１名が国の基準により

まして配置され、対応を図っているところでござい

ます。 

 しかし、本年度特殊学級に入学した児童の中に、

情緒障害を持つ児童が１名おりまして、知的障害児

と情緒障害児を１名の教職員が同じ教室で複式で障

害児の学習などをすることは、さまざまな困難な問

題が生じることから、本年の１０月より、情緒障害

児対策として、町独自の施策として臨時の先生を雇

用し、対応を図っているところでございます。 

 明年度には、情緒障害児の支援のための正規の教

職員を保護者の理解も得ておりますので、平成１６

年度より国の基準により先生を配置していただくよ

う、上川教育局にも要請しているところでございま

す。 

 上富良野中学校では、知的障害児１名、１学級を

設置し、１名の教職員の配置を受け、対応を図って

おります。 

 清富小学校には、言語障害児１名がおりますが、

保護者が週１回、上小のことばの教室に通い対応を

図っております。 

 江幌小学校と東中中学校には、特別支援を要する

児童生徒は現在のところ在席しておりません。 

 各学校の特別支援児と特殊学級を指導している教

職員の配置状況を申し上げましたが、現在本町の特

別支援児に対する教育については、町の施策とし

て、一部情緒障害児の指導体制の支援をしている東

中小学校を除いては、国の配置基準による教職員で

児童生徒の学習指導を行い、対応を図っているとこ

ろでございます。しかし、現在の町の特別支援に対

する学習指導体制で苦慮している大きな課題がござ

います。その課題でありますが、今各学校に通う障

害児の障害の程度が複雑化しておりまして、教職員

１人が児童１人を指導しなければならないといった

重い障害児がふえ、国の基準による教職員だけで

は、ほかの障害児の適正な指導ができないばかり

か、児童の安全確保すらできないといった重大で深

刻な悩みを各学校で抱えております。 

 学校の責任者である学校長から、その対応につい

て、心を熱くして特別支援児に対しての指導体制の

充実を国や道に依存するのではなくて、町の障害を

持つ児童のために、町の施策として意を注いで考慮

してほしい旨、再三要望を受けているところでもあ

ります。 

 教育委員会といたしましても、特別支援児の学校

現場での悩みや課題については、その実態を学校長

から聞き、理解しながらも、町の財政的な事情もあ

りまして、意を満たすことができないでおります。 

 しかし、学校での実態としては、特別な教育的支

援を必要とする在席児童も多く、また明年度以降も

ふえる傾向にありますので、各学校とも、その指導

体制についての条件整備について十分協議いたしま

して、明年度より特別支援児に対する指導体制の充

実を図るよう、現在町理事者とも協議を進めている

ところでございます。 

 今後も特別支援児につきましては、血の通った中

身のある支援をするよう、前向きに取り組んでまい

りたいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １点目の市町村合併の件

ですが、町長は今まで一貫して第２７次地方制度調

査会の最終答申を見て、自主自立の道を進めていけ

るのか、自治体としての財政運営ができるかどうか

状況を見きわめ、町民にも説明責任を果たしていき

たいと言われ、今日に至っております。 

 地方制度調査会の最終の答申も出ましたし、１１

月２９日、沿線５市町村参加の富良野圏域広域連合

準備会の席で、町長は上富良野は合併特例法、期限
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内での合併の考えはないと示されたわけで、それで

あれば、国の方針が１７年４月１日以降の財政的な

考え、措置は打ち出されておりませんけれども、国

としても何とか平成１７年３月３１日までに各市町

村できるだけ多く合併させたいわけですから、はっ

きりしたことは言うわけはないと私は思います。私

も１２月１日岩見沢、昨日は上川支庁と今後の自治

体のあり方について、総務省の課長が来られ説明会

ございまして聞いてまいりました。少しでも新しい

情報が欲しいということで聞いてまいりましたが、

今月１８日にも役場で行われますけれども、多分同

じ内容になるのでないかということが予測されるの

でございますけれども、どうやって今、財政的な５

８億円ぐらいの規模になるのではないかと。この規

模で自主自立の道を求めていくのか、これでは

ちょっとどうも判断のしようがありませんし、もう

少し踏み込んだ具体的に町民の生活がどうなるの

か、今後取り組もうとしている役場内での組織機構

改革も、その今後の自治体のあり方としての小さな

役場が求めていくのであろうかと思いますけれど

も、果たしてその自主でやっていけるのかどうか、

町民がどこまで受益者負担をするようになるのか、

それらに耐えていくことができるか、その判断材料

としてのシミュレーションですか、ある程度出して

いただいのですけれども、いつぐらいまでに出して

いただけるのか、お伺いしたいと思います。 

 それから、２点目の地産地消の促進についてでご

ざいますけれども、町としては町広報誌の中で町民

のＰＲを行っているということでございますけれど

も、農業振興課は、どちらかといいますと担い手対

策とか、土地の流動とか、それから農業生産体制の

強化とかいろいろ取り組んでいらっしゃいますけれ

ども、何回か私も過去に質問いたしましたが、平成

１６年度から農業振興計画をするのだと、その中で

いろいろと取り組んでまいりたいというようなこと

を書いていただいているのですけれども、平成１６

年度から始まる新しい農業振興計画の中で、ぜひ上

富良野の地産地消フォーラムの開催ですとか、上富

良野の名物、富良野なんかはカレーライスなんかつ

くっているようでございますけれども、創作とかＪ

Ａとか農業生産者、それから消費者等交えて、何と

いうのでしょうか、安心安全の食と農のプラン、こ

ういうものを作成していただいて、こういうのを盛

り込んでいただきたいと思うのですけれども、いか

がでございましょうか。 

 それから、３点目の特別支援児の対策につきまし

てですが、今まではこういうお子さんもおられたわ

けでございますけれども、こういうお子さんに対し

て適切な対応がわからなかったわけなのですが、Ｌ

Ｄ、注意欠陥児や多動性障害者、ＡＤ・ＨＤ、それ

から高機能自閉症、ＨＦＡの子供さん方の定義とか

判断基準が明確になったわけですので、これらのお

子さんに対しては、できるだけ早い時期に専門家と

か、そういうコーディネーターの方が指導していく

と、こういうことでございまして、東中では一部情

緒障害児の指導体制をしていらっしゃるようでござ

いますけれども、ほかの学校では、国の基準に基づ

いて教職員１人で対応しているということでござい

ますので、これでは学級崩壊につながると思うので

すけれども、早急に、放置しておくわけにいきませ

んので、教育長、何とか早急に手を打つべきと考え

ますけれども、いかがでございましょうか、よろし

くお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、最初の市町村合併に関連する御質問でござ

います。私も今まで議会の皆様方、町民の皆さん方

に第２７次地方制度調査会の答申状況を見きわめな

がら、町の市町村合併についての判断をさせていた

だきたいというふうなお話を申し上げて今日までき

たところでありますが、いよいよもって第２７次地

方制度調査会も最終答申を内閣総理大臣に提案いた

しました。この中に、町が最も関心を持っているの

は、国が今後地方制度をどのような方向に導こうと

しているのかということの見定めでありますし、ま

た、その中で第２７次地方制度調査会は、御案内の

とおり小規模自治体の位置づけは１万人を目標とす

ると、基礎自治体というのは１万人以上の自治体で

あるという、そういうような目標を定めた中で、議

員御発言にもございましたように、平成１７年４月

以降の合併新法の中で位置づけするという方向づけ

をしてまいりました。 

 その中で、我が町におきましては、御案内のとお

り１万３,０００弱、１万２,８００の現人口を有し

ているわけでありますから、基礎自治体としての位

置づけは、現時点では達成できたと申しますか、基

礎自治体としての位置づけはなったと。しかしこの

人口も御案内のとおり、日本の人口は平成１７年以

降減少の一途をたどっていくということに相なって

いるわけでありますので、我が町の人口もそれに似

合わず、逐次減少してきているというようなことか

ら、果たしてこの基礎自治体としての１万人の人口

をいつまでぐらい確保していけるのかなというよう

なこともシミュレーションとして描いてみなければ

ならないなというふうに思っておりますが、ただ規

模的には、まずは第一段階としてのクリアをしたな

というふうに思っております。 
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 しかし、最も重要な財政であります。財政運営を

いかにしていくかと。さきに２月に議員の皆様方

に、平成２０年までの我が町の第４次総合計画の最

終年度までの財政見通しのシミュレーションを説明

させていただきました。これは、北海道が上富良野

町の今後の財政規模をシミュレーションした数値を

適用させていただきました。 

 しかし、この適用、先ほども申し上げましたよう

に、平成２０年度には５９億、６０億弱の歳入規模

になるだろうというシミュレーションであります。

しかし、御案内のとおり今三位一体の改革が進めら

れております。この三位一体の改革が進まないで、

ただ従前のような国の地方財政の進行をしていくと

こうなるであろうという、国からの財源はこう減っ

てくるだろうという予測でありますが、基本的に御

案内のように三位一体改革というのは、補助金、助

成金については削減から廃止、地方交付税について

は大幅な見直しと、そしてそれに見合う税源移譲を

国から地方へ税源移譲をする。そのうち、税源移譲

については８０％と１００％という部分もあるわけ

でありますが、そういうような形で地方財政を今後

取り進めていこうという方向性は示されました。し

かし、どの補助金、助成金、負担金が削減されるの

か、また交付税という中にどの程度の、全面的な廃

止になるのか、あるいは財源調整機能だとか、財源

保障機能というものをどの程度生かしてくれるの

か、そういったものが全く見えてこない。 

 そして、税源移譲についても何の税を移譲してく

れるのか。今、基本的には基幹税を移譲すると、住

民税を移譲する、あるいは消費税を移譲するという

ふうに言われておりますが、１６年度におきまして

はたばこ消費税という、これから先消えてなくなっ

ていくのでなかろうかと思うような税が地方に移す

ぞというような話にもなっております。今そういう

ふうな状態で、地方に対する国の地方財政制度がど

うなるかということが全く見えない。ことしの国か

ら来る財源が、ことしの７月にならなければ確定し

ないという状況であります。 

 先ほど議員から、普通交付税の御質問をいただき

ました。これらのことは、当年度の普通交付税が７

月にならなければわからない、そういう中で予測を

立てた。 

 我が町におきましては、１５年度おかげさまで予

定減額される額よりも少ない数値で予算措置をして

いたために、五千何百万円の内部留保資金が確保で

きたという状況にありますけれども、これから先そ

ういう地方財政がどうなるかということがわからな

い中で、財政シミュレーションを立てることはなか

なか難しいということを、ひとつまずもって御理解

をいただきたいと思うわけでありますが、そういう

中にありまして、さきにも御案内申し上げましたよ

うに、自主自立の道を進むためには、いかにあるべ

きかというようなことについては、行政報告でも報

告させていただきましたように、これから美瑛町と

ともに自主自立の道を歩むためにはどうあるべきか

ということを十分に研究をし、それらの成果を議員

の皆さん方並びに町民の皆さん方に提示していきた

いというふうに思っております。そういうようなこ

とで、シミュレーションはなかなか難しいというこ

とを御理解いただきたいと。 

 それから、地産地消につきましては、議員おっ

しゃるとおり、私も重要なものであるというふうに

思っておりますので、今後これらにつきましては、

行政として何をすべきか、それらの支援策につきま

しては、今後の課題として対応していきたいという

ふうに思っておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １３番村上議員の再質問

にお答えいたしたいと思いますけれども、確かに議

員が申し上げておりますように、今の時代背景的

に、子供たちの診断、そういう知的障害だとかそう

いう診断が適切に診断されていることが、そういう

ことで児童数もふえていることは十分認識しており

ますし、また今私が申し上げた特別支援を要する児

童以外にも、例えば普通学級に学力の低い子、自分

勝手な子、変わった子、わがままな子というような

ことで、全国の各学校で約６％ぐらいの児童生徒が

現場で抱えている。ですから特別支援児対策だけで

なくて、こういう大きな悩みも抱えているのが実態

であります。 

 きょうも学校長がたくさん来ておりますけれど

も、一番今学校現場で私たちが意を注がなければな

らないという緊急的な課題については、確かに特別

支援児対策だと思っております。 

 私も日ごろ校舎の整備だとか、机とかいすという

のは時代が変わってもできるけれども、子供の成長

過程の中で、今しなければならないことは何なのか

ということを十分その意識を持って、そのめり張り

のある対応をしていかないとならなということの認

識をしておりますので、私が先ほど議員に申し上げ

たとおり、血の通った中身のある対応ということ

で、今理事者に校長先生から言われているやつを全

部満たすことということは理想ですけれども、理想

と現実というような中身もありますけれども、心熱

くしながら町長、理事者に特段の配慮いただくよう

今鋭意努力しておりますので、今後も努力というこ

とで御理解をいただきたいということで答弁とさせ
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ていただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問ありますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ただいま町長の御答弁

で、確かに国の方針がわからない中で、なかなかシ

ミュレーション難しいということでございますけれ

ども、ただ難しいと、こういうことばかり言ってま

しても、新しい情報、やっぱり国はどちらかという

と、合併推進の方にまた１７年４月以降も進めてい

こうということでございますから、なかなか財政措

置等を説明してこないと思うのですけれども、やっ

ぱり新しい情報をどんどん求めていただきまして、

町民に説明責任を果たさないと、前９月３名の方が

一般質問、同僚議員から質問ございました御答弁の

中で、町民に対する情報も一たん中断をしている

と、機会を見て町長はまたそういう情報を示した

い、町民に説明責任果たしたいとおっしゃっておら

れますので、それがいつごろになるのかお尋ねした

いと思います。 

 それから、３点目の特別支援児の対策についてで

すけれども、教育長、町の財政的な事情もあるよう

でございますけれども、そういうこと言っておられ

ないのでしょうかね。やっぱり上富良野町の子供の

将来を思うときに、財政がどうもあれだからできな

いということではちょっと困ると思いますので、早

急に補助教員の設置、それから学校及び地域におけ

る教育推進体制の整備等必要だと思うのですけれど

も、もう一度よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 市町村合併の問題でありますけれども、議員も御

意見の中にございましたように、基本的に国は合併

促進をしていくと、全国自治体３,２００ある自治

体を１,０００にするのだと。今合併特例法の期限

の中で、２,０００を割るのか割らないのかという

のが国と地方の攻防のような状況があるかに見てお

ります。 

 平成１７年４月以降も合併促進法の新法が制定さ

れます。これまた市町村合併を将来的に１,０００

に結びつけるための国は合併の促進を図ってくるも

のというふうに思っておりますが、今町といたしま

しては、残念ながら合併協議をするためには、相手

がいないというところに大きな課題があるわけであ

りまして、合併したらどうなるかという検討ができ

得ない。合併したらどうなるかということは、相手

がいて、相手との調整の中で、そこと合併したとき

にはどういうふうになるかということを予測するわ

けでありますから、相手がいないためにそれができ

ない。ですから、先ほどもお話ししましたように、

大体国も今地方財政について、三位一体改革の方向

性がだんだんだんだんと見えてきたと。おぼろげな

がら見えてきた。そういう中にありまして、自主自

立の道を歩むとすればどうなるかということを今美

瑛町とともに研さんをしてきていると。これらの資

料が整い次第、また町民の皆様方に御報告申し上げ

ながら、町民トーク等々で市町村合併の状況等々の

説明をも進めていかなければならないというふうに

認識いたしておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １３番村上議員の再々質

問にお答えしたいと思いますけれども、今まで２回

答弁させていただいたのは、教育委員会の一つの重

要課題だということで認識しておりますし、私も２

回答弁した中で、心が通じてないのかなという部分

がありますけれども、ただ議員等から言われている

ことについては同じであります。第４次総合計画の

中にも、豊かな人づくりというような大きな４本柱

にも入ってますし、この理念に基づいて、金がない

からできないのでなくて、どうしたらできるか、来

年度は、今本当は実態的に今まで以上にふえてます

し、またことしの新入学児童の１０６人しかいませ

んけれども、３３人がいろいろな障害を持ったとい

うことで診断されてますので、そういう面では、今

御質問あったこと、また学校長から言われているこ

と、また保護者の意見、心、そういうことを十分踏

まえて理事者と今協議しておりますので、全くしな

いということでなくて、何らかの対応を打ちたいと

いうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） 私は、さきに通告いたしまし

た２項目について質問をいたしたいと思います。 

 まず、第１点目は、かぎっ子支援対策の確立につ

いて御質問をします。 

 今年１０月９日づけの日刊富良野新聞で、上富良

野西小学校における児童たちの放課後の生活の実態

調査についての報道がありました。子供たちが家に

帰ったときに、保護者が時々いない、ほとんどいな

い、合わせると５０％に及ぶことがわかりました。 

 また、放課後の子供の遊びを見ると、テレビが１

４％、ゲームが３３.３％、ぶらぶら過ごしている

が６.３％で、これら合わせると半数以上の子供た

ちが１人の世界に浸り過ごしていると回答いたして

おります。これらの現状を不安を感じると回答して

いる父母も多く、西小学校ＰＴＡの関係者は、留守
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家庭児童をサポートするシステムづくりに関する要

望書を提出されました。教育長及び議会議長あてに

提出がありました。 

 特に要望書の中には、留守家庭児童を受け入れる

施設の建設など、今すぐ実行することは乏しい事項

もありますが、児童館に子供の心理を理解できる専

門指導者の配置や、地域全体で放課後の子供の健全

な活動を支える子供会活動の組織化、スポーツ活動

の奨励などの幾つかの要望事項については、速やか

に実行できるものもあると思います。これらの問題

も含めて、西小学校の子供たちの健全育成につい

て、どのように考えているかについて、次の３点に

ついて御質問をいたします。 

 まず、１点は、放課後の子供たちの健全育成を図

るため、計画的なシステムづくりが必要と考える

が、教育長はどのように考えているか。 

 ２点目は、児童館専門指導員の配置などについて

は、どのように考えておられるか。 

 ３点目は、長期計画の中で施設の整備を必要と考

えるが、計画が位置づけられるように考えている

か。 

 以上、お伺いをいたしたいと思います。 

 次に、今後の町財政についての考え方と市町村合

併についての質問をいたします。 

 市町村合併については、今までも同僚議員から何

度となく質問されておりますが、私は財政の関係か

ら質問いたします。 

 町の決算書を見ると、予算規模は年々減少してお

り、それに伴って歳入、町税、地方交付税も年々減

少しております。特に地方交付税の落ち込みが大き

く、前年比で見ると平成１３年度は６,８００万円

で２％の減、１４年度は２億３,４００万円で７.２

％の減、１５年度に至っては、２億７,３００万円

で９.１％の減と、落ち込みは年を重ねていること

に大きくなっております。 

 また、一方、総予算に対する職員の人件費の比率

を見てみると、１２年度では１４.７％であったも

のが、１３年度は１６.４％となり、１４年度は１

８.１％と、年を追うごとにその比率は大きくなっ

てきております。 

 聞くところによりますと、町職員の給与を国家公

務員と比較すると、ラスパイレス指数も国家公務員

よりも高い数値を示していると聞きますが、このま

まの状態が今後も続くとすると、町の予算は大部分

が人件費となってしまい、事業費は年々減少して住

民のサービスもおぼつかなくなるのではないかと危

惧いたしているところであります。 

 このような状況を踏まえ、他町村と合併した場

合、財政等は改善されるのか、また合併をせずに単

独に自治体を運営した場合は、今後も国の交付税の

減少はふえ続けるのか、また合併に関係なく、町職

員の生活の安定を図りながら、人件費に占める割合

を低く抑える有効手段はあるのか、これらについて

町長は今後どのように取り組もうとしているのかに

ついて、次の３点を質問いたします。 

 まず、第１点は、平成１４年度からの決算書を見

ると、町税、地方交付税などの税収入が減少の一途

をたどり、その幅も年々と大きくなっているが、他

町村と合併によって交付税などの減収はどのように

変わってくるのか、また交付税は合併によって１０

年間は保証されると聞いていますが、その期間中に

現在ある１００億円近い借金はどの程度解消するこ

とができるのか。 

 ２点目は、歳入減少に伴い、人件費の割合が年々

増加しているが、その対策として、今後どのように

しようと考えているのか。 

 また、他町村と比較して高いと言われるラスパイ

レスの減少と職員の生活の安定のバランスをどのよ

うに調整しようと考えているのか。 

 ３点目は、合併によって発生するさまざまな問題

があると考えられるが、もっと一般住民の意見も吸

収できるように、住民も参加して合併によって発生

するリスクはどんなものがあるか、また合併による

メリットは何かを検討するための組織をつくる考え

はないのか。 

 以上の点について、わかりやすく御答弁を賜りた

いと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番小野議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目のかぎっ子対策については、後ほど

教育長の方からお答えさせていただきます。 

 私からは、２点目の市町村合併に関しての、まず

１番目の合併後の地方交付税と起債残高の関係につ

いてお答えさせていただきたいと思います。 

 現在の合併特例法では、合併した場合の地方交付

税は１０年間保証されることとなっており、この保

証は金額が保証されるものではなくて、算定方法が

維持されるものであるということであります。した

がいまして、現在全国的に地方交付税の総額が減少

方向にありますので、たとえ合併したとしても、同

じような減少は続くことが予想されるところであり

ます。 

 このことから、合併した場合の交付税の優遇措置

については、合併後１０年間は合併しなかった市町

村より減少の率が軽減されることと理解していると

ころであります。 
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 一方、起債残高については、合併する相手の起債

残高に大きく左右されることとなりますし、合併特

例法による地方交付税の優遇措置によって起債残高

の解消が図られることにはつながらないと考えます

ので、御理解をいただきたいと思います。 

 次に、２番目の人件費に関する御質問にお答えさ

せていただきますが、さきにお答えしましたよう

に、歳入財源が大きく減少していく状況にあって、

人件費を初めとする扶助費や長期債の償還費など、

公債費などの義務的経費が総体経費に占める割合を

押し上げる結果となっておりますが、全体収支の均

衡を図るには、これら義務的経費を含め、すべての

経費において削減に向けた検討を行うことが必要な

時代となってきているところでございます。 

 なお、御意見にあります人件費の削減について

は、今までも特殊勤務手当や管理職手当を対象に、

支給する目的や支給水準を見直すなどの制度改革を

行ってきたわけであります。 

 また、本年４月からは、ラスパイレス指数の改善

策の一環として、月給を１.５％から２％の間で引

き下げる措置を講じたところでありますが、これら

は職員の生活に直接影響を及ぼすことは明らかでご

ざいます。しかしながら、我が町の職員のあるべき

給与については、他自治体の水準と均衡に配慮しつ

つ、今後においても適正水準となるよう取り組んで

まいらなければならないと考えているところでござ

います。 

 次に、３番目の住民参加による合併の検討組織に

ついてでありますが、これからの地方自治の運営に

おいて最も重要なことは、地域住民の意思に基づ

き、住民とともに町づくりを進めていく姿勢が大切

であると考えております。合併に関しましては、対

象となる市町村の住民とそれぞれの施策について具

体的に話し合うことから、メリット・デメリットが

議論されるべきものと考えており、現在協議する対

象市町村が定まっていない中で、これらの協議をす

ることは難しいと考えております。 

 また、組織の設置につきましても、対象市町村が

定まり、その必要が生まれたときに設置が検討され

るものと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ５番小野議員の１番目の

かぎっ子支援対策の確立についての３項目にわたっ

ての御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 １点目の、放課後の子供たちの健全育成を図るた

めの計画的なシステムづくりの必要性についてお答

えいたします。 

 今私たちを取り巻く社会は、経済のみならず各分

野にわたって大変厳しいものがありますが、こうし

た社会環境の急激な変化は、子供たちの生活にも大

きな変化をもたらし、小中学校や児童生徒が関係す

る凶悪事件や事故、さらに子供が非行や暴力行為を

繰り返すのは、家に帰ってもだれもいなかったり、

いろいろな事情で家庭が崩壊していること、親の子

育ての家庭教育なども大きな要因であると考えられ

ます。 

 本町においても、先般西小学校で放課後の留守家

庭児童の状況について、全校の保護者に対してアン

ケートを実施した結果、全校児童のうち、約４割が

放課後の過ごし方について安心、安全面といったこ

とで、親が不安を抱えているという状況下にありま

す。このことは、西小のみならず、全校に共通した

課題でもあります。 

 また、学校や保護者からも、放課後児童が単に公

共施設で遊び過ごせる場の確保といったことではな

く、子供たちを安心、安全にサポートしてくれる指

導体制の充実を図ってほしいとの切実な要望もされ

ているところでございます。 

 町においても、今後子供たちのために社会の変化

に対応する子育て支援と健全育成に意を用いて取り

組んでいかなければならない重要な課題であると認

識し、今後も最善の努力をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 ２点目の専門指導員の配置についてであります

が、来年度文部科学省の目玉事業として、２年間か

けて子供の居場所づくり事業が計画されておりま

す。この事業は、平日の放課後、午後４時から７

時、土日曜日は午後２時から７時まで小学校を開放

して、小中学生がスポーツ、絵画や陶芸といった文

化活動をスポーツ、各クラブの指導員やＰＴＡ関係

者をボランティアとして登録し、１校につき３名の

指導員の配置が受けられるとの国の施策の情報を得

ているところでございます。 

 教育委員会といたしましても、町の財政が困窮し

ていることも踏まえまして、現在国が進めている施

策事業の動向を見きわめながら、関係課との連絡、

協力を深めながら、国の制度を活用して町の子育て

支援と児童生徒の健全育成に最善の努力をしてまい

りたいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 ３点目の施設整備の位置づけにつきましては、町

の財政事情から、新規の施設整備の計画の位置づけ

は、当面は不可能であります。既存施設を有効活用

するよう検討してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ありますか。 



 

 - 28 - 

 ５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） 合併の問題につきましては、

先ほど村上議員によく御説明がありましたので、こ

れは一応再質問はいたしません。 

 まず、かぎっ子問題について教育長に再度御質問

いたしたいと思います。 

 ただいま教育長から、かぎっ子対策についてはわ

かりやすい御答弁がありましたが、次の２点につい

て再度お尋ねをいたします。 

 第１点は、子供の健全育成についてのシステムづ

くりですが、子供たちの安心、安全サポーターとす

る支援体制で欠かせないのは、学校、家庭、教育委

員会のほか、地域社会があるのではないかと思いま

すが、これらの４者を網羅した組織化、今後も必要

と考えられるが、この点についてどのように考えて

おられるのか、お聞きしたいと思います。 

 次、２点目でございますが、次に専門職員の配置

についてでありますが、文部科学省の目玉事業とし

て、新しい取り組みが計画されていることですが、

新しい制度ができても、それに真剣に取り組む姿勢

がないと、生きた制度にはならないのでないかと懸

念するところであります。この制度が十分生かさ

れ、絵にかいたもちにならないよう、十分な予算づ

けと確かなる取り組みを検討されているかについ

て、再度質問をいたします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ５番小野議員の再質問に

お答えいたしますけれども、１点の子供の育成の施

設面につきましては、今新しい施設をつくらなくて

も、学校だとか児童館ありますので、その中身をど

うやって子供たちの目線に立って、親の目線に立っ

て条件を整備をするかということが大切だと思って

おりますので、ソフト・ハード両面にわたって、こ

れから国の制度に依存することなく、当然依存しな

ければなりませんけれども、当然そういう国の新し

い目玉事業としても文部科学省で出てきております

ので、そういうものと連携しながら、その条件整備

に最善の努力するということで御理解をいただきた

いと思います。 

 私も幾らいい法律ができても、制度ができたっ

て、マニュアルができたって、例えば夢と理想を

語っているのでなくて、本当に現実にその制度を最

大限に活用して、生かして初めて効果があると思っ

ておりますので、とにかくプロジェクトＸでありま

せんけれども、とにかくやってみる。やってみなけ

ればいい成果があらわれるかあらわれないかわから

ないというようなこと、私も大好きな言葉でござい

まして、そういうことが事業評価、子供たちのため

ということでつながるのだなということで、議員か

らもそういうような側面的な支援をいただき、また

学校、家庭、地域と言っておりまして、それぞれ今

子供たちのために意を燃やして理解もいただいてお

りますので、当事者であります教育委員会といたし

ましても、町の宝、国の宝と言っている言葉の響き

のいい論議で終わらすことのないように最善の努力

をしてまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、５番小

野忠君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） さきに通告してあります

件について質問いたしたいと思います。 

 中山間地域等直接支払制度の導入ということにつ

いてお伺いいたしたいと思います。 

 農水省は、近年農地の耕作放棄地の増加などによ

り、農村の持つ多面的機能の低下が懸念されている

中山間地において、農業生産条件の不利を補正する

ために、平成１２年に中山間地域等直接支払制度が

導入された。 

 この制度は、１２年から１６年までの５年間、こ

の内容は、平場地区に比べて傾斜地は余計に経費が

かかる。言ってみれば、畑おこすにしても倍時間が

かかったり、燃料もかかったり、そういった余分な

経費のかかる面の８０％を見ようというものであっ

て、各地域の実態は、上川管内２４市町村のうち、

実施されてないのが我が町を含めて５市町村。 

 そんなことで、今最近特に国のそういった事業を

取り入れるとすると、各町村の負担もある。それ

で、この事業に対しては、ほかの地域、各町村は事

業負担が４分の１、町村負担は４分の１に対して、

我が町は３分の１を負担しなければならない。そう

いったこともあって負担が多くなる、あるいは防衛

予算などもあったりして、我が町は導入を見送った

経緯がある。 

 しかし、国はこの事業、一応１６年までとなって

おりますけれども、この事業の見直し、あるいは継

続ということも言われておりますし、我が町におい

ても高齢化が進み後継者不足といったことで、だん

だんと離農がふえて、そういった農地が残った人た

ちが守っていかなければならない。そうなると、ど

うしても規模拡大、さらに規模拡大がなって、当然

機械力に頼らざるを得ない。そうなってくると、こ

ういった条件不利地域は、特に大型機械が入らな

かったり、そういったことでどうしても耕作放棄

地、そういった懸念がされることであって、ぜひ中

山間地域等の直接支払制度、この制度を導入を考え

ないのかということで町長にお聞きしたいなという
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ふうに思います。 

 以上で質問終わらせていただきます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 中山間地域等直接支払制度の導入についてでござ

います。 

 平成１２年度から平成１６年度までの５カ年間、

農業生産の維持を通じて耕作放棄地の発生を防止

し、農業の多面的機能を確保する観点から、平地地

域との生産条件の格差を直接農業者に支払う制度で

あります。制度の対象となる地域は、自然的、経済

的、社会的条件が不利な地域振興立法で指定される

山村、過疎地域等であり、本町は地域振興立法地域

の指定外の取り扱いとなっておりますが、知事特認

基準に基づく地域で指定を受けることも可能であり

ます。この場合、指定地域に比べ、国、道の支援は

それぞれ２分の１から３分の１に引き下げられ、補

助金の交付額は低下いたします。 

 この制度の基本であります緩傾斜地水田１００分

の１から２０分の１、畑においては８度から１５度

を本町の面積に当てはめますと、対象面積はおおむ

ね３６８ヘクタールとなります。 

 このことをもとに、種々検討を重ねてまいりまし

たが、本町の耕地面積５,８５７ヘクタール、平成

１１年度２月農業基本調査での面積に対しまして、

制度の対象となる面積は６％程度と少なく、農業者

間の平等性が保たれないものと判断し、制度の導入

を断念した経緯があります。 

 御質問のように、制度の見直しや延長も考えられ

るところでありますが、私といたしましては、中山

間地域等直接支払制度にかわり得る農業振興施策と

して、主に土地改良事業の推進や支援に力を入れて

きたところでありますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） 今、町長が農業者間の平

等生が保たれないと言っていたのですけれども、先

ほど言いましたように、平場というか、平らな土地

に比べて傾斜地は当然経費がかかっている。それに

対して８割を、差額の８割を見ようということなの

で、それを平等だとか不平等だとか、そういうこと

にはならないのでないかなというふうに思います。 

 それともう１点、土地改良事業の推進ということ

あるのですけれども、この傾斜地に対しての土地改

良事業といったら層圧事業しかないのでないか。そ

れをまたしろがね事業みたいにまた層圧してやるな

んてことは到底できないのでないか。そんな絡みか

ら、ぜひこの１６年までの今の事業に対しては、こ

れはもう期間もないし、１７年から新たにもしそう

いった制度が改革されて、延長になったときにぜひ

考えていただきたいな。 

 農地法からいって、今の放棄されたところを木植

えるとか、そんなことには到底今の農地法ではでき

ないわけですね。そんなことから、ぜひ我々農業者

も守れるところはきちっと守っていくつもりしてい

るのですけれども、そういった時代の流れで非常に

だんだんと難しくなってくる面があるので、ぜひこ

ういった面を考えていただきたいなと。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 このことにつきましては、議会とも十分検討させ

ていただきながら、この中山間地域等の直接支払制

度については、町として見送った経緯がございま

す。そのことはなぜかと申しますと、先ほども申し

上げましたように、わずか６％の対象耕地と、そし

てまた加えて、これを申請するに当たりまして、膨

大な資金を投入して、航空写真だとかいろいろなも

のを対応しながら、申請するための資料づくりに膨

大な財政投資を必要とするというようなことから、

この５年間で、その投資した財源だけ国からや道か

ら戻ってこないというような判断のもとで、議会と

も十分調整をさせていただきながら見送った経緯が

ございます。 

 そういうようなことから、それに相応する新たな

農業振興施策を講じながら、その対応を図っていき

たいということで、今日に至っているということで

御理解を賜りたいなというふうに思いますし、また

その中で、先ほども申し上げました斜度の問題で、

例えば我々が予測した中で、河川等々あるいは道路

等々の中の仕切りの中で、隣の土地は対象になる

が、自分の土地は対象にならないと。では、隣の水

田と畑地とは別でありますけれども、隣の水田と自

分の水田とがどんなに作付不利益になるのよという

ことになりますと、大した変わりがないにもかかわ

らず、そこから線引きされるというような部分が、

先ほど渡部議員には平等性が保たれてないというこ

とはないわという御質問でありましたが、そういう

ような地域間の問題等々もございまして、見送りさ

せていただいて、議会とも調整させていただきなが

ら見送りさせていただいた経緯にございます。その

分につきましては、新たな農業振興施策を講じなが

ら取り進めさせていただいているということで御理

解を賜りたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １６番渡部議員。 
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○１６番（渡部洋己君） 再々質問をさせていただ

きます。 

 これに関しては、まだこれからの課題といいます

か、１７年以降どういった形で出てくるかわかりま

せんので、そこら辺はまた、今回はこれであれしま

すけれども、またその時期が来れば、またやらせて

いただきたいと思います。 

 終わります。答弁要りません。 

○議長（中川一男君） 答弁できないか。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 今御質問にありましたよう

に、私としても新たな制度として、新たな方向が展

開されてきて、我が町の農業にとって大いに有利に

なると申しますか、プラスになる状況下に改善、是

正をされた中山間地の直接支払い制度が生じた場合

においては、再度検討しなければならない課題だと

いうふうに思います。 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 以上をもちまして、１６番渡部洋己君の一般質問

を終了いたします。 

 次に、１１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、さきに通告いたし

ました４項目、８点について一般行政の質問を行い

たいと思います。 

 まず、第１項目めは、上富良野町の住居表示につ

いてでございます。 

 昭和５６年９月２８日に、上富良野町住居表示に

関する条例が制定され、それに基づいて昭和５６年

１１月１日に、上富良野町住居表示に関する施行規

則により、本町の住居表示は整然と整備され、以来

２２年を経て、町民に住居表示番号が定着をしてい

ます。 

 しかし、住居表示番号の定着している反面、住居

表示板が適切な位置に表示されていない、また住居

表示板がないとの状況が散見されるとの町民や町外

の訪問者からの苦情が寄せられましたので、次の事

項について状況を伺いたいと思います。 

 まず、１点目は、条例第１４条による住居番号の

表示が適切に指導されているか。 

 ２点目は、施行規則第３条による住居番号設定、

変更、廃止届けが適切に実施されているのか。 

 ３点目は、施行規則第７条で汚損、紛失等による

再交付は有償とし、その額は町長が別に定めるとあ

るが、過去の再交付の件数と有償額をお伺いいたし

たいと思います。 

 次に、第２項目め、町立病院の医療事故防止対策

についてお伺いをいたしたいと思います。 

 平成１４年度の病院事業会計の決算特別委員会審

査意見の第６項目めに、医療事故防止について引き

続き努力されたいに対して、町長はその他の審査意

見を含め、いずれも適切な審査意見と受けとめ、そ

れを尊重し、今後なお一層の行政推進に努めると言

明されました。 

 最近、医療事故については各種報道があり、また

１２月６日の北海道新聞に、相次ぐ医療事故に電話

相談窓口設定ということで、旭川弁護士会が開設し

たと報じております。 

 町立病院においては、全スタッフが医療事故防止

対策に日夜努力されていることに深い敬意を表しま

す。 

 平成１４年６月５日から施行した町立病院の医療

事故防止対策指針、リスクマネージメントマニュア

ルに基づいて防止対策を実施していると承知をして

いますが、その実施状況についてお伺いをいたしま

す。 

 次に、３項目め、農業委員会の関係についてでご

ざいます。 

 農業委員会等に関する法律で、この法律は農業生

産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地

位向上に寄与するため、その組織及び運営を定める

ことを目的とするとなっておりますが、農業をめぐ

る今日の環境は非常に厳しい状況にあります。農業

後継者の減少と担い手の高齢化、過疎化の進行と遊

休農地の増加、農業の国際化にある農産物の輸入増

に加え、本年は冷夏による不作もあって、農業を取

り巻く環境は極めて深刻な事態を迎えています。 

 この困難な状況を打開するため、農業委員会は農

用地の確保と適正な農地行政を推進するとともに、

地域農業の担い手に対する減反的な農地利用の集

積、土地利用調整等の確立を図り、担い手である農

業経営者の組織化、農業経営の法人化等を進め、さ

らに農業者の意見を集約し、合意に基づく諮問、建

議等を行って、地域農業者の期待にこたえるような

活動を進めています。 

 財務省は、去る１１月２４日、農業委員会活動交

付金を削減すると発表しました。平成１５年度の農

業委員会活動交付金１１６億円、農業改良普及セン

ター運営交付金２５２億円を、平成１６年度は合計

して３０億円程度の減額を目指し、減額分は税源移

譲は必要ないと判断をしています。このため、交付

金の減額に地方の反発するのは必至だと新聞報道は

伝えております。 

 ついては、次の２項目について、見解とともに明

確な答弁を求めたいと思います。 

 まず、１点目は、農業委員の定数は選挙による委

員数、選任による委員数が法律、政令と条例等に

よって定められています。当町の農用地総面積は大

きな変化はないが、農家の総数の大幅な減少から、
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農地利用の集積、土地利用の調整等に地域農業者の

意見を聞く立場から、農業委員は地域的に配慮して

選出されていることに理解をするが、国の方針及び

町の行財政改革から、農業委員の定数削減を検討す

べき時期と考えるが、その見解を伺いたいと思いま

す。 

 次に、２点目は、平成１５年４月２５日開催の第

１０回農業委員会の議案及び議事録によると、議案

第３号土地の現況証明書下付についての申請第１号

について伺います。 

 当該議案の備考欄に、年月日不詳から宅地として

利用とあって、申請目的には地目変更とあります。

議事録の調査担当農業委員の説明欄には、申請地は

相当以前から民宿が建ち並んでおり、農地との境界

がはっきりしていなく、今回測量したところ、一部

農地に入り込んだことがわかり、本申請に及んだも

のですと記録をされているが、その実況に至った経

過を明らかにしていただきたいと思います。 

 次に、第４項目め、十勝岳火山防災対策について

お伺いをいたします。 

 記録に残っている十勝岳の噴火は、安政４年、明

治２０年、大正１５年、昭和３７年、昭和６３年の

５回で、中でも大正１５年５月２４日の大噴火は、

山腹の雪を瞬時に解かし、土砂や岩、木がまじった

泥流となって富良野川、美瑛川に流下し、１４４名

の死者、行方不明者を出す大惨事となりました。 

 このとき、泥流が火口から上富良野市街地まで到

達するに要した時間は約４０分で、山合いの地区で

は２５分とも言われ、噴火してから２５分が避難完

了までのタイムリミットになると判断されておりま

す。活火山十勝岳と共生していかなければならない

我々上富良野町民にとっては、その防災対策は急務

であります。 

 昭和６２年４月、建設省は国内の泥流発生の可能

性が高い火山を対象に始めた特定火山周辺総合泥流

対策事業を受けて、同年１１月に道開発局と道の委

嘱を受けて恒久的な泥流防止対策を検討する十勝岳

周辺火山泥流防止対策検討委員会、委員長東三郎北

大教授は、昭和６３年３月に報告書をまとめられま

した。 

 その内容は、一つは砂防施設計画、二つ目は泥流

監視システム、三つ目は避難地の造成、４番目は緊

急対策の基本的な考え方など柱にまとめられてお

り、その中の砂防施設計画では、泥流の流下ルート

になる富良野川、美瑛川に本格的な砂防システムを

設置するよう提言しております。 

 同委員会の試算によると、大正泥流規模の大泥流

が発生した場合、両河川に流れ込む泥流の流量は

１,９００万立方メートルで、土砂と流木を巻き込

んで押し寄せる泥流からふもとの住民を守るために

は、両河川に８０基の砂防ダムの新設、泥流の流下

コースを変える導流提建設、川底などの浸食を防止

する床固め工設置など、砂防機能を飛躍的に向上さ

せるよう求めたのであります。 

 その報告書に基づき、平成元年から大幅な予算措

置で防災対策は進められているが、総体で約８００

億円、２０年以上の歳月が必要とされているが、大

正１５年の大噴火から７７年も経るのに、いまだ町

民が安心できるような防災防止対策にはなっており

ません。町民は、あすにでも噴火があるかもしれな

いという不安と緊張の生活を強いられており、特に

火山性地震が地震が発生したときは、まず十勝岳は

どうなのかと頭の中をよぎります。 

 上川町村議長会は、本道の重要懸案事項として、

北海道町村議長会の第５４回定期総会に十勝岳火山

防災対策について提案し、その他４件とともに採択

され、中央陳情も行われています。 

 このような十勝岳防災対策の町民の思いと願い、

そして上川町村議長会の動きを含め、町長の見解を

求めます。 

 まず一つは、現在の十勝岳防災対策の状況をどう

判断されているか。 

 二つ目は、今後の十勝岳防災対策強化への考え方

をお伺いいたしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（中川一男君） 時間が少々早いですが、答

弁は昼食休憩後としたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） では、昼食休憩に入りま

す。 

──────────────────                
午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 昼食休憩を解きまして会議

を続行いたします。 

 １１番議員中村有秀君の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の住所表示

に関する御質問からお答えさせていただきたいと思

います。 

 １点目の住所番号の表示が適切に指導されている

かについてでありますが、昭和５６年、上富良野町

住居表示に関する条例により、昭和５７年鉄道線路

東側、昭和５８年に西側を住居表示実施しておりま

す。その後、宅地化や道路網の整備等により、平成

元年及び６年に実施可能な地区の住居表示を行って
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まいりました。これにより、住宅の新築があった場

合、住所の認定上必要なことから、住居表示実施地

区の方には届け出を行っていただき、住居表示の住

居番号標の交付を行い、同時に通行人から見やすい

場所に表示していただくよう説明し、取り進めてい

るところであります。 

 ２点目の住居番号設定、変更、廃止の届け出につ

きましては、さきに申し上げましたとおり、住所を

認定し、転居届け等の届け出につながることから、

建物の使用目的が住宅、事務所等については適切に

行われていると考えております。 

 ただ、廃止や変更の建物ついては、所有者が管理

者がかわってから取り壊しなどを行う例が多く、こ

の場合には、次の代の所有者が新築する時点でわか

ることになり、その時点で台帳の整理を行っている

のが実態であります。 

 ちなみに、年間の認定は４０件前後、廃止は１２

から１３件となっているところであります。 

 次に、３点目の再交付関係でありますが、これに

つきましては、本来規則で定めており、額を定める

べきところでありましたが、規則制定時には再交付

実態がなかったことも原因し、額を定めずに今日に

至っております。 

 交付の実態といたしましては、四、五年に１件な

いし２件であり、その多くが住宅の所有権が移転し

てからのものであることなどから、無償交付をいた

してまいりました。 

 件数が少ないなどの理由をもって規則等が不備で

ありますことが容認されるものではなく、深くお詫

びを申し上げますとともに、実態に即し、早急に規

則整備と適切な運用に努めてまいります。 

 次に、町立病院の医療事故防止対策の実施状況に

おいてお答えさせていただきます。 

 病院では、平成１４年６月に医療事故を防止し、

かつ安全で適切な医療の提供体制の確立を目的に、

上富良野町立病院医療事故防止対策規定を定めまし

た。さらに医療事故の発生防止対策及び医療事故発

生時の対応方法等についてマニュアルを作成し、職

員全員に配付し、職員一丸で医療事故の防止に努め

ているところであります。 

 規定に基づき、医師、看護師、薬剤師等のほか関

係職員等による医療事故防止対策委員会を設置し、

医療事故防止対策の検討、医療事故の分析、再発防

止策などについて会議を開催しております。その結

果を各部署のリスクマネージャーを通じて職員に伝

達し、事故の再発防止に努めているところでありま

す。 

 本年度の委員会は、これまで７回開催し、委員会

に報告された医療事故報告及びひやり・はっと体験

報告に対する分析、再発防止等について協議いたし

ております。 

 また、過般院内における感染の防止策に関し、職

員研修会を開催し、医療事故を起こさないよう鋭意

取り組んでいるところでありますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、農業委員会に関する御質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、１点目の農業委員会定数につきましては、

農業委員会の選挙による委員定数は政令で定める基

準に従い、条例で定めることになっております。 

 また、選任による委員は省令で定める農業協同組

合及び農業共済組合が推薦した理事各１名、市町村

議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につ

き、学識経験を有する者５人以内となっておりま

す。 

 昭和４１年に委員会定数が改正され、選挙による

委員１４名、選任による委員４名、計１８名で現在

に至っております。 

 年々農家戸数が減少している中で、国においては

農業委員定数等の見直しを進めておりますが、本町

においても農業委員会の意見を聞き、定数削減を検

討していきたいと考えております。 

 次に、十勝岳火山防災対策についての御質問にお

答えさせていただきます。 

 本町の十勝岳火山災害対策上からしても、大変に

重要な役割を果たす富良野川火山砂防事業の促進は

懸案の事項であり、御質問にもあるように事業促進

に巨費を必要とすることから、近年の厳しい財政状

況の中では、なかなか予算の獲得につながらない実

態にあります。 

 町の火山防災対策上からも、本事業の促進は必須

の要件でありますので、今後も十勝岳火山防災を最

重点項目の一つとして位置づけし、要請活動をして

いる上川地方総合開発期成会や、活動火山対策連絡

会議の組織を初め、北海道開発予算の中での予算額

の確保を図るため、道との連携や、他のあらゆる機

会を通じて継続的な活動を行ってまいる所存であり

ます。 

 また、町みずからの防災対策強化としては、いち

早く災害情報等を町民へお知らせすることで、町民

ができる限り敏速に避難することを経験していただ

くことを目的として、十勝岳火山総合防災訓練を今

後も継続的に実施していかなければならないと考え

ております。 

 また、さきの岩崎議員へもお答えさせていただき

ましたように、町の防災対策の基本計画となります

上富良野町地域防災計画の全文改定を行っておりま

すので、時期を見て新たに策定中であります職員災
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害初動マニュアルとあわせて、計画書案を議員の皆

様にも閲覧していただけるように取り進めてまいり

たいと存じております。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 農業委員会会長、答弁。 

○農業委員会会長（小松博君） １１番中村議員の

２点目の土地の現況証明書下付についての質問にお

答えをいたします。 

 土地の所有者から現況証明書願いが委員会に提出

され、場所は深山峠展望台の旭川寄りに位置し、ペ

ンション、喫茶店等が並んでいるところでございま

す。 

 その証明を必要とする理由については、昭和５０

年初めごろは、地籍調査によって地目堺が判然とし

ていたわけですけれども、当地は傾斜地であること

と、長年にわたる耕作の間に、地目の境界が異動し

ていたことに気づかずに荒らしていたもので、現在

建築中の建物の土地を所有権移転のため測量したと

ころ、建築中の建物の一部と、ほか借地としている

２棟の建物の一部が農地に入り込んでいたことが判

明したもので、地目変更をしたいという理由でござ

いました。 

 早速農業委員５名、事務局１名で現地調査をし、

申請どおりであることを確認したところであります

が、農業委員会としては、長年遊休農地となってお

り、農地との境界が判然としないことから、境界を

見落としたものと思われる事情を推察し、現況証明

を下付したものでございます。御理解を賜りたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 再質問ありますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） まず、第１点目の住居表

示の関係でございます。 

 一つは、鉄道線路東側が昭和５７年度実施で、２

２年経過、西側が５８年実施で２１年経過をしてお

ります。ところが、丸々何町何番という標示、縦の

やつ、町の角々にあるだろうと思いますけれども、

これは例えば町番号標とでも申しますか、しかし当

時設置された街角の電柱だとか街灯、建物があった

のだけれども、二十有余年経過をした中で、やはり

まずよそから来た人は、何町で調べる。それから何

番、それから個別の番号ということでお尋ねをする

ということになりますと、こういうのがないところ

が相当数あります。 

 それからもう一つ、破損をしているところ、例え

ば守田商会の裏側のところにあるのは、何町が消え

てしまっているのですね。あそこは中町ですけれど

も。下だけ残っているのですね。そういう状態もあ

ります。ですから、私は早急にこれらを実態調査を

して、措置すべきではないかというのが第１点でご

ざいます。 

 条例の第３条第３項の後段の中は、あくまで僕は

町番号標と住居番号標は連結をしているという判断

から、この条項を準用すれば、実態調査に住居番号

をつけ、変更、廃止する必要が生じたときには、直

ちに必要な措置を講じなければならないという関係

からいって、早急にこれらについては調査をし、措

置をすべきであるということで考えております。 

 それから次、住居番号標の表示のしてない建物、

これも結構あります。これらも実態調査を行い、そ

の理由によって必要な措置を行うべきではないかと

考えております。 

 それから、３点目は再交付の関係についてお尋ね

いたします。 

 施行規則第７条では、汚損、紛失等による再交付

は有償とし、その額は別に定めるということでござ

います。というふうになると、この現在の状況か

ら、次の問題がありますね。制定された当時からい

ただいた住居番号標が２０年、２１年、２２年たっ

ていますけれども、その住宅なり建物の設置する場

所といいますか、例えば雨、風、雪等に直接さらさ

れるところと、そうでなくて軒の中に完全に入って

いるところというようなことがあります。 

 私調べてみましたら、住居番号のあれがもうわか

らなくなって消えているところが非常に多いのです

ね。あるところでは、わざわざ自分で何番何号のと

ころをペンキで塗らされているところもありまし

た。ですから恐らく今役場の職員の皆さん方で、玄

関の標のすぐ直接雨やなんかさらされているところ

まず見てください。もう消えて見えないのが、もし

くは判読しにくいという状況になっております。で

すから、これらについてもどういう方法か、実態調

査を、もしくは町広報を通じて申し出てもよろしい

ですし、そういう関係の措置をやはりすべきでない

かという気がいたしました。 

 そして、問題はそのときの、紛失やなんかと違っ

て、二十有余年経過をして消えているから、それを

有償にするのか無償にするのかという問題が出てこ

ようかなと思います。ですから、僕は今ずっと相当

数ありますから、これを全部無償にするということ

になると、相当のお金がかかるのかなという気がい

たしますけれども、それらについてどう、有償か無

償かということでの判断を、結論をいただきたい。 

 それからもう一つは、有償の額は定めてないとい

うことでございましたのですけれども、実際に今あ

れした場合の実費額は幾らなのかということをお尋

ねいたしたいと思います。それによって、紛失や汚
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損の場合の再交付と、それから完全にもう消えか

かっているという面でのあれと体制がまた考え方が

出てくるのではないかなという気がいたします。 

 それから、次に２点目の町立病院の医療事故防止

対策についてでございます。今、上富良野町立病院

医療事故防止対策規程の第９条、言うなれば病院に

従事する人が患者さんいろいろなところでひやっと

したとか、はっとしたとかということが、この第９

条に言うひやり・はっと体験報告ということで報告

する義務になっています。しかしこの規定を見ます

と、第２項のひやり・はっと体験報告は、別添の４

ということで事務長なっているのですよ。ところ

が、その別添４は違うのですね。ひやり・はっとの

事例なのですよ。ですから僕はこの報告は別添の３

でないかなという気がするのですけれども、これが

そのままずっと今まで来ていること自体がおかしい

なと思うのですけれども、それちょっと確認をして

いただきたいと思います。 

 それから、医療事故防止対策委員会は、上富良野

町立病院医療事故防止対策規程の第２条第４項で、

委員会は毎月１回定例に開催及び委員長の判断に

よって、委員長というのは副院長がなることになっ

ているようですけれども、臨時に開催することに

なっているということで、先ほど町長の答弁では、

本年度は７回開催されているということでございま

したが、これは平成１４年６月５日施行でございま

すので、１４年度の委員会の開催状況をお伺いいた

したいと思います。 

 それから、３点目は、本年度の医療事故防止対策

委員会は７回開催ということで答弁がありましたけ

れども、委員会に報告された医療事故防止及びひや

り・はっと体験報告について、平成１４年と１５年

度に分けてお尋ねをいたしたいと思います。 

 まず一つは、医療事故報告ということで、答弁の

中にありましたけれども、これは別添５の院内用と

思いますけれども、もう一つは院外用があるのです

ね。警察やなんかに届けるとか、いろいろな関係の

やつがあるのですけれども、恐らく院内用と思いま

すが、その件数は幾らかということで、１４年、１

５年度。 

 それから、ひやり、それからはっとしたという体

験報告、これは職員に対して積極的に提出を励行す

るということで、ひやり・はっと体験報告を提出し

た者に対し、当該報告を提出した理由により不利益

処分は行わないと。だから言うなれば、自分がみず

からやったらこんなことがありましたということ

で、リスクマネージャーに報告をしということに

なっております。そういうことで、このひやり・

はっと体験報告の１４年度の件数と１５年度の件数

についてお伺いをいたしたいと思います。 

 それから、次に農業委員会の関係で、平成１４年

度の上富良野統計、それから平成１５年の上富良野

町農業委員会の概要から、平成４年度と平成１４年

度の統計をちょっと比較してみました。農家数とい

うのが、平成４年度は６４７戸あったのです。平成

１４年、昨年は４６７戸ということで、驚くなか

れ、１８０戸の農家総数が減っているということ。 

 専業の関係見ますと、平成４年は３３９、平成１

４年は２６６という形になっています。 

 そして、あと１種兼業というのが平成４年は２４

９戸、しかし平成１４年度は７９戸。 

 それから、２種兼業というのが平成４年は５９戸

ありましたけれども、これ平成１４年度は１２２戸

ということで、倍以上になっております。そういう

農家総数の関係。 

 それから、経営の土地利用状況ということで

ちょっと比較をしますと、昭和４９年度は５,６６

０ヘクタール、平成５年は６,１７６ヘクタール、

これは平成１４年度は５,８１８ヘクタールという

ことで、この統計から見ますと、農家戸数は総数は

激減してます。しかし農用地の面積には大きな変化

がないということから、特に農地の流動化について

の農業委員会の役割というのは、非常に大きいもの

ということで判断をしております。 

 たまたま農業委員会等の制度研究会の報告書とい

うことが平成１２年２月にありまして、それに基づ

いて、全国農業会議所を農業委員会の系統組織の改

革プログラムということで、農水省と協議を経て取

りまとめられております。これは農業委員会系統組

織の関係者は、この改革プログラムの内容について

情報提供を行いつつ、着実に推進していくこととす

ると。そういうことで、その中に組織体制の適正化

ということで、農業委員の地区担当制の整備、それ

から農業委員の定数の適正化、これはこの中の説明

では、農業委員の定数については農家戸数、農地面

積減少等の地域の実情を踏まえ、適正化のために見

直しを推進すると。そして、その後に、平成１４年

７月、第１８回農業委員統一選挙に向けた対応とい

うことで、本来ならば去年の段階でこの内容に基づ

いてということが、この農業委員会系統の改革プロ

グラム、農水省との協議の上出ていることなので

す。 

 それからもう一つは、地域農業、農村を担う多材

な人材の農業委員の登用ということで、この中では

女性農業委員の関係、それからもう一つは青年農業

者、認定農業者の選任、委員への登用ということが

この中でうたわれております。したがって、前回、

昨年の７月の段階で、女性の関係もどうかという議
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会の中で議員推選の関係もありましたけれども、こ

ういうことが実際はこの農水省と、それから農業会

議所の中での今後の進め方ということで出ているの

だと思います。 

 それから、農業委員会間の広域連合ということ

で、認定農業者等の広域な農地利用に適切に対応す

る、つまり農業委員会の広域事務連絡会、仮称の組

織と定期開催による情報の共有化などの連携の強化

というようなことがこの中でうたわれて、これが農

業委員会にもある冊子の中に、このことが具体的に

書かれているわけです。 

 私は、今のような状況、それから農水省、それか

ら農家の減少等々も含めて、行財政改革という観点

も含めて、この１７年４月に農業委員会の選挙があ

ります。したがって、できれば平成１６年度中にこ

れらの問題について結論を出し、条例改正をすべき

だと思います。 

 当然農業委員会は行政組織の一端ということで、

あくまで自主的にそこがという形になってこようか

なと思いますけれども、これらについてお伺いをい

たしたいと思います。 

 それから、次に土地の現況証明下付の関係です。

私は、これちょっと気がついたというのは、旭川で

発刊されている月刊雑誌の北海道経済の９月号、１

０月号に、美瑛の四季彩の丘、この問題が農地の転

用の問題で非常に騒がれて、こういう情報誌に載っ

ていたわけで、その関係で上富良野の場合はどうな

のかなということで、この役場の１階にある情報

コーナーで議事録を見たわけです。 

 この中で、現実に年月日不詳から宅地として利用

ということなのですけれども、実際に農地の所有者

や民宿の経営者等を尋ねれば、日まではわからなく

ても、明らかに年度というのはわかるのではないか

と思います。実際にその調査をしたのかどうかとい

うことで明らかにしていただきたいと思います。 

 それからもう一つ、農業委員の担当地区というこ

とで、恐らく設定はされているだろうと思いますけ

れども、さきに申し上げましたこのプロジェクト、

農業委員会系統改革プロジェクトの中では、認定農

業者の掘り起こし等の現場の課題に対応する農業委

員を明確にするため、農業委員の担当地区の設定な

んていうことがこの中でうたわれております。した

がって、上富良野町の農業委員会で、その担当地区

の設定はどうされているかということでお伺いをい

たします。 

 それから、恐らく現況証明下付なのですけれど

も、この土地の所有、移転登記のための測量したと

いうことですから、その以前に、２件の建物が農地

に入り込んでいるということなのですが、この民宿

は何件か、もしくかはまた経営者が何名かというこ

ともお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、次に十勝岳の災害防止の関係をお尋ね

いたしたいと思います。 

 昨日の北海道新聞に、十勝岳噴火から１５年、そ

れから警戒は常に欠かせぬ備えという大きな見出し

で、防災体制、観測体制、火山活動について報道さ

れました。私は、防災体制としての砂防ダムの建設

についてお伺いをいたしたいと思います。 

 上富良野と美瑛と地理、地形的な関係もあります

けれども、美瑛町側の旭川開建が行った砂防ダム

は、流路工を含めて３７基が設置されております。

そして、来年度以降建設予定は１７基と報じられ

て、その進捗率は６４.９％でございます。 

 一方、上富良野町側の旭川土木現業所が行ってい

るものは、透過ダム等も含めて２１と報じられてお

りますが、本年１０月３日実施の行政調査では、旭

川土木現業所の資料で、富良野川火山砂防事業施設

実績では２３基になっております。これは底面スク

リーンダムが１基、提ダム分が１３期、透過ダムが

４基、不透過型ダムが３基、ブロックダムが２基と

いうことでございますから、恐らくこれが僕は正し

いと思いますけれども、現実に来年度以降、上富良

野側の砂防ダムの建設予定、来年度以降、これが何

基あるのか、美瑛の方は１７基と報じられていま

す。したがって、この何基なのかをお伺いいたしま

す。 

 それから次に、監視、警戒体制についてお伺いし

ます。 

 旭川土木現業所の平成１５年度の執行施設とし

て、警戒避難対策事業として、発生地域に平成８年

度から２０年度までの実施計画で、監視カメラ３

基、地震計３基となっております。しかし現在は、

監視カメラは頂上に４台、美瑛町側に４台が旭川開

建で設置され、上富良野町側では１基ということで

ございます。非常に国と道のかかわりもあるから当

然だなと思いますけれども、ただ一応災害というこ

とに考えると、同じようなやっぱりレベルでやって

いただきたいというのが我々町民の願いであるし、

それからそれを早くということだろうと思う。した

がって、旭川開建と旭川土木現業所との予算措置の

取り扱いに大きな差が感じられます。そういうこと

で、それらの設置については、先ほど町長の言う道

との連携、ほかのあらゆる機関を通じて継続的に活

動を行っていくということでございますけれども、

それらについて、なお一層取り組んでいただきたい

と思います。 

 それから、３点目は十勝岳噴火による泥流を予想

して防災ダム等がつくられております。しかし、そ
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の泥流の流下する富良野川改修をこの問題とあわせ

て一体化と整合性のある防災対策を進めていかなけ

ればならないのでないかという気がいたします。そ

ういうことで、これらについても町長の最終の答弁

になるような形で、なお一層関係機関に働きかけを

お願いをいたしたいと思います。 

 以上、再質問を終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、住居表示の関係からでありますが、住居表

示標と住居番号、これらにつきましては、議員の

おっしゃるとおり、年月もたっておりまして、消耗

もしているというようないろいろな観点から、今後

見直しを、十分調査をして対応を図らなければなら

ないなという認識を持っているのは、議員と同じで

あります。その調査方法等々につきましては、今後

の中で検討をしていきたいと。 

 そして、また無償か有償かにつきましても、今後

地域の住民会等々との話し合いの中で、十分対応を

図るべく進めていきたいなというふうに思っており

ますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 また、再交付につきましての実費額は幾らぐらい

かということにつきましては、担当課長の方からお

答えさせていただきます。 

 次に、医療事故防止対策につきましては、これは

係数的な部分が多いわけでありまして、担当の事務

長から御報告、説明させていただきます。 

 さて、農業委員会の委員の定数、先ほどお答えさ

せていただきましたように、農業委員会の意向を十

二分にお聞きしながら、定数の見直しにつきまして

は、削減に向かって対応をしていきたいという認識

には変わりがございません。先ほどお答えさせてい

ただいたとおりであります。 

 その見直しにつきましては、遅いより早い方がい

いということは、議員の御指摘の部分も含めなが

ら、今後農業委員会との調整を進めていきたいとい

うふうに思います。 

 最後の十勝岳火山防災関係でありますが、議員の

御意見どおり、私といたしましても、国と道との中

で大きな格差がないのかということにつきまして

は、常に国に向かって、北海道に向かってお話をし

ているところでございます。 

 御案内のように、昭和６３年の十勝岳噴火に伴い

まして、平成元年に活動火山対策特別措置法の適用

を受けまして、この十勝岳砂防等々を含める事業計

画が見直されました。その中で、富良野川を中心と

する北海道の補助事業で対応する総事業費は、８５

０億円という予算を総事業費の中で、今日取り進め

ているところでありますが、平成１５年度までの予

算の執行状況からすると、２７２億円の予算を対応

しているということでありまして、率にしますと、

３２％という予算規模の状況であるということを北

海道の方からお聞きいたしているところでありま

す。 

 また、美瑛川を中心とした美瑛町の対応につきま

しては、御案内のように国の直轄事業でございまし

て、国の方で総額５７８億円の総事業費予算をもち

まして、平成１５年までに５１１億円の執行をして

いると。執行率８８.３％ということで、率からい

たしましても富良野川と美瑛川との、また国と道の

直轄事業と補助事業との格差が出ていると。このこ

とにつきましては、北海道に常にお話を申し上げて

いるところでありますが、御案内のとおり北海道の

財政が非常に緊迫しているというようなことから、

なかなか予算措置をしていただけないというのが現

状でありますけれども、今後も強く国、北海道に要

望をいたしてまいりたいというふうに思っていると

ころであります。 

 また、監視カメラ等々につきましても、今現在上

富良野町におきましては、国の火口を照らすカメラ

から、美瑛町役場を経由して、ＮＴＴ回線をもって

我が町の消防本部に静止画像が送られてきている

と。２４時間体制で送られてきているだけでござい

ます。しかし北海道は、ことし来年と向けて３基の

監視カメラを設置して、上富良野町に光ファイバー

を通じた中での画像の送信を図るように取り進めて

いくという事業計画を持っている。しかしながら、

場所が特別保護地域というようなことで、環境庁と

の調整等々でなかなか前へ進まない課題があるとい

うような報告も聞いておりますが、こと人命にかか

わる問題でありますので、こういったソフト面の充

実をも強く要望してまいりたいというふうに思って

いるところであります。 

 また、最後に質問のありました泥流対策、議員か

ら御発言がありましたように、大正１５年の１,９

００万立米を抑止する事業計画で、今日この十勝岳

防災砂防計画が事業が促進されているわけでありま

して、御案内のように富良野川には７０％の１,３

３０万立米が富良野川沿いを南下し、我が町に泥流

が襲ったというようなことから、この１３３０万立

米の４０％が水分であるというようなことから、そ

の水は富良野川を流すと、残された６０％の部分を

砂防ダムあるいは透過ダム等々で抑止していくとい

うのがこの事業計画でございます。 

 今現在、富良野川では、御案内のとおり３号ダム

のかさ上げ事業が進められているところでございま

す。大体平成２０年までというようなことでお聞き
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をいたしているところでありまして、済みません、

間違えました。平成１７年度までに、この７６億円

をもって対応する３号ダムのかさ上げを終了する

と、その後２号ダムのかさ上げに着手するというふ

うにお聞きいたしております。 

 今現在の、先ほど申し上げました泥流の抑止力は

１６.３％という実情にありますが、この３号ダム

のかさ上げが完了すると、抑止力につきましては３

１.５％、３０.９％の抑止力になるということでご

ざいますけれど、まだまだこの３号ダムのかさ上げ

につきましても１７年度までかかる。その後２号ダ

ムのかさ上げに着手すると。 

 それからもう一つは、大きな課題は、今後三つの

ダムをつくらなければならないと。そのことによっ

て、先ほど申し上げました１,３３０万立米の泥流

の部分で、水の部分を残して土砂等々の抑止を図る

ということでありますが、今北海道では、これから

新たに三つのダムをつくるということは、果たして

いいのかどうかというようなことで、全面的な今見

直しを北海道で取り組んでいるということをお聞き

いたしているところでありますが、私といたしまし

ては、当初事業計画の１,３３０万立米の対応を図

れることであれば、必ずしもダムを建設するという

ことだけが方法ではないというようなことで、基本

的には１,３３０万立米を対処できる砂防事業を推

進するように北海道にお願いをしているところであ

りまして、今後ともこの事業につきましては、先ほ

ども申し上げましたように国直轄と北海道補助との

格差はないと北海道は申しておりますけれども、今

申し上げたようなおくれがあるというのは現実であ

りますので、これを早急に対処するように北海道に

対し働きかけていくというふうに思っているところ

でありますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 次に、農業委員会事務局

長、答弁。 

○農業委員会事務局長（谷口昭夫君） 中村議員の

現況証明下付の関係についての御質問にお答えいた

します。 

 まず、１点目、現況証明願いの中に書かれており

ます年月日不詳、宅地として利用と書かれておりま

すけれども、この年月日不詳という考え方につきま

しては、建物については年月日は特定されると思い

ますけれども、この部分につきましては、土地につ

いてですので、土地がかわった年月日というのは特

定できないことから、年月日不詳というふうに書い

ているところでございます。 

 それから、２点目の農業委員の地区割りですけれ

ども、本町においては農業委員１８名全員が地区割

り当てされております。明確にされております。 

 それから３点目、現況証明の下付、この地域につ

いての下付の状況については、１件の現況証明が出

てきておりますけれども、関係する建物については

３戸でございます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 中村議員の住居番

号標の現在の単価ということでございますが、現在

約２００円で１枚の整理を、大体それぐらいかなと

いうふうな状況でございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 次、町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（三好稔君） １１番中村議員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 １点目の規程第９条第２項におけるひやり・はっ

と体験報告の書式の表示でございます。御指摘のと

おり、当初別添４というようなことで整理いたして

おりました。その後、この誤りを訂正をすることで

実行しているところでございます。別添４を別添３

ということで訂正をしているということでございま

す。 

 ただ、開示しております書類等において、当初の

表示ということで間違っておりますので、速やかに

訂正をさせていただきたいと思っております。 

 ２点目の１４年度の委員会の開催でございます

が、７回開催をいたしております。そして、そのほ

か職員研修会１回を開催しております。 

 委員会に報告されている医療事故等の件数、その

内容等でございますが、まず最初に医療事故の定義

といったことで、このことにつきましては、中村議

員、今御理解をいただいているところでございます

が、医療にかかわるすべての場所で、医療の全過程

において発生するすべての人身事故で、死亡、生命

の危険、病状の悪化などの身体的被害及び苦痛、不

安など精神的な被害が生じた場合、さらに患者が廊

下で転倒し負傷した事例のように、医療とは直接関

係しない場合、さらにもう１点、患者についてでな

く、注射針を誤って刺すなど、医療従事者などに被

害が生じた場合、こういったもの等規定における医

療事故といったようなことで定義づけをしていると

ころでございます。 

 医療事故の件数でございますが、本年度において

は５件、前年度、本規定が制定された以後、年度末

までにおいて４件でございます。 

 それらの内容でございますが、注射に関して、

トータル的にずっとお答えさせていただきたいと思

いますが、注射に関して６件、調剤に関して１件、
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給食に関して１件、そのほか注射針を誤って刺した

ということでございます。これらにつきましては、

注射に関しては点滴内容が変更されておりました

が、前日の点滴内容の点滴をしたといったことで、

これにつきましては内容的には患者さんへの影響が

ありませんでした。 

 また、点滴を他の患者と間違えたといったこと

で、これにつきましては即誤りに気がついて、その

薬液をとめる栓を閉めたので、患者にはほとんど

入ってないと。 

 あと、さらには患者みずからが点滴針を抜いたこ

とによるもの、注射薬の間違えといったことで、こ

れにつきましては患者の疾病に適用があり、危険度

はなかったといったようなことでございます。 

 さらには、廃棄した注射針を掃除業務の者が、そ

れを刺したといったような事故でございます。 

 また、給食に関しては、患者さんの検査直後に患

者様に食事を出したといったことで、これにつきま

しては、１回給食をとめる状況でございましたが、

そのようなことであったと。 

 さらに調剤に関して、譲与量以上の投薬をした

と。これも１回の服用であったといったことから、

患者様には生命の危険度については低く、大きな障

害にはならなかったといったような状況でございま

す。 

 ４点目に、ひやり・はっと体験報告報告者の状況

に対する届け出件数でございますが、１４年度にお

いては５件、１５年度においては２件でございま

す。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） まず、住居表示の関係で

す。町長は調査をして対応していくと、それから調

査方法だとか、それから今実費額は幾らかというこ

とで、２００円ということですけれども、これも有

償か無償かということで、恐らく結構な数字が、件

数はあるのでないかと思いますね、薄くてわからな

いというやつが。そういうことで、早急に上富良野

は観光の町、四季彩の町ということで、一つは町並

みや、それから町のそういう表示等が鮮やかになっ

ているというような形で、なおその促進を図ってい

ただきたいと思います。 

 それから、町立病院の関係です。今、ひやり・

はっとの体験報告は、１４年は５件、１５年は２件

という報告でありました。この上富良野町立病院医

療事故防止対策規定のリスクマネージャーマニュア

ルによると、まず別添２に事故防止の要点と対策と

いうことで、１１項目の要点、それからエラー発生

要因、事故防止対策留意点ということが列記されて

おります。 

 それから、別添３では、ひやり・はっと事例集と

いうことで１３項目、それから２８０事項に細かく

こういう事例ということでメモがされております。

例えば人工呼吸器の関係では２０件、輸血の関係で

は１５件、注射の関係では４２件という、今までの

いろいろな形で、はっと・ひゃっとしたというよう

なことのどこかの体験報告をもとにして、この規定

がつくられたのだろうと思います。これが、事例集

が３２ページにわたって列記をされています。それ

で、１４年の５件、１５年の２件ということで、７

件のひやり・はっと事例があって、委員会において

評価、分析、そして医療事故の防止に努められると

思います。 

 それで、私ちょっとお尋ねしたいのは、この１３

項目２８０のひやり・はっとで発生要因防止策、事

故発生時の対応策ということにありますけれども、

これらの事例のほかに、この規定では定期的に事例

の追加記載を行い、関係職員にて周知を図るという

ことになっております。したがって、これらの今ま

での事例の中に、それからよその病院であった事例

の中から、ぜひこの事例集の中におさめなければな

らないというような事例があったかどうかというこ

とでお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、農業委員の定数削減の関係は、今町長

の言うように、あくまで一つは農業委員会は行政府

の一員ということでございますので、あくまで農業

委員会の意向を聞きながらということで、この前

我々が議員定数の削減についても、言うなれば立候

補する人の予定も踏まえて、早くに対応をしていか

なければならないということで、わざわざその対応

を２０から１８に出してまいりました。したがっ

て、これらについても、ぜひ１６年度中にというこ

とで、町長はそう答弁されておりますので、そうい

うことでお願いをいたしたいと思います。 

 それから、あと農業委員会の２点目の関係の年月

日不詳ということで、あくまで土地ということだけ

れども、僕はやっぱり宅地として利用ということに

なると、建物が建ったということになるのだから、

その段階を調査していけば、僕は何でもないのでな

いかという気がいたします。あくまで農業委員会だ

から、土地のことだけということであれだけれど

も、いつから宅地として利用しているということ

は、ある程度推定ができるだろうし、それから建物

を持っている人、地主から聞けばわかると思うの

で、話を聞くと、従来こういうケースで、年月日不

詳ということで全部処理をされているということ

で、ずっと議事録を見ますと、そういう形になって
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いるのですね。だけれども、やっぱり現況に合わな

いということなので、これはこれでやはりきちっと

わかる範囲で調査をして、そして明らかにすべきで

はないかというような気がします。それが１点。 

 それからもう一つは、当町の景観に着目して、こ

の農地等を正規の手続きを経ないで、既成事実をつ

くって、このようなケースというのは、今後僕は考

えられると思うのです。そういう観点で、農業委員

会として、これらの関係についての対策をどうする

かということで提起をしていただきたいと思いま

す。 

 それから、防災対策の防災の関係です。町長の言

う、今ダムであれば抑止力は１６.３％、それから

３号ダムがかさ上げされれば３０.９％ですか、今

後２号ダムのかさ上げ等も考えていて、言うならば

１,３３０万立米に対応ができるということなので

すが、もう一つは、あと３基のダムを建設予定だと

いうことでございますけれども、これは問題、財政

的な状況からどうなるかというのは、判断ができな

いようなニュアンスでした。 

 ここに石狩川上流富良野圏域河川整備計画の原案

ということで、平成１５年４月、旭川土木現業所で

つくったものがあります。それを見ると、今十勝岳

の富良野川流域の、言うなればサイクル橋より山側

の方、そうすると、あれを見ますと３９個計画の中

に入っているのですね。そのうちの今２３個という

ことで、僕はとらえていたのですが、このことはこ

れからのあくまで仮定の話ということで、これはあ

くまで河川整備計画の原案ということになってます

から、財政計画等もあわせてだろうと思いますけれ

ども、そういうことで、あと３基なのか、それとも

とりあえず今の段階ではかさ上げで、何とかこの抑

止力を高めていくということで理解をしていいのか

ということで、できればそれらも、今後町民がやっ

ぱり十勝岳の爆発に対する砂防ダムはこういうこと

でまた進めていくということで、それらについて明

らかにしていく責任があるのではないかという気が

いたします。 

 それからもう１点、監視カメラの関係ですか、環

境庁の関係でどうなるかというようなことでござい

ます。それで、先般我々が行政調査で行ったとき

に、土木現業所のこの資料によると、一応平成１５

年度の施工施設ということであるけれども、施工年

度は平成８年から平成２０年と、この警戒避難対策

事業ということなのですけれども、言うなれば監視

カメラの関係、受信機の関係等でございます。これ

らについて、もう今この冬に向かって、平成１５年

度の施工施設ということなのですけれども、恐らく

今年度は無理ということで判断するのかどうか、そ

の点の見きわめ方についてちょっとお聞きをしたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、住居表示につきましては、先ほどお答えさ

せていただきましたように、今後の課題として検討

をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、町立病院につきましての計数的な部分

については、事務長の方からお答えさせていただき

ますが、私といたしましても医療事故防止対策委員

会、あるいはひやり・はっとの報告、これらを十二

分に対応することによって、それらもまた内容分析

することによって再発防止を進めていくと。そし

て、医療事故の抑止に努めていくということは、院

内で十分に対応を図っていくべきであるし、そうい

うふうに指導をしていきたいというように思ってお

ります。 

 次に、農業委員会の定数の問題も先ほどお答えい

たしましたように、遅いよりも早い方がいい。見直

しにつきましては対応して、農業委員会と十分意見

を聞きながら進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、防災関係でありますが、今現在３号ダ

ムのかさ上げが終了することによって、３０.９％

の泥流の抑止力が出てくると。２号ダムのかさ上げ

が、その後引き続き実施されるわけでありますが、

これが完成しますと約５０％近くになるという予測

でございます。 

 残りの部分につきましては、先ほど申し上げまし

た、今後３基のダムをどうするかということが、今

北海道で協議されておりまして、その方向性が後ほ

ど示されるものというふうに思っておりますが、町

としての考え方は、先ほどお答えしたとおり、１,

３３０万立米の土石流、大正１５年の泥流を全面に

抑止するということが基本であるというふうに思っ

ておりますので、そういう形で進めていきたいとい

うふうに思っております。 

 それから、河川改修でありますが、今現在富良野

川につきましては、サイクル橋までの河川改修は一

次、二次ともに終わって、部分的には二次、一次と

いうことで改修は終わっております。 

 サイクル橋から上につきましては、火山砂防事業

で実施するということに相なっておりまして、御案

内のとおりサイクル橋から上は、まだ全く手をつけ

られていないというのが現状でありまして、これに

つきましては、北海道に３基目のダムが建設される

場所までは、河川改修で対処するようにということ
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で、見直しを図るようにお話を申し上げております

が、これにつきましても、先ほど申し上げましたダ

ムと含めて、北海道はこのことも含めて見直しをす

るということでお答えを聞いているところでありま

すので、今後それらの方向が定まることを北海道に

も再度河川改修を含めて要望をしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

 それから、監視カメラの３基につきましては、今

現在４号ダムのスクリューダム、透過ダムの場所と

吹上温泉と十勝岳温泉、この３カ所に監視カメラを

設置するということで、今先ほどお答えさせていた

だいたように、環境庁との調整を図りながら、また

光ファイバーの配置等々で今後取り進めていくとい

うことでありますが、この冬の事業がどうなんだと

いうことにつきましては、私としては承知しており

ませんので、計画どおり設置していただくように、

今後も北海道に要望をしてまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 農業委員会会長、答弁。 

○農業委員会会長（小松博君） 中村議員の質問に

お答えをしたいと思います。 

 実は、年月日不詳の件でございますけれども、局

長の方からるるお話がございました。今後において

も委員会で検討しながら、その辺もどのように調べ

ていくかいというような、最近の高齢化の流れの中

で非常にわかりづらい、答えがしっかり返ってこな

い部分もあろうかと思いますけれども、そのような

方向で御理解を賜りたいと思います。 

 それと、不正事実つくりというような御発言がご

ざいましたけれども、この件につきましては、最近

委員会系統組織でもるる論議されているわけなので

すけれども、遊休農地への産業廃棄物の投棄等々が

最近非常に府県、ある都市部近郊であるわけでござ

います。それに絡めまして、私どもとしても、実際

にはある程度パトロール的なことはやっているので

すけれども、完全なものではなかったのかなという

ふうに後悔をしているわけでございますけれども、

今後は農地のパトロールというようなことも委員会

の仕事として努めていきたいというふうに感じてご

ざいます。 

 それと、町長答弁してくれたわけなのですけれど

も、委員会の定数是正ということで、委員会の仕事

の内容を議員それぞれ列記していただいたわけなの

でございますけれども、これからは非常に今委員会

の検討委員会等々で、まだ結果が出ておりません。

委員会の中でも定数の問題については、最近の交付

税の減少等々を踏まえながら検討していかなければ

ならないなという話題もあるわけでございまして、

その辺も御理解を賜りたいと思う一方、農地法の一

部改正等々によりまして、株式会社が農業法人とし

て農業に参入してくるというようなこともございま

す。これからは、るるふえるのかなというふうに感

じてございますけれども、その辺の事務的な監視も

委員会の仕事だよというような話題も出ております

けれども、その辺も内部的にはどのように今後決

まってくるのかなというふうに感じているわけでご

ざいます。 

 そのようなことで、農地の不正事実、上富には絶

対ございません。今後においても、まま特別に条件

の悪いところは、耕作放棄的な姿にならざるを得な

いのかなというふうにも感じておりますけれども、

その辺も地権者に相談をしながら、今後進めていき

たいというふうに感じてございますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 次に、町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（三好稔君） １１番中村議員の

ひやり・はっと参考事例における追加記載の関係で

ございますが、これまで本事例に追加する事例があ

りませんでしたことから、追加記載はないというこ

とでございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番

中村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） 私は、さきに通告してあり

ました３項目について御質問したいと思います。 

 まず、１項目めとして、ごみ袋の代金について御

質問をしたいと思います 

 当町において、ごみの処理が有料化になって１年

が経過して、町民がごみの分別にもなれ、減量化と

いうことでは、もう定着したと思われます。 

 そこで、可燃、不燃ごみ袋の価格が４５リットル

で１枚９０円という価格について、近隣の市町村と

比較して、３倍以上の町民負担を強いられている実

態、ごみというのは生活上必要不可欠なものであ

り、随分と高いと思いますが、町長はどのようにお

考えか、お伺いしたいと思います。 

 続きまして、２項目めの農産物の地産地消につい

てということで御質問をしたいと思います。 

 広報かみふらの９月号に、地元農産物を地元で消

費というタイトルで、８件の直売所の紹介がありま

したが、大変よい企画だと思いました。 

 また、直売所の持っていない方でも自宅で販売し

たい方は大勢いると思います。全農業者を対象に、

掲載希望を募って臨時増刊号のようなものを発行す

ることができないでしょうか。本当に安全で新鮮な

農産物が町民がどこの農家からでも買うことのでき
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る広報紙の企画をお願いしたいと思います。農業支

援策として、この提案についての町長の所見をお伺

いしたいと思います。 

 また、町として、今後農業者に対しどのような事

業並びに支援策をお考えか、またお伺いしたいと思

います。 

 続きまして、３項目に、上富良野小学校周辺の通

学路について御質問したいと思います。 

 通学路、若葉通りから北１条通り、また北３条通

りにおいての通学路の街路灯が少なく、また、あっ

ても暗いということ、また街路灯の回りの木の枝が

邪魔になり、十分に歩道を照らしていないと思われ

ます。 

 最近頻繁に起こっている少年少女誘拐など、子供

たちに対する犯罪がふえている中、子供たちを犯罪

から守るため、周辺の街路灯の整理を初め、街路灯

の増設を早急にすべきと思いますが、町長はどのよ

うにお考えか、お伺いしたいと思います。 

 以上３項目の御答弁をよろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、ごみ処理に関する御質問についてでありま

すが、一般廃棄物の収集運搬処理にかかる経費の一

部を排出者である住民の皆様に御負担をいただくた

めに、平成１４年７月開会の第２回臨時町議会にお

いて、上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例の改正について議決をいただき、平成１４年１０

月１日から有料化を実施いたしているところであり

ます。 

 有料化を実施する目的については、実施を前に、

議会を初め住民の皆様へ説明会等々において申し述

べてまいりましたとおり、１点目は廃棄物を燃やす

ごみ、可燃ごみと埋めるごみ、不燃ごみなどの非資

源化物とペットボトル、プラスチック類等の再生利

用や、再使用できる資源化物に分けて、非資源化物

の排出をできる限り抑制し、将来に向けて地球環境

の保全に努めること。 

 二つ目には、上富良野町が一般廃棄物の収集運搬

処理に要している費用が年間３億円以上要してお

り、一段と厳しさを増している町財政を圧迫してい

ることから、その費用の一部を、排出者である住民

の皆さんに御負担をいただくこととするものであり

ます。 

 御負担をいただく方法として、多くのごみを排出

する方には多い手数料、減量等に努力して少なくご

みを排出する方には少ない手数料を負担していただ

く、排出量に応じた重量制を用いております。 

 なお、負担いただく料金の換算については、有料

化の対象となっている燃やすごみ、可燃ごみ、埋め

るごみ、不燃ごみ、破砕するごみ、粗大ごみの非資

源化物にかかわる収集運搬費用のうちの施設の設置

費用を除いた３分の１程度を御負担いただいている

ところであります。 

 近隣の市町村と比較して、料金が高いとの御指摘

でありますが、各自治体等によりましては、分別収

集処理及び処理施設の投資など、形態や有料対象が

異なることなどから、それぞれの状況によって差は

生ずるものと考えております。 

 当町の現状手数料につきましては、受益と負担の

関係から、機会を見据えて増額改定も視野に入れる

必要を感じているところでありますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、２点目の農産物の地産地消についてお答え

させていただきます。 

 今年度の町広報の９月号に、直売所の紹介したほ

か、７月号にも生産者と消費者との交流の場とし

て、中央コミュニティ広場の一部を開放する農畜産

物の直売所開設の呼びかけをして、地産地消の一事

業としてＰＲを行いました。 

 地産地消を実施しているグループもあり、地元消

費者との交流の促進、地元農産物の消費拡大、品質

の向上など、農業分野のシェアを広げていくために

も積極的な参加を呼びかけ、場所の提供など今後も

引き続き支援をしていきたいと考えております。 

 また、今後ともさらに農業、商業、観光を連携さ

せた地場農産、畜産物のＰＲのための各種イベント

の直売所開設場所の提供や情報発信など、町の活性

化に向けた取り組みを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、上富良野小学校周辺の通学路の街路照明に

関してでありますが、北１条通り、北３条通りにつ

きましては、学校敷地内立木等の影響もあり、明る

さが遮られる部分があることも御指摘のとおりであ

ります。 

 北１条通りにつきましては本年１０月、地域町内

会からの御意見をいただき、双方で現地調査を行

い、照明等の球切れや一部支障木の枝打ち等を了

し、地域町内会の生活灯整備協力をいただきなが

ら、現在は地域からも良好な状況であると評価を得

ているところであります。 

 北３条通りに関しましては、上富良野小学校から

若葉通りの間は、生活灯２灯と街路灯３灯が設置さ

れ、現状では地域町内会等からの特別の御意見等は

いただいておりません。 

 なお、両通りに関しましては、生活灯と街路灯が

混在していることもあり、地域町内会とも連携を図
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りつつ、環境確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、周辺立木の影響につきましても、関係施設

管理者等とも協議を行いながら、必要に応じて枝打

ちなどの協力をいただくよう、調整をいたしてまい

りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午後 ２時１３分 休憩 

午後 ２時１４分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 再質問ございますか。 

 ７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） まず、第１項目めのごみ袋

の代金についての再質問をいたします。 

 ごみを減量化するために、多少の有料化はいたし

方ないかと思いますが、ごみを有料化にしてから随

分ごみが減りましたという所管のお話も伺いまし

た。ごみが減ったということで、経費の軽減が図れ

たのであれば、町民の皆様の努力により経費が節減

できたので、１０円でも２０円でも安くしますよ

と。さらに、分別においては、まだまだ十分ではな

いので、もう少し吟味していただけると、さらに減

額できますというのが本来かと思いますが、町長の

答弁の中に、時を見据えてさらに増額したいとあり

ましたが、このお考えからすると、目的は単にごみ

を減らしたいというだけでなく、財政補てんの部分

が非常に強く、聞こえは手数料と柔らかいのです

が、単なる間接的な増税ではないかと思います。 

 私なりに５市町村、また近隣の市町村のごみ袋の

価格を調べてまいりましたが、ほとんどの町が袋程

度の町民負担と思われ、基本的な考え方として、ご

み処理においては、直接町民負担にすべきではない

という観点からの考えが非常に強いと思われます。 

 当町の町民も高いとは思っていながら、よその町

はどのようになっているのか、知らない人の多さに

も驚きました。その背景には、本当に十分な情報提

供がなされていなかったのではないかと、このよう

に思います。財源が減少した背景には、本当に住民

の生活が驚くほど悪化していると考えられ、日々１

円単位で買い物をしている奥さんたちにとって、９

０円もするごみ袋にごみを入れなければいけないむ

なしさを考えたとき、ごみ袋に大きな町民負担をか

けるというのは、決してよい方法とは思えません。 

 確かに各市町村によって、ごみの処理方法も考え

方も違うと思いますが、高いということからどうい

うことが起きているかというと、隣町のごみ袋を

買って隣町へ捨てに行くと、こういうことが起きて

います。いたずらにやっているわけではなく、本当

に後ろめたさを感じながら、そうせざるを得ないの

が実態であります。この点について、町長のお考え

をお願いいたします。 

 ２番目の農産物地産地消についての再質問をいた

します。 

 先ほどの私の説明が十分でなく、なかなかわかり

づらかったかと思いますが、農業者は作物をつくる

という点では確かにプロですが、まだまだ売るとい

うことについては、本当に苦手な部分かと思いま

す。 

 今日、顔の見える農産物ということで、消費者に

も強く求められてきておりますし、また町民の方も

どこへ行って買えばよいか、情報が十分ではありま

せん。現在、直売所をやっておられる方々の御苦労

は、一方ならぬものがあると思いますが、しかし本

当にお客さんに喜んでいただけたときの感激は、何

ものにもかえがたいものがあり、それが日々の励み

になり、家庭において大きな光になっていることは

事実です。この喜びを１人でも多くの農業者に味

わっていただき、農業婦人たちが本当に元気でいて

ほしいと願うものであり、町としてもいろいろ対応

されていますが、どうか多くの方々にきっかけを与

えるため、今後とも場所の提供を初め、永久保存版

となるような広報紙等における紹介も含め、御支援

をお願いするものであります。 

 １６年度において、イベント等具体的に企画があ

れば、お教えください。 

 ３項目めの上小周辺の通学路についての再質問を

いたします。 

 北１条通りにおいては、秋から見ると枝の整理が

なされ、また電球の整備もされ、幾分明るくなった

かと思われますが、夏になると、また木の枝葉によ

り明かりが遮られると思われ、北３条通りにおいて

は、グランド側には街灯がなく、実際歩いてみると

木が生い茂っていることから、本当に物騒です。 

 先月の１９日でしたか、富良野において児童が３

人組の男の人に声をかけられるという事件がありま

した。大きな事態には至っておりませんでしたが、

各学校に注意を呼びかけられたということがありま

した。今後ますますふえるであろう児童に対しての

犯罪に対しても、もっと明るくすべきであり、両通

りとも思い切った剪定と街路灯の増設をすべきと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の再質問にお

答えさせていただきます。 
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 まず、ごみの有料の問題でありますが、その自治

体自治体でその有料の額については、また有料か無

料かということについては違うかなというふうに思

いますが、私といたしましては、現在の財政状況、

今議員から財政補てんではないかということであり

ますが、そのとおりであります。かかる経費を受益

者負担の原則で御負担いただく。量を出す人も、量

を出さない人も、同じ行政負担ですべてを実施する

ということではなくて、先ほどお答えさせていただ

きましたように、受益者負担の原則で量を余計出す

人は余計負担をしていただく、少なく対応する、分

別等々で努力する方々は経費は少なく負担する。再

利用する、リサイクルする部分については、無料で

ありますので、袋代だけでありますので、そういう

観点でおります。 

 ただ、今現在有料化の部分につきましては、量は

減ったとは申しましても、かかる経費がそれほど大

きく減額していないというのが現状であります。や

はり巡回に回る収集車につきましては、同じ回数で

同じように回転をしているというようなことと、焼

却費用だとかそういったものについては、大きく変

動はなされていないというのが現状でありまして、

町は当初このかかる経費の２分の１を受益者の方々

に御負担いただきたいということで御提案申し上げ

ましたが、議会の議員の皆さん方が、一挙に無料が

有料になるのに無理であるというような御判断か

ら、現在はかかる経費の３分の１を受益者負担でい

ただいているということでありますが、将来的には

厳しい財政の中で受益者負担の原則を維持していく

ことに相なりますれば、１０分の１、あるいはそう

いった形で改正を進めていかなければならないとい

うふうに考えているところでありまして、無料ほど

いいことはありませんが、それでは財政がもたない

ということでもございますので、財政状況を見きわ

めながら、ごみの料金の見直しについては対処して

いきたいというふうに思っております。 

 次に、地産地消の問題でありますが、先ほど再質

問にありました永久版的な広報紙の発刊をというこ

とでありますが、このことにつきましては、町とい

たしましても町広報紙を通じて連続的に、あるいは

繰り返しこれらの情報を町民に提供することによっ

て、農業者の皆さん方のこの直売、地産地消に対す

る直売意識を高揚するとともに、消費者との連携を

図っていく、そういう機会をつくるために、直売所

の施設、場所等々の提供等々も含めながら、今後そ

のＰＲ、広報につきましても、町広報紙の中で対応

できる範囲内で繰り返し対処してまいりたいという

ふうに思っておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 最後に、通学路の街路灯及び生活灯の件でありま

すが、今樹木等々につきましては、今後議員のおっ

しゃるとおり、枝が伸びてくるわけでありますか

ら、これらにつきましては、先ほども申し上げまし

ように、関係施設管理者あるいは地域の皆さん方と

の協力を今後も対応していただきながら枝打ちを続

行し続けてまいりたいというふうに思いますし、ま

た特に暗いところにつきましては、街路灯という位

置づけがなされるのか、あるいは生活灯という位置

づけがなされるのか、ここらあたりを十分地域の状

況を見きわめながら、地域全体の不公平のないよう

に対処していくためにも、地域住民会と調整を図っ

て、この設置に向かっては対処していきたいと思っ

ております。 

 街路灯につきましては、御案内のとおり住民会か

ら要請を受けてまして、町が補助金を出して建設す

るということに相なっておりますので、住民会か

ら、その要望がなされるような対応で対処していく

ようなことも含めて、今後地域と協議を重ねてまい

りたいというふうに思いますので、御理解を賜りた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 ７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） １点だけ、ごみ袋の代金に

ついてということで再々質問をいたしたいと思いま

す。 

 町民の１人として、よその町の方にごみ袋の価格

を聞かれたときに、大変恥ずかしい思いをしたのは

私だけでしょうか。ごみ袋に過大な手数料をかける

というのは、本当に住みづらい町というふうに思い

ますが、町長はいかがお考えですか。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 先ほどもお話し申し上げましたように、私はすべ

てが無料であることが町民にとってはいいと、これ

はもう私自身も有料で対応しているわけですから、

それは十分認識いたしております。しかし、今町財

政は非常に厳しい状況になって、今３億円からのこ

のごみ処理費用を負担している。このことにつきま

しては、やっぱり何と言っても、こういった部分の

受益者の負担というのは基本である。これからはよ

り一層受益者負担の原則のもとにあって、応分の受

益者の御負担をいただくか、その事業を中止する

か、あるいは先ほどもお答えさせていただきました

ように、行政にかわって町民の皆様方が何らかの形

で継続していくか、そういうような手法をとりなが

ら、今後２０億円から削減しなければならない、そ

の削減の原資を求めていかなければならないという



 

 - 44 - 

ふうに認識しておりますので、御理解を賜りたいな

というふうに思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、７番岩

田浩志君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、本日の一般質問を終了いたします。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、本日の

日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 報告申し上げます。 

 明１５日は、本定例会の２日目で、開会は午前９

時でございます。定刻までに御参集賜りたいと存じ

ます。 

 以上であります。 

午後 ２時４６分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１５年第４回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等、諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 本日は、第１日目に引き続き、日割り表に基づき

一般質問を行います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

   １０番 仲 島 康 行 君 

   １１番 中 村 有 秀 君 

を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第２ 昨日に引き続

き、町の一般行政について質問を行います。 

 初めに、１５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 国の内外を問わず、大き

な課題や難問を抱えている中にあり、昨夜ついに皆

さん御案内でございますが、イラクのフセイン元大

統領が拘束されたという、大きなニュースが飛び込

んできました。しかし過日、１１月２９日、厳しい

状況の続くイラクの最前線におきまして、我が国の

国際貢献に活躍されておりました若いお二人の外交

官が、憎むべきテロにより、非業の死を遂げられま

した。まことに痛ましく、このようなテロを絶対許

すことはできません。国民の一人として、犠牲にな

られたお二人に、冒頭、心から哀悼の意を表するも

のであります。 

 さて、一向に回復の兆しが見えてこない国内景

気、とりわけ地方においては、むしろいまだに後退

しているのではないかとさえ思われます。このよう

な中において、国や道は厳しい財政状況の名のもと

に、そのしわ寄せを町村合併の推進、三位一体の改

革などと言いながら、交付税や負担金、補助金の先

行削減などなど、かつて経験したことのない厳しい

状況がさらに地方へ地方へと押し寄せてきておりま

す。当町とて例外ではありません。しかし、これは

避けて通ることのできない現実でもあり、しっかり

と受けとめていかなければならないと思います。反

面、このような厳しいときだからこそ、自分たちの

町のあり方を町民みんなが真剣に将来を見据え、取

り組む好機ととらえることもできるではないでしょ

うか。 

 そこで、私はこの際、町長に２項目３点について

お尋ねさせていただきたいと思います。 

 まず１点目でありますが、先ほど申し上げました

が、今後、我が町の財政運営も一層厳しくなること

が予想され、より町民に御理解と御協力をお願いし

ていかなければならないと思います。時には、今以

上の御苦労や御負担をお願いしなければならないこ

とも多々あると思われます。そのため今まで以上、

住民一人一人と行政が共通の価値観を持って、町づ

くりを進めていくとともに、行政もより住民に身近

で、より密着し、信頼される役場に変わっていかな

ければならないと思います。 

 これらを考えたとき、今後の住民サービスのあり

方として、多様な町民の就労形態や高齢者世帯の増

加などにも対応をしていくため、住民票や印鑑証明

書の発行などの休日窓口サービス業務をなるべく早

く実施をし、より身近な役場を目指すべきかと思い

ますが、町長のお考えをお尋ねいたします。 

 次に、農業政策について２点お尋ねいたします。 

 昨年１２月に、米政策改革大綱が示されたこと

は、既に御案内のとおりであります。今日まで３０

数年間、さまざまな生産調整施策が行われてきまし

たが、いよいよ平成１６年度からは、今までのネガ

政策からポジ政策、すなわち需要に見合った量だけ

生産する方式へと１８０度政策転換がなされます。

これに伴い、各地において地域水田農業ビジョンを

策定し、今後の地域における水田農業のあり方が目

標年次を定めた中で、確実に目標達成に向けて取り

組んでいかなければならなくなったわけでありま

す。 

 当町においても、水田農業推進協議会においてビ

ジョンの策定中でありますが、最大のハードルは、
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いかにして担い手を育成し、その担い手に農地を集

積し、効率的で安定した水田農業を確立するかとい

う点であります。 

 このたびの対策においては、担い手の要件も示さ

れており、認定農業者では１０ヘクタール、集落営

農では２０ヘクタール以上であり、一層の集積を図

らなければなりません。このような状況の中にあっ

て、当町の水田の現状はというと、集積を図り、効

率化を進める上での絶対条件である、基盤の条件整

備が極めて立ちおくれていることであります。この

整備が進まない限り、極論で申し上げますと、当町

の水田農業はかなり厳しい状況に陥ると言わざるを

得ません。 

 そこで、ぜひお聞きしたいのですが、水田基盤の

未整備地区の一刻も早い整備が待たれるわけであり

ますが、今日の厳しい農家経済を見たとき、地域か

らの自発的な発想による合意形成を期待することは

極めて難しいと思われ、この際、行政による強力な

リーダーシップによって、取り組むべきではないか

と痛切に感じるわけでありますが、町長の率直なお

考えをお伺いいたします。 

 さらに、あわせてもう１点。今後、田畑ともに、

担い手に農地の集積が進むとすれば、高齢者農業者

を中心に就労の場が失われていくことが予想され、

町全体の発展と活力保持を同時に講じていかなけれ

ばならないと思いますが、あわせてこの点について

もお伺いいたします。 

 我が町が、将来とも自立を目指し、再び町ににぎ

わいをよみがえらせ、力強い上富良野に生気を築く

ため、きのうの続きのきょうではなく、未来に踏み

出す新たな一歩のきょうになるようなお答えを御期

待申し上げ、質問とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 御質問のいただきました住民票や印鑑登録証明証

の休日発行に関しましては、現在、行政サービス拡

充の観点から、一部具体化した自治体もあるのが現

状であります。知り得る範囲での道内的な実情を申

し上げますと、いずれの自治体も自動交付機により

まして２市３町、うち上川管内では、旭川市がこれ

に取り組んでいると伺っておるところであります。 

 本町におきましては、自動発行機の整備がないた

め、当該サービスを進めるためには、休日に職員を

配置することでなければ、対応できない状況にあり

ます。しかしながら、このことにつきましては組織

の再編を含め、現在進めております職員の削減等か

らも、大変厳しい状況にありますことを御理解賜り

たいと思います。現在におきましても、時間内に来

庁できない方につきましては、事前に電話などをい

ただき対処させていただいたり、委任状をもちまし

て、信頼される方による代理交付を受けることも可

能でありますので、今後も引き続き対処させていた

だきたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と思います。 

 なお、住基ネット、個人認証サービスなど、窓口

業務関係につきましても、電子化の進展が予測を越

えて急速に進んでおりますので、今後、自動交付機

に関しましても、関心を持って、その状況を把握し

てまいりたいと考えておりますので、御理解を願い

ます。 

 次に、２点目の水田農業構造改革における当町の

水田基盤づくりと、地域活性化について、お答えさ

せていただきます。水田農業については、昭和４６

年より減反、転作と、型を変えながらも、国はさま

ざまな対策を進めてまいりましたが、時代背景とと

もに米の消費量も減少し、農業構造全体にわたる課

題となっております。 

 このことを背景にいたしまして、平成１６年度よ

り消費者重視、市場重視の売れる米づくりを基本

に、水稲作付が行われることになります。地域にお

いては、平成２２年度を見据え、水田農業のあるべ

き姿を地域水田農業ビジョンに示し、展開すること

になります。 

 御質問のとおり、水田農業構造改革の柱である担

い手への農地集積、水田基盤整備などを推進してい

くことも、水田農業のあるべき姿の一つと考えます

が、特に水田の基盤整備は農業者が主体的に地域の

計画を取りまとめ、合意形成を得ることの難しさ

や、基盤整備事業負担に対する不安はあると考えて

おります。 

 私といたしましては、今後も農地の基盤整備事業

にあっては、行政の役割として、計画段階から地域

にかかわりを持ち、取り進めたいと考えておりま

す。事業の実施にあっては、ほとんどが道営事業で

進められ、現在は道の補助に合わせて、町も定めら

れた負担を行い、農業者負担は少なくなっておりま

すが、今後も現在の補助率等が継続できるように、

道に対し、強く要請してまいりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 担い手への農地集積につきましては、地域水田ビ

ジョンの進行経過によっては、高齢者を主に離農も

想定され、場合によっては農業者自身、みずから大

きな決断をしなければならないと考えますし、その

ことにより離農される方の就労の場の確保という課

題が出てくることで、議員同様、私といたしまして

も心配をするところであります。しかしながら、現
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在の低迷する中で、農業はもとより商工業において

も、就労の場の確保は極めて難しいものがありま

す。就労の一例を挙げれば、これまで築いた農業技

術を生かし、農業生産法人の構成員として従事する

道や、高齢者事業団等での就労機会の拡充を初め、

雇用創出の場の確保ができるように今後も心がけて

まいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 再質問をさせていただた

いと思います。 

 まず１点目の、休日におきます窓口サービスの実

施についてでございますが、私はこの窓口サービス

という業務そのものが行政が本来果たすべく役割の

基本でありまして、町民と行政がともに汗をかいて

いこうという町づくりの原点ではないかというふう

に認識している次第でございます。 

 町長の御答弁の中に、現在、当町におきまして自

動発行機等の整備がなされていないために、さらに

休日に職員を配置しなければならないので厳しいと

の見解でありますが、それでは仮に、もしこういう

休日のサービス業務に取り組むとすれば、ではどう

いうハードルがあって、しかもそれはどうしても、

もうクリアーすることができない事柄なのか、そこ

ら辺についての御認識を承りたいと思います。 

 それから、質問の中でも申し上げましたが、今後

一層の財政の歳出削減や職員の削減なども図らなけ

ればならないというお考えのようでございますが、

そうであるならば、さらにさまざまな場面で、町民

の皆さんに御負担や御不便をお願いしなければなら

ないのではないかというふうに思われます。しかし

一方、町民の皆さんは大変厳しい民間の就労条件の

中で、懸命に働いておられるわけでございまして、

町長も企業経営をなさっていたという経験をお持ち

でございますので、そこで働いておられる方々の状

況は、私が申し上げるまでもなく、御案内だと思い

ます。 

 とすれば、むしろそういう一生懸命、懸命に働い

ておられる皆さん方のことを考えれば、休日の窓口

サービスの実施など、ソフト面での行政サービスの

実施は重要な課題だと私は考えますが、再度お尋ね

させていただきたいと思います。 

 加えて、ますます高齢化が進んでまいります中で

の高齢者世帯、ここで生活されておりますお年寄り

の方々は、医療、福祉、年金等、さまざまな行政手

続きや相談ごとなどをされるときに、遠くに離れて

おりますお子さんだとか、そのほか家族の方々が土

日に訪ねてきていただいて、一緒に役場の窓口が開

いておれば、手続きや相談をスムーズにできるとい

うふうに、大変役に立つと私は思われるわけでござ

いますが、こういうような視点からも、ぜひ休日の

窓口サービスの必要性があるのではないかというふ

うに考えております。あわせて、お答えを賜りたい

と思います。どうぞ町長の一歩も二歩も住民に軸足

を移したお答えを期待するものであります。 

 それから、２点目の水田の基盤づくりと、地域の

活性化についてでございますが、御案内のように当

町の水田面積は約２,０００ヘクタールございます

が、そのうち３反でございます、３０アールの水田

が現在そのうち約１,０００町歩、５０％を占めて

いると、こういう非常に厳しい実態にございます。

そのため、排水の条件あるいは農道などの作業性、

それから機械作業における非効率などなど、極めて

生産性が低い状態と言えます。 

 町長も整備の必要性は認めておられますが、いま

一度、このような現状を町長としてとのように認識

されているか、お尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

 さらに、１６年度から始まる新たな水田農業改革

は、今まで行われてきた水田農業に対する政策と

は、事の正確が全く異なり、それに対応するため、

町としての取り組みにも一刻の猶予もないと考えら

れます。今後、我が町が水田農業の確立を図る上

で、その基本中の基本である圃場の条件整備が何に

ましても急がれ、これを推進するため、町長みずか

ら地域に入って合意形成を図っていただきたいと考

えておりますが、この点についてもお伺いいたしま

す。 

 さらに離農を選択された農業者などの働く場の確

保についてですが、一方では、こちらもきちっとし

た対応がなければ、町全体の衰退を招くことになる

おそれもあり、大変心配するところであります。こ

のたび町においては、大幅な組織の再編を計画され

ておられるようであり、この中で農政業務と商工業

務を一つの課とすることにより、既存産業の有機的

な連携を図り、産業全体の振興を図ると、こう定義

されておりますが、これに大いに期待を寄せるわけ

であり、具体的に、ではどのようにこれに対する戦

略と申しますか、政策がイメージされているのか、

あればお伺いさせていただきたいと思います。 

 以上、再質問をさせていただきますので、よろし

くお答えのほどをお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、窓口業務の件でありますけれども、このこ
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とにつきましては議員おっしゃるとおり、行政サー

ビスの一環として、決して重要でないというふうに

考えておるわけでありませんが、先ほども申し上げ

ましたように、これからの財政運営の中で財源の投

資効力を考えますと、今行っております事前調整、

あるいは代理交付等々で大きな障害が出ているとい

う状況下にもございませんし、いろいろな観点から

祭日休みの窓口業務につきましては、行政サービス

の一環としては意義あるものというふうに思います

が、財政効力からして意義あるというふうにはいさ

さか私としても考えなければならないというふうに

思っておるところでありますし、今後の行政サービ

スにおきましても、私といたしましても住民の皆様

方が期待する、本当にかゆいところに手の届く行政

サービスの推進を図っていきたいというふうには

思っておりますが、これからはそういう時代で徐々

になくなってきていると。かゆいところも自分でか

いてもらわなければならない状況になってきている

というような部分からすると、これからこの行政

サービスの拡大につきましては、十分その状況を見

きわめながら、判断をしていかなければならないと

いうふうに思っているところでありますが、将来的

に住基ネット等々の対応の中で、自動交付機の対応

等々も含めながら、今後の大きな課題として検討を

させていただきたいというふうに思いますので、御

理解を賜りたいと思います。 

 次に、基盤整備の関連でありますけれども、地域

水田ビジョンの方向性等々も含めながら、これから

の水田農業が大きくさま変わりをする過渡期を迎え

てきておるわけでありますけれども、議員御発言の

とおり、耕作のしやすい耕地をつくり上げるという

ことは当然重要な課題でありますので、これらにつ

きましては、私といたしましてもこの整備事業につ

きましては大いに率先して、農業者の皆様方が対応

をしていただくように、合意形成に図って、取り進

めていかなければならないというふうに思っており

ますが、ただ、このことにつきましては、御案内の

とおり農業者の御負担と、基盤整備事業費の御負担

という部分があるわけでありまして、これらを認識

した上での合意形成を図らなければならないという

ところに大きな課題があるわけでありますが、町と

いたしましては、今後もこういった地域における基

盤整備の対応につきまして、率先して努力をしてま

いりたいというふうに思っておりますので、御理解

をいただきたいと思います。 

 次に今回、来年４月１日から対応したい、組織機

構改革の中での産業振興課というところに、一つに

まとめたことにつきましては幾度も申し上げており

ますように、従前の縦割り行政から、往々にして出

ることができ得なかった部分について、農業と商

業、そして観光業、これらの部分と農業委員、別行

政組織ではありますが、農業委員会組織等々がやは

り連携して、この我が町の産業の推進を図っていか

なければならないというような基本の中で、一つ一

つの小さな壁をはずして、連携をとった産業振興が

できるような組織づくりを目指して対応をしている

ということでいうことで御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 何点か、再々質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、休日の窓口業務についてでございますが、

町長はかゆいところもみずからこれからはかいてい

ただかなければならないというような御認識を申し

ておりましたけれども、私としては、むしろこれか

らは財政支出を伴うようなハード面での住民に対す

る負託については、非常にこたえづらくなるという

時代がこれはもう間違いなく来るというふうに認識

しております。 

 しかし、私のイメージとしては、むしろこういう

窓口サービス、相談業務も含めまして、そういうと

ころを一層充実させることが、住民の皆さんと行政

とが本当にそういう接点を持つことによって、より

身近な役所、役場行政にということで、町民と一体

感が生まれてくるのではないかというふうに私はそ

ういうふうに思うわけでございます。そういう観点

から考えましても、まずこういう窓口業務を充実さ

せることがすべての基本になって、なおこれからは

むしろ一層大事になるのではないかというふうに私

は思いますが、重ねて町長の考えを承りたいという

ふうに思います。 

 それから、水田の条件の整備についてでございま

すが、私は、もうくどいようでございますが、もう

一刻の猶予もないと。御案内のように、近隣町村を

見ますと、既にもう上富良野をはるかにしのぐ整備

率がなされております。そういう中で、漏れ伝え聞

くところによりますと、さらに近隣町村では、さら

にその上を目指して整備を進めようとする動きさえ

あるようでございます。 

 ここでスタートが立ちおくれてしまいますと、今

回のビジョンは、もう年限がはっきりうたわれてお

りますので、もう一刻も猶予もなく、町長みずから

がそういう地域に飛び込んでいただいて、ぜひその

合意形成を図っていただきたいと。改めて、力強い

答弁を期待するものでございます。 

 また、それに伴いまして投資効果も、私はこれ実

際、経験上感じるわけでございますが、こういう条
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件整備によります当然負担も生じてきますが、これ

はもう経営全体の中で、投資効果は十分ある事業だ

というふうに自負しておりますので、そういう心配

は、合意形成を図っていく中で解消できるものとい

うふうに理解しております。 

 それから、最後にお尋ねいたしました組織の再編

に伴います、その町長が描いておられる、期待して

おられる、その統合による効果と申しますか、そう

いう姿が具体的にただいま伺えませんでしたので、

その点についても、もう一歩踏み込んだお答えがい

ただければということで再々質問といたしたいと思

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、窓口業務の件でありますけれども、財政的

な部分については、議員おっしゃるように、今後の

財政状況からすると、ハードの面というのはなかな

か手をつけられない課題であります。ソフト面の事

業の推進ということに相なってくるのがそのとおり

でありますが、そのソフト面の財源につきまして

も、やはり投資効果という部分も十分考えなければ

いけないと。住民票と印鑑証明証、年間１万２,０

００件というような我が町の状況でございます。そ

の中で、今事前報告をしていただいて、事前に調整

をしていただいて交付するというような件数につき

ましては、現在ではわずかな件数と。予測では、今

もしこれを実施したとしても年間３０件あるか、な

いかというような予測の状況であります。その年間

３０件あるか、ないかという予測の中で、ひと一人

を配置して、人件費を負担して対応をしていくとい

うことが本当の住民のサービスになるのかというこ

とになりますと、私はいささかもう少し利用度とい

うものが十分あるのであれば別でありますが、そう

いうような現実で考えますと、かかる経費等を見き

わめますと、決してそういうものではないなと。 

 そのために手法がないのであれば別であります

が、事前に連絡をしていただければ、時間外であっ

てもその対応を進めているという現実の中で、ひと

つ御理解を賜りたいというふうに思っているところ

であります。 

 次に、基盤整備の件につきましては、この件につ

きましては全く議員のお考えと、私の考えは同じで

あります。我が町の基盤整備が隣接町村と比較とし

て大いに立ちおくれているということにつきまして

は、残念に思っておるところでありますが、ただ単

に考え方としては、これはあくまでも農業者みずか

らの負担を伴うものということでありますので、余

りにも行政主導で強制的な対応をということには相

なりませんが、私はこの地域が、団地形成の中で取

り進めんとする部分につきましては、行政もその中

で、初めからその中に入って合意形成のために努力

をしていくということにつきましては、議員の御発

言のとおり、行政としての調整責任を果たしていく

ように努力していきたいというふうに思っておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。このこ

とにつきましては投資効果、その基盤整備をしたあ

との効果につきましては、十分にその効果があらわ

れているということは、議員の御意見と私は同じよ

うに認識いたしているところであります。 

 次に、組織機構改革につきましては、先ほどお答

えさせていただきましたように、この組織機構改革

の中で御説明も申し上げました。また、昨日も議員

の皆さん方から御質問をいただきました。農業者は

生産をするということについては、技術的にも能力

的にも自信はあるが、販売についての能力について

はなかなか身についていないのだわと。そういった

ことから消費者と連携の持った、そういう地産地消

の対応をというような御意見、御発言もあったよう

に、そういった部分を連携するといことは、今の農

業振興課と商工観光まちづくり課とか一体になるこ

とによって、農と商が一体に連携を組みやすくなる

と。そして、その中でいろいろな対応ができるであ

ろうし、また、観光農業等々の対応についてもより

対処ができやすくなるというふうに認識いたしてお

りますので、この中で、ひとつ先ほどお話し申し上

げました、それぞれの農業振興課、それにもう一つ

は商工観光まちづくり課、農業委員会と、この三つ

が壁をつくっていた部分を壁をはずすことによっ

て、一体化することによって、農業振興あるいは商

工業の振興、観光業の振興、また、農業委員会の持

つ行政推進にも連携した対応が図れるというふうに

思っておりますので、そのような目的を持って対処

するわけでありますから、それにつながるように職

員も意識改革をして、対処していただくように指導

をしていきたいというように思いますので、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１５番

向山富夫君の一般質問を終了をいたします。 

 次に、４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 私は、通告に従い質問をい

たします。 

 初めに、市町村合併についてお聞きいたします。

今後の地方自治制度のあり方に関する答申書を読み

ますと、平成１７年４月以降は財政支援措置のない

新法が制定され、さらに自主的合併を促すとありま

す。またさらに、知事の勧告あっせんにより合併協
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議会の設置、または住民投票の制度を設けるように

なるとありますが、知事のあっせん勧告があるまで

合併協議会の設置または住民投票条例制定の行動は

起こさないのか、お聞きいたします。 

 次に、合併を議決し、知事に報告した場合は、合

併が平成１８年３月までの１年延期となります。で

すが、現行でいくと平成１７年４月以後は議会が存

在しなくなります。かわりに地域自治組織を設置

し、地域協議会を置かなければならない。現在、先

送りの時間はないことを認識し、町民に迷惑をかけ

ないため、最良の方策を決定しなければならないの

ではないか、考えをお聞きいたします。 

 次に、最も大切なことは、町民への情報提供と丁

寧な説明会ではないかと思います。この我が町最大

の問題である市町村合併問題は、町長提案、議会議

決等ということで済まされない問題であります。最

後は議決でございますが、何らかの形で住民の意思

の確認が必要ではないかと思います。住民投票また

は住民アンケート等により、町民と一体となった町

長提案、議会議決にならないのか、お聞きいたしま

す。 

 次に、補助金についてお尋ねします。この補助金

については、同僚議員として、いかに見直しをさせ

るか頭を悩ませました。壮瞥研修のときには、見直

しの条例をつくるということを聞き、でき上がった

ら送っていただきたいとお願いしてきましたが、結

局できなかったようです。事ほど補助金の見直しは

難しい問題です。 

 そこでお聞きしますが、一律８％ということでは

なく、この財政難の折、補助金検討審査委員会を設

置し、補助金の見直しをしてはいかがでしょうか。 

 次に、それとあわせて、先日ニセコの逢坂町長が

富良野講演で言っておりましたが、補助金の一覧表

を作成し、情報公開ということで、これを全戸に配

布をしたということです。すると、おのずから答え

が出てきたと言っていましたが、この方法はいかが

か、お聞きいたします。 

 次は、保健、医療、福祉について、お尋ねいたし

ます。まず初めに、今年国保を値上げしましたが、

来年度はどうなるのでしょうか。保健、医療、福祉

については、広域で事務所を設置し、職員を派遣

し、本来５市町村で実施しなければならないのでは

ないでしょうか。中富良野町だけという姑息なこと

で済む問題ではないと思います。合併協議会のもつ

れが広域行政にまで飛び火し、地域住民に多大の迷

惑をかけているのではないでしょうか。このことに

ついて、どのようにお考えか、お聞きいたします。 

 次に、ディスポーザーの使用について、お尋ねい

たします。現在、国、道、歌登町がディスポーザー

の使用について社会実験中であります。その中間報

告が先般行われ、報道されたところです。今年度中

に社会実験を終了をし、来年度から実使用の段階に

入っていくことになるが、町はこのディスポーザー

について、どのように受けとめ、対応をされるの

か、お聞きいたします。 

 次、小学生のかぎっ子について、お尋ねいたしま

す。ある犯罪を犯した少年が裁判官から犬のふんは

肥料になるが、肥料にもならない産業廃棄物よりま

だ悪いということで、判決をされたというのが報道

されております。しかしこれは、子供が悪いのでは

なく、大人が悪いのではないかと私は思います。小

学校入学と同時に国旗、国歌で大人不信となってい

ます。幸い我が議場は議長の決断により３月から国

旗が揚がります。それで、このかぎっ子の問題につ

きましては、昨日、同僚議員の答弁を聞いており、

御苦労されているのがよくわかりました。しかし、

さらに補足されるところがあれば、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 市町村合併に関して、１点目の平成１７年４月以

降の新法での知事のあっせん、勧告まで、行動を起

こさないのかとの御質問についてでありますが、現

在までの取り組みといたしまして、富良野地区広域

市町村圏振興協議会において、平成１１年度より広

域行政に関する研究、平成１４年度に５市町村によ

る合併研究会、また、今年度は広域連合設立に向け

た研究を行ってまいりましたが、いずれも具体化に

は至っていない状況にあるわけであります。 

 現在、富良野圏域におきましては、南富良野町と

占冠村が任意合併協議会を設立したという状況であ

りますし、中富良野町は自立の道を選択したことに

よりまして、我が町にとって合併協議の対象市町村

がないのが現実であります。 

 このような中で、１１月１３日、第２７次地方制

度調査会の最終答申が、内閣に提出されました。こ

の中で、小規模の市町村の目安が人口１万人未満と

して示され、当町においては人口規模においては基

準をクリアしているとの認識を持っているところで

あり、合併特例法の有無にかかわらず、一つの自治

体として自主自立の道を歩むことが基本であると考

えておりますが、今後の国の動向や圏域市町村の動

きによりましては、合併や広域行政の協議につい

て、状況を十分見きわめながら取り組んでまいりた

いと考えております。 

 ２点目の最良の方策を決定しなければならないの
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ではないかとの御質問でありますが、現行、合併特

例法の失効まで１年半を切り、現行法による合併の

恩恵を受けようとした場合には、協議の時間が大変

短いことは承知しているところであります。しかし

ながら、特例を受けることを目的に十分な地域住民

の協議のないままに駆け込みで合併することは、私

としても本意ではなく、地域の総意として合併問題

を考えていかなければならないと考えております。

したがいまして、状況の変化に際しましては、でき

るだけ多くの情報を、住民の皆さんに提供し、必要

に応じ、直接の対話の場を持つなど、住民の皆様の

意見によって、最良の方向を見出していきたいと考

えておるところであります。 

 ３点目の住民投票、住民アンケート等についてで

ありますが、私も住民への情報提供と丁重な説明

は、最も大切なことと認識しております。これまで

平成１４年１月号、６月号から１１月号及び今年の

３月号、１１月号、１２月号の広報かみふらので情

報を提供をしているところであります。また、昨年

８月２７日に町づくりトーク、今年１月２２、２３

日に町内３団体と、２７日から３０日まで、住民会

単位の１０会場での住民の皆様との直接対話の場を

設けてまいりした。 

 合併特例法の失効まで１年半を切ったことから、

圏域市町村の動向や新法の情報など、市町村合併に

関する動きが活発化することが予想されますので、

極力住民の皆様への情報提供に努め、直接、御意見

を伺う場なども設定していく中で、重要な判断を伴

う場合には、場合によっては住民アンケート等も選

択肢の一つとして考慮しておくことも必要かと思い

ます。 

 次に、補助金についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 補助金は自治法上、地方公共団体はその公益上、

必要がある場合において補助することができると規

定されており、公益上の必要性に基づき、交付され

ていることは言うまでもありません。ただ、厳しい

財政状況にあって、その見直しは重要な課題と受け

とめており、これまでにおいても補助金合理化の指

針を示し、その改善に取り組んでいるところであり

ます。 

 平成１６年度予算編成においては、歳出一般財源

の８％削減を目標に方針を掲げたところであり、補

助金においても、各種事務事業と同様に見直し改善

を指示したところであります。 

 私はこれまで、一律何％削減という指示を出した

ことはありません。補助金においては、その必要性

や効果等を見きわめ、必要なものは増額もやむな

し、必要性が薄らいだものは廃止をも含めて、歳出

全体としての目標とする削減率を達成するよう指示

しているところであります。 

 また、御提言あります補助金検討審査委員会の設

置についてでありますが、この施策に限らず、あら

ゆる行政課題等において、住民参画を進めていくこ

とは、極めて重要なことと受けとめております。た

だ、さまざまな組織などがその目的とする機能を十

分発揮されるよう設置されることが重要であります

ので、住民参画を進める一環として検討してまいり

たいと存じます。 

 次に、補助金の交付状況の公表についてでありま

すが、現在は庁舎１階の情報提供コーナーに収蔵

し、自由に閲覧できることといたしましたので、

コーナーの積極的な活用を期待するところでありま

す。また、行政ホームページへの掲載についても、

研究を進めたいと存じます。 

 今後におきましても、補助金に限らず、住民への

情報提供については、開かれた行政の推進の上から

も基本的な課題と考えておりますので、行政情報の

提供・充実に努めてまいりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

 次に、保険、福祉、医療について、富良野圏域５

市町村で取り組むべきとの御意見についてでありま

すが、最近の地方自治体を取り巻く財政状況からい

たしますと、当然、本町においても行財政の効率化

に向けて、あらゆる手段を講じていかなければなら

ないと考えております。 

 御意見にあります広域行政の推進は、行財政の効

率化を図る上でも、最も重要な手段であると考えて

おります。また、広域行政の効率性では、２町村で

の取り組みよりも、５市町村で広域行政を推進する

方がより効果が大きいものと認識いたしているとこ

ろであります。したがいまして、私といたしまして

は、今後においても行財政の効率化を図るための広

域行政を推進し、なるべく大きな規模で、より大き

な効果を発揮するよう、その具現化に努めてまいり

たいと考えております。 

 また、国保税については、医療費等の増高に大き

く左右されることから、十分にその動向を見きわめ

て検討をしてまいりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 次に、４点目のディスポーザーの使用についての

御質問にお答えさせていただきます。 

 御質問の中にありました社会実験の概要につきま

しては、歌登町をモデルといたしまして、ディス

ポーザーと下水道組み合わせにより、粉砕した生ご

みと汚水を一体的に下水道環境で収集し、下水処理

場で処理し、さらに有効利用するものであります。

コスト削減、エネルギー消費抑制を目的として、平
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成１２年度から開始し、平成１５年度まで公営住宅

３００世帯にディスポーザーを試験的に導入し、主

に下水道への影響、ごみ収集処理への影響検討、汚

水廃棄物処理システムの効率性検討の３項目の調査

を行っているところであります。 

 中間報告におけるメリットととしては、ごみ回収

に出される生ごみの重量が半分に減少したこと。利

用者のアンケートでは、ごみ出し労働の半減、台所

の衛生面の改善等が挙げられ、一方のデメリットと

しては、排出される汚濁物質量が一人当たり２０％

から５０％程度増加すること。また、管の中には付

着物が多数発生し、管の清掃の頻度が多くなること

が報告されておりました。 

 具体的な効果等につきましては、今後、詳細な分

析報告がなされるものと思います。しかし、本町の

下水道事業につきましては、設置当初から汚水のみ

の処理施設であり、下水道の整備もあと二、三年で

終了する状況にあること。生ごみの受け入れのため

に、新たに処理施設の増設と膨大な投資を要するこ

となどの問題があります。また、本町で収集される

生ごみにつきましては、分別収集によって、広域で

資源としての堆肥化を行っており、広域での取り組

みのほか、コンポスト助成により、町民の御理解を

得て処理体制が確立されておりますことから、将来

とも、広域の体制で処理を考えているところであり

ます。 

 このようなことから、生ごみの処理方法として、

下水道の処理施設を利用して行う考えは持ち合わせ

ておらず、下水道に直接放流するディスポーザーの

設置につきましては、認めない方針で行政指導をし

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ５番梨澤議員の５点目の

小学生のかぎっ子対策についての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 昨日の小野議員の質問で、教育委員会としての今

後の指針について、お答えさせていただいておりま

すので、重複の説明は御理解いただいたものと思

い、詳しくは申し上げませんが、今後、町の子供た

ちのために、社会の変化に対応する子育て支援と児

童生徒の健全育成には、意を用いて取り組んでいか

なければならない重要な課題であると十分認識して

いるところでございます。 

 本町においても、過去の慣習やマンネリ、惰性に

踏襲するのではなく、新しい意識を持って変化する

時代に即応しつつ、よき条件と環境を整え、青少年

健全育成の推進に意を注いでいかなければならない

と考えているところでございます。 

 また、国におきましても、本年度に次世代育成支

援対策推進法が制定され、また、明年度より実施が

計画されております子供の居場所づくりなど、子育

て支援を実現するための諸施策が講じられ、積極的

な取り組みが行われておりますので、これらの制度

を活用し、関係課との連絡と協力を深めて、血の

通った中身のある子育て支援と児童生徒の健全育成

に最善の努力をしてまいりたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 市町村合併について、懸念

されるところをお尋ねいたします。 

 初めに、町広報１２月号の４ページに答申の概

要、その(５)に、客観的に合併が困難な市町村に対

しては広域連合制度を充実し、広域連携の方策によ

り、対応することを検討すべきとありますが、答申

書では平成１７年４月以後の合併に関する新法で、

当面合併が客観的に困難、あと云々とあります。さ

らに上記、今この客観的な困難なという上記の市町

村について、通常の基礎自治体に法令上義務づけら

れた事務については、窓口サービスとその一部のみ

を処理し、都道府県に、それ以外の処理を義務づけ

る特例的団体の制度の導入ついて検討するというよ

うにあります。 

 ですから、特例法期間の平成１７年３月までは合

併しない。平成１７年４月以降の新法のもとに、こ

のようにするということを明記しなければ、情報操

作ということになるのではないかと思います。これ

をお認めいただいて、町広報の訂正を求めます。こ

れは町長と所管課長にお聞きをいたします。 

 次に、市町村合併問題は、平成１７年３月までに

合併をするか、しないかということで、町民も議員

も受けとめています。議決もしていないし、議員も

だれも合併をすれとか、するななどとは言っており

ません。住民も含めて、広く会議をおこしましょう

と言っているのです。いつ、どこで、だれが決定し

ているのかお尋ねをいたします。これは町長です。 

 意味、通じましたですか。平成１７年の特例法期

間内では合併しないということがいつの間にか決定

されたように聞こえてきているわけです。だれが決

めたのかと。議会、議員も住民もみんな平成１７年

３月までにするか、しないかということを非常に気

にしているにもかかわらず、そこまではしませんよ

と町長言っているけれども、だれが決めたのですか

ということをお尋ねいたします。 

 次に、合併に関する新たな法律のもとでの合併が

客観的に困難であるというのは、これは国、道の合

併構想からはずれる市町村ですね。離島であると
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か、陸の孤島を言っていて、これは客観的にという

ことで子供でもわかることなのです。見て、ああこ

れは無理だなということを言うわけなのです。とい

うことは、これは総務省の一昨日の課長の答弁で

す。そこで、国、道の構想内にある上富良野とか中

富良野は、完全対象外です。この特定市町村みたい

なことにはならないということなのですね。 

 昨日、同僚議員の質問に対して、相手がいないと

いうことを言っていましたが、これは答弁にはなっ

ていないのです。窓口サービス一部と、それ以外の

事務は道に任せる特例団体になるつもりならば、ま

た別です。飛び地合併を含めて、こうはならないと

思いますけれども、国、道の合併構想内にいること

を無視できるのか、お聞きいたします。 

 次に、補助金についてですが、確かにコーナーに

あります。確認しました。縮小された膨大なもので

す。私は、決算委員会で議員全員に、これを配って

いただきたいということで、資料を請求したのです

が、いまだに議員には配付されておりません。資料

請求を、再度いたします。できればＡ３に拡大した

ものがよろしいと思いますので、お尋ねをいたしま

す。 

 次、保健、医療、福祉についての値上げについて

は、今後は基金を使っていただきたい。来年をしの

げば、平成１７年には合併がはっきりします。５町

村で実施するか、特例的団体に入るか、見通しがつ

きます。これほどすべてに、この合併問題が絡んで

います。考えをお聞きいたします。 

 次、ディスポーザーについてですが、町の状況と

か、また、富良野圏についての状況もよく承知して

います。ただ、なぜ国がこのように力を入れている

のか。国土交通省、都市地域整備局下水道部下水道

企画課ですね。それから国土交通省国土技術政策総

合研究所、それから北海道建設部公園下水道課と、

こういうのが入ってきているのですよね。この辺が

なぜなのかと。町長にも、これは難しいかとは思い

ますけれども、それでこのディスポーザー、これを

使うと電気料と水、水と電気を使いますけれども２

２９円です。それから生ごみ袋ですね。これ今の一

月分ですよ。１カ月２２９円です。生ごみ袋は大体

２５０円ぐらい使うのです。この辺のところをどの

ようになるのかなということで、わかる範囲で再度

お尋ねをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、市町村合併の関連でありますけれども、広

報の中で第２７次地方制度審議会の内閣総理大臣に

提出した最終答申の内容が町報の内容と違うという

ことでありますが、確かに町報の内容につきまして

は、一部大きなところだけをあれしまして、細部、

細かいところすべてにつきましては記載されており

ません。あれを全部記載するとなると、町報の何カ

月分も使わなければなりませんので、一部分の重要

な部分を記載されておりますので、決して情報操作

だとか何とかということではありません。そういう

大きなところにつきましては、その課題は、項目に

つきましては、記載させていただいているというこ

とで、まず御理解をいただきたいなというように思

います。 

 それから今後、特例法の期限内で市町村合併はし

ないというのは、だれが決めたのよということであ

りますが、だれも決めて、まだいないのでないです

かな。私としては私の考えはどうなのだと議員さん

に質問を受けるから、私の考えは合併特例法がある

からといって、その特例法にぶらさがって合併する

ようなことは、私は考えておりませんということは

お答えしてはおりますけれども、決してまだ最終決

定されたとか、何とかということではないと。私の

考えを聞かれるから、私はこう思っていますよとい

うことでお答えしました。 

 これに対して議員さん、あるいは町民の皆さん方

が、町長お前はその考えが違うぞと。早く合併を促

進せよと言えば、いろいろ手法の中で町民の皆さん

方のその手法もあるわけでありますが、今は私の考

え方をお話し申し上げているということで、決まっ

たことではないということで、御理解をいただきた

いと。 

 それからもう一つ、合併特例法の期限が切れた平

成１７年４月以降には、こうなるぞということで、

だから窓口業務ぐらいしかできない自治体になるの

だよと。だから、どうするのだというような御質問

かというふうにお受けいたしましたが、我が町にお

きましては、先ほど来、お答えさせていただいてお

りますように、第２７次地方制度審議会におきます

基礎自治体としての人口規模は確保したと。ですか

ら、上富良野町がそういうような対応になるという

ことには、１７年の４月以降、知事の勧告等々の対

応を率先して受けなければならない自治体になって

いるというふうには、私は認識しておりません。 

 ただ、将来的な見地からするならば、富良野圏域

というものをどうするのかということを考えます

と、そういう課題が残るなと。しかし、財政運営と

いう部分からすると非常に厳しいと。やはり富良野

圏域における、将来的な広域行政の中での見きわめ

をしなければならない状況も生ずるのかなというふ

うに思っておるところであります。 
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 あと、補助金関係でありますが、議員から決算特

別委員会の折に要望のありました補助金の一覧表の

資料提出であります。確かに、資料提出ということ

のお答えはさせていただいておりますので、そろそ

ろこれから、また予算等々についてもあれですの

で、その補助金の団体の一覧は今後、対応をしてい

きたいというように思っておりますが、予算書の中

で、そのすべてが網羅されていると。一括そういう

ふうにつくるということは確かに見やすくて、利便

性があるわけでありますけれども、それをつくるた

めに職員をそこに対応をさせなければならない、そ

ういうような部分もあるということでありますが、

これは要望に対しまして了解をしておりますので、

それを資料提供はさせていただく予定になっており

ますので御理解をいただきたいと。 

 それから、ディスポーザーの問題でありますが、

今、国がどうしてこれに力を入れるのかということ

でありますけれども、それは私としてはこうだぞと

いう結論を言うわけではありませんが、これから生

ごみの処分をするために、やはり環境社会をつくり

上げていく、循環社会をつくり上げていく中での生

ごみを処理するために、その施設の持っていない方

が経費の少ない中で対処できるのは、どういう方法

かと。それがディスポーザーという一つの方法もあ

るということで私は国や道が研究していると思いま

すが、富良野圏域は３２億円かけて生ごみの処理施

設をもう完成しているわけです。ですから、今さら

私は申し上げているのは、ディスポーザーで上富良

野町の終末処理場の施設を改造をするという考え方

は持っていないと。もう既に３２億円からかけて、

広域で生ごみ処理という対応ができていると。 

 ですから、これら施設をまた改修なり何なりしな

ければいけない時代が来たときには、また、考え方

はどうなるかということでありますけれども、私と

しては、先ほども申し上げましたように、これを使

うことによって下水管の汚濁が厳しいと、多くなる

と。それらの下水管の清掃等々を考え、また、終末

処理施設の改修等々を考えると、上富良野町として

は、今までのとおりの対応で進めたいという考えで

いるということで、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保険、基金。 

○町長（尾岸孝雄君） そのことにつきましては、

担当課長から、お答えさせていただきます。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 現状の状況だけを

申し上げますが、先ほども町長からお答えを申し上

げましたけれども、医療費、それから特に介護納付

金にかかわりましては、その全国枠の中で、非常に

その額の上昇が毎年のように続いているというよう

な、非常に厳しい状況にございまして、今それらに

ついては、その情報をとらえながら検討をしている

状況でございますので、合併というところの論議で

はなくて、基金が対応できる部分については基金を

対応しながら対処をしていきたい。可能な限り、そ

の上昇を避けたいというふうには考えてございま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再々質問、ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 市町村合併についてですけ

れども、一昨日ですね。今後の基礎自治体のあり方

にかかわる説明会、これに行きまして、新しい局面

が出てきたのかなと。それについてお尋ねをいたし

ます。 

 一昨日、今後の基礎自治体のあり方にかかわる説

明会で新しい問題が出ましたので、さらにお聞きい

たします。国は、合併後の交付金、これを１０年プ

ラス５年。１０年プラス段階的５年ですね。これに

ついては、縮小をすると明言をしました。これは一

昨日の講師の課長に私、質問をして確認をとりまし

た。この件については、春の説明会あったときに、

これやっぱり私が質問をして、１０年プラス５年は

間違いないのかと言いましたら、１０年プラス５年

は国の約束だから間違いないということを確認して

います。これは記録も残っているはずです。一昨日

の記録に残っているはずです。この１０年プラス、

この件についてはどのように受けとめますか。ま

ず、これを１点ですね。 

 それから次に、国が説明に来ていて、年度当初に

言ったことと、年末に言っていることが変わってい

るのです。ここのところは問題となるところです。

町村長会にとっては、この問題はブラックホールと

なります。この１０年プラス５年の縮小反対と言い

ますと、合併を認めたことになってしまいます。し

かし私は、町村長会で１０年プラス５年の縮小反対

の決議をしてもらいたいとも思っております。この

問題は、町村長会の合併反対の決議が壊れる問題で

すので、全国市長会または市議長会には、ぜひこれ

決議してもらわなければ問題なのかなと。両面作戦

でいってと思います。 

 法律化、これまだたしか法律化されていないと思

います。法律化される前に、行動を起こさなければ

ならない問題ですが、町村長会として、この１０年

プラス５年が縮小ということについて、提案されて

決議するというようなことについて、どのようにお

考えになるかお尋ねをいたします。 

 さらにそのとき、交付金についても質問をいたし
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ました。合併したところと、しないところは交付金

に差は出るのですかと聞きましたところ、差はあり

ませんと言いました。ところが、春の総務省の課長

補佐の説明では明瞭に合併したところは多く、しな

いところは少なくと差は出ると、こういうように説

明しています。この違いをどのように受けとめられ

ますか。どちらもうそは言わないはずです。合併交

付金の配分法律ができたのではないかと予測されま

す。 

 当たり前のことですけれども、この国の官僚はす

べて法律どおり実行します。法律どおりですと言わ

れたら、だれも何も言えなくなります。この件につ

いて、片寄っていては思うつぼにはまってしまうの

ではないのかなと思います。 

 そこで、ちょっと厳しいですけれども、町長の片

寄った姿勢は町民に迷惑をかけております。何回も

言いますけれども、議員も一人として、合併をすれ

とか、するなとは言っておりません。広く会議をお

こしましょうと、こう言っているだけです。情報を

出しましょうと。感じるのは、町長の先走りと、先

送りが問題となっているのではないかというように

思います。 

 このことについて二つお聞きします。一つは、市

町村合併特例法の期間には合併しないということは

今後言わないでいただきたい。ここが一番大事なと

ころですから、町民にしても、議員にしても、今後

言わないようにしていただきたいと、これが１点。 

 ２点目に、美瑛との自立研究は、直ちに中止して

いただきたい。上富良野町は、国、道の合併構想内

にいます。勝手に相手がいないということは、これ

勝手に言っているだけであって、そんなことになっ

ていない。合併構想内に入っているのです。ですか

ら美瑛町と、あれは中富良野町とこのように立派な

報告書をつくって、職員で勉強をして、保険、福

祉、医療のこの報告書をつくったと。何の役にも

立っていないですよ、これ。 

 今後、来年３月まで、美瑛と、その自立の研究を

やると言いますけれども、これもむだ金、むだ仕事

になります。これは、直ちにやめるべきだと思いま

す。まして、美瑛というところは、白金ダムに当

たっては債務負担行為をしていないのです、あそこ

は。それどころか白金ダムできたら今度は発電所つ

くって、おいしいところはとりますよと、こういう

町ですからね。そんなところと一緒にやる必要はな

いのです。我が町だけで、町民も入れて、みんなで

話し合いませんか、大変なことですからということ

ですので、この美瑛との自立研究も含めまして、以

上４点についてお尋ねをいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 どうも私、鈍いのか、議員の御質問はどうも十分

理解できない部分があるということは申しわけない

なと思うのですが私、今、議員の質問の中に出てき

たのは、平成１７年の４月以降の合併促進法新法の

中における合併対応のことを今、国は一生懸命検討

をしておるわけでありますが、現在１０年間、特例

法の中におきます１７年の３月までは１０年間見き

わめるぞと。それから先については、一切見ないぞ

という中にありますが、見なければ、交付税が極端

に合併した自治体が落ち込んでしまうと。 

 それが落ち込むと、国は合併余計しなくなるとい

うようにことから、その一部を５年間見ようか１０

年間見ようかというようにことで、交付税の部分の

対応を図らんというような部分があるなということ

でありますが、これはまだまだ決まったことでなく

て、これから総務省等々の中で検討がされて、新法

が出てくるなと。その新法は見きわめなければいか

ないと。これは来年の、現在の特例法が執行を停止

する以前に、大体新法の方向性は決まってくるだろ

うと。私は、次の段階としてはここを十分見きわめ

なければいけない課題だなというように認識してお

ります。 

 それからもう１点、１０年プラス５年につきまし

ては、担当課長からお答えさせていただきます。 

 交付税等々のペナルティーの問題でありますけれ

ども、やはり過般参りました総務省の合併促進課長

ですから、あの方は合併を促進する担当の課長であ

りますから、合併しなければこうだという厳しい話

も出てきましょうし、私も一度、あの課長の話を聞

いたのですけれども、これからも小さい自治体はど

うにもなりませんよと、はっきり物申す方でありま

すので、自治体は合併を促進すれということで、お

話しがあったろうと。 

 だけれども、国としてしないからペナルティーを

科するぞということは、決して表向きは私は言わな

いと。ただ、総務省の職員がそういうペナルティー

あるよというような話はするかもしれませんけれど

も、ペナルティーをかけるぞということは公然とは

申さないと。しかし、じわりじわりと交付税等々で

のペナルティーが出てくるということと、交付税そ

のものの制度からいって、合併した自治体に今１０

年間は優遇するわけでありますから、その優遇する

部分だけ減ってくるから、合併しない自治体の交付

税というのは減るのだと。これはもう当然にして、

そのとおりであります。そして、総枠の交付税が

減ってくるわけですから、なお厳しくなってくる。

合併しない自治体、厳しくなってくる。しかし、合
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併したら１０年間はいいけれどもと、１０年後にお

いては同じような算出で交付税の支給がされるわけ

でありますから、合併しても、しなくても大体同じ

というような結果に相なるのではないかなというふ

うに思っております。 

 それからもう一つ、情報の提供と町民との話し合

い。これは重要な課題でありますので、私は今もう

既に昨年の暮れからことしの冬にかけて、第１弾と

して町民の皆さん方との懇談会を終わりました。そ

の後、こういう経過になっておりますが、その間、

新たな情報を提示する、あるいは国の新たな動きと

いうのはなかったし、地域としての新たな動きもな

かったというようなことで、住民に対する情報は、

特に国の情報をそのまま住民に提起をするというよ

うな形になりましたけれども、これから１７年の３

月の合併特例法の現法の期限切れを前にして、大き

な地域それぞれに動きが出てくるであろうというふ

うに思われますので、そういう中にありまして、先

ほど来、お答えさせていただきますように、これか

らも十分な情報の提供と、それから町民との意見の

交換。これは十分に今後も進めていかなければなら

ないというふうに思っております。 

 それからもう１点、美瑛町との行財政研究会は即

中止すべしという、議員のお考えについては承って

おきますが、私といたしましては、今この対応を図

るのに議員の皆さん方に御説明を申し上げましたよ

うに、自主自立の道を歩むということになります

と、どういうような町づくりを目指していけるの

か。そういうようなものをお互いに勉強をし合おう

ということでありますので、これからそれらの資料

が町民の皆さん方に自立した場合は、こういうよう

な状況になりますよということが提示できる一つの

資料をつくれるなというふうに期待をいたしており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ４番梨澤議員の地

方交付税の関係でありますが、ただいま市町村の合

併の特例に関する法律、合併特例法の中では地方交

付税の額は１０年間、そしてのちの５年間について

は段階的に縮減していくというのが現行の法律で定

められているところであります。 

 その中で、過日の新聞報道等や何かにも出ており

ましたが、国の財政状況とかそういうようなこと

で、これらの期限については、また見直しや何かも

しなければならないのかなというような国のコメン

トが載っておりましたが、今のところ、この合併の

特例に関する法律がまず優先されるというようなこ

とから、今後、我々としても関心を持ちながら、推

移について見守っていきたいというふうに考えてい

るところであります。 

 先ほど町長の方から、お答えをさせていただきま

したが、広報の関係であります。 

 これにつきましては、あくまでも地方制度調査会

が今、答申というようなことで、１１月１３日に答

申が出されました。その概要を町民の方にわかりや

すく広報をしたいということで、これについては全

文広報紙の紙面の都合等もありますので、まとめた

ものを載せさせていただいております。いかにわか

りやすく広報をするかという観点で載せております

が、受けとめ方の中にこの部分が不十分とかという

ことがあろうかと思いますが、我々といたしまして

は情報操作というようなことではなくて、あくまで

もわかりやすい観点で、広報に掲載をしているとい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、４番梨

澤節三君の一般質問を終了をいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

──────────────────                
午前１０時２４分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、一般質

問を続行いたします。 

 次に、６番米谷一君。 

○６番（米谷一君） 私は、さきに通告していまし

た農業行政２項目について質問をさせていたきま

す。 

 １点目は、農業支援資金の活用と農業後継者への

育英資金の貸付制度の新設についてであります。 

 農業は先行き不透明だとか、明るい展望が持てな

い。また、高齢のために離農する方が毎年出ていま

す。しかし、世界的に見るならば、人口の急激な増

加によって、近い将来において食糧が不足すること

は確実だと伝えられています。こうした状況下に

あって、食の安全という観点からも、農産物を海外

に依存している姿勢を改めるべきであり、そのため

にも農業後継者の育成を真剣に考えなければならな

いと思います。 

 道では、北海道農業、農村の担い手としてふさわ

しい人材を確保、育成するために、新たに就農しよ

うとする青年等が作成する就農計画について、知事

が認定を行い、その認定を受けた就農予定者（以

下、認定就農者）に対して、就農支援資金を貸し付

ける支援措置があります。また、この資金のうち、

就農研修資金は道立及び府県の農業大学校を初め、

専修学校の農業関係学科、大学の農学部（短期大学

の農業関係学科を含む）等の教育機関を含むことか
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ら、非常に間口の広いものです。 

 この資金は就学期間中、月額５万円、年間６０万

円の融資を受けることができ、卒業後、農業を継ぎ

５年間の就農実績があれば、毎年の返済額を１５０

万円まで免除していただけるとのことで、農家の子

弟で町内で農業を継ぐ学生にこの制度を有効活用し

て、親の教育負担を少しでも軽減できるように窓口

業務の徹底と推進をお願いしたい。 

 あわせて、町でも意欲的な人材を確保するため

に、町独自の農業大学、短大農学部等の進学者に無

利子で一定額を融資し、卒業後、農業を継ぐと返済

を猶予し、一定期間就農すると免除するという育英

資金を創設するお考えがないか、お伺いしたい。 

 ２点目は、花嫁花婿対策であります。当町では３

０歳以上の男女後継者が２０数名おられます。町と

しては、この人たちに積極的に経営に打ち込めるよ

うに、早急な対策が必要かと思います。御存じのよ

うに、パートナーがいなければ、農業経営、農村生

活は維持発展できないし、農業そのものが継続でき

なくなります。一人のパートナーを世話すること

は、その農家の経営を３０年から５０年継続させる

ことにつながります。 

 結婚という極めて個人的な問題から、行政の対応

にも限界がありますが、次代を担う若者を確保し、

住みよい町づくりを進めるためには、町の財政は非

常に厳しいですが、思い切った支援策、奨励策が必

要かと考えますが、この点についても、町長の考え

をお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま６番米谷議員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 農業支援資金の活用と農業後継者への育英資金の

貸付制度の新設についてでありますが、北海道にお

きましては青年等の就農促進に関する方針に基づ

き、知事より就農計画の認定を受け、農業大学校で

の教育研修、先進農家での研修などをする者に対し

て、月額５万円から１５万円の範囲で無利子の就農

研修資金の貸し付けを受けることが可能で、５年間

以上継続して就農をしている実績があれば１５０万

円までの返済免除の道も開かれておるところであり

ます。 

 今後においても農業研修を行い、就農を目指す

方々への負担軽減を図っていく手段として、この北

海道の制度を有効に活用をしていただくために、町

広報等を通じて積極的なＰＲを行ってまいりますの

で、御理解を願いたいと思います。 

 御質問のように、農業大学、短期大学の進学者に

支援する町独自の育英資金の創設につきましては、

現在のところ考えておりませんが、現在、町の進め

ている新規就農者対策事業の積極的な活用をお願い

するものであります。 

 次に２点目の花嫁花婿対策についての御質問にお

答えさせていただきます。 

 本町における農業後継者確保対策、とりわけ配偶

者確保については昭和５６年に町と農協の補助金を

もって、農業後継者対策協議会を設置し、平成１１

年に名称を上富良野町アグリパートナー協議会に変

更しており、現在に至っておるところであります。 

 その中に、結婚相談推進員を置き、農業後継者の

配偶者対策推進のため、結婚相談、後継者の調査把

握などの情報収集、啓蒙宣伝等の活動を進めており

ます。また、美瑛を含む沿線６市町村で構成する富

良野地方アグリパートナー協議会が、農業青年の出

会いをチャンスを広げるため、女性週刊誌で全国か

ら女性を募集、青年との交流を図るサマーフェス

ティバル、農村青年写真掲載事業を実施していると

ころであります。 

 その結果、昭和５６年からの平成１４年までの間

に１６６組の結婚が成立し、そのうち交流会などで

結ばれたカップルは４２組となっており、平成１５

年度に入り、現在までに交流会等で１組が誕生して

おります。今後においても青年のイベント等の参加

を積極的に推進するとともに、沿線協議会との連携

のもと、１組でも多くの結婚の成立に努力してまい

りたいと思うところであります。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ６番米谷一君。 

○６番（米谷一君） 再質問をさせていただきま

す。 

 質問に対するお答えをいただき、何か釈然としな

い温度差を感じています。多分、質問の趣旨が説得

力に欠けるか、あるいは思いが違うのか、どちらか

であるのではと思います。財政改革を強力に進めよ

うとする町側としては、金のかかることはどうも受

け入れがたいと感じるのであります。思いと実利の

その差が温度差になっているのかなと思います。 

 基幹産業の農業という位置づけをしっかり考えて

いただき、また農業経営の安定化という点からし

て、後継者対策は最重要課題であるという観点か

ら、町の取り組みをお願いしたわけです。まだ十分

とは言えないにしても、世論の後押しもあって、新

規就農者については何とか形を整えてきていると思

いますが、既存農業者の後継者対策については、い

まいち十分でないと感じるわけであります。将来、

町を背負う若者、当町に残り、先祖伝来の農地を守

るという者に対して、町としてはメッセージを送る

べきではないかと思います。厳しい財政ですが、や
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り繰りしてでもあなたたちに期待と応援をしますよ

というメッセージを。 

 豊かな町づくり、潤いのある町づくりなどを言わ

れて久しくなりますが、町づくりの基本は人づくり

であると考えます。人材を育成し、その人たちが活

躍する場をつくることによって、町づくりは自然に

できるのではと思います。そんな思いで、育英資金

の創設を提案したわけであります。再度、町長のお

考えをお聞きいたしたいと思います。 

 それから、花嫁花婿対策については、アグリパー

トナーの事業を十分承知しております。そのことに

ついては異論はありません。しかし、夢を抱いて農

業を営んでいる若者に、将来パートナーが得られな

かったために営農を断念することになったとした

ら、こんなに悔しいことはないし、町としても大変

な損失だと思います。そのために、町としても積極

的なてこ入れが必要と考え、お願いをしているので

す。 

 例えば、町独自の出会い場のイベントを催すと

か、農業後継者の結婚に詳しい専門家の講演をお願

いするとか、また、奨励例策としては仲介者礼金を

１０万円から２０万円ぐらいにするとか、結婚祝い

金を大幅に増額するとか、あるいは成婚になると住

宅改造資金を額を定めて利子補給をするとか、方法

はあると思います。少子高齢化対策にもつながりま

す。多額な投資ではありませんので、町の将来を見

据えて、お金のかかることですが、柔軟な対応をお

願いを申し上げ、再度、町長にお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ６番米谷議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、後継者対策でありますけれども、また、花

嫁、花婿対策であります。 

 考え方につきましては、私も議員と同じ考え方を

持っております。基幹産業の農業の後継者問題、ま

た、我が町の商工業の後継者問題、非常に厳しい環

境にあるということを十分認識おります。その中に

ありまして、町づくりは人づくり、人づくりによら

なければ町づくりはならないという認識も私は同感

であります。 

 そういう中にありまして、今現在、育英資金の問

題に、この農業後継者の研修に対する育英資金の問

題につきましては、今もお話し申し上げましたよう

に、道のその施策の展開を十二分に利用促進を図る

ように努めてまいりたいというふうに思っておると

ころでありまして、その北海道の利用の状況を見き

わめながら、また、町としての施策についても、鋭

意考えてまいりたいというふうに思うところであり

ます。 

 また、花嫁花婿対策、これも同じように農業問

題、農業の後継者にとっても非常に重要な課題であ

るし、これからの基幹産業の農業におきましても、

大変重要な問題であります。また、これらは商工業

と同じ部分も連動して、これらの問題はあるわけで

ありますが、今現在、農業後継者につきましては、

先ほども申し上げましたように、町は１名の職員を

もって、この対応を促進しておるわけでありまし

て、それらの事業の内容については、今後、御指摘

のとおり、農業委員会さんとも調整を図りながら、

この職員の事業活動について、より一層今、議員か

ら御提言のありましたようなことも含めながら、ひ

とつ農業委員会の方にもお願いを申し上げながら、

町の支援策を考えていきたいというふうに思ってお

るところでありますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、６番米

谷一君の一般質問を終了をいたします。 

 次に、１４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 私は、さきに通告いた

しました２項目について質問をいたします。 

 まず初めに、町民参加の町づくりについて、自治

体の憲法とも言う自治基本条例の制定についてお伺

いいたします。 

 町の第４次総合計画の基本構想の中で、町民主体

の取り組み、また、基本計画の中のともにつくる町

では、町民参加の町づくりをうたっています。今、

地方分権が大きく進んで、自主自立の自治の確立の

ため、住民参加は避けて通れない前提条件でありま

す。自治基本条例は、町民を町づくりの主役とし

て、町づくりの理念や町民参加の仕組み、町民の権

利と責任、町長、町の役割と責務を明確にした自治

体の憲法とも言われています。 

 行政は、町民のためのものでありますが、町が提

供するサービスを町民が受けるだけでなく、町民も

権利と責任を持ち、町民が町づくりに参加すること

は意義深いものと思いますが、自治基本条例の制定

についていかがお考えか、お伺いいたします。 

 次に、後発医薬品の使用促進についてでございま

す。少子高齢化による医療費の増大によって、医療

保険財政の悪化が顕著にあらわれています。新薬と

同じ成分で、新薬の特許切れ後に製造され、厚生労

働省の承認を得て発売される後発医薬品の使用促進

は、医療費削減に直結します。これにより、病院に

よる薬剤費の抑制、削減や、患者の医療費の負担減

になり、財政的にも苦しい医療保険の削減にもつな

がると思われますが、後発医薬品の使用促進につい

てお伺いいたします。 
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 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番長谷川議員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、町民参加の町づくりを含め、自治基本条例

の制定についての御質問でありますが、これからの

町づくりのあり方においては、これまでの俗に言う

お任せ民主主義的な町づくりから、真に住民主体に

よる町づくりへ転換を図っていくことが、極めて重

要であると考えているところであります。議員、御

提言にあります自治基本条例の制定については、意

をともにするところであります。そのようなことか

ら、明年４月１日に実施を予定しております組織機

構改革の中で、設置する行政改革推進事務局におい

て、その事務を所掌させていきたいと考えておりま

す。 

 なお、自治基本条例は、議員御指摘のように、自

治体の憲法とも言われる条例でありますので、その

制定に当たっては、多くの町民が参加し、共通理解

のもとに制定されることが望ましいものと受けとめ

ておりますので、その制定プロセスが極めて重要で

あると考えております。 

 そのような意味から、議会におきましても、主体

的にかかわる方法を御検討をいただきながら、とも

に汗を流し、制定に向け努力してまいりたいと考え

ておりますので、御協力を賜りたいと存じます。 

 次に、２点目の後発医薬品の使用促進であります

が、医療保険財政の悪化の中で、価格の安い後発医

薬品の採用については、これまで厚生労働省が全国

の国立病院、診療所に対し、積極的な採用を促して

きたところでありますが、大規模な製造メーカーが

なかったことや、副作用や安全性に関する情報が少

ないなどから、医療関係者が採用をためらっている

実態にあると聞いておるところであります。こうし

たことから、後発医薬品の使用において、厚生労働

省は平成１４年の診療報酬改正で保険点数、処方せ

ん料でありますが、上積みする措置を講じ、使用の

促進に努めている状況にあります。 

 町立病院の本年１０月における後発医薬品の使用

状況は、薬剤６種類以下の処方せん料件数２,２０

９件のうち４２０件、１９％であります。また、７

種類以上の処方せん料件数１５７件のうち７０件、

４４.６％となっております。病院全体の処方せん

料件数２,３６６件のうち４９０件、２１％が後発

医薬品を含む処方となっております。これらにかか

わる後発医薬品の採用は３０種類程度であります。 

 今後の後発医薬品の使用促進については、現在、

医師、薬剤師長、看護師、事務職等による薬品管理

検討会議において、使用促進について検討をしてお

り、可能な限り使用を促進してまいりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 今、国では三位一体の

改革、また、市町村合併と、いろいろな施策を打ち

出しています。これからの町づくりは、町民と町が

お互いの責任や役割を分担し、ともに考え、共同し

て取り組み、自己責任、自己決定による個性豊かな

地方の姿が理想的ではないかと思われます。 

 さきの答弁で、来年４月の組織機構改革の中で設

置する行政改革推進事務局において、事務を所掌す

るとありますが、町長は条例を制定する意思はある

のか、ないのか。また、この条例の制定をお考えで

ありましたら、この条例は自治や地域づくりの基本

的な方向と、そのためのための戦略を打ち出してい

くためのものでありますが、町長は条例制定のため

のスタイルやコンセプトを何かお考えであるか、お

聞きしたいと思います。 

 次に、後発医薬品のことでございますが、答弁の

中、副作用や安全性に関する情報が少ないとありま

すが、これらに関しましては１９９７年に品質再評

価制度が導入されまして、厚生労働省の承認を得て

発売される薬品であり、効き目や安全性は十分確認

されているものであります。薬品名が従来と違うこ

とから、使用に対して成分の内容の確認など、大変

と思いますが、ぜひこれからの薬品費の抑制や医療

保険の抑制につながることが大きいだけに、これか

らも後発医薬品の使用のある程度の目標値を定め、

使用促進に対して、ガイドラインをつくっていく必

要があると思われますが、この点についてお伺いい

たします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番長谷川議員の再質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、自治基本条例でありますが、先ほどお答え

させていただきましたように、この設置につきまし

ては、議員と同じ意をともにするものということ

で、設置に向かって取り進めさせていただくという

考え方でおります。今現在、町は景観条例の制定に

鋭意努力をいたしております。今年度中に、その景

観条例につきましては御提案申し上げ、議会の御議

決を賜りたいということで、鋭意努力をしていると

ころでありますが、次年度に当たりましては、自主

基本条例に向かっての作成に向かって、取り進めて

いきたいというように思っておるところでありま

す。 

 その作成に当たりましては今、第４次総合計画の
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中でも、町民がなすべきもの、行政がなすべきもの

ということで、総合計画の中で位置づけさせていた

だいておりますように、町民の皆様方の権利と責任

を十分に見きわめながら、そしてこの基本条例を策

定していきたいと。その策定に当たるプロセスにつ

いては、非常に作成するためのプロセスが一番重要

であるというふうに思っております。そのためには

多くの住民の皆さん方、町民の皆さん方の参加をい

ただきながら、そしていろいろな御意見を承りなが

ら、住民みずからがつくり上げる自治基本条例でな

ければならないというふうに認識しておりますの

で、そういう作成プロセスにつきましては、十分配

慮していきたいというように思っております。 

 それから、後発医薬品につきましては、先ほども

お答えさせていただきましたように、町は検討委員

会をつくりながら、その使用の促進に向かって、努

力をいたしておるところでありまして、今後もこれ

らの使用促進につきましては、議員の御発言にあり

ますように、保険医療制度の厳しい財政状況の中

で、少しでも軽減な薬品を使用するということも、

重要な課題でありますので、これの促進につきまし

ては、より一層努力をしてまいりたいというように

思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１４番

長谷川徳行君の一般質問を終了をいたします。 

 次に、１番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 私は、さきほどに通告して

あります２点について町長の考えをただしたいと思

います。 

 いずれも再三論議された課題でありますので、要

点を絞り、簡潔に質問をさせていただきますが、町

長におかれましては住民が納得できる、率直に明快

なる答弁をいただきたいと思います。 

 初めに、１７年３月３１日をめどに、全道各地で

急進模索されている合併についての課題について伺

いますが、上富良野町は合併を模索するのか、単独

行政の道を選ぶのか、全町民が心配し、事あるごと

に話題となり、理事者はどのように考えているの

か、議会はどのような方向で動いているのか、私自

身の考えはと問われ、答えに窮している現状にあり

ます。 

 いずれにしても、決断をしなければならない時期

が来ているのでないかと思われますが、現在の非常

に厳しい地方自治体行財政の中で、町の将来を見据

えた上で、町長はどのような対応で乗り切る考えで

おられるのか、真意を伺いたいと思います。 

 ２点目に、パークゴルフ場に至る路線整備につい

て伺いますが、町長は６月の定例会において、財政

措置をしながら、早急に対処していきたいと答えた

が、現在の交通事情から見て１６年度事業計画の中

で予算措置を行い、整備すべきであると考えます。

整備課題として、西１線北２７号の踏切を含む変則

交差点の改良、基線北２７号交差点の信号機設置、

２７号及び基線道路の歩道を含む路線改良などなど

が挙げられるが、安全対策上、いかなる対応を図る

考えか。住民の生活路線としても、最も重要な路線

であり、決断を持って対応をすべきであります。こ

の点についての所信を伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の御質問に、

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の合併課題でありますが、現在、富

良野圏域５市町村の枠組みによる合併協議につきま

しては、中富良野町が離脱により中止され、さらに

５市町村での広域連合準備室についても１１月２９

日に開催の５市町村長会議におきまして、当分の間

凍結するに至ったところであります。このことか

ら、上富良野町におきましては、当面は自主自立の

道を歩んでいかなければならない現状と考えており

ます。 

 さきの議員の質問にもお答えさせていただきまし

たように、上富良野町の財政見込みにつきまして

は、平成２０年度には一般会計財政規模の合計が約

５９億円に推計したところであります。今まで以上

に事務事業を取捨選択するとともに、各種公共事業

の削減、また、受益と負担の関係を見直すなど、財

政規模に見合った行政サービスのあり方などをも再

構築しなければならない、厳しい行財政運営に対応

していかなければならないと考えているところあり

ます。 

 現在、美瑛町との間で自主自立のための行財政の

研究を進めるべく、美瑛町、上富良野町行財政研究

会において、今後の人口推移の予測や自立のための

財政運営のあり方を初め、自立に向けてどうあるべ

きかの協議を進めているところであります。また、

この研究の成果につきましては、町民の皆様方が将

来とも自立で行くべきか、また、合併の方向を模索

しなければならないのかの判断材料となるものと考

えておりますので、その成果を町民の皆様に情報提

供をするよう努めてまいります。 

 次に、パークゴルフ周辺整備に関する御質問に、

お答えさせていただきます。まず、御質問の第１点

目、西１線北２７号の踏切を含む交差点の改良につ

いてでありますが、この路線の交通量もふえ、踏切

内の狭隘による交通事故の発生が憂慮されることか

ら、議員から再三にわたり早急整備への御熱心な御

要望をいただいているところであります。 
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 しかし、さきにもお答えさせていただいておりま

すように、当該改良に必要な用地は農地となってお

り、営農に意欲を持っておられる地権者において

は、耕作地を割くことについて、強く反対の意思表

示をして、本意を促すことは極めて難しい状況にあ

りますことから、ある程度の時期をおいた中で、再

度のお願いをし、理解を得られるよう努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

 ２点目の基線北２７号の信号機の設置ということ

でございますが、この区域においてはパークゴルフ

場の利用等から、車両通行の増加対策などとして、

交差点対策の路面表示や注意看板等の設置をし、安

全啓発に対処しているところであります。今後も信

号機の設置については、その実現がかなうように引

き続き公安委員会に強く要望をしてまいりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 ３点目の北２７号道路、及び基線道路を含む路線

につきましては、近年の交通量からしても２次改良

の必要性を感じておりますが、一応の道路整備を完

了していることから、現在の第４次総合計画におき

ます実施計画においては、位置づけしておりませ

ん。したがって、今後の整備計画の中で位置づけを

検討しなければならないと考えておりますが、現在

の財政状況からして、早急な整備は極めて難しい状

況にありますので、当分の間、一部改良を進めなが

ら、安全対策を図ってまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 再質問をさせていただきま

す。 

 まず初めに、合併問題について伺いますが、５市

町村の枠組みの中でとか、広域連合がどうとか、住

民の皆さんが注視しているようなことを聞いている

のではありません。合併にしても、単独にしても、

他のケースを考え、行動をしたのか、そこを聞きた

いのです。 

 町長は、上富良野町は当面、自主自立の道を歩ん

でいかなければならない現状と考えていると答えた

が、しからば５年後には、町財政は現在の３分の１

以下に落ち込む逼迫した財政実情の中で、思い切っ

た大なたをふるい、行財政改革を断行しなければな

らないと考えるが、町長はいかような施策をもって

対応をする考えか、詳細に伺いたいと思います。 

 次に、パークゴルフ場周辺整備について伺います

が、中でも特に３点目に重要を置いてお伺いいたし

ます。この課題については、パークゴルフ場建設以

前から、２７号道路脇に建設するのであれば、現在

でも最も交通量の多い路線であり、建設により交通

量、及び人の出入りが増大して非常に危険であり、

住民生活の安全を守る上から当然に歩道の設置が必

要不可欠であり、並行して建設すべきであると提言

して以来、再三にわたり周辺整備について要望をし

ているが、６月には早急に対処と答えた。 

 今回は、第４次総合計画実施計画に位置づけして

いない。今後の整備計画の中で、位置づけを検討し

なければならないと考えています。現在の財政事情

から、早急な整備は難しい。どうも語尾が濁る。こ

のような答弁では住民は納得できませんよ。この課

題についての現在の状況は、建設以前から、どなた

が考えても当然にわかりきったことであり、当時の

施策のあり方に疑問を付すとともに、このような人

命にかかわる重大な課題をいまだに解決されない町

長の政治姿勢にも課題があるのでないですか。 

 一部改良を進め、安全対策を図ると答えたが、一

部改良でどのような安全対策を図るのか。歩道整備

建設事業の位置づけはいつなのか。 

 以上について、漠然とした答弁でなく、誠意を

持って詳細にお答えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再質問に、

お答えさせていただきます。 

 どの案件も的確にお答えさせていただいたつもり

であります。 

 まず、市町村合併でありますけれども、今まで何

をしていたかと。このことについては、先ほどお答

えさせていただいたように、広域５市町村の中で合

併研究会をつくり、検討をしてきたよと。それで合

併協議会を設立しようと向かったけれども、中富良

野町さんの離脱によって、合併協議会が設立できな

かったよと。今現在、南富良野町と占冠村は協議会

をつくって鋭意、合併協議を進めていますと。上富

良野町、中富良野、富良野市は、今早急に何らかの

今後の行政運営について協議を進めたいという提案

をさせていただいて、過般１１月２９日、了承をい

ただいていると。これから、どういう形になるの

か、１市２町で会議がも持たれるということであり

ますが、その先行きは全く不透明であると。 

 また、自立するための勉強につきましては、先ほ

ど来、お答えさせていただいていますように、美瑛

町との研究会をつくったぞということで御説明をさ

せていただいております。そういう結果であるとい

うことをまず御認識いただきたいなと思います。 

 それから財政運営につきましても、先ほどもお答

えさせていただきましたように、非常に厳しいと。

今後、議員のおっしゃる３分の１までには落ち込ま
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ないでありましょうけれども、現在の規模からする

と大きく落ち込む。５９億円相当の財政規模になる

のではないかというような予測が出ていると。その

ためには、事務事業の取捨選択を強く対応せねばい

かんだろうし、また、公共事業等の削減、受益と負

担の関係を見直すと。 

 同じことをまた読むわけでありますけれども、そ

ういうようなことでお答えさせていただいていると

いうふうに思っておるところでありますが、今後の

財政運営については非常に厳しいと。これは住民の

皆さん方にも、御理解を賜らなければならないなと

いうように思うところであります。 

 何度も申し上げておりますが、第２７次地方制度

審議会におきまして、規模的なことにつきましては

１万人という、一つの目安が提示されたと。我が町

においては、規模的な部分においては基礎自治体と

して認められたのかなと、認められるのかなという

ように思っておりますが、あとの大きな課題は財政

運営だと。この財政運営をどうするかと。今、三位

一体の改革でやや見えかかっては来ておりますけれ

ども、先行きまだまだ見えない部分があると。これ

らの部分を見きわめながら、財政運営を忌憚のない

対応を進めていかければならないというふうに認識

いたしておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

 次に、パークゴルフ場周辺の件でありますけれど

も、私は６月にお答えしたのは、交通安全対策につ

いては、即対応をするように努力すると。歩道の設

置につきましては、今と同じようなお答えをさせて

いただいております。ただ、議員が疑問に思います

ように、私自身も疑問に思うのは、２７号西道路は

あれだけ整備がされたと。しかし、日の出公園に向

かう２７号の東道路が、道道の、旧国道から整備が

行き届いていなかったということにつきましては、

私としても町づくり、交通網の整備ということの観

点からすると、疑問に感ずるところでありますが、

今の財政状況からして、２７号道路の整備につきま

しては、今総合計画の中でも位置づけされていない

と。非常に予算措置が厳しいと。位置づけされてお

る事業も、さきにお答えさせていただいたように、

先送りしなければならない事業がたくさんあると。

そういう中にありまして、なかなか２７号道路の道

路改良については、全面的な改良につきましては、

厳しい状況にある。しかし、交通安全対策は十二分

に対処しなければならないと。 

 今後も、２７号基線の信号機の設置につきまして

は、今まで同様に公安委員会に対し、強く要望をし

てまいりたいと。また、踏切につきましても、地権

者の理解を得るように努めながら、今現在ＪＲが示

した構造を別な手法で対応できないか。ＪＲとの調

整をも今進め始めたところでありますが、なかなか

道路構造上、ＪＲさんも非常に厳しい考えを持って

おりますし、道路構造上もそれに見合った改善を図

らなければならないということで、厳しい状況にあ

りますけれども、当初、皆さん方にお示し申し上げ

ましたような対応でない手法がとれないかというこ

とも含めて今、両面から検討をしているという段階

であるということで、御理解いただきたいと。 

 また、基線道路の歩道につきましては、もう既に

１次改良が施されております。あと部分的に改修が

ある部分につきましては改修をしながら、歩道の通

行が障害とならないように対処したいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） どうも町長、答弁聞いてお

りますと、どうも判然としない気持ちなのですが

ね。なかなか納得のできる御答弁がいただけないと

いうことで、さきの議員の質問の中でも、財政問題

等でそうしたあれなのかというようなこともありま

したけれども。 

 まず、再々質問の第１ですが、合併問題につい

て、もう既に町長の腹の中では、上富良野町はこの

方向で行くのだぞというようなものができ上がって

いるのではないかなと、時期的に見て思うのですが

ね。そうした中で単独で行くのなら単独で行く。

私、合併に別に賛成していません。できれば単独で

行くべきかなと、やっていけるのであれば思ってお

ります。そうしたことで、どうですかね、町長。

ちょっと腹を割って、私の腹の中では、もう単独で

行くのだぞという考えでいるというような御答弁が

いただけないものなのですかね。どうも、いつまで

も判然としなくて。 

 それから、先ほどの他のケースを考えないのかと

いうような質問もさせていただきましたけれども、

例えば仮に申し上げますと、これは仮ですよ、仮に

ね。中富良野町と合併するとか、また、美瑛その他

との合併の方向を考えるとか、そういうようなこと

は考えてはいらっしゃらないのですか。そうしたこ

とを私は実は期待していたのですけれども、それは

ともかくとして、この合併問題については、本当の

町長の腹の中をお聞きしたいと思います。 

 それから、パークゴルフ場周辺の整備につきまし

ては、町長どうなのですかね、これ。２７号の歩道

の建設は考えられないですか。もうこれは随分長い

ことを、何回も質問をさせていただいているのです

が、これはひとつ町長、あそこの２７号、土日あた
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りの人の出入りが激しいときに、あそこに１日ひと

つ町長出向いて、ごらんになったらよくわかると思

うのですよ。大変な車の量と人の数です。もしか、

そんなことがあってもらっては困りますけれども、

事故があったらどうしますか。町で責任とれます

か。交通事故は法を守れば起きないというような御

答弁を前にされたことがありますけれども、私はそ

んな問題でないと思うのです。この点について、歩

道の整備を早急に、私はやっていただきたい。特

に、最初に申し上げたように１６年度予算に組み込

んで、建設を考えていただきたいと思います。 

 以上の点について、いま一度、御答弁をお願いし

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、市町村合併について、町長の腹の中を言え

やということでありますが、議員が町民に聞かれて

答えに屈するというのと同じ以上に、私の腹の中と

いったら、上富良野町の将来を考えた中でどうある

べきかということは、自主自立の道を歩んで、住民

に対してどういう町づくりを示せるのか。そういう

ことが一番大切でありまして、今なお、私としての

結論は出ていないと。 

 一つには、先ほど来言っておりますように、規模

的には基礎自治体としての、言うならば認証を得た

なと。しかし財政運営上、先ほど来、議員が道路を

直せ、あれもせいと言っていますけれども、そうい

う財源が全くなくなってきている厳しい財政運営を

どうしていくのか。その中で、行政サービスも相当

変わってくるだろうと。受益者負担の原則といって

も、住民がどこまで負担を背負えるのかということ

を考えたときに、自立の道というものも厳しいと。 

 しかし、合併の道を選んだら、では楽なのかとい

うと、やはり合併をしても地域過疎の問題を考える

と、我が上富良野町のこの１０６年の歴史を考える

と、合併の道を選んで過疎になっていく、辺地に

なっていく、そういう姿を想像すると、また安易に

合併の道を選ぶべきでないというような気持ちを

持っておるということで、まずこのことの最終決定

をするのは住民でありますけれども、住民の代表で

あります議員さん皆さん方が結論を出すことであり

ます。私はただこう思うよということをお話しする

ことしかないと。私には、決める権限は全くない

と。そういう観点から、町長はどう思うかという御

質問をいただくわけでありますけれども、そういう

ことであればあるほど、右か左かを決断することに

は、なかなか安易に決断をし、公表をすることは、

表に出すことは安易なものでないという御理解をい

ただきたいなというふうに思いますし、合併の手法

として、中富良野町ともあるのではないかと、美瑛

町ともあるのではないかと。合併する、しないは別

としても、合併したらどうなるかという勉強をする

ためには、研究するためには、相手の自治体を選ぶ

必要はないと、私は思っております。 

 ですから、ともに上富良野町と合併について勉強

しようやという自治体があるとするならば、私はと

もにあなたと合併した場合にはどうなるのかという

研究は、私は大いにすべきであると。だが、今のと

ころその相手がいないと、そういう実情であると。

私は相手がおれば、議会の皆さん方に御説明を申し

上げ、御理解をいただいて、勉強は大いにすべきだ

と思っております。する、しないは別としてという

ように思っています。 

 それから、パークゴルフ場の周辺整備であります

が、議員御発言のように、来年度予算でつけれとい

うことでありますが、今、来年度予算を編成するに

当たって大きななたを振るわなければならないと。

今年度、１５年度予算編成に当たりまして、１５、

１６、１７年の３カ年間の実施計画を、財政見通し

を含めて、議員の皆さん方に御提示申し上げまし

た。しかし、その１６年度の実施計画では、わずか

の財源不足である予定でありましたけれども、国の

状況は大きく様変わりした中で、先ほど来、行政報

告でもさせていただきましたように、次年度予算編

成に当たりましては８％の削減をしなければいけな

い。４億６００万円の削減をしなければいけない。

しかし、各所管から予算要求が出てきたのが、それ

の倍に及ぶような数字であるというようなことも聞

いております。 

 そういう中にあって、国や道の補助金をもらわな

いで、単独で町の財源だけで、道路を改修するとい

うことは１００％不可能であると。そういう実情

を、現状を御認識いただいて、交通事故防止の対策

につきましては、最善の努力をしてまいりたいとい

うように思いますが、道路改修につきましては、今

厳しい状況であるということを認識いただきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１番清

水茂雄君の一般質問を終了をいたします。 

 次に、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました８点について質問をいたします。 

 今、政府は、イラク復興法に基づき、イラクに自

衛隊を派遣しようとしています。しかし、イラクの

現況は日々その事態が悪化し、泥沼化の様相を深め

ています。また、イラクの米軍の現地の司令官も述

べているように、イラク全土が戦闘状態で、イラク
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を戦闘地域と非戦闘地域に分けることができない状

況にあると述べています。 

 また、この１１月２９日には、日本人外交官２人

が殺害されるという痛ましい事件も発生していま

す。しかも、米英軍のみならず、国連関係者や赤十

字国際委員会、民間人まで攻撃の対象になっている

というのが実情であります。米英軍の死者は、既に

５００人近くを数え、１１月の死者は８０人と開戦

後、最悪の事態にまでなっています。このような状

況の中で、自衛隊を派遣することになれば、米英軍

の戦闘支援と見なされ、自衛隊や日本もその攻撃の

対象にされることは明らかです。 

 また、日本には平和憲法９条があり、それにも違

反することは明瞭であります。派遣されるこの部隊

の中心は、旭川の第２師団を中心とした部隊であ

り、自衛隊員とその家族を抱える町としても、立場

を越えて身の安全を願うことは、共通の願いであり

ます。イラクの事態を打開する道は、米英軍の占領

支配をやめ、国連中心の非軍事での復興支援であ

り、この点からも、今改めて町長の町民に対する健

康と安全を守る立場からも、自衛隊の派遣中止を関

係機関に対しても要請すべきだと考えますが、この

点についての町長の明確な答弁を求めるものであり

ます。 

 次に、駅前再開発についてお伺いいたします。駅

前再開発は、閑散とした駅周辺を衰退する商店街な

どの活性化対策として、計画が進められてきていま

す。確かに、町や商店の活性化を図る、そのための

計画や目標を持つということは当然であります。し

かし、今この間、町長が述べているように、今、町

の財政が将来的にも６０億円まで引き下げなければ

ならない。基金を取り崩しても、なおかつ財源の確

保が難しい。そういう状況の中で、住民に対しては

応分を負担をしてもらう。この間、財政難という理

由の中で、住民の願っていた保育所までが民間委託

される。今後、しろがね灌排事業、あるいは保健セ

ンターの償還、維持管理等の負担、問題等を見れ

ば、難題が山積みであるということは明白でありま

す。そういう事情を考慮すれば、到底、駅前開発と

いうのは、当面中止すべきであると考えますが、そ

の見解を求めます。 

 また同時に、それでも実施するとすれば、その根

拠を明確にしていただきたいと考えます。明確な答

弁を求めます。 

 次に、機構改革の問題について、お伺いいたしま

す。町は住民のニーズにこたえるため、また、行政

の効率化のためという形で、機構改革を進めようと

しています。今回の機構改革の中身は、住民からし

てみれば、なかなかわかりづらい中身であります。

住民にとって大切なのは、今後、住民の暮らし向き

は、この機構改革によってどう変わるのか。また、

町づくりの方向が、どう前へ進むのかという点であ

ります。その点を考えたときに、なかなかこの説明

文においては、その意思や今後の展望が見えないと

いうのが実態であります。ただ、見えるのは財政

難、あるいは来年退職者が出るから、不補充しない

という状況の中で、この間、一気に機構改革を進め

ようという中身であります。 

 もう一方で、問われなければならない問題あると

思います。この機構改革の中身でも、不自然な点が

あります。機構改革というのであれば、収入役の廃

止や、あるいは課の再編成をもっとすべき課題があ

るのではないでしょうか。例えば、保健、福祉にか

かわるラベンダーハイツの統合、あるいは総務課に

おいても企画調整課を統合するなど、具体的な対策

という点では、まだ課題がありますが、この点につ

いても不明瞭であります。 

 今回、統合されようとしている中身においても、

産業振興課と商工振興課を統合しようとしていま

す。しかし、私はこの統合によって業務がさらに過

大する。道路河川課、上下水道課においてもそうで

あります。また、教育管理課についてもこれからの

社会教育の立場からすれば、きちんとした統合では

なくて、管理をしなければならないという点から

も、問題があると考えています。そういう意味で

は、私は今回の機構改革の中身そのものが、十分理

解できない部分がある、こう考えています。今、必

要なのは、住民にとって、暮らしや町づくりが、ど

うこの機構改革によって変わるのかという展望を示

すべきだと思いますが、この点についての町長の見

解を求めるものであります。 

 次に、産業廃棄物処理建設についてお伺いいたし

ます。近年では、産業廃棄物処理をめぐって、全国

的にもその処理対策、あるいは設置した会社が倒産

するという状況の中で、処理そのものが不可能に

なってしまう。また、産廃を残したまま業者がいな

くなるという問題の中で、多くの環境破壊、住民に

も問題を投げかけるという事態であり、その後始末

を、結局今の法律でいえば自治体が処理しなければ

ならないという現状であり、その分、住民の負担も

大きく伴う危険性もあるわけであります。そういう

状況の中で、十分な町の判断が求められていること

は明らかであります。 

 今、上富良野町草分地域において、産業廃棄物処

理施設の建設計画が進められようとしています。そ

ういう意味では、この間、上富良野町にもコンク

リートの中間処理施設の建設に相まって、住民との

間におけるトラブルが発生するという状況がありま
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した。この中で、行政がどうかかわってきたのかと

いうことを振り返ってみた場合に、後手に回り、そ

の対応に問題や課題を残したという状況であり、こ

の業者は、その後もいろいろな問題を残すという状

況になってきています。そういうことを考えたとき

に、今後、町におけるこの種の施設を設置するかど

うかということも、行政にとっては判断として問わ

れるものであります。 

 今、進めようとしている業者は、環境アセスメン

トの調査を事前協議も始めようとしています。来年

度をめどに工事の着工を進めようとし、上川支庁に

おいてもその申請を打診しようと、今進めていま

す。いずれにしても、住民の合意がなくては、すべ

ての合意がなくては、建設に着手できるという状況

ではありません。確かに許認可は道にありますが、

関係する自治体の意見もその許認可に当たって重要

視されることは言うまでもありません。そういう意

味では、町が将来の上富良野町の環境保全とこの美

観を守るためにどういう態度を示すのか。そういう

意味では、町の意見というのは促進するのか、後退

させるのか。そういう意味では、大切なキーポイン

トになっています。 

 私は、この間の町づくりを考えたときには、この

種の産業廃棄物処理場は要らない、こう考えていま

す。確かに、社会の環境からは、どこかでこの種の

対策をとらなければなりませんが、あえて上富良野

町でなくても、これはいいわけですから、この点を

考えたときに、私は町における今後の対応につい

て、どのようにされるのか、その見解について、お

伺いいたします。 

 次に、留守家庭児童対策について、お伺いいたし

ます。西小学校地域から、学校開放後の児童対策の

要望が出されてきました。その背景には共働き家庭

など、また、農業を担っている家庭など、多くの就

労家庭が多いという状況の中で、かぎっ子も非常に

多いという特殊な環境があるということが報告され

ています。 

 そういう現状の中で、今何とかこういう対策を進

めてほしいという状況で、関係する団体、ＰＴＡも

含めて町に要望を出されました。その要望の中で、

例えば学年問わず見てくれる五、六十名の規模の放

課後対策の施設や午後６時までの預かり保育ができ

るようなシステム、子育てシステムの体制を整えて

ほしいという要望が出されています。これは単に、

この地域の問題ではなく、町全体に投げかけられた

問題であります。これをどのように受けとめられて

いるのか、お伺いしたいと考えています。 

 また、この間、町はこういう要望に対して、どう

こたえてきたでありましょうか。保護者の思いとは

かけ離れた対策が依然としてまかり通っているとい

うのが実態であります。学校開放後の学童保育にお

いても１５人枠という狭い枠を設定して、この要求

になかなかこたえようとしない。冬期間においても

実態からかけ離れた、解放後は午後４時半までとい

う事態になっているという現状を見たときに今、町

は何をしなければならないのか明確であります。今

後できるエンゼルプランに基づいた事後対策という

形の中で、すぐそこに逃げ込もうとしています。 

 私は、こういう問題というのはエンゼルプランを

待つことなく、きっちりと町で状況を見たときに、

判断したときにできる問題、たくさんあるのにもか

かわらず、しようとしない。ここにこそこういう問

題を残す原因があるわけですから、直ちにこの問題

に真剣に取り組む、そういう体制が必要だと思いま

すが、この点についての見解を求めます。 

 次に、学校の修理修繕をお伺いいたします。 

 子供議会においても、学校の修理修繕について多

くの要望が出されました。また、トイレ等の修繕、

グラウンド等の整備、また、楽器等の整備など、多

種多様なものでありました。どれ一つをとっても、

子供にとっても大切なことで、子供たちというのは

１時間、１秒、大切に育てなければならない、そう

いう環境にいるわけであります。予算がないという

だけで、これをあとに追いやるのではなく、予算が

なければ事務事業の見直しを行うと。これを行っ

て、必要な財源をきっちり確保する、メリハリのあ

る財源を打ち出す、これが必要だと考えています。 

 しかしこの間、町はこういう手法ではなく、住民

の要求に沿わない財源を打ち出し、保健センターの

建設初め、各種の住民負担を新たに押しつける政策

を打ち出しました。この間の駅前開発においても、

今後どう対処されるのか、問われる問題であります

が、こういったところにこそ、住民の願う予算を

きっちりと配分する、これが今、必要だと思います

が、この点についての今後の対応についてお伺いい

たします。 

 次に、障害児童対策についてお伺いいたします。 

 今、小学校では、知的、情緒、難聴、多動性、学

習障害などなど、多くの問題を抱えた児童が学んで

いるという状況があります。いずれの児童も、その

特徴もさまざまなで、行動も衝動的に起こるという

状況、日常的な生活にもなかなかなじみがないとい

う状況の中で、多くの先生たちが、日常的に学習面

においても、生活面においても、個別の指導をされ

ておりますが、しかし１人で３人を受け持つという

ような事態に、現状あるということを見たときに、

１人では到底これをこなすということができないと

いうのが現状であります。 
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 そういうような状況の中で、今後、新しく特別教

育の支援教育制度が生まれようとしている。この制

度は、一般の健常な方と混合で教育をするという中

身であります。この点ではいいわけでありますが、

しかしその受け皿という点では、十分な体制がとら

れていない。どうしようとするのかという点でも、

不明確が多いという点で、現場の先生たちも困って

いるという状況であります。いずれにしても、上富

良野町において、独自の対策をする必要と同時に、

教員の増員、あるいは関係機関においても、対策を

とるという働きかけをとるということ、これが望ま

れていると考えますが、この点についての見解を求

めるものであります。 

 次に、障害者の日常生活支援対策について、お伺

いいたします。この間、国においては、障害者にお

ける障害者の支援制度が実施されました。しかし、

各地で問題になっているのは、実施されたけれど

も、その各自治体に利用できるサービスがないとい

う問題であります。上富良野町においても、そのよ

うなことが起きています。そういった点では、十分

に実態を把握し、掌握し、どう改善するのかという

ことが望まれています。 

 例えば、知的障害者等の保護者でつくる会、子供

たちに日常生活を楽しんでほしいという思いから、

学校の休みに、防災センターで音楽療法士の方を講

師に招いて、活動、交流を深めています。そういっ

た意味では、もっと行政の支援体制を臨んでほしい

ということを述べています。町ではそういう要望の

もとで、場所の確保をするという点を主張されたわ

けでありますが、しかしそれに伴う音楽療法士の先

生の配置の問題、予算の問題等、多くの課題を抱え

ています。 

 そういう意味では、障害支援制度がありながら、

その恩恵に預けられていないという現状をしっかり

見る必要があります。単に少数だから、これは受け

られないというのではなく、こういう人たちが、こ

の制度の恩恵に預かっていないというところをしっ

かり見て、今後、この教訓をどう生かすのか。ま

た、全面的な支援体制をどう町で整えようとしてい

るのか。これらの点についての明確な答弁を求める

ものであります。 

○議長（中川一男君） 昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ９番米沢義英君の一般質問に対し、答弁をお願い

いたします。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 １点目の自衛隊のイラク派遣について、派遣中止

を要請すべきとの御質問でありますが、まず自衛隊

のイラク派遣につきましては、国家レベルの問題と

考えております。しかしながら、あえて私個人の考

え方を言わせていただきますならば、私は今回のイ

ラク派遣につきましては、国際貢献、及びイラクへ

の人道復興支援活動という観点での派遣と認識して

いることから、賛同の意を持っているものでありま

す。 

 １２月９日には、イラク復興支援特別措置法に基

づく自衛隊派遣の基本計画が閣議決定されましたの

で、自衛隊が駐屯する町の首長として、派遣される

隊員の安全確保や国民全体の激励を受けた中で、誇

りと名誉を持って、国際貢献できるよう万全な体制

を整えることを国に対し強く求めてまいりたいと考

えております。そして無事、所期の目的を達成し、

帰国することを心から願うものであります。 

 次に、２点目の駅周辺の整備についてですが、議

員の御指摘のとおり、町の財政が非常に厳しい状況

にあることは、私も十分認識しているところであり

ます。しかしながら、商業関係者皆さんの地域を挙

げたさまざまな取り組みが行われているものの、年

を追うごとに商店街を含む、市街地中心部での経済

活動を初め、町のにぎわいというものが後退の一途

をたどっておるところであります。 

 具体事業の着手については、慎重な判断が必要で

あると考えておりますが、私といたしましては、町

の中心を元気にすることが、町全体の活性化につな

がるものと考えており、その拠点として、駅周辺を

整備していきたいという考えに変わりはございませ

ん。そういうことで、御理解を願いたいと存じま

す。 

 次に、３点目の役場の組織改革についてお答えい

たします。 

 現在、平成１６年４月１日の施行を目標に置い

て、本町行政の組織機構改革に着手していること

は、既に御説明いたしているところでありますが、

過去を振り返ってみますと、国と地方の制度改革や

社会環境の変化にあわせて、現在までたびたび行わ

れてきたものであります。今回の組織改革は、平成

１１年４月以来のものであり、前回と同様に、今回

の改革の終点は、行財政改革と一体になって、緊縮

する財政状況に即した効率的な行政体制の質的充実

を目指すものであります。 

 かつて事務事業の質と効果を高めるために、職員



 

― 64 ―

の業務範囲を細分化、専門化する方向で、課や係の

分割、新設を推し進めてきた時期もあり、右肩上が

りの経済成長と住民ニーズに基づく事務事業の拡大

にこたえてまいりました。これを裏打ちしたのは、

着実に伸び続けた予算規模と次々と打ち出される補

助金等による、国や北海道の支援策でありました。

しかしながら今日、国、地方ともに、バブル崩壊以

降における類似の経済対策や景気回復に向けた諸施

策に伴う歳出の増大、また、大幅な減税の実施、累

積する公債残高の影響、経済不況に伴う国税の大幅

な減収、少子高齢化の進行に伴う福祉経費の増大な

ど、さまざまな要因により、危機的な財政状況に至

りつつあります。 

 我が町においても、この数年、歳入一般財源の減

少の一途をたどりつつあり、このような状況のも

と、国の構造改革方針に伴う地方財政の縮減が急速

に進み、今後の健全財政を揺るがそうとしておると

ころであります。これらの状況に対応すべく、現在

取り組んでいる行財政改革の一環として、行政組織

のスリム化と運営の効率化を図ることは、町民が求

めている行政課題であるとの認識のもとに、今般の

組織機構改革を実行するものでありますが、町民も

行政に多種多様なものを求めておりますので、すべ

てを満たすことは不可能であると考えております。 

 また、今回の改革に当たっては、平成１５年度末

に定年退職する職員数を、単に減じたものではとの

発言する方もありますけれども、これを機に、現実

的に対応でき得る分野としての課の数や、効率的、

理想的な行政分野の種わけなど、総合的に内部協議

を重ねてきた成果であると思っております。今後も

継続的に進めていかなければならない職員定数管理

や組織機構改革についても、職員の退職と採用、財

政規模とそれに見合う行政サービスなど、表裏一体

の中で進めていかければならないものと考えており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 また、中期的な財政推計に基づく、本町の適切な

一般会計財政規模は、昭和６０年代初頭の６０億円

程度と予測しており、現在の姿で行政運営を目指す

とするならば、その財政規模へ転換するための困難

と痛みが伴ってくるものと考えております。それを

乗り越えていかなければならないと考えておるとこ

ろであります。このためには、従来の行政手法を全

面的に見直す必要があり、さまざまな御意見もあろ

うと思いますが、新たな改革に向かっては、議員各

位初め、町民の皆様にも、今後とも継続的に御協力

と御理解をお願いしなければならないと考えており

ます。 

 次に、４点目の産業廃棄物処理施設についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 本年１０月、草分地区に産業廃棄物処理施設とし

て、管理型最終処分場を計画したい旨、関係の事業

者が来庁され、事務段階での概略を説明いただいた

ところであります。その中では、処理対象物につき

ましては、法に定める産業廃棄物２０品目のうち１

５品目を対象としたいとのことで、申請準備を進め

ている旨の説明があったところであります。 

 建設計画といたしましては、草分地区に、埋立面

積１万２,０００平方メートル、埋立容量１０万立

方メートル、埋立期間５年から７年、主要な施設と

しては遮水シート、水処理設備などあわせて１０

件、埋め立て終了後の跡地は緑化し、草地及び林地

として復元の計画とされております。 

 町といたしましては、法に定める範囲の住民はも

とより、住民会への情報提供を行い、あくまで地域

住民の皆さんの意思を最大限にしんしゃくさせてい

ただくことを基本とし、かつ周辺生活環境、水環境

や野生動物等への被害を及ぼさない対処や交通対策

などを求めつつ、許認可権能を持つ北海道への意見

反映を行いたと考えております。 

 次に、８点目になります知的障害者等の日常生活

支援に関する御質問にお答えさせていただきます。

他の前の部分につきましては、教育長からお答えい

たします。 

 議員の御質問の内容につきましては、第２、第４

土曜日の月２回、泉栄防災センターの空いている部

屋を利用して、母子通園センターひよこ学級を終了

をされたお子様の保護者の一部の方々が、自主的な

活動として、知的障害などのお子様に対して、音楽

療法を取り入れた学習、交流会などを継続的に行っ

ているものであります。このような自主グループの

活動については、大いに評価いたすところでありま

して、今後も引き続き、活動となる公共施設の無償

提供に配慮してまいりたいと考えております。 

 また、その他のグループにおいても、類似する多

様な要望や課題等もあろうかと存じますが、十分に

御意見をちょうだいしながら、町としてでき得る支

援策を図ってまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ９番米沢議員の５点目の

留守家庭児童対策についての御質問にお答えさせて

いただきます。 

 初めに、留守家庭児童対策でありますが、昨日も

５番小野議員の質問にもお答えいたしましたとお

り、本町における現状と課題につきましては、教育

委員会といたしましても十分認識しておりますし、

また、学校や保護者からの切実な要望についても、

重く受けとめているところでございます。 
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 今後、町の子供たちの健全育成と子育て支援のた

めに、現在、文部科学省が明年度の大きな目玉事業

として計画しております子供の居場所づくり事業や

町独自での推進について、関係課とも密接に連携、

協力しながら、実施のための計画づくりを行い、そ

の実現に向けて最善の努力をしてまいりたいと考え

ております。 

 また、ことしの冬休み期間中には、学校週５日制

対策として、嘱託１、職員１名を配置しております

ので、試行的に、留守家庭児童対策についての事業

を実施するよう計画しておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

 次に、２点目の学校の修理修繕等についての御質

問にお答えいたします。 

 児童生徒が快適な教育環境の中で学習していただ

くための条件整備を行うのは、設置管理者である町

の責務でもあります。また、建物や備品は新築が終

わり、使用が開始され、また、備品等についても購

入とともに老朽化が始まると言われておりまして、

各学校施設や備品についても適時適切な維持管理が

必要であると思っておりますし、しかしながら、町

の財政事情もありまして、なかなか理論どおり実施

できないのが実態であります。 

 先日の第２回子供議会におきましても、各学校の

児童の純粋で率直な立場で、学校施設の整備や修

繕、また、机、いすの更新やスクールバンドの楽器

の充実など、いろいろな要望の発表があり、子供た

ちの夢や希望を壊さないように、できることは一日

でも早く願いをかなえてあげたいとの思いで、誠意

を持ってお答えしたところでございます。 

 また、各学校からも教育環境整備につきまして

は、山積した課題についても要望されているところ

でもあります。町の財政的事情もありますので、要

望されていることをすべて早期に実現することは困

難でありますが、児童生徒の安全確保と子供たちよ

り要望をされた緊急を要する事業につきましては、

明年度の予算の中で整備を行い、また、多額の費用

を要する事業につきましては、年次計画で整備をす

るよう努力してまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 次に、障害児対策についての御質問にお答えいた

します。 

 昨日、村上議員の御質問にもお答えいたしました

ように、今日の社会背景的問題や家庭環境等のいろ

いろな要因により、本町においても特別支援の対象

となる児童生徒がふえておりますし、また、障害の

程度も複雑化してきている状況にあります。 

 現在、本町の特別支援児に対する教育につきまし

ては、町で一部情緒障害児の指導体制の支援をして

いる東中小学校を除いては、国の配置基準により、

児童生徒の指導を行っているのが現状であります。

しかし現実には、昨日、村上議員にもお答えいたし

ましたとおり、障害の程度も複雑化し、教職員一人

が児童一人を指導しなければならないといった重い

障害児がふえ、国の基準による教職員だけでは、ほ

かの障害児の適正な指導ができないばかりか、児童

の安全確保すらできないといった、重大で深刻な悩

みを各学校で抱えております。 

 また、障害児童のみならず、幼児の言語障害児も

年々ふえ、現在１２名がことばの教室に通っており

ますが、この対応につきましても、町の嘱託職員１

名で、その重責を担っていただいており、明年度も

対象がふえますので、今後の指導体制の充実も大き

な課題であると思っております。学校の責任者であ

る学校長からも、いろいろと現場で抱えている課題

の対応について心を熱くして、特別支援児に対して

の指導体制の充実について、国や道に依存するので

はなく、町の障害児を持つ児童のために、町の施策

として意を注いでほしいと再三要望を受けていると

ころでもあります。 

 教育委員会といたしましても、特別支援児の学校

現場での悩みや課題については、その実態を各学校

長から聞き、理解しながらも、町の財政的事情もあ

りまして、意を満たすことができないでおります。

しかし、学校での特別な教育的支援を必要とする児

童の在籍者も多く、また、程度の重い障害児も抱え

ているといった実態であり、明年度以降もふえる傾

向にありますので、各学校の実態を踏まえ、その指

導体制の条件整備について、校長先生などの意見も

聞きながら、明年度より指導体制の充実を図るよ

う、現在、町理事者と協議を進めているところであ

ります。特別支援児対策については、今後も前向き

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ありますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） まず、イラクの派遣につい

てお伺いいたします。 

 確かに、国の制度上という問題もあります。しか

し一方で上富良野町からも、日刊富良野の報道では

２０名の方が派遣をされるというような話も出てお

ります。そういう意味では、私はこの問題について

は立場を越えて、このイラクに対する危険な紛争地

域に隊員を送り出したくないというのは、多くの隊

員の家族やすべての多くの人たちの願いだというふ

うに考えています。そういう意味では、安全の確保

がされるという答弁がされておりますが、しかし新

聞等でも御存じのように、万が一相手側から武力攻
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撃を受けた場合に、それに対処する、そういう措置

まで考えているということでありますから、決して

身の安全が確保されるという点では、そうならない

という実態があるわけです。この点は、町長どのよ

うに考えているのか。 

 そうであるならば、おのずと国のためということ

はあるでしょう。任務ということもあるでしょう。

しかし、それを越えた中で町の隊員の家族を預か

る、やっぱり長としてこれを阻止するというのは当

たり前のことだと思いますが、これをなぜ拒否され

るのか、もう一度お伺いしたいというふうに思いま

す。 

 次に、駅前再開発の問題について、お伺いいたし

ます。 

 なぜ推進するのかということでは、町長の答弁で

商店街の活性化、要望はあるからということの答え

だけであります。しかしそこには、町全体の財政計

画や振興計画等が当然あるわけです。そういう意味

では、この間、町長も答弁で述べているように非常

に財政は厳しいと。人件費の削減やもろもろの削減

を行っても、なおかつ厳しいのだという状況が、み

ずから述べておきながら、それをさらに厳しさを増

すように要望があるからというだけでこの駅前開発

をするということであれば、町長の言っていること

に私は矛盾があるというふうに考えておりますが、

この駅前開発にかかわる、総計では約３０億円ぐら

いかかると。補助等の予算がついても、かなりな持

ち出し等があるということは、もう御承知のとおり

であります。なぜ、あえてそういう状況にあるにも

かかわらず、この過大な投資をして進めようとして

いるのか。やはり、ソフトの面での企業支援、ある

いは空き地、空き店舗対策を利用しながら、そこに

人を呼び込むというこういう対策も、やはり一つの

にぎわいや、町の活性化を図るという点でも、効果

的な策だというふうに私は考えています。 

 私が町長の立場でありましたら、こういう立場か

ら商店街の皆さん方も、財政の事情も話して、十分

な論議も含めた中で、将来の町づくりの展望を示す

ということが今問われています。ただ単に、要求が

あるからというだけでは、それは財政の方向、住民

をさらに負担を新しい方向に追いやる大きな問題点

が私はあると思います。そういう意味ではもう一度

その財政問題も含めて、本当にこれをやれる財源の

裏打ちがあるのかということも含めて、お伺いした

いというふうに思います。 

 次に、機構改革の問題についてお伺いいたしま

す。 

 住民のニーズを、また、財政の効率化ということ

を全面的に打ち出してきました。ここで問題なの

は、この間、スタッフ制も一部導入したけれども、

必ずしもそれは成果として上がっていないというこ

とが言われています。そこには、情報の提供や課長

の采配が、いわゆる町づくりに対して大きなウエー

トを占めているのだと。その采配がまずいのだとい

うことが書かれています。 

 私は、そういうこともあるかもしれません。しか

し、私は一番この町づくりで何か欠けているのかと

思ったときに、町長自体のリーダーシップがやはり

発揮されていないという問題なのです。こういう統

括をする場合は、そこにトップに立つ町長が町づく

りや住民、あるいは職員の気質も含めて掌握できる

ような能力と知識と、そういうものが度量として持

ち合わせているかどうかという点であります。そう

いう意味では、前後しますが、駅前開発やこの間の

財政運営見ても、均一の財政運営を図ろうとする余

り、重点を忘れた町づくりを進めてきていると。 

 私は、こういう状況の中で、本当に職員の能力を

発揮できるような、町長のそういった手腕を職員側

が受けとめているのかということになれば、私はま

だまだ隔たりがあると。やはり先進地の自治体の状

況を見ましたら、トップに立つ自治体の長さんがど

ういう町づくりに対する考え方を持っているのか。

それがそのまま活力として、職員の方に乗り移る。

確かにいろいろな問題があったとしても、そういう

形態になっているわけです。そういうものがない中

で、単にスタッフ制導入という形の中での行政改革

や、あるいは機構改革やったとしても、また、オウ

ム返しになる部分というのはあります。文字どおり

職員の気質や町長みずからの志気の高揚をしない限

りは、この住民との関係でも新しい町づくりや機構

改革の意義すら失われるというのが、実態でありま

す。そういう意味では、そういう町づくりの展望も

含めて、なかなか明確な答弁がなされていないと思

いますが、この点どうなのか。 

 それと、機構改革ということで言うのであれば、

部制もとりながら、きちんとした体制づくりをやる

のが私はよりこのスタッフ制もしかりかと思います

が、よりメリハリがあってわかりやすいと。今回の

調整役についても、課長、主幹という形の中で、そ

こにリーダーになる方をつくるということですか

ら、それを統括するということであれば、部長制や

あるいはそれを管轄する課の課長との連絡調整機能

をきっちり持った中で、こういう組織機構を維持し

ない限りは、何ら改善する方向は見当たらないと。 

 また、この統廃合の問題でも、産業振興というこ

とで、商工観光、まちづくりを一くくりにする。課

制においてもそうです。教育委員会においても、そ

うです。そういう意味では、確かに事務量が減った
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からやるということでありますが、やはり多様な細

かい要求もあり、結局、係が担当しなければならな

いという専門的な要素を抱える部署もたくさんある

わけです。そういう意味では、私は現行の体制を多

少見直しながら、部制もとりながら、そういった方

向での位置づけの方がよりわかりやすいし、調整機

能をさらに高めるという点でのこの努力をやらない

限りは改善できないと思いますが、この点について

の、機構改革についてのもう一度明確な答弁を求め

ます。 

 次に、産業廃棄物の処理の問題ですが、重要な点

というのは、町は今後、道の許認可事項で意見を反

映するだけのことだというような考えがあるかと思

います。第一番目には、やはり住民の関係する方々

のすべての同意がなければ、これは容認できないと

いうことがあると思いますが、これは実態そうなの

か。一人でも反対すれば、この建設は進まないとい

うふうに聞いておりますが、どうでしょうか。 

 それと、もう一つお伺いしたいのは、この業者は

今の火山灰等における採取もやっております。地域

で何が起こっているかというと、火山灰採取に当

たってのその後の処理がまずいために、道路にト

ラックからついてきたあの砂をまき散らす、あるい

は水がたまってそれが流れ出すという問題も起こし

ているわけであります。 

 さらに、今回の申請に当たっては１９項目です

か、申請が出ておりますが、この中には、いわゆる

木くず含めた植物性の残渣、プラスチック、いわゆ

る有害等と見られるたくさんの廃材も処理したいと

いうことの問題の申請が上がってきています。この

処理に当たっては、当然、末代にわたって水を維持

管理するということになるわけですから、当然、地

元の方に聞いても、この企業は果たして将来にわ

たって維持管理できる能力があるのかという疑問も

聞いて歩きましたら、率直に投げかけられていま

す。 

 将来、上富良野町としては、観光の町、景観を損

なわない、そういう町づくりをするということであ

りますから、こういう立場からも、私は町の意見と

いうのは、先ほども言いましたが、その反映される

大切なキーワード、ポイントになっております。こ

れを進めるかどうかということにもなる重要な判断

が求められるときもあります。そういう意味では、

もう環境アセスメントの調査が始まって、この実施

計画でいけば来年の１０月ころに、順調にいった話

でありますが、建設に着工したいと。そうなれば、

事前に上川支庁から意見が求められてくるのも、恐

らく３月か４月になろうかと思います。その後、工

事閲覧、縦覧という形の中で告知されて、これが通

れば着工という段取りになりますから、そういう意

味では町の考え方によっては、これは大きく左右さ

れる問題であり、私は今後、この問題に対する町の

対応、そしてこういうトラブルがある、もう既に起

きているこういう業者に対して、本当に信頼性があ

るのかどうなのかという点も含めてお伺いしたいと

いうふうに考えています。 

 次に、留守家庭児問題についてお伺いいたしま

す。 

 財政問題もあって、今後、十分努力するというこ

との答弁があります。このアンケートの中にも述べ

られているのは、下校時、家庭に保護者がいますか

という問題で、ほとんどが、半数近くがいないとい

うアンケート、もしくはどこで子供さんが過ごして

いるのかということについても、おおむねわかって

いるけれども、その遊ぶ場所がやはりどんどん移る

ので掌握しづらいという、こういう意見も述べられ

ています。 

 また、友達の場所で遊んでいるという意見もあり

ます。当然そうなれば親御さんがいませんから、い

ろいろなことが想定されます。しかし、子供さんで

すから、いろいろなことが想定されます。また、

やっぱり放課後、お子さんの過ごす時間帯に不安を

感じますかという点でも、４割が不安だという問題

を抱え、それに対処する形で延長保育や児童館、ま

た、勉強を見てくれる、そういう指導員をきっちり

配置してほしいと。今の指導体制では不十分だと、

こういうはっきり述べているわけであります。 

 そういう意味では、待ったなしの財政難という理

由もあるかもしれませんが、子供にとっては待った

なしの、いわゆる限界と思うのかどうなのかと。こ

れがあるのだろうと思いますが、今後の対応も含め

て、この感想も含めて、御存じだと思いますが、も

う一度答弁願いたいと思います。 

 学校の修理修繕については、計画的にということ

でありますが、多額の費用を要する部分について

は、年次計画に基づいてということでありますが、

どういう計画が教育委員会として持っておられるの

か、お伺いしたいというふうに思います。そういう

意味では、予算の使い道という点では、重要な時期

に差しかかってきております。どこに重点的に配分

するのかという点が、これから一層求められるわけ

でありますから、住民のソフトの面での要求を大切

にするということが今言われて、この点からも、こ

ういう子育てや修繕の部分における対策が必要だと

思いますが、この点についてお伺いいたします。 

 障害児童対策の問題でありますが、もう御存じの

ように、今、こういう子供さんを３人抱えていると

いう先生の実態を見ました。ひどいものです。すさ
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まじいものです。本当に生活していく上で、本当に

あれだけ厳しい指導が求められるのかというぐらい

に、子供さんとの関係、１人の動く多動症の子供を

抱え、また、いろいろな表情をする子供を抱えて、

１人で２人を見ているという実態が、生々しい現場

を見れば一層明らかになります。 

 そういう意味では、こういうところにこそ予算配

分をふやすという政策をとる。来年度からも今、町

長のところに保護者からも要望があったかと思いま

すが、特殊教育という形の中で制度が変わって、一

般の健常者と同じ教育の中で受けなければならな

い。しかし、その環境整備はおくれているという状

況で、一体どうなるのかと言われています。そうい

う意味では、こういうお母さん、お父さん、そして

現場の、教育長もおっしゃいましたが、きっちり聞

いて、どういうような指導体制が上富良野町にとっ

てよいのかという点で、もう一度十分吟味して、そ

の対策を講ずる必要があると思いますが、この点に

ついても、財政を考慮する余りにただやったという

ような、その位置づけではなくて、やる以上はとこ

とんやるというところの姿勢を見せていただきたい

と思いますが、この点についてお伺いいたします。 

 次に、知的障害の日常生活の支援の問題でありま

すが、日常生活における支援制度があります。これ

は、そういう子供たちを持つ家族や本人の日常生活

を支援する、そういう立場からの支援制度でありま

す。全国的には、こういう制度の不備が今新たに指

摘されています。上富良野町でも、こういうお母さ

んたちの要望を聞きましたら、デイサービスが欲し

い、お年寄りと同じようにヘルパーさんを派遣して

ほしい、こういう切実な要求がたくさんあるわけで

す。実際、こういう問題が届けられているのかとい

うことになれば、よくわからないという状況ではな

いかというふうに思いますが、こういう実態も含め

て御存じなのか。 

 また、この土日という形の中で、土曜日に防災セ

ンターで音楽療法士をみずから招いて、交流会や学

習会をしてくる。そういう親たちの心や悩み、普段

はこういう子供たちを連れて学校へ行く。本当にそ

の苦労たるものは、本当に涙ぐましいぐらいの努力

で、本当にそれでも大変な生活を送っているわけで

す。そのための支援制度をなぜ上富良野町では生か

されていないのかという素朴な疑問が出てきます。

そういう意味では、ただ担当課のところに行った

ら、少人数だから大きな人とグループ分けしてみた

場合に、少人数のところに支援策をとると、これは

不公平だと言われたというのです。私はこれ聞い

て、びっくりしたのです。こういう障害の方という

のは、そんなに多くいるはずがないのです。そうい

う人たちをなぜそういう言葉でけちらすような、そ

ういう行政の指導ができるのかと。 

 私は、この子育ての問題でも一貫して問題だと

思っているのは、町のそういう縦割りの行政なので

す、これこそ。まさにトップがこういう姿勢である

から下まで全部移っていくという問題があるのでは

ないかと、私はそう考えるわけです。そういう意味

では、本当に生きた行政、日ごろから言う血のつな

がった対話の行政ということを町長言っているわけ

ですから、このことがなかなか末端まで伝わってい

ないということが、この一つを見ても明らかになっ

ているわけですよ。 

 そういう意味では、きちんとした体制をとって、

即実態も踏まえて、どういう実態になっているの

か。この点についても即対策をとっていただきたい

と思いますが、これらの点についての見解を求めま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問に、

お答えさせていただきます。 

 何かどうも歯車があわないような気がするわけで

ありますが、まず自衛官のイラク派遣の問題であり

ますが、この件につきましては、先ほどお答えさせ

ていただきましたように、議員とは考え方が全く違

うのかなというような気がいたします。国家レベル

のこととはいっても、議員のおっしゃるように我が

駐屯地に隊員がいると。その隊員が議員がおっしゃ

るように、私も富良野新聞を見せていただきました

が、２０名近くの方が参加するということを目の当

たりにすると、先ほどお答えしたように、国はこの

ことに対する責任を持っていただかなければならな

いというふうに思っておるところであります。しか

しながら国が定めて、これの派遣を決めたわけであ

りますから、当然にして自衛官の方々も、それを誇

りと名誉をもって参加するわけであります。 

 ある新聞に載っておるわけでありますが、自衛官

の生の声を聞きたいということで、自衛官に記事を

取りに行った記者のメモでありますけれども、

「我々は任務上、職業上、おれは行くと。でも、部

屋でがんがん暖房をたいて、車を乗り回している人

が、どうして平気で反対、反対と言えるのだろう

か」という自衛官のコメントであります。 

 また、「危険だぞと。そんなところへどうして行

くのだ」と言われて、「おれがイラクで死んだら、

あんたおれを責めるか」と記者に問いただしたと。

そういう認識で自分の職務を神聖なものと考えなが

ら、国の誇りと名誉をもって参加しようとする自衛

官に対して、私は国民として、その決定までのプロ

セスについては賛成、反対といういろいろな意見が
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あって私はいいと思います。反対は反対でいい、賛

成は賛成でいいと。その議論は大いに尽くすべきだ

というふうに認識しますが、いざ国の決定を見て、

その方向が定まった段階においては、やはり国民こ

ぞって派遣される隊員の安全をいかにすべきかとい

うことを十二分に考えて、誇りを持って参加する自

衛官に対して、我々は何をしなければならないのか

ということをいま一度考えなければならんのでない

のかなと。 

 私は、参加する自衛官に対して、本当に敬意と感

謝を申し上げるとともに、どうかひとつ無事に任務

を終えて、所期の目的を達成して帰国してくれと、

心から願って見送ってやりたいというふうに思うと

ころでありまして、このことにつきましては議員と

は考え方が異なるなというふうに思いますけれど

も、私の個人的な考え方としてはそうであるという

ことで、御理解をいただきたいというように思いま

す。 

 次に、駅前開発の問題でありますけれども、議員

おっしゃるように、財政的に非常に厳しい中で、総

合計画の中では約２０億円の事業計画を計上してお

ります。しかし、先ほど議員の質問にありましたよ

うに、その計画は先送りしなければならない部分も

あるのだと。財政的に、予測以上に厳しくなるとい

うことで、議員が御心配されておるように、私自身

も、これを実施するという決断は、今なお財政的な

対応ができ得ないために決断をしておりません。で

すから、御案内のとおり実施計画の中にも載せてお

りません。今年度の実施計画、１６、１７、１８、

この年度の実施計画の中にも私は載せることはでき

得ないというふうに思っております。 

 議員の御質問では、今もう始まるかのような話で

ありますけれども、私はそういう状況になればいい

なと思いますけれども、今のところ、これを載せれ

ない状況にあるということは、財政的な中で議員と

同じ考え方であります。これをもし、実施計画３カ

年、ローリングの実施計画の中に載せたときは、そ

の財源措置等々につきまして、議員の御質問に対し

てお答えいたしていきたいというふうに思います

が、今のところまだ、皆様方に御提示申し上げるよ

うな段階でないということで、御理解をいただきた

いと思います。 

 次に、機構改革であります。町長、お前のリー

ダーシップがならんぞと。町長としての認識がない

ぞと。また、それだけの知識も知恵もないぞいう御

指摘的を受けました。私は私なりに町長として、行

政のかじ取り役として、全力で対応をしておるとこ

ろでありますが、その姿が見えないと言われること

については、議員から見れば見えないのかなと思い

ますけれども、リーダーシップをとるということは

確かに重要であります。就任当時の職員の方々は、

町長がこれをすれと言えばすると。それに枝葉をつ

け、根を生やすことは職員としてできるという話を

聞いたことがありますが、私はそういうようなトッ

プダウンで物事を進めるということではなくて、や

はり職員みんなの声、町民みんなの声を結集して、

物事を進めていく、行政を推進していくということ

を基本に置きながら、独裁的なトップダウンでもの

を指示することについては、今日まで差し控えてき

ております。 

 私は、シャワー効果で物事を進めるよりも噴水効

果で、下から盛り上がった噴水効果で物事が進めら

れていくことが、これからの時代に即した運営の方

法であると。しかし、その中で決まれば、リーダー

シップをとって、先頭に立って、実現に向かって邁

進するということは、私の責務であるというふうに

認識しております。 

 そういう中にありまして、機構改革、部長制を引

いた方がいいという御発言でありました。私どもも

この部長制については、既に議員の皆さん方にも報

告させていただいておりますように、何度も内部検

討をさせていただきながら、行財政改革推進懇話会

等々の町民の皆さん方の意見を聞きながら、今日ま

で来たところでありますが、部制を引くということ

は、今の縦割り行政の中で、屋根の上に屋根をふ

く、屋上の上に屋上を重ねるというような状況に相

なるというようなことと、これから先、職員の定数

を大幅な削減をしていかなければいかんと。今まで

も、削減をしてまいりました。定年退職、中途退職

者の不補充、補充をしないで今日まで参りました。

これからも採用については控えていかなければいか

んという、職員の人員が減ってくる中で、指揮命令

を出す管理部門ばかりをふやすことは、私は相なら

んというようなことから、部長制につきましては内

部協議の中においても、見直さなければならない課

題として押さえておりますので、議員との考え方の

違いを御理解いただきたいなと思います。 

 今回改革する、この組織機構につきましても、組

織機構をいかにつくり上げても、それを生かすか、

死なすかは、やはりそれを組織の中で動く職員の考

え一つであります。私は常に申し上げておるのは、

意識改革をして、その組織の中で、この組織をどう

変えたのかのということを十分認識しながら、職員

が意識改革をしていただくことをお願いいたしてお

るところでありますので、ひとつ今後とも、この組

織の中で御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、産廃問題であります。 
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 これは、議員と同じ認識を持っております。我が

上富良野町、ごみ捨て場にはなりたくないと。これ

は議員と同じ考えであるということについては、こ

の点につきましては同じ考えでありますが、草分地

区のある住民の方が、私にこう話したことがありま

す。なぜ、おれたちの地区にこんなものばかり来る

のよ。こんなものばかり来るのだろうと。産廃処理

場、医療機器焼却施設、町の施設までおれたちの方

へ来たわというような話を聞いたことがあります

が、やはり地域の皆さん方も、このことについては

快く思っていないということは十分認識いたしてお

ります。しかし、法治国家でありますから、法律に

従って対応される部分についてはどうしようもない

といえば語弊がありますけれども、何としても法律

で定められた、議員が御質問にありましたように５

００メートル以内の住民が１人でも反対あれば、こ

れは許認可権者としての北海道も安易に許可をする

ことは相ならんだろうと。そして、町が意見書を添

えて出せば、どうなのかなということを考えます

と、地域の皆さん方の御判断を、何としても地域全

体の声としてまとめていただければ、私としてはそ

れに対する意見書の添付は大きな力になるなという

ように認識いたしているところであります。 

 次に、最後の部分、前段の部分につきましては教

育長からお答えさせますが、知的障害者の支援につ

きましては、先ほどもお答えさせていただきました

ように、そういうような実情で答えられたというこ

とをお聞きしますと、まことに残念な認識を持った

職員がいるのかなと。今後、十分肝に銘じて、指導

をしていきたいというように思っておるところであ

ります。 

 そしてまた、子育て支援につきましては、非常に

重要な課題でもあり、また、この種、障害者の皆さ

ん方の部分につきましての支援策につきましては、

議員からも御指摘あるように、我が町の対応につき

ましては十分にやっているつもりではありますが、

老人福祉と比較しますと、やはりいささかこの種の

障害者支援については、また、子育て支援について

は、不十分なところがあるのかなというような気を

いたしておるところでありまして、議員反対してお

ります組織機構改革の中で、４月以降、子育て支援

班を設置して、専門にそこで対処させるような組織

づくりをしているところでございまして、より一

層、子育て支援全般にわたる、障害者も含めた全般

にわたる支援対策を進めていきたいというように思

いますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ９番米沢議員の再質問

に、お答えしたいと思いますけれども、まず１点目

の留守家庭の児童の問題ですけれども、これは私の

方からもお答えいたしましたように、本当に保護者

の皆さんたちが、本当に安全、それから安心という

面での切実な要望については、私も十分理解してお

りますし、また、学校現場もその課題について直視

して、何とかしないとならないということで、本当

に心を熱くして、私たちともども共有しながら、今

その改善策について対応を図っております。 

 本当に今、現実的に見ますと、生活レベル、それ

から核家族、いろいろな要因がありまして、現実的

には共働きしなければ、やはり生活レベルが低下す

る。そしてまた、核家族で児童を見る人がいないと

いうことの実態は十分把握しております。 

 そんなことで、町で全部、これは学校に依存する

といっても、学校の先生の域を越えて、私たちがべ

き論で現場に押しつけるわけにはいきません。そん

なことで、子供の居場所づくりといういい目玉事業

が文部科学省で来年からやるそうですから、私たち

もいち早く手を挙げて、少しでも、完全ということ

にはならないかもしれませんけれども、とにかくお

母さんたちが、保護者の皆さんが、学校現場が、本

当に上富良野町の子育て、そういった児童に対し

て、気持ちが一生懸命やっているという姿をぜひ見

せるように、さらなる努力をしてまいりたいと思っ

ております。 

 それから２点目の学校の教育、環境整備なのです

けれども、私もいい学校で、いい先生に、いい教育

をしてもらいたいという、保護者の切実な、素朴な

願いを持っていると思っております。その中で、教

育環境の整備というのは、私たちの持つ大きな責務

だと思っています。ただ、先ほど議員からも言った

ように、ソフトとハード、どっちを力を入れるのだ

と。私は、今の段階では、こういう困窮した財政事

情では、きのうもお答えいたしましたけれども、机

とかいすとか学校の修理や何かを、あとからでも手

つけれる部分があるのかなと。でも今、子供たちが

成長過程で人間形成を培う上で必要な部分について

は、やっぱり要望はしていかなければならんという

ことで、メリハリのきいた予算要求をしないと、財

政も町も大変なのだろうなということを認識してお

りまして、私はソフトの方に重点を置きたいという

ことで考えておりますし、また、子供議会から言わ

れた、本当に純粋で子供たちが切実な、本当に悩み

も持っております。私も教育の担当をしておりまし

て、教育に夢とロマンと希望がなかったら、この仕

事というのは魅力ないなと思っていますので、そう

いう面ではいいことについては、本当に要望や言葉

で知識で論議することは簡単です。ですけれども、

響きのいい論議で終わらすのでなくて、一つでも実
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行できる道を歩むということでさらに努力していき

たいということで、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 それから障害児対策、本当に私も６年、この職の

重責を携わらせていただきまして、今こんなに直面

して、現場が困っているということは、もう本当に

切実、私だけでなくて学校現場が本当に国の配置基

準で、与えられた先生の中で対応できない実態も私

も直視しております。それで、私の方で心配してい

るのは、行政というのは結果責任で、結果があれば

対応はするのでしょうけれども、今本当に障害児や

何かで、子供の安全確保という面では、もし何か

あったら大変だなと、そういう実態があります。 

 そんなことで今、それらについては校長会も先

日、町理事者と会って、その切実な現実の課題につ

いて、町長にも御理解いただくようにということで

お話をさせていただいておりますので、そういう面

では教育全般にわたってですけれども、いずれにい

たしましても家庭、地域、社会が同じ課題について

共有しながら、それをどうやって解決するかが大切

かということを認識しておりますので、今いろいろ

な面で御質疑もありました件につきましては、私た

ちも立場として、教育委員会として、その責務とい

うことで最大の努力をしていきたいということで、

御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 駅前開発についてお伺いい

たしますが、当面の間は実施計画も載っていないと

いう形の中で、財政もこの間かなり将来的に厳しい

ということの中で、当面は凍結するという形で受け

とめてよろしいのか。それとも、財政が好転した場

合ということにも一方では受けとめられますが、当

面、いわゆる凍結の方向でローリングには載ってい

ませんから、凍結云々かんぬんにはならないかとは

思いますが、見合わすと、当分の間、そういう解釈

でよろしいのか、お伺いいたします。 

 あとは、産業廃棄物の問題で言えば、すべての地

権者、いわゆる関係する方の同意がなければだめだ

という答弁であります。これは、そのとおりであり

ます。一番、地元の方も心配されているのは、やは

り産廃における、いわゆる企業倒産という形で全国

で起きております。そういう心配もあると。今で

も、もう絶対同意はしないという方も、実際聞きま

したらおります。そういう意味では、町としてもそ

ういう意見を反映するという方向での町づくりの一

環としても大切なことだと思いますし、そういう動

きがあれば、町としても確認の上でお伺いいたしま

すが、それなりの意見を道にも反映したいというふ

うな答弁にも聞き取られたのですけれども、その点

はどうなのか。 

 業者のいろいろな、これ間接的な話ですからどこ

までそうなのかわかりませんが、業者の方が町に

行ったらこれはいい事業だと。雇用も生まれるとい

うような話もしたというような、これうわさですか

ら信憑性がちょっとあるかどうかは問題あります

が、流れてきています。現に、住民の方がこういう

状態にあって、まだ具体的な話が進められていない

という状況の中で、そういうものが仮にあったとし

たら困る話ですから、町の対応としても、やっぱり

厳正に、公平で、やはりこの問題に対処していただ

けるかどうか。この点について、最後にお伺いした

いと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 駅前再開発につきましては、凍結とかというので

はなくて、第４次総合計画の中では位置づけされて

おりますよと。しかし、実施計画に盛り込むための

財政的な対処ができ得ていないというのが状況であ

りますので、今後、この財政的な対応ができるよう

になれば、また、議会とも協議をさせていただきな

がら、実施計画の中に取り込んでいきたいというよ

うに思いますが、当分の間は、財政状況を見きわめ

ている中では難しい問題であるというふうに認識い

たしております。 

 次に、産廃問題でありますけれども、何度も申し

上げておりますように、花人街道、国道沿いからよ

く見える場所でもありますので、これらの部分を十

分しんしゃくしながら、地域住民の皆さん方の声を

聞いて、私は自治体は地域住民の側に立って、対応

を進めていくということは従前と変わりはなく、今

後も進めてまいりたいというふうに思っておるとこ

ろであります。 

 そういうような観点から、業者に対しましては法

で定めたエリア内の住民ばかりでなくて、地区全体

の住民の意向を確認するようにということで、お話

を申し上げているところでありますので、そういっ

たことも含めながら、今後、町としては地域住民の

側に立った対処を進めていくということで、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米

沢義英君の一般質問を終了をいたします。 

 次に、１２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 私は、さきに通告してあ

ります２点について質問をいたします。 

 １点目でございます。仮称、ビジネスパートナー

事業補助についてでございます。 
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 午前中の同僚議員の質問におきまして、上富良野

町の基幹産業の一つであります農業の後継者の問題

におきましては、るる必要性について、御意見、御

指摘があったと思われます。その上におきまして、

現在、当町で行われております農林業費のアグリ

パートナー事業補助では、農林業に従事する若手後

継者の花嫁対策、及び花嫁に来た方との懇談を目的

とした集いのみに補助が行われている現状でござい

ます。今後は、上富良野町内にあります商工業者の

後継者にも同様の花嫁対策を中心とした（仮称ビジ

ネスパートナー事業補助）が必要と考えますが、町

長の所信をお伺いしたく思います。 

 ２点目の職員住居手当についてでございます。過

般、人事院のマイナス勧告に伴い、公務員の給料は

１.０７％の削減となり、当町の職員の給与も１.１

％のマイナスの勧告に相なりまして、職員の生活に

直接のダメージがあると考えておりますが、一方で

また、厳しい行財政に伴い、この痛み分けをするこ

とも余儀なくされております。 

 また、その上で、現在町から職員に支給されてい

る各種手当の中の住宅手当について、今後は町内業

者で施工された家屋と町外ハウスメーカー等で施工

された家屋については、その支給額に何らかの差を

生じて支給すべきであると考えますが、町長のお考

えをお伺いしたく思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、新聞の報道などで御承知かと思いますけれ

ども、富良野地区アグリパートナー協議会が３０周

年を迎えたこの間、３００組に近い縁結びをしたと

の報道があったところでありますが、町の最近の状

況では、その数が少なくなっておる現状でありま

す。 

 上富良野町の特性と申しますか、婚姻適齢の男性

が女性と比べて５００人程度多いこと。近年、女性

の自立志向などから、結婚相手を求める環境は農

業、商工業を問わず、容易でないことと認識いたし

ているところであります。加えて、なかなか回復し

ない景気や大型店舗の出店による経営への影響も大

きく、こうした状況になっている要素でないかと考

えられます。 

 町といたしましては、商工会の地域振興事業の一

つとして、同じ状況にあると思われる沿線商工会に

も呼びかけを行うなどをして、みずから自主的に出

会いの場や縁結びの機会をつくっていただくことが

よいのではないかと考えておりますので、御理解を

願いたいと思います。 

 次に、２点目の職員手当についての御質問であり

ますけれども、御質問の住居手当は、あくまでも職

員の住宅取得に際し、以後の生計費の圧迫を緩和す

る目的で制度化されておるところであります。職員

個々の事情を考慮することは、現実的でないことか

ら、一定の額を支給する内容となっております。御

質問のような外部の経済的要因をもって、額に差を

つけて支給することは、地方公務員法第１３条に規

定される平等取り扱いの原則に抵触することから、

法的にもできないものでありますので、御理解を賜

りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ありますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 再質問をいたします。 

 まず、１点目の仮称ビジネスパートナーの件でご

ざいますが、現在、上富良野町の商工会青年部は、

賛助会員も含めまして約４０名の会員が在籍してお

ります。その中において、独身の会員は現在１３名

いるというのが現状であります。加えて、４０歳以

上で退部されたＯＢの中の独身の後継者を加えます

と、その数はさらに膨大な数に上ることとなってお

ります。 

 町長おっしゃられるように、みずから主体的に民

間企業が行うお見合いパーティー等に参加をしてい

ることは現状ではございますが、実際に中身を見て

みますと、そちらに集う女性の方の結婚の条件とい

うのは、現状、公務員ばかりを希望しておりまし

て、我々のような地方商工業の後継ぎという者は、

なかなか優先度が低いのが現状であります。こうし

た実情を踏まえると、もっと全国規模の花嫁募集の

イベント等を行い、富良野地方及びこの上富良野町

にお嫁に来るメリットを広く知らしめたり、全国版

の女性誌、結婚紹介雑誌等の写真掲載を現状の農業

後継者だけに限らず、町長がおっしゃっておられま

す上富良野町の産業の３本の柱の一つでもあります

我々商工業の若手後継者にも、同様に使える補助金

の内容に改定する必要があるのではないかと考え、

申し上げます。 

 すなわち、商工業の後継者に配偶者ができるとい

うことは、その子供も含め、この上富良野町に根づ

く定着者がふえることということにもなります。町

長が平素からおっしゃられている自主自立できる自

治体、今回の第２７次地方制度調査会の最終答申の

基礎的自治体の人口枠１万人を確保するためにも、

大事な要因にもつながると考えます。今後、ますま

す厳しくなる町の行財政の中ではありますが、目先

のことだけを考えるのではなく１０年、２０年の先

を考えた上富良野町のあり方を考えるときに、その

後継者に対する結婚奨励資金等（ビジネスパート

ナー補助事業）の意義の大きさははかり知れないと
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考えます。 

 また、先ほどおっしゃっられた富良野地方アグリ

パートナー補助事業とこの町アグリパートナー補助

事業は、二つの違う性質があることから、せめても

町のアグリパートナー事業のお見合いパーティーと

サマーフェスティバル等のことについては、我々商

工業者も仲間に入れていただき、後継者の家族との

集いも、同じ商工業、農業の枠を越えたくくりにし

ていただきたいと考えます。 

 ２点目の住居手当の方でございますが、現在、法

的なものから、住居手当に格差をつけられないので

あれば、せめて町内業者が施工された方に上乗せを

する手当ということはいかがでございましょうか。 

 一方で、別な角度から見ますと、現在の町職員の

住居手当の水準を確保し続けていけるのか、否か。

また、これが削減の方向にあるならば、せっかく持

ち家制を図っていることに、ブレーキがかかる懸念

が考えられます。町職員におかれましても、この町

に定着して、少しでも町のためにと考えていること

への意欲減退になると予測されます。 

 そこで、上富良野の業者により施工された家屋

は、現在、時限立法で行われている商業振興条例の

ように、幾分かの補助、助成があるならば、積極的

に、その町内業者を選択する一つの要因にもつなが

ると思います。毎年減っていく町の歳入の部分の町

民税の減少の歯どめにもなり、そして町内業者の育

成にもつながると考えられます。現在、公共事業も

削減され、せっかく工事がある中にも、ランク等の

問題があって参入できず、みすみす町外の業者に仕

事を渡してしまう、厳しい町内の工業者の育成にも

波及するということで大変重要なことであると考え

ますが、いかがでございましょうか。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、ビジネスパートナーの件でありますが、先

ほどもアグリパートナーの御質問の中でもお答えさ

せていただきましたように、農業者の後継者の花嫁

対策、これも非常に大変であるということと同じよ

うに今、議員から御発言ございましたように、商業

者の後継者の方々も同じであると。私も商工業から

の出でありますので、実態、あの人はまだ結婚でき

ないでいるなとか、農業者の方よりも商業者の方々

の方、指数えてわかる、よくわかっておるわけであ

りまして、これら対策については、何としてもやは

り考えていかなければならないという御心配の議員

の御質問によく理解をするわけでありますが、これ

を今ひとつ、先ほども申し上げましたように、上富

良野町だけでなく、その沿線の中でひとつ組織立て

ができ得ないのかと。 

 町が事業主体になって、これを対応するというこ

とには１００％なり得ないというふうに思いますの

で、今このアグリパートナーにつきましては、農業

委員会が中心となって、対応をしていただいており

ますし、これにつきましては、先ほどお答えさせて

いただきましたように、経費につきましては農業協

同組合と町との経費の中で対応をしております。ま

た、町のアグリパートナーの要員につきましては、

町がお願いした職員という形になって、対応をして

いるわけでありますから、そういうようなことで商

工会、あるいは沿線の商工会等々で、あるいは青年

部等々でそういった組織をつくり上げていただきな

がら、そういう事業に対する支援策について、町と

してできる限りの支援を進めていくという、その状

況に応じては考えられ得るものというように思いま

す。 

 御案内のとおり、第４次総合計画の目標人口、最

終年度の平成２０年度には１万２,５００人の目標

人口を掲げておるわけでありますが、そのためには

毎年８０名からの若者を定住させないと、最終年度

の平成２０年度で目標の１万２,５００人を確保で

きないというのがシミュレーションになっておるわ

けですから、そのためにも農業後継者、そして商工

業の後継者が定住していただくという方向に努力し

ていくということにつきましては、議員と同じよう

な考えを持っておりますので、御理解を賜りたい

と。 

 それから住居手当につきましては、これは例えば

減らすことも差をつけること、ふやすことも差をつ

けることということでありますから、基本的に法に

触れるというようなことから、その対応はでき得な

いというように思っております。 

 また、住居手当の額の、ずっと対応でき得るのか

というお話でありますが、これにつきましては住居

手当も見直しを図るべきという御意見も承っておる

ところでありまして、町といたしましては、議員御

発言にありましたように、このことによって自己の

住宅を建てていただく。建てていただくことによっ

て、固定資産税は応分にいただくわけでありますか

ら、それ相応の対応ができるというふうに認識いた

しておりますけれども、ただ今日の財政状況からす

るならば、あらゆる分野で聖域なく見直しをしなけ

ればならないときが来るだろうと。ここにも手をつ

けるときが生ずるかもしれないというようなことで

御理解を賜りたいと。 

 地域業者の対応につきましては、また別な観点か

らの対応等々も含めて、今後の課題として研究して

まいりたいというように思いますので御理解を賜り
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たいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 先ほどのアグリパート

ナー、及び仮称ビジネスパートナーの件でございま

すが、本当に町にとって宝でもあります後継者、そ

してその花嫁問題については、早急な対策をお願い

したく思います。 

 また、加えまして、来てもらうだけが大事なこと

ではなく、来ていただいた花嫁さん及びその後継者

の配偶者のその後の対応というのも、町にとってそ

の後の残念な結果にならないような横の連携を取り

あうべく活動をしていただける補助をお願いしたい

と思います。 

 現在の商工会の現状においては、我々の仲間の青

年部も含めた中で、子供の夏休みも返上、土日も返

上して、町のイベント等、町おこしに参画している

のが現状でございます。活発な町づくり活動という

のは、町の宝でもある人口の削減のストップにもな

るということで、その役目は非常に大きなものであ

ると思います。現状、家族親睦等々の費用すら、す

べてその自主財源で賄っているのが現状でありまし

て、それらに若干の大事な大事な配偶者と家族との

交流を図る補助等々がありましたらば、そこらに回

している自主財源等々もほかのもっとより有効な研

修等の方に回すこともできることも御配慮を願いた

いと思います。 

 また、先ほど２点目の住居手当についてでござい

ますが、そういった法的な部分に触れるということ

も重々理解はしておりますが、やはり現状、本当に

厳しい商工業者の身にもなって考えていただきたく

思いまして、いわゆる農業だけが地産地消でないと

いうことも十分理解していただきたく思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁をお願いいたし

ます。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 町といたしましても、基本的に農業後継者だけが

町の住民ではありません。ただし、基幹産業という

位置づけの中で、農業後継者も重要でありますし、

商工業の従事者につきましても町としての重要な部

分でございますので、その対応につきましては、先

ほどもお話申し上げましたように、ひとつ町として

でき得る限りの支援策を考えたいというように思い

ますので、組織づくりについて、ひとつ青年部が中

心となって努力をいただければというふうに思うと

ころであります。 

 また、地域商工業の活性化の問題等々に含めまし

ては、今後も重要な課題でありますので、行政とし

ての対応につきましても、より一層精査しながらの

支援の充実を図っていきたいというように思います

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１２番

金子益三君の一般質問を終了をいたします。 

 これにて、一般質問を終了をいたします。 

──────────────────                
◎散  会  宣  告 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、本日の

日程は全部終了をいたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明１６日は、本定例会

の３日目で開会は９時でございます。定刻までに御

参集賜りたいと存じます。 

 以上であります。 

午後 ２時２２分 散会 
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○議事日程（第３号） 

第 １ 会議録署名議員の指名の件 

第 ２ 議案第 １号 平成１５年度上富良野町一般会計補正予算（第５号） 

第 ３ 議案第 ２号 平成１５年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第 ４ 議案第 ３号 平成１５年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第 ４号 平成１５年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第 ６ 議案第 ５号 平成１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ７ 議案第 ６号 平成１５年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２号） 

第 ８ 議案第 ７号 上富良野町組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例 

第 ９ 議案第 ８号 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例 

第１０ 議案第 ９号 上富良野町公共下水道事業設置条例の一部を改正する条例 

第１１ 議案第１０号 上富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例 

第１２ 議案第１１号 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１５国債）請負契約締結の件 

第１３ 認定第 １号 平成１５年第３回定例会付託 

議案第４号 平成１４年度上富良野町企業会計決算認定の件 

第１４ 認定第 ２号 平成１５年第５回臨時会付託 

議案第７号 平成１４年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

第１５ 発議案第１号 上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例 

第１６ 発議案第２号 季節労働者冬期援護制度に関する要望意見の件 

第１７ 発議案第３号 北海道新幹線の建設促進を求める意見の件 

第１８ 閉会中の継続調査申出の件 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

───────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は、１８名であります。 

 これより、平成１５年第４回上富良野町議会定例

会３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等、諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中

の継続調査として、別紙配付のとおり調査事項の申

し出がありました。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営

等、諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より議長において、 

１２番  金 子 益 三 君 

１３番  村 上 和 子 君 

を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第１号平成

１５年度上富良野町一般会計補正予算（第５号）の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程されまし

た議案第１号平成１５年度上富良野町一般会計補正

予算（第５号）について、先に提案の趣旨を御説明

申し上げます。 

 まず、経年変化から老朽化し、懸案となってござ

います公民館の改築計画につきまして、今後の具体

的な議論につなぐために、実施設計費の予算を措置

いたします。次に、東中町有林の雪害に対し、森林

国営保険金を受けること。また、町民の方々から

ちょうだいした御寄附の趣旨に沿うべく予算措置を

行うこと。さらには、既に議決をいただいている各

事務事業に係る予算において、増額あるいは減額す

る要素が出たために、予算調整を行うことのほか、

繰越明許の設定１件、債務負担行為として追加及び

変更するもの２件並びに既定の３事業につきまし

て、地方債限度額を変更することなどを内容としま

して、全体の補正予算を編成し、上程した次第でご

ざいます。 

 それでは、議案の内容に入ってまいります。 

 議案第１号平成１５年度上富良野町一般会計補正

予算（第５号）。 

 平成１５年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

 以下、予算条文について朗読いたします。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４２７万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９９億６,２１０万７,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３

表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第４条、地方債の変更は、「第４表 地方債補

正」による。 

 それでは、１ページをお開き願います。 

 この１ページから４ページまでは、地方自治法に

基づく議決項目の部分でございます。それぞれ朗読

しながら、必要なところは概要を申し上げてまいり

ます。 

 第１表の歳入歳出予算補正のところでは、款ごと

の補正額のみ朗読をいたします。 

 １、歳入。 

 １０款分担金及び負担金２０３万１,０００円の

減。 

 １２款国庫支出金７２２万８,０００円の減。 

 １３款道支出金２２２万８,０００円。 

 １４款財産収入４７万７,０００円。 

 １５款寄附金１６万円。 
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 １８款諸収入２７１万８,０００円。 

 １９款町債６０万円の減。 

 歳入合計は、４２７万６,０００円の減でござい

ます。 

 次、２ページの２、歳出に移ります。 

 １款議会費４２１万６,０００円の減。 

 ３款民生費９５９万８,０００円。 

 ４款衛生費３９７万９,０００円の減。 

 ６款農林業費２５５万８,０００円の減。 

 ８款土木費８７１万８,０００円の減。 

 １０款教育費１２８万８,０００円。 

 １５款予備費４３０万９,０００円。 

 歳出合計も、４２７万６,０００円の減でござい

ます。 

 次に、４ページに移ります。 

 第２表の繰越明許費につきましては、新たに設定

するものでございます。 

 当初予算におきましてお認めいただきました表記

本件の業務につきましては、本年７月に制定されま

した次世代育成支援対策推進法に基づき、詳細な調

査と、北海道との協議に年度を超える時間を要する

見込みとなりましたことから、その相当額につきま

して繰越手続をするものでございます。 

 次に、４ページの第３表、債務負担行為補正につ

いてでございますが、まず、１点目の追加につきま

しては、５戸の農業者から農業経営の改善に向けま

した資金需要がございまして、その金利負担の軽減

を図るために、制度にのっとりまして、長期にわた

り利子補給するものでございます。 

 次の変更につきましては、現在、２カ年計画でと

り進めてございます泉町北団地の町営住宅建てかえ

事業の額につきまして確定しましたことから、総額

の一部を減額変更いたすものでございます。 

 次に、第４表の地方債補正におきましては、表に

掲げてございます３事業につきまして、事業費の確

定等によりまして、限度額の変更をいたすものでご

ざいます。 

 以上が、議決項目の部分の概要でございます。 

 なお、５ページ以降につきましては、歳入歳出予

算補正に関します明細書と、さらに６５ページから

は、今回該当します各種調書を添付してございます

が、既に御高覧いただいているものと思いますの

で、説明は省略し、議案第１号の概要の説明といた

します。 

 御審議いただき、原案をお認めくださいますよう

お願い申し上げます。 

 失礼いたしました。各種調書につきましては、

ページ数の誤りがございましたので、御訂正いたし

ます。 

 ４５ページからついてございますので、ごらんを

いただきたいと思います。大変失礼いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ページ数を申してください。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第３ 議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第２号平成

１５年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２号平成１５年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案内容を御説明申し上げます。 

 第１点は、一般会計からの繰り入れに関しまし

て、基盤安定繰り入れの保険税軽減対象額の減、同

じく保険者を取り巻く諸情勢に対応した支援分につ

きまして、その支援率が定まったことによる精査

減、財政安定化支援事業の額の確定による増などの

ほか、一般会計財源調整精査を行うものでありま

す。 

 ２点目は、退職医療における療養費におきまし

て、補装具等に対する償還払い給付の増、また、一

般被保険者の移動に伴います保険税の還付件数の増

に対応しようとするものであります。 

 ３点目は、これまで国保連合会より受ける各種情

報統計につきましては、すべてペーパーによるもの

で、その処理につきましては、再度コンピュータへ

打ちかえ、利用、返信を行ってきたところでありま

すが、このたび連合会におきましてシステム開発が

行われ、ＩＳＤＮ回線により、データの利用、送付

が可能となったため、情報保護の観点から、専用機

器整備を義務づけられており、コンピュータなど、

その整備を行おうとするものであります。また、庁

内イントラネット整備のため、各会計間の財政調整
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により、コンピュータ等の整備負担を行うものであ

ります。 

 ４点目として、収支の差額財源として予備費を充

当しようとするものであります。 

 以下、議案朗読により説明申し上げます。 

 議案第２号平成１５年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成１５年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５９３万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１１億９,３７３万５,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。款の補正額のみ申し上げます。 

 ３款療養給付費交付金２５万円。 

 ７款繰入金６１８万８,０００円の減。 

 歳入合計、補正額５９３万８,０００円の減、補

正後の総額１１億９,３７３万５,０００円でござい

ます。 

 次に、歳出。 

 ２、歳出。 

 １款総務費６４万円。 

 ２款保険給付費２５万円。 

 ９款諸支出金３０万円。 

 １０款予備費７１２万８,０００円の減。 

 歳出合計、補正額５９３万８,０００円の減、補

正後歳入、同額の１１億９,３７３万５,０００円と

なるところでございます。 

 以下、３ページ以降の事項別明細書につきまして

は、説明を省略させていただきたいと存じます。 

 以上で、説明といたします。御審議賜り、承認く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 全般にわたってお伺いした

いのですが、比較的国民健康保険税については、近

年、収納状況等が、社会的な要因も含めて、高いと

いう状況もあわせて、支払いが滞りがちになるとい

う状況があります。現況では収納状況はどのように

なっているのかということとあわせて、来年、この

まま、予想でありますが、大体繰越額がどのぐらい

予想されるのか、基金残高とあわせてお伺いしたい

というふうに考えています。 

 さらに、来年以降、来年、このまま財政の安定的

な確保という点では、保険料の、保険税の改定とい

うのも考えておられるかどうか、その点もあわせて

お伺いしたいというふうに思います。というのは、

今、多くの方が健康保険税については、町も大変か

というふうに思いますが、支払いもかなりな窮屈な

事態になっているということもあります。そういう

ものもあわせて、少しでも軽減対策ができればとい

う思いもありますので、その点もお伺いしたいとい

うふうに思います。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

にお答えしたいと思いますが、現在の税の収納額に

つきましては、大体前年と同等ぐらいで、最終的に

は、これはあくまで予測でございますので、御理解

いただきたいと思いますが、おおむね９５％を

ちょっと超えるぐらいになるのではないかなという

一つの予測を持ってございます。今後の部分もござ

いますので、その辺を勘案をいただきたいと思いま

す。 

 次に、繰越額でございますが、これにつきまして

は、まだ今の段階、支払いの関連も相当ございます

ので、ただし、前年よりは繰越額については落ちて

くるのではないかなというふうに思ってございま

す。 

 基金の残高につきましては、現在、まだ本年度分

について支消いたしてございません。７,５００万

円でたしかお願いを申し上げているわけでございま

すが、実質、現在１１億４,０００万円強でござい

ます、残高といたしましては。 

 それから、税の改定の問題でございますけれど

も、現状で、医療費の支払いにかかわりましては、

ある程度の増額を予想しなくても大丈夫ではないか

なというふうには思ってございますが、ただ、御承

知のように、特に老人保健への拠出の金額につきま

しては、まだまだその定まる時期が後半になってま

いります。非常にこの金額に左右されるということ

を御理解を賜っておきたいと思いますが、医療の部

分につきまして、この老人保健にかかわる拠出金を

含めましても、何とかしのげるのではないかなとい

うふうには思ってございます。あくまで思っており

ますということで理解をいただきたい。 

 ただ、介護納付金につきましては、ここ数年、５

％ずつの上昇が続いてございます。介護保険導入の

段階では、その支援策として、国からの資金援助が

若干ございまして、これらを繰り越しながら今日ま
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でまいってきてございますが、平成１５年度から

は、それらについては非常に厳しい状況になってき

てございまして、さらに５％ずつの上積みが要求さ

れてくるということになれば、非常に介護納付金の

部分については厳しいものがございます。医療と介

護納付金との間には、それぞれ財源の違いがござい

ますので、これらの対応はどうしてもしていかなけ

ればならない状況があり得る可能性が高いというこ

とだけは御理解を賜っておきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第４ 議案第３号 

○議長（中川一男君） 次に、日程第４ 議案第３

号平成１５年度上富良野町老人保健特別会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第３号平成１５年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案内

容について御説明申し上げます。 

 老人医療の伸びが、前年に比べ、件数で約５％、

医療給付で約７％の伸びを示してございまして、こ

れに対応しようとする補正内容でございます。 

 以下、議案朗読により説明申し上げます。 

 議案第３号平成１５年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成１５年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,５１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１４億４,４１７万８,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページ、２ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。款の補正額のみ申し上げます。 

 １款支払基金交付金２,２３２万２,０００円。 

 ２款国庫支出金８５１万９,０００円。 

 ３款道支出金２１３万円。 

 ４款繰入金２１２万９,０００円。 

 歳入合計３,５１０万円、合計いたしまして１４

億４,４１７万８,０００円でございます。 

 次に、歳出。 

 ２、歳出。 

 ２款医療諸費３,５１０万円。 

 歳出合計、補正額３,５１０万円、総額、歳入と

同額の１４億４,４１７万８,０００円でございま

す。 

 ３ページ以降の事項別明細書につきましては、説

明を省略させていただきます。 

 以上で、説明といたします。御審議賜り、御承認

くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第５ 議案第４号 

○議長（中川一男君） 次に、日程第５ 議案第４

号平成１５年度上富良野町介護保険特別会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成１５年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案の要旨を申し上げます。 

 補正の内容でございますが、介護保険給付にかか

わる審査支払い事務等につきまして、これまで保険

者であります市町村と国民健康保険連合会との間

で、フロッピーディスク、磁気媒体でございます

が、または紙の送付の方法により情報のやりとりを

行ってきたところでございますが、国民健康保険団

体連合会におきましては、給付実績状況の情報提供

の迅速化や、それからレセプトの点検強化などを図

るために、すべての保険者に対しまして、専用回線
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によります電送方式に見直すよう、システムの整備

を促しているところでございます。この事務処理シ

ステムの見直しに当たりましては、保険者機能強化

特別対策給付金ということで、整備費用の１０分の

１０の国庫補助が適用されることから、この給付金

を受けまして、専用回線の整備や電算処理システム

の改修、それから電送環境整備用の備品の購入など

の所要額を計上いたすものでございます。 

 以下、議案を朗読して説明といたします。 

 議案第４号平成１５年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成１５年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５億７,４７３万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款の補正額のみを申し上げます。 

 ２款国庫支出金７１万円。 

 歳入合計の補正額７１万円。補正後の総額５億

７,４７３万円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費７１万円。 

 歳出合計の補正額７１万円、補正後の総額５億

７,４７３万円であります。 

 ３ページ以降の歳入歳出予算補正事項別明細書、

総括、歳入歳出の内容につきましては、説明を省略

させていただきます。 

 以上でございます。御審議いただきまして、御議

決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 医療とか介護は広域でとい

う形に徐々になっていくかと思うのですけれども、

広域ということになりますと、５市町村ということ

を考えますと、５段階があると、料金についても。

この段階のどの辺に持っていくのか。新聞等見ます

と、安いのがいいということで、低い方に設定した

ところが、やはりサービスが落ちて、苦情が出てい

るのです。その辺のところをどの辺に持っていくか

というのが１点と、それから、町民への説明。ただ

自分たちで決めるということだけではなく、町民へ

の説明についてどのようにお考えか、お聞きいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ４番梨澤議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ただいま介護保険の事務等につきましては、今、

広域での取り組みの御質問でございますけれども、

この富良野圏域につきましては、それぞれの市町村

が保険者という形で今事務を行っているところでご

ざいますが、広域連合でという取り組みの形も求め

られるところでございますが、今の現状のところ、

富良野圏域におきましては、介護保険事務の広域化

については、その辺の協議等もなされていないとこ

ろでございますが、したがいまして、介護保険料の

水準、あるいは介護サービスの水準とかという部分

については、５市町村それぞれ特徴がございまし

て、介護保険料につきましても、この５市町村の中

では上富良野が一番低い水準でございます。また、

介護サービスの水準につきましても、それぞれの市

町村において違いがございます。上富良野町におい

ては、在宅介護の方にシフトを置いて、それらの

サービスを提供させてもらうというような考え方で

進めてございます。そんなようなことで、町民の方

の説明につきましても、るる広報でも掲載をさせて

いただいてもございますが、それぞれいろいろな

サービスの事業所を通じて、あるいは窓口を通じ

て、住民の皆さんには、このまちの介護保険の実態

については周知をさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ほかにございませんか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今の介護認定における出現

率の問題でお伺いいたしますが、町の報告では、平

成１２年から比べて、若干３ポイントぐらいは１４

年度の実績では上回っておりますが、比較的１３年

度から比べて、余り急激な上昇が見られないという

状況があるかというふうに思いますが、今後、高齢

者の方がふえるという状況の中で、この出現率の推

移というのは、現行のいわゆる１５％を１００とし

た場合に、さらに上昇する可能性というのは当然出

てくると思うのですけれども、そこら辺の推計とい

うのはここに出ているかと思うのですが、ちょっと

どういうふうになるのか若干お伺いしたいのと、あ

わせて、利用率との関係で言えば、ほぼ７割台を、

サービスの利用率で言えば維持しているという形に

なっております。そういう中で、過去の実績報告書

の中にも、利用料の兼ね合いの中で、負担の軽減を
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求めるというようなアンケートに対する回答もあり

ましたが、これらに対する町の考えというのは、現

況ではどのようにお考えになっているのか、この点

についてあわせてお伺いしたいというふうに思って

います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の２

点の御質問でございますが、まず、介護認定者の推

計といいますか、どれぐらいの出現率でという御質

問でございますが、町におきましては、高齢化が進

むとともに、当然にして身体機能や何かの衰えとい

うことで、介護認定者は予測されますが、要介護の

認定を受けないような形を進めるべく、別な介護予

防という視点を重点に置いて、転倒予防の教室と

か、あるいは筋力の向上の訓練とかという、こうい

うような介護予防の方に重点を置いて今取り組みを

させていただいてございますので、極力この出現率

は、今現在１５％程度を見込んで、要するに要介護

の介護者がふえないような形の取り組みをさせてい

ただいているということで、そういうふうなことで

まず御理解いただきたいということでございます。 

 もう１点、要介護認定になった方の介護サービス

の利用の問題でありますが、これについても、介護

サービスをできるだけ、要介護認定を受けたら極力

重度化しないような形で、介護サービスを利用して

いただくというような趣旨で、今、町の独自の施策

で利用料の軽減措置を講じてございますが、この趣

旨に沿って、これらについてのことは必要でないか

というふうな考えで認識しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第６ 議案第５号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第５号平成

１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程され

ました議案第５号平成１５年度上富良野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、

初めに補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、消費税の還付金の確定によ

ります減額補正ですけれども、減額の要因といたし

まして、課税売上げに当たります下水道の使用料の

収入が当初見込みより増額になったこと、また、課

税仕入れに当たります建設事業費が減額になったこ

と等によります仕入れ控除額が減ったことによるも

のでございます。 

 歳出につきましては、施設管理費の今後のマン

ホール等の補修を見込み、工事請負費の増額と、事

業費確定に伴います減額補正でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第５号平成１５年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１５年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２２０万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５億９,２６１万９,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。款の補正額のみを申

し上げます。 

 １、歳入。 

 ６款諸収入２２０万２,０００円の減。 

 歳入の合計２２０万２,０００円の減でございま

す。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費２３７万５,０００円の減。 

 ３款予備費１７万３,０００円。 

 歳出の合計２２０万２,０００円の減でございま

す。 

 ３ページから６ページの歳入歳出予算補正事項別

明細書につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

 以上、補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして、御承認いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論

を終了いたします。 

 これより、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第７ 議案第６号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第６号平成

１５年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され

ました議案第６号平成１５年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第２号）につきまして、補正の要旨

について御説明申し上げます。 

 予算第３条に定める収益的収入及び支出におい

て、医業費用の補正をさせていただくものでありま

す。 

 補正額は、科目、項と項との間における充用によ

り、補正額はゼロでありますが、議決科目でありま

す項の既決予定額の変更により、議決を要すること

となることから、御提案いたすものであります。 

 補正は、診療材料費に６５０万円を補正するもの

であります。 

 内訳として、内科の内視鏡検査及び手術に係る材

料費２５８万円、外科手術に係る材料費１２０万

円、画像フィルム等の材料費１８５万円、紙おむつ

４８万円、手袋１２万円、検査試薬２７万円等であ

ります。 

 増額の要因でありますが、内科診療では、内視鏡

による膵臓や胆道検査などに要する材料費の増。外

科診療では、医療手術の増加に係る材料費の増や、

人工血管等の材料費の発生によるものであります。

画像フィルムは、Ｘ線コンピュータ断層装置と放射

線業務量の増大によるものであります。紙おむつ

は、おむつを使用する患者の増加によるものであり

ます。手袋は、採血、消毒、介護時の着用の増によ

るものであります。検査試薬は、血糖値検査等、業

務量の増加によるものであります。 

 なお、補正予定額に対する財源につきましては、

予備費１８１万２,０００円をあて、さらに不足す

る４６８万８,０００円は、院外処方の進展により

執行不用が見込まれる薬品費を充当させていただく

ものであります。 

 以下、議決を要する項目について、朗読し、説明

といたします。 

 議案第６号平成１５年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）。 

 （総則） 

 第１条、平成１５年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 支出。 

 第１款病院事業費用９億７,５１０万１,０００

円。補正額ゼロ。予算合計額９億７,５１０万１,０

００円でございます。 

 第１項医業費用９億５,４８８万３,０００円。補

正予定額１８１万２,０００円。計９億５,６６９万

５,０００円。 

 第４項予備費、既決予定額１８１万３,０００

円、補正予定額１８１万２,０００円の減。計１,０

００円。 

 次に、１ページ、２ページの平成１５年度上富良

野町病院事業会計補正予算実施計画と、３ページ、

４ページの予算説明書は省略させていただきたいと

思います。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、お認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第８ 議案第７号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第７号上富

良野町組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程されまし

た議案第７号上富良野町組織機構改革に伴う関係条

例の整備に関する条例につきまして、先に提案の趣

旨を説明申し上げます。 
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 本町の組織機構は、今までも時代の流れに沿いま

して姿を変えながら現在に至っているところでござ

います。 

 現在の機構は、平成７年の地方分権推進法制定以

降、国と地方の役割を明確にすることで、地方の具

体的な対応が求められていたことや、経済不況の中

で、国及び地方がともに財政構造の改革を積極的に

行うことが急務であったことなど、背景を踏まえま

して、簡素でかつ効率的な体制にすることを目的と

しまして、平成１１年４月に、一部スタッフ制とあ

わせまして導入したものであります。 

 その後、４年が経過した現在においては、地方分

権時代における行政機関として、さらなる体制の構

築や、景気低迷による深刻な財政状況への対応、ま

た、変化する行政ニーズに対応できる体制等へ変換

することが強く求められております。 

 このような時代の要請にこたえ得る新たな体制の

実現を目指し、現行における延べ１６課を、町長部

局では総務課、企画財政課、税務課、町民生活課、

保健福祉課、産業振興課、建設水道課、ラベンダー

ハイツ並びに町立病院の九つの課に再編し、ほか、

職員を専任配置します議会事務局及び１課体制にす

る教育委員会事務局を加えた、延べ１１課に改める

ものといたします。 

 この１１課で構成する町の行政機関の中で、現在

の行政水準を今後も続けることが困難となっている

今日の財政構造を、どのように転換すれば将来にわ

たり持続可能となるかの道筋を検討する部署としま

して、企画財政課に新たに課長職を責任者として配

置する行政改革推進事務局を設けることにいたしま

す。 

 また、現在、課の中に設けている６５の係につき

ましては、大幅に統合する中で、職員が有している

潜在能力を最大限に発揮できる環境とするために、

現行係制を廃止し、それにかわるものとして、課の

守備範囲に応じまして、課ごとに２または３程度の

班を設ける体制に再構築いたします。このことによ

りまして、職員の配置方法としましては、管理職を

除く職員は、町長におきまして課に配置するのみと

し、課内の班への配置は課長の職務権限といたすも

のでございます。 

 また、新組織の中では、大括りとなります班ごと

に、今まで以上に横断的、機動的、弾力的な機能を

発揮させることができる環境を整え、組織力の向上

に努めてまいります。 

 以上申し上げましたことを基本方針としまして、

平成１６年４月から新体制に移行するために、現段

階で改正を必要とする条例を一括して改正すべく、

本議案を上程した次第でございます。 

 なお、このたびの機構改革に伴い、町民に対し十

分に周知することや、関係する規則の改正手続等に

つきましては、３月までの間に順次とり進めてまい

る予定でございます。 

 それでは、以下、議案内容の要点について説明し

てまいります。 

 議案第７号上富良野町組織機構改革に伴う関係条

例の整備に関する条例。 

 まず、第１条では、議会及び教育委員会などを除

く町長の権限に属します事務部局における課の組織

を、冒頭申し上げました九つの課に再編するもので

あります。 

 改正条例の第１条に列記してございます９課とな

るわけでございますが、特に２号では、政策部門と

財政部門を統合することから、名称を企画財政課に

改めるものでございます。 

 また、６号の産業振興課では、地元の基幹産業で

ございます農業及び商業、観光部門を統合した課の

枠組みといたすものでございます。 

 また、７号の建設水道課は、現在の道路河川及び

上下水道関係に、さらに住宅関係部門を統合し、技

術力を集約することで、効率的な体制とするもので

ございます。 

 また、改正条例の第２条におきましては、それぞ

れの課ごとに代表する事務を明記してございますの

で、ごらんをいただきたいと思います。 

 次に、第２条では、職員定数条例を全部改正する

ものでございますが、現在の条例定数２４４名の中

で、総数の増加を今後抑制する必要から、教育委員

会を除きます他の行政委員会事務局職員は、すべて

兼任で配置する内容としまして、全部改正するもの

でございます。 

 次に、第３条の職員の給与に関する条例につきま

しては、まず、別表第３では、級別に職務分類を定

めてございますが、冒頭申し上げましたように、係

制を廃止し、班体制とすることから、必要な職名を

改めるものでございます。 

 また、別表第５に定めてございます職名、生活指

導員につきましては、国の名称変更にあわせまして

改正をするものであります。 

 また、別表第６の管理職手当の支給対象職の名称

につきましても、機構改革にあわせまして、表に掲

げている内容で全部改正をするものでございます。 

 次に、条例の第４条から第７条までの関係につき

ましては、このたびの機構改革に伴い、それぞれの

条例に基づきます附属機関等の事務局を司る課の名

称を改めるものでございます。 

 以上、議案第７号の概要説明といたします。原案

お認めくださいますようお願い申し上げます。 
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○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 組織機構改革に伴う条例

の改正に反対するものではありませんけれども、６

番目の産業振興課、統合される産業振興課とは、果

たして町民にとって簡素で効率的なものになるのか

どうか。例えば町民が旧の農業振興課、こういうこ

とで農業問題で行きたいといったところに、産業課

に訪れます。そうすると、旧の観光商工課の方が対

応に出られて、それらについて話しましても、

ちょっとわからないような状態になったり、それか

ら、その課の方がちょっとどこか席を外していらっ

しゃらないと、こうなると、かえって町民にとって

は今までよりも混乱が起きたりするのではないかと

思いますし、今までですと、一つの仕事をどちらか

というと取り組んでやっていらしたわけでございま

すけれども、そういうことでないとなれば、違う仕

事はいつ覚えることになるのか。かえって時間外で

勉強などをしてということになれば、かえって効率

が図れるのかどうかということが、今、地方分権時

代になりまして、職員の方も非常に仕事量がふえて

おります。そこへもってきて、この産業振興課のと

ころが、一番ここら辺がどうなるのかなというふう

に思うわけでございますけれども、職員の方も意識

改革されて臨まれると思うのですけれども、昨日町

長のお話、答弁の中では、商工観光と農業振興とと

もに、横の連携を図って、町としては財政、そうい

う横の連携、一番産業振興というのは町にとっても

本当に大切な課になるのではないかと思うのですけ

れども、そこら辺が、横の連携というところが、こ

れは課長職のリーダーシップというのでしょうか、

これまた大変なことになりますでしょうし、係長は

主査で課長補佐は主幹と、こういうふうな名称変

更、名称だけでどうなるものでもないかもしれませ

んけれども、職員の方が意欲をなくされるのではな

いかとか、いろいろな心配が、町民にとって本当に

簡素で効率的な役場になってよかったなというよう

なものになるのかどうか、ちょっと心配するところ

でございますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １３番村上議員の３点

の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の御質問でありますけれども、担当

がいないからの話につきましては、以前から意見を

ちょうだいしているところでありますが、この関係

につきましては、機構改革にかかわらず、現体制の

中でも、担当がいないということで対応することが

いかに町民から支持を得ないかということになりま

すので、この機構改革を機に、さらにその辺の対応

の仕方を十分町民に意が伝わるようなことで努力を

しなければならないというふうに考えているところ

でございますが、今言われるように、今の現行の機

構の中でも、専門的に担当する者がいないと詳細な

対応ができないというのが実態でございますので、

それらについては、２点目にありますように、行政

万般にわたる事務をどのように精通させることがい

いのかにつきまして、これは課題であります。 

 そのようなことも含めまして、今回、班体制の中

で、２点目の質問にも入りますが、一定程度、その

課に在席することが必要であろうというふうに考え

ているところであります。改めて言うまでもなく、

現在までの１６の単位の課が１１になるわけであり

ますので、課ごとに、ある意味では守備範囲が広く

なるということでございます。そういう観点で、そ

こに一定年限を在席することで、担当外の課の業務

についても精通をしていただくということが求めら

れているというふうに考えますので、そのようなこ

とが実現できるよう努力しなければならないという

ふうに認識をしているところであります。 

 それと、詳細な内容につきましては、先般も議員

の皆様に、改革に伴います実施計画書をお渡しして

ございますので、その中で、課長の役割、それか

ら、今度、班の責任者として配置されます主幹の役

割、それからスタッフとなります中での主査のリー

ダーシップの取り方等については、実施計画書の中

で記してございますので、その実現に向けて努力を

しなければならないというふうに思うところでござ

います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） ちょっと二、三点お聞き

したいのですが、まず、ここには旧で係というのが

あって、この係制がなくなって、いわゆる主幹と主

査という体制のもとに、班体制をとるということな

のですが、今、いわゆる現体制で言われている、こ

れから主幹に当たる、いわゆる補佐の方々が、新体

制では全部班長になるというとらえ方でいいのです

か。 

 そしてもう１点、いわゆる今言われたように、ス

タッフ制ということで、すぐには機能しないのかも

しれないですけれども、いわゆる自分の従来今まで

専任で係長なりやっていたものを、スタッフ制をす

ることによって、全体の把握をするように努めてい

かなければならないのだということですよね、今の

説明ですと。ですと、ちょっと確認したいのです

が、例えば総務に総務班と情報管理班がありますよ
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ね。この班の中で、いわゆる今言った、トータルで

全体把握、知識を深めていかなければならないなと

いうことであるとするならば、いわゆる情報管理班

の班長と、それから総務班の班長というのは、これ

は区分けしてやるのか、それとも、総務課全体のこ

とをみんなが覚えて対応できるようにしなければな

らないというとらえ方なのか、そこら辺も一つ説明

していただきたい。 

 それから、今、企画調整課、今度企画財政となる

のですが、やはり企画と、いわゆる計画と、あわせ

て財政も一緒になるということは、私ちょっと問題

があるのでないかなと。前にも、この機構改革に当

たって、いわゆる企画と、それから財政と一緒にし

たいというような考え方もあって、話も出てきた

と。そのときに、議会としてもこれはまずいと、だ

めだということで、今の企画財政という案にはなら

なかったはずなのです。私は今もそういう考え方を

しているのですけれども、いわゆるそれが一緒にな

りますと、計画もお金も、極端なことを言えば自由

につけられる可能性もあると。いわゆる機構の中

で、いわゆる牽制作用というものが私は組織の中で

も必要だと思うのです。また反面、そういう助け合

うという機構も必要だと思うのですけれども、やは

り財政と、それからこれから何かやろうと、計画を

していこうというときに、これが一緒になるという

のは、私はある意味では、仕事としては非常にいい

部分もあるですけれども、悪くすると偏ったりする

可能性も非常に出てくると。偏ったときに修正がき

かない。そういう部分で、私はちょっと問題がある

のでないかなと。やはりそういうものはお互いに規

制し合いながら、牽制し合いながら、最後は町長が

いて決めるわけですから、決断するわけですから、

私はそういう部分、町長のそこら辺の裁量が離れて

いって、課のいわゆるそこの担当のところで偏った

り、表現はちょっと悪いのですけれども、そういう

可能性が出てくる危惧を持つものですから、この企

画と財政が一緒になるというのは、非常にはっきり

申し上げまして反対ですし、なぜこういう体制をと

ろうとするのか。前回、議会でもこういうことが

あったときに、だめだということで、たしかそれは

とりやめになったはずなのです。それがどう参考に

されたのかどうか、私わかりませんけれども、やは

りそういう部分では非常に問題があるぞということ

で、その点、どうお考えになっておられるのか、お

聞きしたいと思います。 

 それから、ここに主査と、いわゆるスタッフ制の

中で、主幹と主査ということで、言葉としてはいた

だいた資料の中に説明はしてあるのですけれども、

どうもすっきり理解できない部分があるのですが、

いわゆる主幹が班長さんになって、その下にスタッ

フ制ができて、中心にして、それで従来の係長職で

ある、今度は主査が、いわゆるスタッフの中のリー

ダーになるのだということで説明があるのです。そ

うすると、では今度、主幹である方が、その班の中

をまとめてはいくのですけれども、実際にリーダー

をするのは主査で、主幹はそれをまとめていって、

課長と調整をするのだということになりますと、何

かどこが中心でリードしていくのかというのが

ちょっと明確にならないのでないかなということを

今ちょっとお聞きするのですけれども、そこら辺の

ところをはっきり、やはりしていくことの方が僕は

いいと思うのです。 

 これで見ますと、新しい体制、各班ですから、各

班ごとに従来のいわゆる補佐職が全部入るという理

解でいいのですね、これは。そうなると、各課に班

ごとにいるから、こういう班が、例えばことしは３

でやったけれども、例えば２年経過したら、どうも

まずいぞと。そうすると、減らしたりふやしたりと

いう可能性も出てくる可能性がありますし、もう一

つは、この仕事の中でうまく機能しなかったら、班

編成をまた変えることが可能だということですよ

ね。そうすると、いわゆる仕事がうまくいっている

ときは非常にいいスタッフですけれども、どうも人

間的に能力差もありますし、意欲の差もあると思う

のですけれども、そういうものが出てきたときに、

今度また班編成を変えるぞとなってしまうと、逆

に、うまくまた再編成できればいいですけれども、

できなかったところは、また問題を抱えると。問題

が表にどんどん出てきたときには、修正がきかなく

なってくるのではないかという心配をするのです。

ですからそういう部分で、そういう柔軟性はいいの

ですけれども、そこら辺のところは、１回決めた

ら、町長はそこに課づけをするということでするの

か、それともそれはきちっと固定させてしまうの

か、そこら辺のところを確認しておきたいと思うの

ですけれども。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １７番西村議員の３点

の御質問にお答えします。 

 まず、１点目の仕事の進める単位のことであると

思いますが、現行では、課内にございます係が仕事

を進める単位ということになってございます。仕事

につきましては、進める推進力と、あとはそれをど

う管理するかということで、要するに縦と横の関係

については絶えず職場の中にはあるわけでありま

す。今提案しています内容につきましては、現行の

係制を廃止しまして、課の中にもう少し広い、大括
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りとするようなことをイメージした班を設けるとい

うことでありますので、従来から申し上げますと、

仕事を進める単位がもう少し広い単位になるという

ことであります。そのことで、最終的にはそれぞれ

の職員が有している能力を最大限発揮して、組織力

につなげるということを想定しているわけでありま

すが、これらにつきましては、今考えている内容に

つきましては、より効率的、機動的、弾力的に対応

する単位が、６０もある係で進めることが問題だと

いうこともありましたので、そういう観点で、単位

である係を廃止しまして、班にするということで考

えてございます。これについては、そういうことで

とり進める予定としてございます。 

 それと、２点目の政策と財政の問題、これは過去

からも言われている、内外からいろいろと議論があ

るところでありますが、御案内のとおり、今非常に

厳しい財政の状況にございまして、ややもすると限

られた財源をどう配分するかということにつきまし

て、相当慎重に審議をし、判断をしなければならな

いという時代であります。そういうことからして、

限られた財源を、ある意味では政策を取捨選択しま

して、重点的に配分しないと行政が運営できないと

いう実態もございますので、そういう観点からする

と、ここ当分の間については、この企画、政策部門

を裏打ちする財政部門を統合することが時代の求め

であるというふうに思うところであります。 

 なお、財政と政策が合体することによりまして、

ひょっとしたら思わぬところに行くのではないかと

いうことにつきましては、当然これはその補完をし

なければなりませんので、そういう観点で、もう既

に平成１１年の４月の機構改革の中で、組織内の横

断的な機能を果たすべく、政策調整会議を設けてご

ざいますので、そういうところにおけます横断的な

議論、それから、最終的には議会の中で十分審議を

し、最終的に政策の実現が決定していくというプロ

セスになるかと思いますので、企画、財政が合体し

たことによりまして、危惧するような問題について

は、私どもではないというふうに認識をしていると

ころであります。 

 さらに言いますれば、今後、非常に限られた財政

の中での運営ということでありますので、また、時

代の要請から、町民が直接行政にもっと深い分野に

参画していただくという時代でございますので、そ

ういう中で、また政策の選択、決定がなされること

もイメージをしなければならないということでござ

いますので、内部の部門の一つの判断だけで事が進

むということは考えてございません。 

 それと、３点目の関係でありますが、主幹、主査

の関係については、非常に皆さんからわかりにくい

という意見もないわけではございません。これらに

つきましては、必然的にそれぞれの職位ごとに、経

験を生かしてその職員についていただいてございま

すので、その義務と責任は当然ついているものであ

ります。そういう観点で、係制が廃止になりました

ので、これらについては全体が崩れるというイメー

ジとは全く違うということで認識をいただきたいな

というふうに思うところであります。そういうこと

をまず基本的な考えとしまして、現行の係長につい

ては、今後、主査という呼称になるわけであります

が、責任なり義務については旧来から変わるもので

ございません。そういう観点で、任務の仕方は若干

変わりますので、そういう意味で、班の中での業務

を推進するリーダー的な役割をすると。このリー

ダーの定義についてもいろいろな考え方があろうか

と思いますが、私どもでは、これは従前から変わら

ず、そういう立場の者については、やはり経験年数

の少ない者について助言をする、誘導していくとい

うことも当然これは仕事の一つでございますので、

そういう役割を果たす。それから、上の者のいわゆ

る主幹、それから、場合によりましては課長を交え

た中で議論する段階におきましても、当然各種施策

の組み立ての中での考え方を討議しながら最終的に

決めるということでイメージしてございます。そう

いうことで、現在の係長につきましても、経験を生

かした責任と義務については変わるものでないとい

うふうに押さえているところであります。 

 なお、いろいろと実践する中で、いろいろなこと

を検証していかなければならないというのは言うま

でないところでありますが、内容によりましては、

当然また、一部どのように改善をすることでその問

題を解消できるのかについては、慎重に検証しなが

ら判断をしていくものというふうに考えているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 粗々理解はできるのです

けれども、心配をすればきりがないし、期待をすれ

ば限界もあるのかもしれませんけれども、企画財政

のことなのですが、従来は総務の財政と企画という

ことで、その中で政策調整会議でしてきたのだとい

うことで、ではなぜ企画財政になったのかなという

ことでは、政策調整会議の経過があって、企画財政

になったということなのかどうか、ちょっとわかり

ませんですけれども、いわゆる政策と財政というの

を、今町長が進めているものというのは、総合計画

に基づいて、財政見通しに基づいて、そしてそれを

してどうするかということで、実施計画も組なが
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ら、ローリングしながら進めているわけですから、

そこに、今度また細かい部分の企画を考えてはいく

のだろうけれども、それでやりますと、やはり先ほ

ど僕の言ったような可能性というのは、僕は発生す

る可能性は出てくるだろうという気がするのです。

やはり意見の強いもの、意欲の強いものに、やっぱ

りこれは押されるのです。それがお金と計画、両方

持ってやってしまうと、町長が最後は決める、責任

持って決断するわけですけれども、町長は、では自

分のこうしたいというものをきちっと反映させなが

らいけるだけの自信がおありだからこういうことで

機構改革したいという考え方なのかもしれませんで

すけれども、私の立場から見れば、町民に対してど

うするかということですから、その部分でいくと、

やはり均衡ある発展を進めていくためには、やはり

僕は別にして、やはり牽制をし合いながら、理解し

合いながら、僕はそういうものは立案されて、実行

されていくのが、僕は一番ベターだと思うのです。

それが初めて、やはりいろいろな町民の意見や何か

も入るわけです。各所管がありますから、そこで反

映しようと思っても、そこで情報を握っている者が

１人だったら、ここで門前払いをされたら全部無理

ですよ。私はそれを危惧するから、ここは一緒にす

るべきでないと。従来どおりの、やはり分離した形

で行って、やはりそういう中で、今の政策調整会

議、企画会議ですか、こういうものの内容をきちっ

ともっと充実すれば、何ら僕はそう心配することな

いのかなという気がするのです。その点で、今どう

お考えなのか。 

 それからもう１点、今、総務課長が説明してくれ

たのですが、いわゆる班体制、先ほど僕も言ったけ

れども、まずかったらまた変えるのか、編成変えす

るのかと。班のチーム編成を変えることが可能なの

かどうかということです、町長の辞令がなくても。

何々課づけを命ずるということでやるわけでしょ。

そうすると、仕事がどうも組み合わせが悪かった

と。ではこれをまた変えようということを、課長の

采配なり主幹の采配の中でやれるのかどうかという

問題。これをもしやれるのだとすると、僕はちょっ

と混乱を招く部分も出てくるのかなと。仕事はうま

くいくと思うかもしれないですけれども。 

 それと、いわゆるそういう形でいくと、やはり意

欲ある人材、能力も、やはり人間ですから、差はあ

ります。そういうものがだんだんだんだん顕著に

なってくる部分があると。今、課長、そういうもの

はお互いに勉強し合って、助け合ってやっていくの

だと言っているのはいいのです。だんだんだんだん

顕著になったら、もう助けるどころでないと。全面

的にやらなければならなくなってくるという可能性

も僕は出てくるのかなと危惧するものですから、そ

んなことはまずないだろうと思うのですけれども、

ただ、適材適所に配置がされないといったときに、

先ほど、今僕が言ったように、課の中で編成が自由

だとするならば、課の異動というのはできないぞ

と、町長が辞令を出さなければならないわけですか

ら。そうですよね。総務課にいた者が、まずいか

ら、班編成のときにどうもならんから、企画へ行け

ということは、一々出せないですよね。そういう部

分で、適材適所が、１年たってみたらどうもまずい

ぞと。そうしたらまた変えるぞと。そのうちに、要

るぞ、要らんぞという話にまでいく可能性を僕は心

配するのです。だから、これがそこら辺をどう考え

て、どうそういうことがないようにしていくのかど

うかというのは、僕は非常に心配するし、担当であ

る課長が一番苦しむし、その次に主幹が苦しむので

す。一番困るのは町長ですから。そこら辺、どう考

えておられるか、もうちょっとはっきり御説明をい

ただきたいと思います。 

 それから、この間資料をいただいた、いわゆる組

織機構改革、効果ある改革としていくために、近年

中にさまざまな人事管理制度の確立を図っていく

と。これはどういうことを考えているのか、これも

ひとつ説明をしていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 西村議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、まず、企画財政のあり

方でございますけれども、西村議員言われるとお

り、過去におきましては、この企画課のあり方につ

きましてはいろいろな議論がございます。当然、首

長として、行使的に置く場合だとか、いろいろな政

策ブレインとして置く形をとっているところもござ

います。こういう中で、開発型の企画にするか、そ

れから調整型の企画にするか、いろいろな議論がご

ざいます。そういう中で、本町におきましては、企

画課という中で、一応調整型の企画という形をとっ

てまいりました。そういう中で、財政と企画とのい

わゆる牽制機能を果たした中で持っていくという方

法も今日まで持ってきたわけでございますが、今

日、こういう財政状況の中にありましては、その辺

のところがなかなかうまくいかない。いわゆる企画

というまちづくりをする上において、計画を遂行す

る上において、その計画を追及する中で、最善な計

画を立てるという面で、企画課のあり方というのが

一つございました。当然、高度成長期においては、

そういうことが特に言われていた経緯にございま

す。そういう中から、企画と財政を分離した中で、

まちづくりを探求していくという形で企画課を設け
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ていた面がございます。 

 そういう状況が、今日のこういう成長がとまった

中におきまして、この辺のところを考えたときに、

今の状況というのは、いわゆる国家的な財政の赤字

状態にある。そういう中から、発展的に開発の方向

というものが縮小される状況にございます。そうい

う中で、今日、財政を注視した中でまちづくりを進

めていかなければ、この辺のところはうまくいかな

いのではないだろうかという観点から、企画と財政

を調和した中でとり進めていくべきだというふう

に、今後の方向としてはそのような形で取り組んで

いくべきだという中で、行政内部におきましてもそ

ういう検討をいたしたところでございます。 

 議員のおっしゃるとおり、いろいろな議論がござ

いますけれども、私どもとしては、これからの時代

に向かって、そういう中でこの企画財政という形で

とり進めていきたいというふうに思っております。 

 それから、２番目の、いわゆる班長と主査との関

係、それからスタッフとの関係でございますけれど

も、基本的には、今の状況というのは、課長補佐を

置いてございますが、これは係兼務で置いてござい

ます。係長兼務で置いている状況でございます。こ

の状況というのは、先ほど総務課長が言っておりま

すとおり、係を主体とした窓口体制ということでご

ざいますが、今後は、その課長補佐が係を兼務して

いたものを外しまして、いわゆる従来は課長補佐が

総体的な見きわめをしていくという点もそこに入っ

てございましたけれども、この辺のところをもう少

し課長補佐に責任なりを持ってもらうという中で、

班体制をすることによって、その辺の方がスムーズ

にいくのではないかという考えのもとに、班体制を

敷いたところでございます。 

 根本的には、この班体制を敷いたということにお

きましては、いわゆる縦割り行政の弊害をなくして

いこうということが基本にございます。従来、平成

１１年度に、縦割り行政の弊害をなくすためのス

テップとして、係をスタッフに置いたという、係を

置いて、係の下につくスタッフにつきましては課に

配置するという形でとってまいりました。そういう

中で、この辺のところが、班体制でその辺のところ

が大きく変わります。係長がなくなることによりま

して、従来、係長と主査が同等職として配置してご

ざいましたが、ここに格付的にどっちかというと係

長の方が上でないかというような点は多分にはござ

いましたけれども、その辺が平行な形になるという

ことで、内容になるところでございます。 

 したがいまして、横の関係で、議員がおっしゃる

ように、スタッフの中でなかなかうまくいかない場

合についていは、なかなか変えられないのではない

かというような点が言われておりますけれども、そ

ういう中には一つの不安はございますけれども、そ

ういう中で、課長、そして班長としての主幹という

形が、よくその辺のところを調整して、班の職員を

リードしていくということがここに求められており

ます。そういう面で、やはり資質を高めるという点

は、これは常に組織の一員としてそういうことは求

められておりますので、こういう新しい改革の中に

おいては、こういう意識改革を主体的に取り上げ

て、それに向かって前向きに進んでいくということ

を考えていかないと、不安のところだけを取り出し

て、それがだめだからどうなるのだという、そうい

うようなことでなくて、もう少し前向きに、組織の

あり方について、やはり住民サービスをする組織体

制とはどうあるべきかということを前向きにとらえ

ていく必要があるのでないかなというふうに思って

おります。いろいろ不安点はございますけれども、

そういう補完点をやっぱり職員個々が、こういう組

織改革をする上においての意識改革を大きなきっか

けとしてしていかないと、今後のこういう厳しい状

況を迎えるに当たりまして、その辺が大きな改革の

中身であるということを御理解をいただきたいなと

思います。 

 それから、３番目にございました、人事管理制度

とのあり方でございますけれども、こういう中にお

きまして、こういう厳しい中におきまして、職員の

志気を高めるための方法論をいろいろと考えていか

なければならない。職員の降任制度だとか、希望降

任制度、それから研修制度、そういう中で、組織力

の総合力を高めていくということをこの中で取り入

れていかないと、この制度の改革の趣旨のところが

なかなか生きてこないという点がございますので、

そういう面も引っくるめて、この改革の意義という

のは、そういう面で職員に相当なプレッシャーもか

かるだろうし、それなりの御努力をいただかなけれ

ばいけないというようなことで、私どもこの組織機

構改革の中で、職員には周知をしているところでご

ざいます。そういう面、一つの前向きな方向で、職

員が一丸となってこの組織体制に臨んでいただきた

いことを願いながら、この体制を提起してまいりま

した。 

 特にこの研究の過程におきましては、個々に部門

ごとにいろいろな意見がございます。最後に、町民

の組織としてどうあるべきか、総合的に考えたとき

にどうするのだと、そういう部分的な意見はあるけ

れども、それをどうするのだということをみんなで

考えようではないかという中で、この組織に取り組

んできたところでございますので、私としては、こ

の機会を通じて意識の向上が図られるものと期待を
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いたしているところでございます。そういう内容

で、この新しい、どんな組織をつくっても、それを

生かすも殺すも、やはり人であるというふうに私

思っておりますので、そういう面におきましても、

町長も職員の方には十分その辺のことを周知いたし

まして、この改革に取り組んだということで、御理

解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） まず、企画財政なのです

けれども、今、助役言われたとおりの部分も確かに

あろうと思うのです。潤沢にあるときは、いわゆる

分離した形で取り組んでいた、その方がよかった

と。今になってきて、こういう状況ですし、どこを

見てもお金が足りないという中で、効率的に運営す

るためには、今、そういう一体になってやるのがい

いのだという説明ではありますけれども、ではこう

いう状況の中で、総合計画の見直しもまだしていま

せんよと、後期に入っているわけですから。新たに

農業振興計画も組みますよという中で、そういう肝

心のもとになるものもきちっと見直しされて、まだ

僕らの方に出てきていないからわかりませんですけ

れども、されていないという中でやると。見直した

ことも頭に入れてやるというのであるならば、一つ

の理由になるかもしれないのですけれども、むしろ

今まで取り組んできた取り組み方の、いわゆるいい

点も悪い点もあろうかと思うのですけれども、やは

りそういう牽制機能というものを十分やはり持たせ

ながら進めていくという中で、今こういう一緒にし

ないでやるという考え方の検討というのは出なかっ

たのかどうかということが１点お聞きしたいのと、

それから、先ほど何度も言っていますけれども、い

わゆる助役は、悪い面を考えればきりもないのです

けれども、そういう効果のあるものを期待してこれ

から取り組むということでは、私も同じように期待

をしていきたいところなのですけれども、ただ、心

配があるという部分では、僕らが来て感じ出したと

きには、かなり病気は進んでいるのかなというよう

な心配もあるものですから、何度も質問するわけで

すけれども、先ほど言ったように、進めてみて悪

かったら、課の中で班編成を変えることができると

いうことでしょ。だからそこら辺のところで、いい

方向に変えるということでやるのか、問題が出たか

ら変えるということになるのでは、えらい違うと思

うのです、受け取り方というのは。だからそこら辺

を私は心配するものですから聞いたのですけれど

も、それともう一つは、課の中でどうもならんと、

不向きだと、この人は。むしろこっちの方が能力発

揮できていいぞといったとき、これは町長が任命で

きなかったら異動できないですね、今の構想では。

そうなったときに、ちょこちょこちょこちょこ動か

すというわけにもいかないと思うのです。そうなる

と、最初の適材適所という部分というのが非常に大

事になってくると。 

 それからもう１点は、そういう事態が出てきたと

きに、やはりまたいろいろな物議を醸し出すという

のも私は心配するものですから、確認を先ほど何度

も聞いているのですけれども、そういう自由が出

て、そういう問題が出たら、責任は最後は町長なの

ですけれども、やはりそこの課の管理体制なり執務

体制もある意味では問われるということも出てくる

のです。で、助役の言うように、やはりこれを成功

するもさせないのも人なのだというのですけれど

も、その人を十分生かしきれてやっていくかといっ

たら、これは大変なことなのです、七癖あるわけで

すから。そういう部分では、やっぱり十分意向を踏

まえてやっていただきたいなということで、この班

体制にしてはいいのですけれども、この企画財政に

ついては、何度も、私は納得できませんですけれど

も、本当に今までの取り組み方として、反省点もい

い点もあると思うのですけれども、今こうやって財

政が厳しくなって、より効率的にするということに

ついては、僕はちょっと、こういうことだからそう

いう理由になるのだと思う、こういう時代だから。

潤沢にあったときは、何もいいのです、一緒になっ

ておっても。十分予算配分できるわけですから。な

いから、十分な、いわゆる効率的な運営をするため

に、やはり分けて、お互いに牽制して、お互いに納

得し合ってというのが僕は本来だと思うのです。そ

れがちょっと僕の考えとは逆だということなのです

けれども、これは３度目ですから、もう一度答弁い

ただいて、私の質問は終わりとします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 企画財政、この課題は、議員御発言のとおり、平

成１１年の組織機構改革の中で、最初に出てきたの

が企画財政係はどうかという、大きなスタートライ

ンの段階での案でありました。私は議員と同じよう

な感覚の中で、その時点は、企画財政についての検

討は認めないと。現在のように、総務課に財政を置

き、企画は調整業務を進めるということが私の考え

方ということで、スタートラインで、もうそれは検

討委員会の中で削除させました。そして今日までま

いりました。ということは、やはり財政と企画、や

はり将来のまちづくりを描くということになります

と、お金の勘定をしながら将来のまちづくりを描い

ていくということになると、やはり尻切れになって

しまうということを懸念して、総務に財政をそのま
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ま継続させて、検討すら認めなかったという経緯が

ございます。 

 しかし、先ほど来、助役からもお話しているよう

に、こういう厳しい財政になりますと、懐に似合っ

た財政運営をしなければならなくなってきた。やは

り、言うならば限られた財源をいかに有効に使うか

ということを対応していかなければならない時代に

なってきたということが、私は今回、企画財政の組

織づくりを認めたわけでありますが、基本的には、

私も西村議員と同じように、企画財政が一緒になら

ないで、将来の夢を描く企画と、財政を握る総務と

いうものを位置づけしていくのはいいなというふう

に思うわけでありますが、そういう状況下にはなく

なった現状であると。 

 ただ、それともう一つは、平成１１年の改革の中

で、先ほど来お話ししておりますように、政策調整

会議の位置づけをしました。この政策調整会議にお

きまして、これからの新たな新政策の取り組みだと

か、いろいろな部分についての検討をここで、各所

属課から出てくる新たな政策についての審議をさせ

ていると。その中で審議された中で対応を進めてき

ており、それらのものが各課から予算要求がなされ

てくるというシステムに変わっております。ですか

ら、現在、予算編成に当たりましては、財政が予算

編成をするのでなくて、各課から上がってくる総体

的な予算要求を調整していくと。その調整機能とい

うのは、やはり助役の予算査定であり、町長の予算

査定で調整されるわけでありますので、財政と企画

が同じになるからといって、ただ私の懸念するの

は、議員懸念するように、予算編成では問題ない

と。ただ、将来のまちづくりを描くときには、細

まった、やはり金を見て計画を立てるという性格が

出てくるなと。これは政策調整の会議の中で十分検

討させねばいかんなというふうに私としては思って

おりますので、ひとつこの企画財政につきまして

は、今の財政状況を見きわめた中で、ひとつ御理解

を賜りたいなと。私もそういう観点で、この機構改

革につきましてのここの課題について認めたという

ことであります。 

 それからもう１点、人事等々でございますが、議

員心配されておりますように、人事異動につきまし

ては、私が人事異動を発令して、その課なりその所

属に行って、職員がうまくいかないからといって、

人事異動をもう一度やり直していたということは一

切ございません。一度その課に辞令を交付して課に

ついたら、少なくとも、どんな問題があろうと、自

己の与えられた仕事を全うするというのが公務員で

あり、私は町職員であると。ですから、ここの課が

どうもおもしろくないとか、ここの課が雰囲気が悪

いとか、この仕事はおれは嫌だわとかということ

で、私は異動をさせたことは一度もございません。

そこに配置したら、少なくとも３年や５年は勤務し

てもらうということを前提とした中で異動をさせて

おりますので、今後もそういう、この課に行って、

おれはこの仕事は嫌だというようなことがあったと

しても、それはそのことによって異動させるという

ことにはならんと。そういう自由を認めると、人事

異動というのはできなくなるということになります

ので、私としては、今日までしておりませんでし

た。 

 しかし、先ほど言うように、人事に、管理に対す

る対応は十分考えなければいかんなと。今までは、

Ａという職員は、ここが適材適所だろうと思って私

が判断して異動させたとしても、それが適材適所で

ないかあるかということは、本人に確認していませ

んから、人事権を私が思うだけで、本人は、おれは

あんなところと思っているわけです。大体喜ばれる

のは２０％か二十五、六％と私は判断しておりま

す。それで、今現在は、それぞれの、これは非公式

なのですけれども、私だけしか確認しないというこ

とで、他の職員にも助役にも見せないと。おまえ、

今度行くとしたらどこへ行きたいか、第１希望、第

２希望を書いて、町長の私にレポートを提出しろ

と。これはだれにも見せないぞということで、一人

一人の職員にそういう希望を確認しております。し

かし職員には、いすは一つしかないわけですから、

全員がそのとおりになるとは限らないぞと。ただ、

希望は聞くぞということで確認しておりますが、こ

れは非公式な対応でしておりますので、まず管理職

は全員出します。しかし、係長以下の一般職は、ま

ず１０人か１５人しか出てこない。おれはどこでも

いいと。そして異動も、大体５年過ぎたところで、

異動したい者は異動先の希望を出せということで今

やっておるわけですけれども、５年たっても７年

たっても異動先の希望の出てこないのがいる。ここ

はやっぱりいいのだなと思って、基本的にはなるべ

く異動させないようにしておるところであります

が、そういったことでなくて、人事管理について、

もう少し職員のやる気を出させるためには、職員が

こういうところに行ってこういう仕事をしたいとい

うことをいかに人事権を持った私が掌握するかとい

うことが大切だなと。その制度をひとつつくり上げ

ていきたいというふうに思っておりますし、また、

昇格した者を降格する、例えば降格希望の規定等々

も含めながら、今後課題として検討したいなという

ふうに思っております。 

 それで、現在は人事異動は、係長までは町長の、

人事権を持った町長として、今までは係長までは
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何々課の何々係長を命ずるということで、異動辞令

を私が出しまして、課の職員につきましては一切、

例えば町民生活課の課の職員を命ずるということ

で、あとは仕事は課長に人事権を与えて、係長以下

の職員については課長の人事権のもとで仕事を選ば

せるというふうにしておりまして、今度４月からの

改定につきましては、私の方では主幹までを、何々

課の何々班の主幹を命ずるという、そこまでの人事

権を私は行使する。あとの職員については、何々課

の職員を命ずるということで、あとの人事権は、ど

の班に位置するかについては、課長に人事権を与え

るということで、町長として持っている人事権の大

きな部分を、課長に人事権を与えていこうというふ

うに思っております。そのことが、班の編成に当

たって、現場で見ている課長が最善の、職員の能力

と、職員の資質と、職員の考えを集約した中で、自

分の班のどの班に位置するのがいいのか、それらに

ついては課長権限で対処していただく。私の人事権

につきましては、課の職員という位置で対処したい

というふうに思っておりますので、内部的に調整を

しながら、有効にこの組織機構改革における対応を

図っていただく。そういう観点からすると、課長権

限というものが人事権の一部を掌握して、課長の責

務というのが大きくなってきているということは事

実であります。しかし、そのことによってこれから

の組織機構の中で十分な機能を発揮していただける

ものというふうに期待をしているところでありま

す。 

○議長（中川一男君） １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） １点、ちょっと確認とい

うか質問になるのですけれども、今の企画財政課の

ところに、行政改革推進事務局というものを設置し

ておりますが、先ほど前段の説明の中で、これは

追々になくしていく考えがあるようなことをちょっ

とお伺いしたのですが、これは非常に大事な、行財

政を改革していったりですとか、それから広域行政

を考えていったり、それから自治の部分を考えて

いったりするところですね。逆に撤廃する時期と、

その根拠的なものがきちっとあるものなのか。そし

てまた、これは課長待遇で置いておきながら、その

下に主幹もつかずに、ある意味、独立した形になっ

ているというのは、何かどうも納得できない部分が

ありまして、私は、これは今後のまちづくりにおい

て非常に重要なポストになる部局であると私は考え

るのですが、なぜまたこの企画財政課のところに別

部局としてあるのか、ちょっと説明をお願いいたし

ます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １２番金子議員の御質

問にお答えします。 

 冒頭申し上げましたように、現在は大変どこの地

方においても財政状況は大変困窮しているような状

況であります。冒頭申し上げましたように、今現在

行っている各種の事務事業、それから、行政組織内

にある仕組みが、そのような状況変化の中に対応で

きるかどうかについては、言うまでもなく、今後そ

のままでは持続可能ではないという判断のもとに、

今、国の方針もまだ具体的に示されてはおりません

が、そういう流れを見つつ、まちのそういう構造を

どう転換するかという、そのことにある意味では重

点的に対応する部署ということで位置づけをしたと

ころでございますので、その方向なりが見出せた段

階で、町長におきましては、やはりこの位置づけを

どうするか判断されるものというふうに思うところ

であります。時期等につきましては、そのような考

え方でございます。 

 それと、職員の配置につきましても、今イメージ

しています、課長職がその任に当たることで成し遂

げるかについては、やはりチームを組んでやること

でないとでき得ないので、その事務局につきまして

も、一定程度の職員の配置は今後具体化をすること

としてございます。そのようなことでございますの

で、今現在、何年後に廃止をするとかという判断に

はまだ至ってございませんので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 人事権の問題では、課まで

は町長が担当するのだと。職員の配置については示

すのだと。それならば、一番現場をわかっているの

は課長ですよね。課長にその全権を委任するという

ことも当然あり得るわけで、そういった弾力的能力

を発揮するというのだったら、そこでのもっともま

せる仕組みをつくるという手法も当然取り入れるべ

きだというふうに思うわけですが、この点は論議さ

れなかったのか、お伺いいたします。 

 今回の財源の見直しということが頭にあって、そ

の後に住民のサービス向上、ニーズということが２

番目です。これは何を意図しているのかといった

ら、財政の緊縮ですよね。それにかかわって、組織

機構を直そうと。どうやったら人員も削減できて、

いわゆる効率的なサービスができるのかということ

が、国からの指導もありますから、そういう中で、

地方自治体においてもこういう手法でやられている

のだと、私はそのように考えています。 

 そこで、さらにお伺いいたしたいのは、町長がこ

の間の答弁の中で、６０億円を設定するという状況

の中で、この組織体制は理にかなったものだという
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ことが答弁しておりますが、どのように理にかなっ

たものか。財政上で言っても、どういうような改善

が、この６０億円に近づくとすれば、こういう組織

体制の中で財源が生み出せるのか、そこをまずお伺

いしたいと思います。 

 さらに、子育て支援班ということで班をつくって

あります。私は、こういう支援班という形で特別な

体制をとるのはいいのだろうと思いますが、しかし

これに至っても、セクション、課の中で改めてうた

わなくても、そこの課の中で十分そういう体制をと

ることも私はできるのだろうと。 

 もう一つ、調整機能の問題で言えば、やはり一番

問題だと思うのは、掌握の問題でも、やはり課長や

主査だとかの係長職、課長職、ここら辺のやはり政

策立案機能をどう高めるかと、これはいつになって

も課題なわけです。これが今の仕組みになったか

ら、改めてそれが強化できるというようなものでは

私はないと思っています。その悪い面ばかり強調す

ると言うけれども、まず私は、考えるべきは、悪い

面はどこなのだと。そこで消去方式をとって、それ

ではどこを改善できるのかということの、やはりそ

ういった手法を持ち得なければ、この課づくりだと

かというのも私はできないのだと思うのです。 

 それと、行政改革推進室という形で新たに設けま

したけれども、私は、これを従来の課長や、その括

りの中で、やはり別に新たな班、室を設けなくて

も、十分やってこれたわけだから、そのどこが悪い

のかということを総括すれば、改めて新しい財政も

課長も設けて、あなた方の手法でいけば、財政が大

変だというのだったら、改めて担当する課長を設け

なくても、これは十分やっていける話なのです。 

 もう一つは、収入役の問題です。こちらに収入役

おられますから、私はすぐなくせだとか、そういう

問題ではありません。あなた方の言っている手法で

いけば、財政が大変だというのだったら、ここの時

点でもう既に、何年までには収入役は廃止しますよ

ということが上がってきてしかるべきだけれども、

それすら上がってこないという、私は問題点を抱え

ているというふうに思っていますが、こういった具

体的にどういうふうになるのかという問題。 

 それと、ただ人を減らすというだけではなくて、

やはり重点、さらに人をきちっと配置して、どこを

これからまちの政策づくりの中で生かさなければな

らないのかということで言えば、例えばこの間、言

葉の教室に対する専従者の配置、いわゆる重要な職

責を担って、みずからも勉強して、その資格をとる

という方がおられます。そういう意味では、そうい

う人たちを正職員に配置して、これからの障害児教

育や言葉の教育に厚くウエートを、やっぱり進め

る、置くという手法も出てこなければ、ただ子育て

支援班だとか行政改革というだけで、結局のところ

はよくわからないというのが実態です。私は、政策

というのはそういうものだと考えておりますので、

そういうめり張りという点では、なかなか見えてき

ません。結局は担当する班という形になっても、そ

れぞれのスタッフの方は受け持つ部署が当然出てく

るはずです。これは従来と変わらないという問題も

出てくると思います。確かに部分的に見れば、横断

的に、機能的にという言葉で表現されていますけれ

ども、これにしても、やはり横断的にと言っても、

やっぱり係つけにならなければならない業務もあれ

ば、横断的に見ようと言ってもなかなか見れないと

いうのも当然出てくるのだと思います。そういう意

味では、そういう疑問や、やっぱり問題、課題につ

いても、十分こたえ切れていないと私は考えていま

す。そういう意味では、今回のこの組織機構の中身

そのものが、あなた方の言うような行政改革という

わりには、その削減の方向性も見出せない。かと

いって、住民の側からしてみれば、どういうふうに

サービスの向上につながるのだということに至って

も、なかなか見えてこない。人事管理に至っても、

町長が主幹や課長を任命するということであれば、

そこに重要な町長の任命権者としての役割や資質が

問われるわけです。ここが失敗すれば、下の方もう

まく機能しないということは明らかなのです。それ

でどうカバーするのかということになれば、従来の

政策調整機能や、学習機能だとか勉強機能を強化す

ると、こういうことをやれば十分補完できる問題が

あると思うのです。 

 こういった点での問題や課題、矛盾がありますの

で、どのようにお考えなのか、お伺いいたしたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） ９番米沢議員の御質問

にお答えします。 

 まず、１点目の町長の人事権の委譲の問題であり

ますが、この問題につきましては、大変過去には余

りこういう委譲をするということは、余り経過の中

にはなかったわけであります。したがいまして、非

常にこの委譲問題につきましても慎重に判断をしな

ければならないという要素もございまして、そうい

う中で、今回、いわゆる現行の係員につきましての

配置の方法については課長にゆだねることとしたと

ころでありますし、議員がおっしゃるように、班の

責任者である主幹のことにつきましても、ある意味

では課長が総合的な判断の中に、どう配置するかに

ついては、これは将来の課題というふうに思うとこ

ろであります。実践の中で、それらも視野に入れな
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がら、検証しながら、慎重に権限の委譲というもの

を議論していくべきものというふうに思うところで

あります。 

 それと、２点目の、予算規模的に６０億円という

ことについては、議員各位につきましても、今の流

れからいくとその程度になるであろうというふうに

認識をしていただいているものと思いますが、私ど

ももそういう前提の中に、いろいろとこれからの対

応を考えなければならないということで、とり進め

る中の一つに、今回の組織機構改革も位置づけした

ところであります。 

 理にかなっているかどうかにつきましては、非常

に難しい点もありますが、いずれにしましても、総

論的には、財源がなくなっていくことで、組織にお

きましても総体的にはスリム化をすべきというのは

総論かと思います。他の行政各般にわたりまして

も、総論的にはいろいろ種々見直しをするというよ

うなことは、これはある意味、お互い理解を得るこ

とかと思いますが、組織で例えますと、各論になり

ますと、組織はスリム化すべきであるけれども、そ

の部門、部門に応じましては、やはり統合すること

についてはいささか問題があるというような意見は

種々いただくところでありますが、そのようなこと

も考え、総体的に組織をスリム化することが、ある

意味、町民も求めることであるということからする

と、今提案するものは、今の段階では理にかなって

いるというふうに思うところでございます。 

 それと、子育て支援班の関係につきましてもいろ

いろ御意見いただいているところでありますが、こ

の部門も含めまして、各機構の中のいろいろな諸課

題、それから場合によりましては、その部署とし

て、今、機能として持ち合わせていない部分につき

ましてもございます。その中の一つに、この子育て

支援班についてもそういう位置づけのもとに、総合

的な調整機能等を果たすことが重要だという位置づ

けをしてございますので、この点はぜひ御理解をい

ただきたいというふうに思うところであります。 

 それと、今までも、改めて課長職を配置しまして

行革推進事務局というものを設けなくても、今まで

もやってきただろうということについては、もう御

案内のとおりでありますが、前段で申し上げますよ

うに、現在置かれている地方の状況からしますと、

今まで予測していた以上に度合いが深まっていると

いうこと、それから、なかなか内容が見きわめつけ

なく、非常に具体策を講じることが非常に困難であ

るということについては、年々そういう大きな部分

がクローズアップされ、それにまたさらに具体的に

対応することが求められているということからする

と、従来の手法ではやはり成し遂げられないという

ことを総体的に確認をし、こういう体制をとってい

ることについては、御理解をぜひいただきたいと思

うところであります。 

 それと、収入役の関係につきましては、９月の議

員協議会でもいろいろ資料を提示し、説明申し上げ

たところでございますが、過去におきましては、特

別職のありようにつきましても内部的に議論しまし

て、いろいろ経過をたどったことがありますが、今

回の機構改革に当たりましては、町長から、この特

別職の関係については、将来の課題という位置づけ

の中で組織の検討を指示した経過にございますの

で、これら等につきましては今後の課題というふう

に思うところでありますし、これからのこの厳しい

財政状況の中で、行政があるべき姿につきまして

は、改めて言うまでもないところでありますが、既

定の施策の見直しを行う中で、議員が言われるよう

な、新たな施策展開に財源を移行することが極めて

重要でございますので、そういう方法で財源の配分

につきましてもめり張りをつけた対応をこれからし

ていく考え方でございますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 財政のめり張りということ

で、明年度からこれ実施されます。そういった意味

では、本当に変わるかどうかというのは大きな課題

だというふうに思います。私はこの間、何回も言っ

ておりますが、やっぱりこういう人事配置や財源の

縮小ということであれば、新たにやはり削った部分

を、さらに人事配置をきちっとするべきものについ

てはするということを言っているのだけれども、そ

れについては全然口をつぐんで言わないわけです。

子育て支援というわりには、民間委託をすると。子

供が、今でも僕は耳に残っている言葉があるので

す。小学校５年生の女の子だったのですけれども、

西保育所を民間委託にするときに、なぜ今の町長は

民間委託するのと。私が通っていたときに親切にし

てくれたあの先生方がいるのだけれども、なぜする

のだろうと言っていたのです。そのことが今でも私

は残っています。そのぐらいに、小さい子供にも

やっぱり暗い影を町長は落として、投げかけたと。

こういう残したということをもっと自覚すべきだと

思うのです。子育て支援だとか、そういう支援策と

いうわりには、何回も言いますが、言葉の教室に対

する専従者の配置、正職員の格上げというのはなさ

れませんが、こういったときにこそ、そういっため

り張りのある人事配置をやるべきだと。それが政策

の展開の一つだというふうに考えますが、これをも

う一度お伺いいたします。 

 その点を、横断的にということで、課の職員も、
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これが実施されれば一生懸命やるのだろうと思いま

す。しかし、課題は、確かにいつになっても次から

次、課題は残ります。１回これが施行されれば、そ

う簡単に何回も変わるというものではありません

が、しかし、そういっためり張りがないという問題

も、私、ここで指摘しておかなければならないとい

うふうに考えています。 

 それともう一つは、６０億円規模の財政規模とい

う形でよく言われておりますが、住民にしたらわか

らないのです。合併の問題で、町長はこれは確かに

議会の最終議決だということでよく言われます。確

かに制度上で言えばそうです。しかし、こういう規

模にするということであれば、一方でどういうよう

なまちづくりをするのかというところでも、きっち

りとした指針と展望をやっぱり住民にも示すべきだ

と。だから来年の予算編成というのは、私は過大評

価かもしれませんけれども、これだけのことをやる

のだったら、住民の本当に暮らしがここまで変えら

れるのだというような予算編成をやっているのだと

思いますが、そのこともあわせて今回お伺いして、

まだ最終段階に至っていないと思いますが、その点

もあわせて、この組織改革と、非常に重要な部分で

ありますから、あわせてお伺いしたいというふうに

思います。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩したいと思います

ので、答弁は休憩後ということで、よろしくお願い

します。 

──────────────────                
午前１１時０３分 休憩 

午前１１時３５分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 先ほど米沢義英君の質問に対し、答弁を、助役、

答弁いたします。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 子育て支援とめり張りある政策の推進ということ

で御提言いただいたところでございます。議員の言

われる中で、その点がなかなかうまくいっていない

のではないかという点がございます。私どもといた

しましては、今、国の方で、次世代支援対策の推進

法が新たに制定されているところでございます。そ

ういう中で、地域における子育て支援対策というこ

とが今後の大きな課題になってくるということでご

ざいます。来年には、その実行プラン等を道との協

議の中で定めていかなければならないという点がご

ざいます。そういう面におきましては、また住民の

皆さんの意見を伺った中で対応していかなければな

らないという点がございます。そういう点におきま

しても、議員がなかなか進んでいないということに

対応するためにも、子育て支援班ということを設け

まして、そういう対応を図ってまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 また、将来の財政推計という中で、一応６０億円

という目安を示しているところでございますが、こ

れにつきましても、道のシミュレーション、いわゆ

る道のシミュレーションにおきましては、内閣府が

示している今後の財政の推計という点で、その数値

目標に基づいて出しているものでございます。それ

以外に、現在、推計する余地がございませんので、

それに基づいた中で、一応我が町に当てはめます

と、６０億円ということが、昭和６０年代の財政規

模になるのでないかというようなことになるところ

でございます。その６０億円になった場合に、どう

いう形でまちの財政運営をしていくべきかというこ

とにつきましては、なかなかシミュレーション的に

はまだ出ていないところでございます。町長も一般

質問等でお答え申し上げておりますとおり、今、美

瑛町との中で、自主自立のまちづくりを進めていく

ために、財政がどうあるべきかという点を今研究を

してございます。そういう中で、そのあり方につい

て、一応お示しができるのでないかというようなこ

とで、鋭意研究に取り組んでいるところでございま

す。そういう面で、情報がまとまりましたら、また

住民の皆さんにも御周知申し上げ、将来のまちづく

りにつきまして御議論をいただきたいというふうに

思うところでございます。 

 また、今般の予算編成、１６年度の予算編成に、

この組織機構がかかわってくるのではないかという

点の御質問でございますけれども、基本的には、

今、予算の要求段階が出ているところでございます

が、さきにも予算編成方針で示した中で、４億６０

０万円の財源不足が生じるという中で、８％の削減

方針、全体的に削減方針を出しまして、鋭意とり進

めているところでございますが、住民の要求等、か

なり各課から上がってくる状況におきましては、４

億６００万円を超える大きな財源不足を生じるとい

う中で、今後、今の予算編成をこれから進めなけれ

ばならないというふうに思っております。 

 そういう中で、組織機構とは直接関係するもので

はないというふうに私ども思っております。いかに

そういう住民の要望を取り上げた中で対応していく

かということが今後求められるわけでございますの

で、そういう意味におきましても、そういう体制の

中で、新たな組織機構の中でも、そういう実行して

いく体制として組織があるわけでございますので、

直接予算に影響するというような、組織機構改革が



 

― 97 ―

直接予算に影響するというようなものではないとい

うことで御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 最後になりますが、今回の

農業振興課、いわゆる都市計画に関して、従来は商

工観光課という形で、建設課にあったのが商工観光

課に持っていったと。今回、また建設課に持ってい

くというような状況が見受けられます。こういった

部分においても、どこが所管すればすっきりするの

かという問題はあって、ここに置いた方がよりス

ムーズにいくのではないかというような形になった

のかなというふうに思いますが、産業という立場か

らすれば、全般にわたる振興という形から、その位

置づけとして、都市計画、向こうにも入れてもいい

のではないかというような考えも成り立つわけであ

ります。そういう意味では、ふらふらふらふらして

いるというような状況の中で、やっぱりまちは今

後、まちづくりや都市計画におけるどういう位置づ

けをするのかという点でも、はっきりなかなか見通

しが持たれていないのではないかというところが率

直に感じられるわけで、こういった部分について

も、やはりもっと考えるべき余地があるのではない

かというふうに考えています。 

 もう一つは、この間、人事評価ということで、そ

れぞれのいろいろやってこられたと思うのです。な

かなか概略は能力的な発揮の問題だとか、統率力の

問題だとかという形では表現されていますが、内部

で、実際今までのスタッフ制の、ここの表現で言え

ば、一部スタッフ制を導入したという形の中で、人

事評価や個々の職員のやっぱり力の発揮の度合いと

いうのは、本当に十分、不十分はいつになってもあ

る課題だというふうに思いますが、やはりここまで

手直ししなければ、本当にまちづくりが進まない状

況なのかという点も含めて、最後になりますが、お

伺いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 産業振興課、そして建設水道課、その中におけま

す都市計画の観点の御質問でございますけれども、

基本的には、私ども事務の集約化という点は、今何

度も申し上げておりますとおり、財政の状況を見き

わめた中で、この組織機構がその時代要請にどうあ

るべきかという点で基本的には考えているところで

ございます。 

 今、議員からいろいろな課題点ございました。都

市計画の問題につきましてもそうでありましょう

し、そういう面におきましては、施策のあり方につ

いてどうあるべきか、この辺が組織に問われるとこ

ろでございますので、この辺につきましては、やは

り上富良野町における都市計画についてはどうある

べきかというのは、やはり町民の皆さんと御議論を

申し上げながら、そういうものを立てていくという

ことが必要になってきております。そういう中にお

きましても、基本的には新しい行政展開、行政とし

てどうあるべきかという点も考慮しながら、この辺

のところの対応策をどう図るかという点が大きな問

題だというふうに思っておりますので、そういう面

につきましては、個々のそういう事業展開につい

て、十分見きわめていかなければならないというふ

うに思っております。それを部署するところをどこ

でやるかということを、基本窓口をどこに置くかと

いうことが、この組織機構の基本だというふうに

思っておりますので、そういう点で御理解を賜りた

いと思います。 

 それから、人事評価の問題でございますけれど

も、これにつきましては、先ほど町長がお答えして

おりますとおり、個々職員の意識調査をやりなが

ら、職員の意欲等を喚起する中で対応しているとこ

ろでございます。一部この人事評価制度について

は、そういう客観的な要素の中で進んできておりま

すが、今後においても、いろいろな意見があるとこ

ろでございますが、職員個々から評価する対応だと

か、それから上から評価を見ていくという点もあり

ます。そういう対応の中で、職員の意識が盛り上

がっていくような、そういう人事評価制度も中には

取り組んでいくべきだということで、大きな一つの

課題として押さえておりますので、そういう中で、

前向きな中に取り組んでまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 改革に取り組んでいるとい

うことで、大変御苦労さんです。ただ、ホンダの社

長、周りを見て改革をやっておりません。自分の意

思でやっております。だから美瑛がどうとかこうと

かというようなことではないということではないか

と私思います。 

 それで、たまたまぽろっと出たのですけれども、

一律８％の補助金の減というのは、そうだったのだ

なと、私、質問しているものだから、やっておりま

せんという答弁が返ってきていたものですから、そ

うだったのだなと。 

 これはさて置いて、町民の目も、町長、議員、職

員に対する目も非常に厳しい状況にあります。町長

の公用車だとか、議員は３分の１でいいだろう、

五、六人でいいのではないのかという声も出ており

ます。それは私、言います。いずれそうなるからと



 

― 98 ―

いうぐあいに言っております。それから職員も、

私、土曜講座に行っていたときに、職員みずから

が、３分の１あればやれますよという職員もおりま

した。だからといって首を切ってということにはな

りませんから、いろいろ今、その結果、こういう努

力をしているのだというふうに私は受けとめます。

改革は前進です。やっていただきたい。 

 そして、まず管理職というのは、２４時間勤務だ

というように心得ていなければならないのではない

かと。だてに管理職手当をもらって、８時から５時

まで勤務して帰るということにはならないのです。

ここから先は町民の声を入れていますからね。そう

いうことなのです。管理職いないではないかと。残

業をやっている。 

 それで、これから組織機構が変わりますと、職

員、残業がふえると思います。プレッシャーがかか

ると。そして管理職で人事権を持つ課長も大変だと

思いますけれども、そういうところを見るために

も、１人でも残業がいたならば、課長は残る、管理

職は残る。帰るまでという意識を持っていただきた

い。これを町民が言っております。私が言っている

のではない。私は、そういうことをやってきまし

た。１人でも部下がおったときには帰りません。そ

ういうようにやるぐらいのものでなければ、改革と

いうのは進まないのではないかと思うのです。組織

を生かすも殺すも人とおっしゃいましたけれども、

それはやるかやらないかなのです。そして、やらせ

るかやらないかということにもつながっていって、

非常に厳しいものもあると思います。今の、よく覚

えておいてくださいよ。答弁してください、ここ。

ゴーン社長はこう言っております。日本人はすばら

しい、やると言っているのです。私は、職員みんな

やると思って見ています。能力は、このまちで能力

が一番高いのは職員です。必ずやります。私はそこ

は信頼をしておりますから。というところで、なら

ば、管理職も一体感を持ってやっていただきたいと

いうことで、先ほどの件について御答弁を求めま

す。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 ただいま梨澤議員の方から、改革なくば前進なし

というようなことで、数々の御提言を賜りました。

そういう面におきましては、先ほども議員の皆さん

にお答えしておりますけれども、この機構改革にお

きましては、職員の意識改革ということが大きな視

点にとらえているところでございます。ただいま御

提言ございました点につきましては、十分踏まえ

て、この組織機構改革の中で実行に移していくよう

なことで考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（中川一男君） ほかにございませんか。 

 ５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） 先ほど町長、課長、主幹まで

の人事権を持ちますと言われました。そして、あと

は課長がその他の、下の方の人事権だと、こうなっ

たとき、さっき希望はとっているのだと、さっき言

いましたね、町長が。そうしたならば、課長さんた

ちが、好き嫌いあるでしょ。これははっきり言った

ら、おれはあれは嫌だ、おれはこの人とつき合いた

い、だけどそこに残りたいと。残りたいけれども、

おまえは要らないということにならないですか。そ

うなると、これははみ出る人が出てくるのです。そ

うしたら、これは完全なる、今、財政、財政と言っ

ていますから、確かに財政の問題でこうなる。そう

なったら、はみ出てしまうのは、これはリストラを

かけるということなのですか。そういうふうにとら

れるでしょ、言葉はちょっと悪いけれども。だか

ら、本当にどうして町長が人事権を課長に任せてし

まうのかということなのです。それは確かにさっき

立派な御意見を聞きましたから、わかりましたよ。

でも嫌な人がいるでしょ。おれはあの人を使いたく

ないと。そういう場合になったときには、そのはみ

出た人はどこへ持っていくのか。そういうことを

ちょっとお聞きして、私はこのものには反対してい

ませんよ。それらがどういうふうに今後なっていく

のかなと。必ずはみ出る人が出てくるのでないかな

という心配をしているのです。その点、ちょっとお

聞きいたしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 いわゆる人事管理のあり方についてのいろいろと

御心配の御意見がございましたけれども、基本的に

は、やはり職員の意識を高めて、いかに仕事をして

もらうか。公務員につきましては、職務専念義務と

いうのが課せられているわけでございます。そうい

う中で、与えられた職務については全力を尽くして

やっていただくということが基本でございます。

今、議員の方から、いろいろな個人的な感覚でその

辺のところ、いろいろあるかもしれません。でも、

そういうものは、その基本線に沿った中で、原点に

返って考えるべきであります。私たち職員について

は、やはり住民の皆さんのお仕事をしているのだと

いう観点に立ったときに、その仕事によって、ここ

がいいとか悪いとか、それはわがままの分野でござ

います。そういう点を十分踏まえて、ある程度日常

茶飯の中には若干そういうことが出てくるかもしれ
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ません。それは本意ではないというふうに私ども理

解しております。 

 そういう中で、先ほど町長が申し上げましたとお

り、管理職の皆さんにはレポートを出していただ

く。また、一般の職員の方につきましては、希望調

書等を出していただいて、できるだけスムーズな中

で仕事をしていただくということを心がけていると

ころでございますので、そういう点で、その辺のわ

がままな点を取り上げてするのではなくて、やはり

職員としての基本事項を踏まえた中で務めていただ

くというのが基本でございます。そういう面におき

ましては、職員も一生懸命頑張っているというふう

に私は理解しておりますので、今後ともそういう点

がございましたら、また御叱咤をいただきたいもの

というふうに思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７号の件を起立により採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、議案第７号の件は、原案のとおり可決さ

れました。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を続行いたします。 

──────────────────                
◎日程第９ 議案第８号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第８号上富

良野町手数料条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第８号上富良野町手数料条例の一部を改

正する条例につきまして、改正の要旨を御説明いた

します。 

 まず、１点目の、印鑑登録証の再交付手数料の改

正でありますが、印鑑登録時につきましては、無料

で登録証をお渡しいたしており、その管理につきま

しても、大切に保管されますよう、窓口でお話いた

しながらお渡しをいたしている状況でございます。

しかしながら、紛失されたとか、自宅にはあるがわ

からなくなった等で、再交付を求められる方々が多

く窓口に来られますことから、財産を保管するとい

う意味で、登録証の大切さ、管理の確保を今一度御

自覚いただくことを大きな願いといたしまして、現

行の３００円から６００円に改正させていだこうと

するものであります。 

 ２点目といたしまして、住民票及び戸籍の付票等

の写しの交付または証明書の交付に関する手数料の

改正でありますが、昨年から整備の進みました住民

基本台帳ネットワークによりまして、法で定められ

るもののネット上での確認が徐々に進み、発行が減

じてくることが見込まれますこと、一方で、住民基

本台帳の管理、保管は、従来にも増して厳しく守っ

ていかなければならないことから、現行の認証を基

本とする１件当たり手数料２００円から、発行枚数

を単位とした手数料、１枚当たり２００円に改正を

お願いしようとするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第８号上富良野町手数料条例の一部を改正す

る条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表１８の項中「３００円」を「６００円」に改

め、同表２０の項中「１件」を「１枚」に改める。 

 附則。 

 この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

 以上で、説明といたします。御審議賜りまして、

お認めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 再交付という形の中で、自

覚を高めるということでありますが、自覚というの

は、確かに高くなって、現行を見直すというのもあ

るのかもしれませんが、しかし基本は、こういった

問題に対して改善を促すというところの啓蒙、啓発

がなければ、改善できないというふうに思います。

再交付を受けられる方の年齢等々というのは、実態

はどうなのか。例えば、お年寄りの方で、どこにし

まったか、置き忘れたかわからないという方も、最

近、高齢の中でもふえてくるという状況がありま

す。若い方でも、その管理をきちっとされていない

という方もあるのかもしれませんが、基本は、啓

蒙、啓発の中できちっと触発するということが、促

すということが大事ですから、引き上げしなくても

現行制度でいくべきだし、また、現行の中では、各



 

― 100 ―

種の手数料等の引き上げや、従来に増して今の不況

という状況の中で、求められてきています。そうい

う意味では、現行の制度で十分耐えられる状況があ

るのではないかと思いますが、それとあわせて、こ

の引き上げに要する金額等についてはどのぐらい見

込んでいるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように、印鑑登録証の保

管にかかわりましては、お渡しする段階で、その辺

については大切に保管いただくように、窓口での交

付のたびにお話を申し上げている状況でございま

す。年齢層につきましては、いろいろな層がいらっ

しゃいます。年齢の高い方からお若い方までいらっ

しゃいますが、特にちょっと探したけれどもわから

ないといいますか、来てみたらば、３００円ならば

交付はしてくれと、こういう形も結構多ございまし

て、何とかおうちでお帰りになってお調べください

ということでございますけれども、再交付をどうし

てもお望みになるということも多くございます。大

体年間に登録証として、当初の登録は大体５００件

弱ぐらいでございますが、再交付にかかわりまして

は７０件から８０件というところでございますの

で、大体５分の１ぐらいが再発行という状況になっ

てございますものですから、やはり財産管理という

上から、ぜひそれらにつきましては御理解をちょう

だいしたいということで考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） １点お尋ねさせていただ

きたいと思いますが、印鑑登録証明書等につきまし

ては、安易にと申しましょうか、再発行に安易に対

応というか、住民の方々がそういう傾向があるとい

うことで、そういったことを是正するために増額と

いう趣旨については結構かなというふうに思いま

す。さらに、住民票の発行を、１件当たりではなく

て枚数単位でということでございますが、そういう

ような、昨日、私、一般質問でも若干この部分に触

れましたが、こういうことで、何らかの形で町民の

皆さん方に御負担をお願いする、従来以上に御負担

をお願いするというような場面が既にこうやってあ

らわれてくるわけでございますが、せめてこういう

負担を求めるという反面、例えば交付の手続を、例

えば窓口の取り扱い時間を５時半とか６時とかとい

うことで、そういう住民の皆さん方にサービスを向

上させながら、こういう対応を同時に図っていくと

いうようなことも、一方では大変これから大切に

なってくるのではないかなというふうに私は考えて

いるわけでございます。そういうようなこともあわ

せて検討することにならないのかどうか、できまし

たら町長からお答えいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 交付の時間的な内

容等につきましては、昨日も一般質問をちょうだい

いたしまして、お答えを申し上げまして、これは現

状では非常に厳しい状況であります。まだそういう

意味では事前にお電話をちょうだいしながら等々で

対応させていただこうということでお答えを申し上

げたとおりでございます。 

 なお、同様にお答えを申し上げてございました

が、機械的な進歩が非常に早うございますので、こ

れらに注目をしていきたいという考え方も十分持ち

合わせてございますので、御了承賜りたいというふ

うに思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第９号上

富良野町公共下水道事業設置条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程され

ました議案第９号上富良野公共下水道事業設置条例

の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 公共下水道につきましては、現在、面整備を計画

的に進めまして、逐次供用開始を行っているところ

ですが、今回、各長期計画等との整合を図りまし

て、下水道法第４条第１項の規定により、公共下水

道事業の計画の変更、認可を受けまして、計画排水

区域及び計画処理区域並びに面積及び計画人口の変

更を行ったことに伴い、本条例を改正するものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読説明しながら、説明にかえさせ
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ていただきます。 

 議案第９号上富良野町公共下水道事業設置条例の

一部を改正する条例。 

 上富良野町公共下水道事業設置条例（平成元年上

富良野町条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２号中の計画排水区域及び計画処理区域

になりますが、「扇町１丁目」を「北町１丁目の一

部、北町２丁目、北町３丁目の一部、扇町１丁目」

に、「本町６丁目」を「本町６丁目の一部」に、

「宮町５丁目、宮町６丁目」を「宮町５丁目の一

部」に、「旭町５丁目の一部」を「旭町５丁目の一

部、東１線北２７号の一部」に、「新町５丁目」を

「新町５丁目の一部、東２線北２７号の一部」に改

め、同号中「東３線北２４号の一部、東３線北２５

号の一部」を削るものでございます。 

 また、第３条第１項中の面積になりますが、現行

の「４７５ヘクタール」を１５ヘクタール減の「４

６０ヘクタール」に改め、同条第２号中の計画人口

になりますけれども、「１万２,８００人」を「１

万５００人」に改める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上で説明といたします。御審議いただきまし

て、議決いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） ちょっと確認したいので

すが、この４７５ヘクタールから４６０ヘクタール

に、１５ヘクタール減ったということで、普通、私

の感覚で言って申しわけないと思うのですけれど

も、普通は区域が広がっていって、減ることがない

と思うのです、適用範囲が。前に図面も見せても

らって、減る区域もある程度予測つくのですけれど

も、あそこのいわゆる下水道を使用されるあそこの

区域の住宅がもう建たないという判断なのか、それ

とも全くそこは除外してくれということだったの

か、そこら辺、ちょっと確認したいのですけれど

も。 

○議長（中川一男君） 上下水道課長、答弁。 

○上下水道課長（早川俊博君） １７番西村議員の

御質問にお答えいたします。 

 今回の処理区域の見直しにつきましては、都市計

画のマスタープランの市街地整備方針の中で位置づ

けされております、日の出公園周辺の保全緑地、ま

た市街地周辺の緑地、農地部分等を削除しまして、

マスタープランと整合性を図ったものでございま

す。 

 また、拡大部分の日の出公園、またオートキャン

プ場につきましては、都市計画公園事業として区域

外流入という形で整備を図っていたことから、今

回、見直しにあわせて区域に編入したものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する等の条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第１０号上富良野町集会施設の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する等の条例につき

ましては、既に御高覧いただいてございますことか

ら、概要の御説明を申し上げます。 

 本件につきましては、本年、江花母と子の家を解

体し、その跡地に会館を新築し、完成にあわせまし

て、関係条例の改正手続を行うものでございます。 

 なお、施設の改築等に当たりましては、江花住民

会の皆様と協議を重ねた経過を踏まえまして、地域

住民の方々が学習や集会を行うなど、地域活動拠点

施設とすべく、総面積を１４０.１３平方メートル

の規模で建築したことから、集会施設に関する条例

に位置づけを行うところでございます。 

 この施設の名称につきましては、江花会館といた

すものであります。 

 また、施設の使用料につきましても、他の集会施

設の使用料との均衡を図り、料金設定を行ったとこ

ろでございます。 

 さらに、会館の前庭をコミュニティ広場として整

備を終えましたので、あわせて上富良野町コミュニ

ティ広場の設置及び管理に関する条例に追加し、江

花コミュニティ広場と位置づけをするものでありま
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す。 

 なお、旧施設の江花母と子の家につきましては、

上富良野町母と子の家等条例により位置づけされて

おりますが、他の里仁寿の家、江幌寿の家、清富保

健福祉館、日新寿の家、旭野寿の家を、上富良野町

集会施設の設置及び管理に関する条例に一本化し、

位置づけするとともに、これらの使用料につきまし

ても、他の集会施設の使用料との均衡を図り、新た

に設定したところでございます。 

 これらの条例施行日を、附則により、平成１６年

１月１日からとするものであります。 

 また、上富良野町母と子の家等条例の廃止に伴い

まして、議会の議決に付すべき公の施設としての条

例の中で、母と子の家、寿の家、保健福祉館が位置

づけされておりましたが、これを削除するものでご

ざいます。 

 以上が、議案第１０号の概要でございます。御審

議賜りまして、お認めくださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） この関連でございますけ

れども、以前私は、冬期の夜間の問題の時間の設定

でちょっとお話を申し上げ、その整合性をとるべき

でないかということで申し上げたところです。今

回、冬期の夜間というのは午後４時から午後１０時

ということですけれども、上富良野町の児童館管理

運営条例では、冬期の夜間が午後６時からというこ

とになっています。したがって、私は、同じ上富良

野であれば、太陽が沈むのも大体似たようなあれだ

から、これらの整合性を図りなさいということで申

し上げたのですけれども、早急にこれらの管理運営

条例、言うなれば児童会館ということで、所掌条例

の第２条の５項目に、一般町民も必要と認めれば利

用するということになっております。したがって、

それらの環境を早急に条例整備すべきだと思います

ので、その点、いかがでしょう。 

○議長（中川一男君） 社会教育課長、答弁。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） １１番中村議員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 ただいま冬期の時間帯、また料金等につきまして

の御質問でございますが、今回につきましては、江

花会館の新築にあわせたものでございまして、冬期

料金の統一等につきましては、今後、受益者負担も

考えました中で、全町の施設、統一した中で料金を

改定、時間帯につきましても改定するように検討い

たしたいと思いますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、本件は、

原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第１１号

南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１

５国債）請負契約締結の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１１号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛施設庁所管の委託工事として、平

成１３年度から演習場内において実施しておりま

す。 

 平成１５年国債の工事概要としまして、施工延長

３５３メートル、うち、積みブロック工２２７メー

トル、護床工２２８メートル、付帯構造物としまし

て、落差工３基、階段工５基が主なる工事内容であ

ります。 

 次に、本議案につきましては、平成１４年度より

改正しました上富良野町共同企業体取扱要綱の規定

に基づき、本工事につきましては、単体または共同

企業体の自主結成に向けました資格申請要綱を１０

月３０日に告示、三つの単体企業と五つの共同企業

体の申請を受理したところであり、地元業者を含

め、単体、共同企業体の計８企業体を指名いたしま

して、１２月１０日、入札を行った結果、大北・小

渡特定建設工事共同企業体が１億５,７００万円で

落札し、消費税を加算いたしまして、本議案の１億

６,４８５万円であります。 

 参考までに、２番札は新谷建設株式会社の１億

５,７７０万円であります。 

 また、本工事につきましては、予定価格事前公表

の試行実施としまして公表を行っております。 

 落札率につきましては、９６.７２％でございま

す。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 
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 議案第１１号南部地区土砂流出対策工事（ポロピ

ナイ川）（Ｈ１５国債）請負契約締結の件。 

 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ

１５国債）の請負契約を次により締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

る。 

 記。 

 １、契約の目的、南部地区土砂流出対策（ポロピ

ナイ川）（Ｈ１５国債）。 

 ２、契約の方法、指名競争入札による。 

 ３、契約金額、１億６,４８５万円。 

 ４、契約の相手方、大北・小渡特定建設工事共同

企業体。 

 代表者、富良野市本町８番１号、大北土建工業株

式会社、代表取締役社長、荒木毅。 

 構成員、上富良野町中町３丁目５番２５号、株式

会社小渡工務店、代表取締役、小渡一蔵。 

 ５、工期、契約の日から平成１６年１１月３０日

まで。 

 以上で、説明を終わります。御審議賜りまして、

御議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） ちょっとお聞きしたいのです

が、この入札、公募型でおやりになったのではない

かと思うのですが、公募型指名入札でやったわけな

のですね。それで、９６.７２％はまあまあという

ところなのですけれども、もう少し入札の、例えば

入札があるのだということよりも、入札に対しても

う少し気を配った入札をしていただきたいと思うの

です。この入札のする前に、いろいろな情報が飛び

回って歩いているということは、これは助役さんも

確認しているのではないかなという気もするのです

けれども、結局入札の前に、だれだれが決定してい

るのだというようなことが今回もかなり飛び回って

おったということは、役場の方々もある程度は知ら

んとは言えないと思うのです。ですから、もう少し

入札に、わかるように、余り批判のないような入札

制度を行っていただきたいなと。私たちいろいろ聞

いているのですけれども、ちょっと腑にあわないと

ころがあるのです。 

 それからもう１点、例えばこれ、公募型でも、甲

ですか乙ですか、乙の方の指名というのは、これは

だれが指名するのですか。甲は、例えば町でやるの

でしょうけれども、乙の場合はだれが指名してこう

いうふうに企業体になるのか、そこら辺、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。わかりません

か。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野議員の入札に関しての

御質問でございますが、ただいま御発言ございまし

たとおり、巷でいろいろな噂があるというようなお

話でございますけれども、私どもの方にはそのよう

なことでは入ってございません。基本的には、これ

は公共工事の適正化に関する法律に基づいて、私ど

も入札行為を行うわけでございます。今般、先ほど

課長からもお話申し上げておりますとおり、今回に

ついては公募型でございます。そして、公募型の中

で、従来は共同企業体でやる場合と単体でやる場合

だとかの区別をしてございましたが、今回初めて、

前回のポロピナイの場外の工事のときに、公募型で

共同企業体を結成した経緯から、３社しかなかった

経緯を踏まえながら、今回は混合入札ということ

で、企業体でも参加がいいですよ、単体でもいいで

すよという形の中で、今回公募させていただいた結

果、単体３社、企業体５社が応募があって、その資

格が適正であると認めた中で、指名を行ったところ

でございます。 

 今、議員がおっしゃいます甲乙の関係でございま

すが、これはあくまでも企業間での共同企業体の結

成でございまして、町の方からは一切、だれだれを

指名しなさいとか、そういうことは一切ございませ

ん。あくまでも自主結成の中で参加をしたというこ

とでございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） 今、助役さん言われました

ね。だからそれはそこまで私は詰めませんけれど

も、ともかく今後、入札については、もう少しいろ

いろ御批判のないような入札の制度を持っていただ

きたいと。今回もそういう状態は助役さんは知らな

いと言えば、それ以上詰めませんけれども、そうい

うことがありますから、そして、まず入札が、国債

でやられる場合、皆同じ企業の方が随意契約してい

るような入札の仕方なのですから、余計批判がある

のでないかと思うのです。少しでも業者が変わるの

であればいいけれども、全く変わっていない、同じ

企業体で組まれてきていると。それがいろいろと、

どういうふうなことか、どこからどういうふうに疑

問が出てくるのか、この点がわからないということ

なのです。ですから、もう少し皆さんに適正な、

やっぱり入札施行をしていただきたいということ

と、前の日に、例えばこういうことだよという情報

が入ったときは、もう少し検討の余地があるのでな
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いかなという気がするのです。だから私は、もう前

の日にあるのでないですかと、いろいろな情報がば

んばん飛び回って歩いていたのです。ですから、こ

ういうことが今後ないように、ひとつ気をつけて入

札の施行をしていただきたいということなのです

が、助役さん、どうですか。よろしいですか。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） いろいろ巷の中ではそうい

うお話があったのかと思いますが、この入札関係に

つきましては、適正化の中で、私どもは適正に執行

するのみでございます。そういう中で、そういう予

測的な話が飛び交うというような点につきまして

は、私どもとしてはまことに遺憾に思うところでご

ざいます。私どもといたしましては、この入札執行

そのものが、制度としてまずい点があれば、それは

ただしてまいりますけれども、そういう巷の中での

いろいろな中でのお話というのは、私どもとしては

承知しかねるところでございます。そういう場合が

あった場合につきましては、当然、私の方へ情報が

提供あれば、その辺のところはただしていく考え方

には変わりはございません。そのようなことで御理

解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１３ 認定第１号 

日程第１４ 認定第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 認定第１号、

平成１５年第３回定例会で付託された継続審査の議

案第４号平成１４年度上富良野企業会計決算認定の

件、日程第１４ 認定第２号、平成１５年第５回臨

時会で付託された継続審査の議案第７号平成１４年

度上富良野町町各会計歳入歳出決算認定の件を一括

して議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 各会計歳入歳出企業会計決算特別委員長西村昭教

君。 

○各会計歳入歳出・企業会計決算特別委員長（西村

昭教君） 審査報告書の朗読をもって報告にかえさ

せていただきます。 

 企業会計決算特別委員会審査報告書。 

 本委員会は、平成１５年度第３回定例町議会にお

いて、閉会中の継続審査に付された下記案件を審査

した結果、次の意見を付し認定すべきものと決定し

たので、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 付託事件名、議案第４号平成１４年度上富良野町

企業会計決算認定の件。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は１１月１４日開会し、正副委員長を選

出後、委員会を公開とし、直ちに２分科会による分

担書類審査を行い、全体による審議を行った上、各

分科会の審査報告を求め、この報告をもとに、委員

相互の意見交換と理事者の所信を質し意見集約し

た。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項については

早急に改善または対応し、執行に当たられるよう強

く要望する。特に、別記「企業会計決算特別委員会

審査意見」について善処されたい。 

 企業会計決算特別委員会審査意見。 

 病院事業会計。 

 １、未収金について。 

 患者負担金未収金については、利用者の公平性と

病院の健全経営を図るため、長期未収金の解消に厳

正な対応を図られたい。 

 ２、入札について。 

 入札に当たっては、適正かつ公正に行われるよう

図られたい。 

 ３、薬品管理について。 

 後発薬品の使用を検討し、経費の節減を図られた

い。 

 ②夜間診療等における投薬にあっては、適切に対

処されたい。 

 ４、物品等の購入について。 

 物品等の購入に当たっては、地元での購入を一層

促進し、公平公正な利用を図られたい。 

 ５、接遇について。 

 医師、看護師等も含め、職員一丸となって患者及

び利用者への信頼向上に努められたい。 

 ６、医療事故防止対策について。 

 医療事故防止対策について引き続き努力された

い。 

 水道事業会計。 

 １、未収金の取り扱いについて。 

 水道使用料の収納については、より一層の努力を

払うとともに、不誠実な未納者に対しては、引き続
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き給水停止等も含め、断固とした態度で臨まれた

い。 

 次に、平成１５年第５回臨時会付託、議案第７号

平成１４年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の

件の審査報告を、朗読をもって報告申し上げます。 

 本委員会は、平成１５年第５回臨時町議会におい

て、閉会中の継続審査に付された下記案件を審査し

た結果、次の意見を付し認定すべきものと決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 付託事件名、議案第７号平成１４年度上富良野町

各会計歳入歳出決算認定の件。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成１５年１１月１２日、１３日の

両日開会し、正副委員長を選出後、委員会を公開と

し、直ちに３分科会による分担書類審査を行い、全

体による審議を行った上、各分科会の審査報告を求

め、この報告をもとに委員相互の意見交換と理事者

の所信を質し意見を集約した。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項について

は、早急に改善または対応し、執行に当たられるよ

う強く要望する。特に、別記「各会計歳入歳出決算

特別委員会審査意見」について善処されたい。 

 平成１４年度上富良野町各会計歳入歳出決算特別

委員会の審査意見。 

 一般会計。 

 １、町税及び使用料等について。 

 ①町税、国保税等について、未収金の分納・誓約

書の活用を図り、一層解消に努められたい。 

 ②税外収入の未収金の収納率の向上になお一層努

められたい。 

 ③不納欠損処分に当たっては、十分精査の上実施

されたい。 

 ２、補助金・負担金について。 

 補助金・負担金については、行財政改革の観点か

ら、一層その使途を精査し、効果的な運営を図られ

たい。 

 ①納税奨励金制度については、住民と協議し、十

分検討を図られたい。 

 ②行政推進事務交付金については、見直しを進め

られたい。 

 ③農業関係委託金・補助金等の支出については、

受益が上富良野町の農業者に効果的に及ぶようされ

たい。 

 ④商業振興補助に当たっては、厳正な審査をし、

整備を行った施設は住民が利用できるように表示等

されたい。 

 ３、子育て支援について。 

 子育て支援体制のさらなる充実を図られ、とりわ

け学童保育の運営については、受け入れ時間の延

長、受け入れ枠の拡大等、充実を図られたい。 

 ４、委託業務について。 

 業務を見直し、効果的な委託を行われたい。 

 ５、職員給与、諸手当について。 

 職員給与、諸手当については、厳しい財政状況を

かんがみ、なお一層改善を図られたい。 

 ６、農業行政について。 

 奨励作物の選定に当たっては、所得向上になるよ

うに、農業者の意向を踏まえて決定されたい。 

 ７、国内外交流推進事業について。 

 国内外交流推進事業については、申請時の審査、

報告書の提出を徹底されたい。 

 簡易水道事業会計。 

 １、簡易水道事業について。 

 有収率の向上に努められたい。 

 以上、各会計の決算認定の報告を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これをもって、認定第１

号、認定第２号の報告を終わります。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成１４年度上富良野町企業会計決算認定の件に

対する委員長の報告は、意見を付し認定すべきもの

とするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１５年第３回定例会で付託された議

案第４号平成１４年度上富良野町企業会計決算認定

の件は、委員長の報告のとおり認定することに決し

ました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成１４年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

の件に対する委員長の報告は、意見を付し認定すべ

きものとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１５年第５回臨時会で付託された議

案第７号平成１４年度上富良野町各会計歳入歳出決

算認定の件は、委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 
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──────────────────                
◎日程第１５ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 発議案第１号

上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま

した発議案第１号上富良野町議会委員会条例の一部

を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 平成１６年４月１日から実施されます上富良野町

組織機構改編に伴い、１１課１事務局２４班に再編

されますことから、各常任委員会の所管する課の再

編と、一部名称も変更になることから、関係する条

文の改正を行うものであります。 

 あわせまして、上富良野町表彰条例の審査委員会

構成員として定められております総務常任委員長

を、改正された総務文教常任委員長に改めるもので

あります。 

 以下、議案を朗読申し上げ、説明とさせていただ

きます。 

 発議案第１号上富良野町議会委員会条例の一部を

改正する条例。 

 上記議案を、会議規則第１４条第２項の規定によ

り提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。賛成者、

上富良野町議会議員村上和子、同じく上富良野町議

会議員岩崎治男。 

 上富良野町議会委員会条例（昭和６２年上富良野

町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「企画調整課」を「企画財

政課」に、「会計課」を「収入役の事務部局」に改

め、同項第２号中「特別養護老人ホーム」を「ラベ

ンダーハイツ」に改め、同項第３号中「農業振興

課、道路河川課、商工観光まちづくり課、上下水道

課」を「産業振興課、建設水道課」に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、平成１６年４月１日から施行す

る。ただし、附則第２項の規定は公布の日から施行

し、平成１５年８月２５日から適用する。 

 上富良野町表彰条例の一部改正。 

 ２、上富良野町表彰条例（昭和５８年上富良野町

条例第９号）の一部を次のように改める。 

 第８条中「町議会総務常任委員長」を「町議会総

務文教常任委員長」に改める。 

 以上でございます。御審議いただきまして、お認

めいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１６ 発議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 発議案第２号

季節労働者冬期援護制度に関する要望意見の件を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 発議案第２号季節労働者冬

期援護制度に関する要望意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１５年１２月１４日提出。 

 提出者、上富良野町議会議員岩崎治男。同じく向

山富夫、同じく村上和子。 

 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大

臣、北海道知事。 

 季節労働者冬期援護制度に関する要望意見書。 

 厚生労働省は、８月末に、季節労働者冬期援護制

度（通年雇用安定給付金制度）について、見直しを

行った上で、来年度の概算要求を行いました。 

 その中には、１、冬期技能講習の受講給付金につ

いて２５％切り下げる。２、６５歳以上の労働者を

制度の対象としない。３、冬期技能講習の受講につ

いて、通年雇用奨励金、冬期雇用安定奨励金を活用

した労働者については、以後の冬期技能講習の受講

を求めないなどの制限が加えられようとしていま

す。 

 しかしながら、これは仕事のない季節労働者の冬

の生活を直撃し、今でさえぎりぎりの生活の支えが

切り取られることになり、深刻な状況にある北海道

の地域経済にとっても大きな影響を与えることにな

ります。 

 また、年齢要件の設定は、雇用保険本体では、短

期特例給付について年齢制限がされていないことと

矛盾するものであり、また、働かなければ生活でき

ないという、最も弱い立場にある高齢者に深刻な打

撃を与えるものであります。 
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 そして、冬期間の雇用の場が安定的に確保されて

いない現実がある中で、一たん冬期間の雇用につけ

ば講習受講の権利がなくなるとすれば、季節労働者

にとって極めて不利な条件となりますし、中小企業

にとっては制度を活用しづらいものにしてしまいま

す。 

 下記により、少なくとも現行制度の内容、給付基

準で存続し、政府、厚生労働省及び北海道が総合的

な季節労働者対策を拡充していただくよう強く要望

します。 

 記。 

 １、国においては、季節労働者冬期援護制度を、

現行の内容、給付基準で存続し、６５歳以上の労働

者の排除をやめること。 

 また、国として、冬期の雇用対策及び生活対策を

含む総合的な季節労働者対策を拡充すること。 

 また、市町村が行う季節労働者対策に、国の財源

的な助成措置を強化すること。 

 ２、北海道において、国に対し、季節労働者冬期

援護制度を、現行の内容、給付水準を存続し、６５

歳以上の労働者の排除をやめるよう要請する。 

 北海道として、冬期の雇用対策及び生活対策を含

む総合的な季節労働者対策の強化を図ること。 

 また、市町村が行う季節労働者対策に、北海道の

財政的な助成措置を強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 平成１５年１２月１６日、上富良野町議会議長中

川一男。 

 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大

臣、北海道知事。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、原案どお

り決しました。 

──────────────────                
◎日程第１７ 発議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第１７ 発議案第３号

北海道新幹線の建設促進を求める意見の件を議題と

いたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 引き続きまして、発議いた

します。 

 発議案第３号北海道新幹線の建設促進を求める意

見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１５年１２月１４日提出。 

 提出者、上富良野町議会議員岩崎治男。同じく向

山富夫、同じく村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣。 

 北海道新幹線の建設促進を求める意見書。 

 北海道新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づ

き、昭和４８年に整備計画路線と決定された、いわ

ゆる整備新幹線５路線のうちの一つであり、これま

で東北各県とともに連携しながら、道民挙げて建設

要望活動を繰り広げてきた。 

 この結果、昨年１月、日本鉄道建設公団総裁から

国土交通大臣に工事実施計画認可申請が提出され、

着工に向けて大きな一歩が踏み出されたところであ

ります。 

 計画決定後、３０年を経た現在、全国において

は、南は鹿児島から、北は青森まで、整備が明確に

なっているにもかかわらず、北海道新幹線は全く手

つかずの未着工路線となっており、国土を縦断する

高速交通体系の骨格が未完成となっている。 

 よって、国においては、国土の骨格をなし、広域

的な交流や地域間相互の交流、連携強化に欠かすこ

とのできない北海道新幹線について、全国新幹線網

の整備の必要性を十分に踏まえ、下記のとおり、一

日も早い着工について強く要望する。 

 記。 

 １、北海道新幹線、新青森－札幌間の全線フル規

格での一日も早い着工と１０年以内の完成。 

 ２、東北新幹線青森の開業と同時に、新函館まで

の暫定開業。 

 ３、公共事業費の重点配分などによる建設財源の

確保及び地域負担に対する財源措置の充実・強化。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 平成１５年１２月１６日、上富良野町議会議長中

川一男。 

 提出先、さっき申し上げましたので、割愛いたし

ます。 

 以上。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 
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 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、本件は、

原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１８ 閉会中の継続調査申し出の件 

○議長（中川一男君） 日程第１８ 閉会中の継続

調査申し出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下、

委員会において調査中の別紙配付の申出書の事件に

つき、会議規則第７５条の規定により、閉会中も引

き続き調査したい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査に付することに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は、全部終了いたしました。 

──────────────────                
◎町 長 あ い さ つ           

○議長（中川一男君） 町長より、発言の申し出が

ありますので、これを許します。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 年末を迎えた本年最後の定

例会でもありますので、議長のお許しを受けまし

て、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。 

 本定例会では、初日の日曜議会から始まる３日間

にわたり、皆様方の真剣な御審議をいただき、上程

させていただきました案件すべてを御議決賜りまし

たこと、厚くお礼を申し上げます。 

 本年８月、議員各位におかれましては、議員定数

削減という、議会改革最初の改選期を迎えられ、激

戦の中、１４名の皆様が引き続き議席を得られ、ま

た、新進気鋭の４名の皆様が初の議席に加わり、中

川新議長のもと、清新な議会構成をもって誕生され

ました。新たな気風のもとで、本定例会まで、町政

推進のため、何かと御支援、御協力を賜りましたこ

と、心から深く感謝を申し上げる次第であります。 

 さて、平成１５年も、残すところあとわずかにな

りました。 

 この１年を振り返ると、世界最大のニュースがイ

ラク問題であったかと思います。イラク戦争に始ま

り、フセイン元大統領の拘束に至るまで、イラク戦

争とテロ問題で終始揺れ動いた１年であったと思い

ます。 

 国内におきましても、輸出産業の押し上げによる

景気回復の兆しが見られるものの、庶民の生活実感

は依然としてデフレ不況感がぬぐえず、特に北海道

はもちろん、私たちの地域においても、不況の厳し

さがさらに深まる実感さえ感じながら、この年末を

迎えたと思うわけであります。また、私たち地方自

治体においては、大きな関心を持ち、注目してき

た、第２７次地方制度調査会の最終答申がなされま

したが、一応基礎自治体としての人口はクリアされ

たものの、三位一体改革など、税財源移譲の問題は

いまだ判然としない中で、我が町の財政運営の見直

しに暗い影を落としつつあります。 

 いずれにしましても、財政運営はなお一層の厳し

さが加わってくるものと予測され、合併議論の有無

にかかわらず、財政規模の縮小は必要不可欠な課題

と考えております。 

 本定例会においても大いに話題になりました、今

後の上富良野町のあり方につきましては、町民との

情報共有を促進し、町民とともに議論を尽くしてま

いりたいと考えております。 

 現在、平成１６年度へ向けて予算編成作業に着手

いたしたところでありますが、事務事業の再評価、

見直しに加えて、必要課題に即した大胆な取捨選択

に取り組み、行財政運営に反映させていきたいと考

えておりますので、今後とも議員各位並びに町民の

皆さんの御理解と御協力をお願いするところであり

ます。 

 基幹産業である農業におきましては、稲作が低温

と日照不足により、平成５年以来の凶作となった一

方で、畑作は平年を上回る収穫、収入が得られる見

込みと、悲喜相混ざる中での結果となったところで

あります。来年の天候の順調な推移と、農作物全般

の方策を願うところであります。 

 本年を振り返ってみましたが、殺伐とした犯罪報

道も多く、明るい話題に乏しい１年でありました。 

 来る年が、晴れやかで喜びの多い１年となります

ことを祈るばかりであります。 

 最後になりましたが、町民の皆様並びに議員の皆

様各位におかれましては、この１年間、行政運営各

般にわたりまして御支援、御協力を賜りましたこと

を心から厚くお礼を申し上げるとともに、新年を皆

様方とともに御健勝でありますことを心から御祈念

申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。 

 まことにありがとうございました。 
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──────────────────                
◎議 長 あ い さ つ           

○議長（中川一男君） この際、私からもごあいさ

つを申し上げます。 

 ことしは選挙に始まって、本当に選挙に明け暮れ

たと。そして、この１８名の方々が、地域住民の

方々の負託にこたえて当選してきたわけでございま

す。そして４カ月、私を本当に議長とさせていただ

いて、皆さん方の一致協力のもとに、スムーズに本

当に進めさせていただきました。心から厚く御礼申

し上げます。議長ってこんなに居心地のいいところ

なのかなと、本当につくづく思っております。これ

も皆さんのおかげだと、本当に心から感謝するとこ

ろでございます。 

 健康、そして少しでも私たちが豊かになるように

頑張っていかなければならない。きょう、すごく天

気がいい。いい天気ですね。ですが、これは一方的

でないか。１８名の立場を考えたときに、果たして

それが正解なのか。天候というものは、立場が変わ

ると全く逆の立場に出るのでないだろうか。この

間、すごく天気がよくて、暖かくて、本当にいい冬

を迎えていますねと。燃料屋さんは困っておりま

す。やはりそのように、立場が変われば全く違う立

場に立つのだな、人というものは。それを私たちは

少しでも理解しながら、地域のために頑張っていか

なければならない、そんな感じをしております。 

 これは理事者側にも言えることでございますし、

私たち１８名個々にも言えることでございます。こ

の１８名が一致団結して、そして理事者側と対峙し

ながら、お互いに相乗効果をあらわしながら、この

地域のために、そして上富良野のために頑張ってい

きたい、そのように思っております。 

 今後ともよろしくお願い申し上げまして、来年は

すばらしい年でありますことを御祈念いたしまし

て、簡単でございますが、あいさつといたします。 

 ありがとうございます。 

──────────────────                
◎閉 会 宣 告           

○議長（中川一男君） これにて、平成１５年第４

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 ２時０４分 閉会 
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